
長

６月９日（１日目）

○  出席議員は，次のとおりである。

１ 番 師　玉　 敏　代 君 ２ 番 多　田　 義　一 君

３ 番 橋　口　 和　仁 君 ４ 番 　　　 嘉瑞人 君

５ 番 戸　内　 恭　次 君 ６ 番 平　田　 勝　三 君

７ 番 向　井　 俊　夫 君 ８ 番 奈　良　 博　光 君

９ 番 朝　木　 一　昭 君 10 番 竹　山　 耕　平 君

11 番 伊　東　 隆　吉 君 12 番 里　　　 秀　和 君

13 番 泉　　　 伸　之 君 14 番 関　　　 誠　之 君

15 番 三　島　　 　照 君 16 番 崎　田　 信　正 君

17 番 奥　　　 輝　人 君 18 番 平　川　 久　嘉 君

19 番 渡　　　 京一郎 君 20 番 竹　田　 光　一 君

21 番 栄　　　 勝　正 君 22 番 世　門　 　　光 君

23 番 平　　　 敬　司 君 24 番 大　迫　 勝　史 君

25 番 与　　　 勝　広 君 26 番 叶　　　 幸　与 君

○  欠席議員は，次のとおりである。

な し

○　地方自治法第１２１条の規定により会議に出席した者は，次のとおりである。

1 市 長 平 田 隆 義 君 3 副 市 長 濵 田 龍太郎 君

4 教 育 長 德 永 昭 雄 君 5
住 用 町
地 域 自 治 区 長 森 米 勝 君

6
笠 利 町
地 域 自 治 区 長 朝 山 三千丸 君 7 総 務 部 長 福 山 敏 裕 君

10 総 務 課 長 川 口 智 範 君 11 財 政 課 長 則 敏 光 君

12 管 財 課 長 田 丸 友三郎 君 13 税 務 課 長 有 川 清 貴 君

17 企 画 部 長 塩 崎 博 成 君 19 企画調整課長 瀬 木 孝 弘 君

20 市民福祉部長 福 山 治 君 22 市民課長(名瀬) 幸 廣 光 君

24
国民健康保険課

倉 井 則 裕 君 32 福祉事務所長 大 井 進 良 君

35 産業振興部長 赤 近 善 治 君 36 商工水産課長 前 里 佐喜二郎 君

43 建 設 部 長 平 豊 和 君 44 都市整備課長 田 中 晃 晶 君

45 土 木 課 長 東 正 英 君 50 会 計 管 理 者 田 畑 米 利 君
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52 教 育 部 長 里 中 一 彦 君 53 教委総務課長 福 和 久 君

○　職務のため会議に出席した者は，次のとおりである。

70 議会事務局長 松 田 秀 樹 君 71
次 長 兼
調査係長事務取扱 山 﨑 實 忠 君

73 議 事 係 長 森 尚 宣 君 75 議 事 係 主 事 重 田 俊 彦 君
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議長 (伊東隆吉君) ただいまの出席議員は２６人であります｡

会議は成立いたしました｡

これから平成２０年第２回奄美市議会定例会を開会いたします｡ (午前９時３０分)

○

議長 (伊東隆吉君) 直ちに本日の会議を開きます｡

日程に入ります｡

日程第１, 会議録署名議員の指名を行います｡

本定例会の会議録署名議員に向井俊夫君, 奈良博光君, 朝木一昭君の３名を指名いたします｡

○

議長 (伊東隆吉君) 日程第２, 会期の決定について議題といたします｡

お諮りいたします｡ 今定例会の会期として, 別紙配付の議事日程表案のとおり, 本日から６月２７日

までの１９日間とすることに御異議ありませんか｡

(｢異議なし｣ と呼ぶ者あり)

御異議なしと認めます｡

よって, 会期は本日から６月２７日までの１９日間とすることに決定いたしました｡

○

議長 (伊東隆吉君) 日程第３, 報告第２号から報告第２２号までの２１件の専決処分の承認を求めるこ

とについてを議題といたします｡

市長に提案理由の説明を求めます｡

市長 (平田�義君) おはようございます｡ 今日から２７日まで, 多くの課題を抱えた中での議会の審議

をお願い申し上げておるところですが, よろしくお願いいたします｡

今, 総務部長から報告がありました災害につきましては, 市長としても大変残念な思いもいたしてお

ります｡ 非常に難しい問題を抱えているということを改めて認識したところです｡ 今後, どういう形で

この問題を解決していくか｡ 多くの皆さんの知恵をお借りしていかなきゃならないだろうと, このよう

に考えておるところでございますので, よろしく御指導を賜りたいと思います｡

それでは, 本日提案しております報告第２号から報告第２２号までの提案理由を御説明いたします｡

報告第２号 平成１９年度奄美市一般会計補正予算 (第５号) の専決の主な内容を御説明いたします｡

第１表, 歳入歳出予算補正でございますが, 歳入につきましては, 地方譲与税等をはじめ, 地方消費

税交付金などの税外収入が確定したことに伴う所要額を計上いたしております｡ 分担金及び負担金, 使

用料及び手数料, 国・県支出金, 市債などの各歳入費目につきましても, 歳出におけるそれぞれの事業

費や事務費の確定に伴う決算見込額を計上いたしております｡ また, 繰入金８７７万９, ０００円につ

きましては, 補償金免除繰上償還額の確定に伴い, 減債基金からの繰入額を調整するものであります｡

次に, 歳出につきましては, 各費目において事務事業費の確定に伴う不用額及び財源更正等について

計上いたしておりますが, その主な内容について御説明をいたします｡

総務費につきましては, 総務管理費において減債基金から積立金を９, ２８１万６, ０００円, 地域

振興基金積立金を３, １１０万５, ０００円, 追加計上したほか, 戸籍電算化構築業務を初めとした各

事務事業費の確定に伴う所要額を補正するものでございます｡

民生費につきましては, 社会福祉費及び児童福祉費において, 扶助費等の確定に伴う所要額を減額す

るとともに, 介護保険事業特別会計繰出金を２, ３０６万６, ０００円減額するものであります｡

衛生費につきましては, 保健衛生費において国民健康保険事業特別会計繰出金を８４１万８, ０００

円減額し, 国民健康保険直営診療施設勘定特別会計繰出金を３, １８０万７, ０００円, 老人保健医療

特別会計繰出金を８, ４４６万８, ０００円, それぞれ増額するほか, 水道事業費においては簡易水道

事業特別会計繰出金を８９５万６, ０００円減額いたしております｡ また, その他の費目については,

各事業費の確定に伴う所要額を計上するものであります｡
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農林水産業費におきましても, 農地費において農業集落排水事業特別会計繰出金を３６５万７, ００

０円を減額し, その他事業費の確定に伴う各費目の不用額を計上するものでございます｡

商工費につきましては, 廃止路線代替バス運行費補助金, 企業立地等促進助成金をはじめ, 各事業費

の確定により所要の不用額を計上しております｡

土木費につきましては, 都市計画費において公共下水道事業特別会計繰出金を４, ２９６万５, ００

０円減額するほか, 各事業費及び工事費等の確定に伴う所要額を計上するとともに, 国・県支出金及び

地方債等の財源更正を行うものであります｡

消防費につきましては, 消防団員出動旅費及び大島地区消防組合負担金の確定に伴う所要額を減額し,

教育費につきましても, 各費目において主に事務事業費の確定による所要の不用額を計上いたしており

ます｡

また, 災害復旧費につきましても, 農林水産業施設災害復旧費及び土木施設災害復旧費の事業費確定

に伴い, 所要額を減額いたしております｡

最後に, 公債費につきましては, 平成１９年度の補償金免除繰上償還額が確定したことに伴い減額す

るものでございます｡

今回の専決補正により, 平成１９年度奄美市一般会計予算の総額は, ２８８億５, ５６５万３, ００

０円となります｡

第２表, 地方債補正におきましては, 各事業費の確定に伴う起債限度額の追加及び変更をするもので

あります｡

報告第３号 平成１９年度奄美市国民健康保険事業特別会計補正予算 (第６号) の専決につきまして

は, 歳入歳出の最終的な見込み及び事業費の確定に伴う調整をさせていただくもので, 歳入歳出それぞ

れ１億５, ５２０万５, ０００円の減額補正を計上させていただいております｡

今回の補正によりまして, 平成１９年度奄美市国民健康保険事業特別会計予算の総額は, ６９億８,

１１９万９, ０００円となります｡

報告第４号 平成１９年度奄美市国民健康保険直営診療施設勘定特別会計補正予算 (第３号) の専決

につきましては, 診療収入等の見込みが減額となることに伴い, その減収分を含め決算不足見込額を一

般会計から繰り入れるものでございます｡

今回の補正によりまして, 歳入歳出それぞれ５, ３３１万８, ０００円の減額となり, 平成１９年度

奄美市国民健康保健直営診療施設勘定特別会計予算の総額は, ２億５, １０９万９, ０００円となりま

す｡

報告第５号 平成１９年度奄美市老人保健医療特別会計補正予算 (第３号) の専決につきましては,

歳入歳出の最終的な見込み及び事業費の確定に伴う調整をさせていただくもので, 歳入歳出それぞれ５,

５７３万１, ０００円の減額補正を計上させていただいております｡

今回の補正によりまして, 平成１９年度奄美市老人保健医療特別会計補正予算の総額は, ５２億５,

９６９万８, ０００円となります｡

報告第６号 平成１９年度奄美市介護保険事業特別会計補正予算 (第４号) の専決につきましては,

歳入歳出の最終的な見込み及び事業費の確定に伴う調整を行うもので, 歳入歳出それぞれ１億７６６万

１, ０００円の減額補正を計上いたしております｡

今回の補正によりまして, 平成１９年度奄美市介護保険事業特別会計補正予算の総額は, ４３億７,

９６１万７, ０００円となります｡

報告第７号 平成１９年度奄美市訪問看護特別会計補正予算 (第３号) の専決につきましては, 歳入

歳出の最終的な見込みに伴い, 歳入歳出それぞれ５９１万７, ０００円の減額補正を計上させていただ

いております｡

今回の補正によりまして, 平成１９年度奄美市訪問看護特別会計予算の総額は, ２, ０７０万７, ０

００円となります｡

報告第８号 平成１９年度奄美市笠寿園特別会計補正予算 (第４号) の専決につきましては, 歳入歳
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出の最終的な見込みに伴い, 歳入歳出それぞれ６９７万９, ０００円の減額補正を計上させております｡

今回の補正によりまして平成１９年度奄美市笠寿園特別会計予算の総額は, ２億１, ５５３万円とな

ります｡

報告第９号 平成１９年度奄美市公共下水道事業特別会計補正予算 (第４号) の専決につきましては,

歳出におきまして総務費, 事業費, 公債費等の確定に伴い, ３億７, ３９６万６, ０００円減額補正す

るものであります｡ 主なものといたしましては, 公債費元金の３億６, １１７万円の減額でございます｡

歳入につきましては, 分担金及び負担金を１８９万３, ０００円, 使用料及び手数料を２９０万６, ０

００円増額補正し, 繰入金を４, ２９６万５, ０００円, 市債を３億６, ２００万円, それぞれ減額補

正しております｡

今回の補正によりまして, 歳入歳出それぞれ３億７, ３９６万６, ０００円の減額となり, 平成１９

年度奄美市公共下水道特別会計予算の総額は, ３３億７, ０７８万１, ０００円となります｡

報告第１０号 平成１９年度奄美市農業集落排水事業特別会計補正予算 (第４号) の専決につきまし

ては, 歳出におきまして総務費, 事業費, 公債費等の確定に伴い３９４万１, ０００円減額補正してお

ります｡ 主なものといたしましては, 公債費元金及び利子の２７５万８, ０００円でございます｡ 歳入

におきましては, 使用料及び手数料１４万円, 繰入金を３６５万７, ０００円, 市債を７５万８, ００

０円減額補正し, 諸収入を６１万４, ０００円増額補正しております｡

今回の補正によりまして, 歳入歳出それぞれ３９４万１, ０００円の減額となり, 平成１９年度奄美

市農業集落排水事業特別会計予算の総額は, ６億１, ６９５万７, ０００円となります｡

報告第１１号 平成１９年度奄美市ふるさと創生人材育成資金特別会計補正予算 (第２号) の専決に

つきましては, 歳入歳出の最終的な見込みに伴い, 歳入歳出それぞれ３９５万９, ０００円の減額補正

を計上いたしております｡

今回の補正によりまして, 平成１９年度奄美市ふるさと創生人材育成資金特別会計の総額は, ２, ５

８９万５, ０００円となります｡

報告第１２号 平成１９年度奄美市と畜場特別会計補正予算 (第２号) の専決につきましては, 歳出

におきまして一般管理費に係る不用額の確定に伴い, １２万８, ０００円及び予備費１０万円を減額補

正いたしております｡ 歳入につきましては, 事業収入５３万５, ０００円及び諸収入２, ０００円を増

額補正いたしております｡ これらの調整によりまして一般会計からの繰入金を７６万５, ０００円減額

補正いたしております｡

今回の補正によりまして, 歳入歳出それぞれ２２万８, ０００円の減額となり, 平成１９年度奄美市

と畜場特別会計予算の総額は, 歳入歳出それぞれ６０４万８, ０００円となります｡

報告第１３号 平成１９年度奄美市交通災害共済特別会計補正予算 (第２号) の専決につきましては,

歳出におきましては, 事業費におきまして交通災害共済見舞金が当初見込みより減少したことにより９

９万円を減額計上するほか, 基金積立金を増額計上いたしております｡ 歳入につきましては, 交通災害

共済加入者が当初見込みより減少したこと等により, 共済会費９９万円を減額計上するほか, 財産運用

収入を増額計上いたしまして, 今回の補正によりまして歳入歳出それぞれ８６万６, ０００円の減額と

なり, 平成１９年度奄美市交通災害共済特別会計予算の総額は, ８５６万８, ０００円となります｡

報告第１４号 平成１９年度奄美市簡易水道事業特別会計補正予算 (第５号) の専決につきましては,

事業費の確定に伴いまして, 歳入歳出それぞれ８３６万１, ０００円の減額補正を計上いたしておりま

す｡ 事業費の確定に伴います歳出予算の減額または水道使用料の増額等により, 一般会計からの繰入金

８９５万６, ０００円を減額補正いたしております｡

今回の補正によりまして, 平成１９年度奄美市簡易水道事業特別会計予算の総額は, ５億８, ０３３

万８, ０００円となります｡

報告第１５号 奄美市集会施設条例の一部を改正する条例及び報告第１６号 奄美地区コミュニティ

センターの指定管理者の指定の専決につきましては, 奄美地区コミュニティセンターが平成２０年３月

３１日に完成し, 供用開始がされることに伴い, 所要の規定の整備を行い, また指定管理者として配田
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が丘きょら会を指定するため, 市長において専決処分を行ったものであります｡

報告第１７号 健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例の専

決につきましては, 健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い, 本年４月１日から高齢者の医療

の確保に関する法律が施行されたことにより, 関連条例５本の所要の規定に整備を行ったものでありま

す｡

報告第１８号 平成２０年度奄美市国民健康保険事業特別会計補正予算 (第１号) の専決につきまし

ては, 歳出におきまして繰上充用金を計上いたしました｡ 繰上充用金につきましては, 平成１９年度奄

美市国民健康保険事業特別会計において, 歳入不足が生じ予算の執行に急を要したため, 平成２０年度

歳入を繰り上げてこれに充てたものでございます｡ 歳入につきましては, その財源といたしまして国民

健康保険税を増額計上いたしました｡ また, 歳出におきまして老人保健拠出金, 介護納付金をそれぞれ

確定及び概算通知により計上いたしたものであります｡ 歳入につきましては, 歳出見合い分といたしま

して国・県支出金を計上しております｡

今回の補正によりまして, 歳入歳出それぞれ６億１, ９１６万５, ０００円の増額となり, 平成２０

年度奄美市国民健康保険事業特別会計予算の総額は, ６９億５, ９０４万４, ０００円となります｡

報告第１９号 奄美市税条例の一部を改正する条例の専決につきましては, 地方税法等の一部を改正

する法律が公布されたことに伴い, 個人住民税に係る寄附金税制の拡充, また, 平成２１年度より公的

年金からの特別徴収制度を創設するなど, 所要の規定の整備を行ったものであります｡

報告第２０号 奄美市国民健康保険条例の一部を改正する条例の専決につきましては, 平成２０年４

月の後期高齢者医療制度の創設に伴い, 国民保険税の賦課基準, 賦課限度額及び税率を改正するととも

に, 国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行する世帯の増額について, 従前と同程度となるよう緩

和措置を実施することとなったため, 所要の規定の整備を行ったものであります｡

報告第２１号 平成２０年度奄美市一般会計補正予算 (第１号) の専決につきましては, 第１表, 歳

入歳出予算補正にありますとおり, 歳入に繰越金４１６万７, ０００円を追加計上し, 歳出については

衛生費の保健衛生費において老人保健医療特別会計繰出金４１６万７, ０００円を追加計上するもので

あります｡

今回の補正によりまして, 平成２０年度奄美市一般会計予算の総額は, ２７５億７, ３６２万９, ０

００円となります｡

報告第２２号 平成２０年度奄美市老人保健医療特別会計補正予算 (第１号) の専決につきましては,

歳出におきまして医療給付費に予算不足を生じたため, 増額補正を計上しております｡ 歳入につきまし

ては, 歳出見合い分といたしまして, 支払基金, 国・県支出金, 一般会計繰入金を計上いたしておりま

す｡

今回の補正によりまして, 歳入歳出それぞれ５, ０００万円の増額となり, 平成２０年度奄美市老人

保健医療特別会計予算の総額は, ５億２, ８４６万８, ０００円となります｡

以上, 報告第２号から報告第２２号までの提案理由を申し上げましたが, 議会を招集して審議をお願

いする時間的余裕がないことが明らかでございましたので, 地方自治法第１７９条第１項の規定により,

市長において専決をいたし, 同条第３項の規定により報告を行い, 承認をお願いする次第でございます｡

何とぞ御審議の上, 御承認くださいますようお願いをいたします｡

議長 (伊東隆吉君) これから質疑に入ります｡

通告のありました順に質疑に入ります｡

最初に, 日本共産党 三島 照君の発言を許可いたします｡

１５番 (三島 照君) おはようございます｡ 最初に, 先日の小俣町での土砂崩れによる被災者の皆さん

には, 心から厚くお見舞い申し上げます｡ あわせて, 昨今テレビや新聞で報道され, また, 昨日の東京

秋葉原のああいう残酷な無謀とも言える, 本当に信じられないような事件が発生する｡ なぜこういうこ
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とが起きるんだろうかと, つくづく考えてたんですけど, やっぱり最近, 非常に若い人たち含めた多く

の, 今までは考えられなかったような凶悪な犯罪が起きてます｡ あわせて, この４月以降だけでも後期

高齢者問題などを含めた, その影響も受けて, 多くの方々が自ら命をなくしていくというような, ここ

には, やっぱり今の日本の政治, 経済の現れが出てきてるんではないか｡ こういう時にこそ, 私たちは

政治家がそれぞれの地域や, 国・県・市町村において, しっかりと市民の立場を踏まえた活動をやって

いくことが, 私たちの責任ではないかなというふうに感じたところです｡

通告に基づいて質疑をいたします｡

平成１９年度の一般会計補正予算 (第５号) については, 歳入歳出で約１億６, ２１０万８, ０００

円の減額が出てきてるんですけど, 先ほどいろんな説明は聞かれましたけど, こういうことが今やって

いる各事業への影響はないのかというのが１点です｡

２点目は, 報告第２号から第２２号の計２１件もの専決処分をしなければならなくなった理由, なぜ

こういう状況が起きたのか｡ 一般会計の補正予算も含めてですね, 正に市民生活は本来なら議会で議論

をしなければならない問題が, いとも簡単に専決処分され, 正に議会の存在そのものをどのように市長

は認識されているのかということを伺います｡

もう１点は, 報告の２号の１３ページ, １３款使用料及び手数料６目の土木使用料, ７節末広・港土

地区画整理事業の取得物件使用料のところでですね, ２１２万５, ０００円もの建物の使用料, 土地の

使用料が７万２, ０００円というのが上がってきています｡ これはどこの, なぜ末広・港にこういう状

況が生まれてきてるのか｡ 建物は何件で, 土地何件分でこんだけの金額になってるのか示してください｡

後, 自席へ戻ります｡

議長 (伊東隆吉君) 答弁を求めます｡

財政課長 (則 敏光君) 三島議員の御質疑にお答えいたしたいと思います｡

専決２号 １億６, ２１０万８, ０００円の減額ということでございますが, 減額そのものにつきま

しては, 各事業には直接は影響はしないというふうに考えております｡ また, その専決予算でございま

すが, 最終の専決予算, できれば３月補正で最終的に見積りを立てて３月議会に上程したいという思い

は, もちろんございます｡ ３月議会に３月補正で上程をするということは, １月の下旬, あるいは２月

の上旬あたりですべての事業の見込みを正確に把握しなければならないということが一つございます｡

また, 各事業, ソフト事業, ハード事業にいたしましても, 年度末に向けて２月, ３月になって, さら

に事業が急展開をするというようなこともございます｡ したがいまして, ３月の末でかなり踏み込んで

見込みはいたしますが, いまだ十分ではないという形で専決予算にならざるを得なかったという実情が

ございます｡ また, 国庫補助, 補助事業, 起債事業などにつきましては, 事業が確定して後に精算とい

う形になりますので, ３月補正の時点でその金額を正確に把握をするのは難しいというようなこともご

ざいます｡ そういったことなどもございまして, 一般会計, 特別会計のほうで専決をお願いいたしたも

のでございます｡ なお, 特別会計につきましては, 一般会計との連動がございまして, 一般会計から各

特別会計に繰り出す繰出金, 特別会計ではそれを受け入れる繰入金という形で一致するわけですが, そ

の数字に事業費の確定によりまして, それが一致させなければならないということで, 一般会計, 特別

会計双方で変更が必要になるというようなこともございます｡ そういったことなどもございますので,

よろしく御理解をお願いいたしたいと思います｡

総務課長 (川口智範君) 専決処分の理由と原因についてのお尋ねでございますが, ３月２８日付けの専

決, ３月３１日付けの専決, ４月１日付けの専決, ４月３０日付けの専決及び５月２０日付けの専決と,

五つの段階での専決がございます｡ これについてそれぞれの段階で御説明を申し上げたいと思います｡

まず, ３月２８日付けの専決でございますが, 今, 財政課長のほうから説明がありましたので省略を

いたします｡
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次に, ３月３１日付けの専決でございます｡ 報告の第１５号及び報告の１６号につきましては, 集会

施設の専決処分でございます｡ 当初, 第２回定例会での提出議案として考えておりました｡ 奄美小学校

横の集会施設でございまして, 同地区からの強い要望にこたえるため４月１日から集会所として供用で

きるように専決処分を行っております｡

報告第１７号につきましては, 健康保険法との一部改正に伴い関係条例の改正でございますが, 改正

法の施行日が４月１日となっていたため, ３月３１日付けで専決処分を行ったものでございます｡

次に, ４月１日付けの専決でございます｡ 報告第１８号でございますが, 国民健康保険事業特別会計

の繰上充用関係で予算を専決したものでございますが, ４月１日付けで会計上繰上充用しなければ予算

執行に支障を来すこととなることから専決処分をいたしております｡

次に, ４月３０日付け専決でございます｡ 報告の第１９号及び２０号につきましては, 地方税法等の

一部を改正する法律の成立施行が平成２０年４月３０日となったため, 当日付けで専決処分をいたして

おります｡ 事務処理上支障が出ないようにするための措置でございますので, 御理解をお願いしたいと

思っております｡

最後に, ５月２０日付け専決でございます｡ 報告第２１号及び第２２号につきましては, 平成２０年

の老人保健医療特別会計の医療給付費に係るものでございますが, ４月から後期高齢者医療制度が施行

されましたが, 老人保健医療制度の３月診療分に係る医療費の請求が, 予想外に高額だったため, 支払

期限の関係もあり, 急を要したため専決処分をいたしております｡

以上, 述べました理由により専決処分を行ったものでありますが, 必要最小限の事務執行に支障を生

じさせないための専決であったことを御理解いただければと思っております｡

次に, 議会の存在についてでございますが, 申すまでもなく議会は市の最高意志決定機関だというこ

とで, 私も十分認識をいたしております｡ 予算の執行上, または法律の改正という外的な要因に伴い,

早急な対応を要する場合がございますので, その点も御理解いただきたいと思っております｡ 今後も議

会の役割を十分認識し, 市政運営にあたってまいりたいと思っておりますし, あわせて今回, 専決処分

に関して多くの御意見を賜っております｡ 今後, さらに専決処分につきましては, 慎重に対応いたした

いと存じますので, 御理解を賜りたいと思います｡

都市整備課長 (田中晃晶君) 御質問の報告第２号, 末広・港地区の取得物件使用料の内訳につきまして

お答え申し上げます｡

土地, 駐車場使用料として３件, 使用者数が３名でございます｡ 建物使用料として４件, 使用者数１

４名, 合計７件, 使用者数１７名でございます｡

議長 (伊東隆吉君) 質疑ありますか｡ 市長, 全部答えましたけど｡

１５番 (三島 照君) 市長として, 私は一つはこんだけの２１件もの専決処分をしながら, どう考えて

専決をしてきたのか｡ その中で, 議会というのが頭に浮かばなかったのかね｡ 言われましたように, 時

期があったかも分からない｡ しかしですね, 例えば, 続けて言います｡ この１７号の報告などはですね,

実際に後期高齢者の実施に伴って条例そのものを変えていかんならん｡ 先ほども市長より報告されまし

たように, ５件の条例を変えなければならないような報告がそのまま提案されてきてますし, もう一つ

は１９号ではですね, 続けてお聞きしますけど, １９号では特別徴収, 税金の特別徴収の在り方が変わ

るんですね｡ これがどう変わるのか, 知らせてください｡ １点は特別徴収にかかわる納入の義務という

のが変わってきます｡ 仮特別徴収というのが変わってきます｡ これがどういうふうに変わるのかね, やっ

ぱり市民税を特別徴収するいうことですから, これ見てたら, ひょっとして年金から税金までが天引き

されるのかという思いをしたぐらいです｡

それと, これはええように改善されると思って理解してますけど, １７号ですね｡ １７号では, はり・

きゅう施術料の助成いうところの項目があります｡ ７０歳以上の者とするいうことで, これは６５歳以
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上の者で, 加入者は後期高齢者, 加入者はこの限りではないというふうになってますけど, これはどう

いうことか説明をいただきたいというふうに思っています｡ その点についてもうちょっと聞かせてくだ

さい｡

市長 (平田�義君) 先ほど総務課長が答弁させていただきましたが, 議会に対しての認識は全く一緒で

ございます｡ 途中で議会にかけなくてもいいかという御質疑でありましたが, この議案がまとまるまで

において, 一つ一つ対応の仕方が私のところに届いておりません｡ 前提として専決処分ということで進

められたんだろうと, こう思います｡ したがいまして, 今後, このようなことについての是正ができな

いかどうかということも, 議会対応はしていきたいと, このように思います｡

それともう一つ, 一般会計のほうでですね, 財政課長の説明の中で, 私なりにもうちょっと突っ込ん

で説明したほうがいいかなという思いをしたことは, 実を言うと, 予算編成の時に, 予算の編成に不足

を生じる分は基金の, 減債基金の取崩しをしております｡ このことを予算執行上において改善したいと

いうのは, 私の私議でございます｡ 本当に議会の皆さんに議論をいただいて, 御承認をいただいた予算

金額ではございますが, やはり積算基準だとか, また, 計画のある程度の変更等というのもあり得るだ

ろうということからして, その他物件費につきましても, 執行にあたっては是非とも予算の減額ができ

るように努力してもらいたいと, 以前は予算を, 定められた予算をしっかり執行することが責任であっ

たかも分かりませんが, 現時点ではむしろ減額にしていくということの努力をすることが責任ではない

のかということを申しております｡ そういった点で, 一般会計にかかわる特別会計の関連, こういった

点で, どうしてもそれぞれの予算執行の残高が基金に振り戻すという作業等もございまして, 専決をお

願いしなければならないと｡ 実地系列的にと申したほうがいいかも分かりませんが, そういうこともあ

るということで, この点はむしろ私から, これからも御指導や御協力をお願い申し上げたい点でござい

ますので, 御理解賜りたいと思います｡

福祉事務所長 (大井進良君) 報告第１７号の中のはり・きゅうの関係でお答えを申し上げます｡

はり・きゅうの助成に関しましては, 福祉関係では７０歳以上の方々を対象にしております｡ 国保の

ほうで７０歳未満, それ以上は福祉のほうでということでやっておりましたが, 今回の後期高齢者医療

制度の関係で６５歳以上で障害者の方が, 後期高齢者のほうに該当になったということで, 国保のほう

からは外れてしまいますので, これを福祉のほうで引き受けたということの改正でございます｡

総務部長 (福山敏裕君) 報告第１９号についてお答えいたします｡

地方税法の一部改正に伴いまして, 市県民税を公的年金から特別徴収する制度が平成２１年１０月か

らスタートをするという内容のものでございます｡ 対象となりますのは, ６５歳以上の老齢基礎年金を

受けている方々が対象となります｡ しかし, 介護保険料の特別徴収と同様に, 老齢基礎年金額が１８万

円未満である場合, また, 特別徴収税額が老齢基礎年金を超える場合は対象から除外されますというよ

うな改正内容でございますのでよろしくお願いします｡

議長 (伊東隆吉君) 再々質疑, ございますか｡

１５番 (三島 照君) 今, 報告がありましたようにですね, ６５歳以上になればわずか入ってくる年金

からもね, 今度は市民税まで天引きされる｡ 介護保険, 市民税, ひょっとしたら国民健康保険料も, そ

れで７５歳以上になれば後期高齢者も｡ 年金もらうとこ, ないんですよ｡ そういう点でも私は今回のこ

の, あまりにもこういう非常に大事な議論をしなければならないような問題までが, こういう形で専決

されて, ここではもうどうにもならないような状況になってしまって, もう決められてるいうことがで

すね, せめて１日でも, 半日でも, こういう大事な部分だけでも臨時議会開いてでもという気持ちに,

やっぱりなれなかったのかどうかというのは, 非常に今, 何とも言えない思いで質疑をしているところ
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です｡ これから, 是非１日でも, 半日でも, こういう大事な問題については, やっぱり臨時議会, 議会

というのは, 議員というのはそれが仕事なんですから, やっぱりそういうもんをされなければ, これは

質問され, 聞かれて, 私ら答えできないんです, これ｡ 来年から市民税までが天引きされるということ

ね｡ 強くそのことを要望しておきます｡ 終わります｡

議長 (伊東隆吉君) 答弁ありますか｡

市長 (平田�義君) この２１件の報告の中では, 法の決定によって定められるものもございますから,

これは仕方がないと思います｡ ですから, ２１件が多いということの受け止め方でしたら, それが臨時

議会を早めて対応できるものと, やっぱり最後まで残らざるを得ないものとの仕分けができるのかどう

かは, これからちょっと検討してみたいと思います｡ よろしくお願いします｡

議長 (伊東隆吉君) 次に, 社会民主党 関 誠之君の発言を許可いたします｡

１４番 (関 誠之君) 市民のみなさん, 議場のみなさん, こんにちは｡ 私は社会民主党の関 誠之でご

ざいます｡

まずもって５月２日に発生したミャンマーサイクロン, ５月１２日に発生をした中国四川大地震によ

る多数の犠牲者, 行方不明者, 被災者に対し, 心から哀悼の意を捧げるとともに, ６月９日小俣町で発

生しました土砂災害で住宅などに被害を受けました方々に, 心からお見舞いを申し上げます｡

さて, 報告第２号 専決処分を求めることについて, 専決第２号 平成１９年度奄美市一般会計補正

予算 (第５号) について質疑をさせていただきます｡

まず, 第１点は３月の議会において１億９, １３４万３, ０００円の減額をし, 今議会にさらに１億

６, ２１０万円の専決をした減額補正が提案されています｡ ３月議会は事業の見通しを予測し, 最終の

補正として提出すべきだと考えております｡ その後の補正は微調整になるというふうに考えますが, 今

回の専決は大変重要な項目を含んでおり, 私たち議会に対する, 先ほど市長の答弁がありましたけれど

も, 軽視をする態度があるのではないかというふうに思っております｡ 先ほどの見解もありましたけれ

ども, 再度そのことについて市長の見解をお聞かせください｡

第２点目は, ８款土木費, ２項, ７目の国・県道路用地等代行買収費について, 繰越明許費としなが

ら, １９年度で全額減額補正をした理由は何であるのか｡

第３番目は, ２１件の報告議案や３月議会と同額に近い補正額や, ３月２０日の専決された２０年度

の補正予算を含んでいるなど, ７日の告示期間があれば臨時議会は開けるのに, 市長はもっと議会に配

慮をし, 専決をすべきでなかったかと考えます｡ そういう点で, 市長は地方自治法第１０２条の定めに

より臨時議会を招集すべきではなかったかと考えておりますが, 市長の見解を再度お聞きしたいと思い

ます｡

次に, 報告２１号 専決処分を求めることについて, 専決第２１号 平成２０年度奄美市一般会計補

正予算 (第１号) についてと, 報告２２号 専決処分を求めることについて, 専決２２号 平成２０年

度奄美市老人医療特別会計補正予算 (第１号) についての質疑をさせていただきます｡

第１点目は, 平成２０年度奄美市一般会計補正予算 (第１号) の４１６万７, ０００円の財源は, 前

年度剰余繰越金がありますが, 現予算でその総額は１億５, ４１６万７, ０００円になる計算となって

おりますが, 決算時における総額が幾らを見込んでおられるかお答えください｡

二つ目は, この財源の４１６万７, ０００円は, ５月２０日の決算専決の段階におきまして確定をし

てない財源でないかと, いわば空財源ではないかと思いますが, 予算の組み方はこれで良いのかどうか

をお尋ねいたしたいと思います｡ 一般財源として処分できるのは, 繰越財源充当, 地方債の繰上償還,

地方財政法７条の積立金を控除した増額と決まっておるようですが, この剰余金の予定額は幾らになる

のか｡
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また, 平成２０年度奄美市老人医療特別会計 (第１号) の医療給付費の５, ０００万円について, 補

正する理由をお聞かせいただきたいと思います｡

財政課長 (則 敏光君) まず, ３月議会と専決予算との兼ね合いの件でございます｡

議員御指摘のとおり, ３月補正予算と申しますのは, その年度の最終的な調整予算であるというふう

な認識は, 当然持っております｡ ですから, ３月補正でほぼ決着を着けたいという考えでございます｡

その点は議員と一致するかと思います｡ ただ, 先ほども申しましたが, ３月補正で計上するためには１

月末の状態, 状況で把握をするというようなことがございます｡ １月末, あるいは２月上旬, この状態

でその年度の全体の決算見込みを立てるというのは, 実務上非常に難しい点がございます｡ ２月, ３月

に事業の終息に向けて急展開するというようなこともございます｡ また, 国庫補助事業, 起債事業など

についても, ２月, ３月にほぼ事業が進んでいくというようなことがございます｡ そういったことなど

から, １月末の時点ですべての見込みを立てるのが難しいということで, 最終的な専決予算というお願

いせざるを得ないものと考えております｡ これも住民生活上の継続的な予算執行, 維持・安定を図るた

めにも, 最低限必要や制度だろうというふうに考えております｡ 当然これは議会との兼ね合いもござい

ますので, 必要性, 緊急性, 必要最小限度にとどめたいというふうに考えておりますので, 御理解をよ

ろしくお願いいたします｡

それともう一点ですが, 繰越剰余金の件についてでございます｡

これは, 専決１号, ２０年度の専決１号, 一般会計専決予算で４１６万７, ０００円を計上させてい

ただきました｡ これは後ほど説明があろうかと思いますが, 老人保健医療特別会計, これに対して支出

が予想以上に大きかったということで, どうしても支払基金, あるいは国・県への支出が間に合わない

ということで, 専決をお願いしたということで, ５, ０００万円の増額の専決でございます｡ これにつ

いての一般会計の持ち出し分と, いわゆる５, ０００万円の１２分の１が一般会計, これが繰出金とな

るわけでございますが, 老人保健会計では繰入金という形になるわけです｡ ４１６万７, ０００円, ２

０年度の繰越金の予算計上額が１億５, ０００万円でございます｡ １億５, ０００万円予算計上してお

りますが, ４１６万７, ０００円増額計上という形で専決をお願いいたしました｡ 決算剰余, １９年度

の決算剰余といたしましては, おおむね歳入歳出差し引き４億８, ０００万円ほど見込んでおります｡

一般会計ですね｡ これから, ２０年度への繰り越すべき財源, 要するに自由に使えない財源が約２, ０

００万円ほどございますので, 差し引きますと約４億６, ０００万円の実質収支になる見込みでござい

ます｡ そういった関係も, これはもう最終的に見積もっての話ですが, ４億６, ０００万円の剰余が生

じるという形で, 今, 見込んでいるところでございます｡ これに対して２０年度の予算は１億５, ００

０万円ということで, その差額が決算剰余という形に, ２０年度の見込み財源, 補正財源と申しますか,

剰余財源として, 今留保しているということになります｡ 御指摘のとおり, 決算積立ということも可能

ではございますが, 今回は１９年度で決算積立については, 今のところ予定はいたしておりません｡

総務部長 (福山敏裕君) 国・県の道路用地等の代行買収に関してお答えをさせていただきます｡

県の国道５８号道路改良事業おがみ山バイパスの国道用地の取得交渉を県に代わって行う代行買収で

ございます｡ 事業推進に向けまして, 県と一体となって現在取り組んでいるところでございます｡ この

１９年度事業につきましては, 奄美のまちづくりあり方検討委員会が設置されまして, 事業が凍結され

る中, 答申の結果を待つという状況になったところでございます｡ 県としましては, 事業予算の繰越し

をする予定で進めておりまして, 市に対しましても繰越明許費として対応できるよう依頼があり, 予算

の計上をしたところでございます｡ しかしその後, 国道５８号道路改良事業は答申を受けまして全線を

トンネルという整備方針を決定したところでございます｡ この時期が遅れたために１９年度の国道５８

号道路整備事業おがみ山バイパスの公共用地取得業務委託契約ができなくなりまして, 今回の全額の減

額補正という形でございますので, 御理解を賜りたいと思います｡
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総務課長 (川口智範君) 今回, このように多くの専決処分を報告せざるを得なかった部分につきまして,

臨時会を招集すべきではなかったかという質問についてでございます｡

今回, このように多くの専決処分の報告をせざるを得なかった事由については, 先ほど御説明申し上

げたとおりでございます｡ 今回, この多くの専決処分のため議会の権限等に関して結果として多くの御

懸念や御意見を賜っております｡ これからについてですが, 専決処分につきましては, さらにできるだ

け慎重に対応はしてまいりたいと思っております｡ その上で, 計画的な議会招集等, 市政運営にまずは

努めるべきではないかと考えております｡ 御指摘の臨時会招集も念頭に置いて議会意志が市政運営に最

大限反映できるような措置がどうあるべきか, これからも努力してまいりたいと思いますので, 御理解

を賜りたいと存じます｡

国民健康保険課長 (倉井則裕君) 報告第２２号 平成２０年度奄美市老人保健医療特別会計の専決処分

の補正の理由についてでございますが, これにつきましては平成２０年度から後期高齢者医療制度が始

まる関係で, 老人保健医療費の残額の支払い分を予算計上しておりました｡ 老人保健医療費の年度区切

りは３月から次の年の２月までというふうになります｡ ですので, 平成２０年度の３月分が残っており

ました｡ これにつきましては医療費の給付費につきましては, 過去５年間の実績をもとに積算しており

ますが, 予算計上いたすわけでございますが, これにつきまして, この制度の移行ということもござい

まして, 通常よりも多めに予算計上しておりましたが, 例年の推計を上回る支払い額の請求がございま

して, ４月の支払い後, ５月以降の支払の予算が不足することが明らかになり, ６月６日以降の請求支

払に対応できない見込みになりました｡ そのため臨時議会を招集するいとまがなく専決処分をお願いす

ることになりました｡ 御理解をお願いしたいと思います｡

議長 (伊東隆吉君) よろしいですか｡ 答弁みんな終わりましたね｡

１４番 (関 誠之君) 先ほどの財政の答弁, そのとおりかなと思いますが, 私が申し上げておりますの

は４１６万７, ０００円を財源として, 言わば繰入れ, 繰出しをするときに, 決算としての, この前の

２０年度の予算では１, ５００数十万円の繰入れ, 一般財源の繰越しというのがあったわけですけども,

新たに決算ができてないにもかかわらず, ４１６万７, ０００円というのは見込みで財源を入れている

んではないかということを申し上げているわけで, そのことについてが１点｡

そして, 国保の特別会計等も, 歳入不足に対する繰上充用を一般会計から６億円ほど入れているわけ

ですよね｡ １９年度の決算からは特別会計も含めて連結決算をしなければいけないというふうになると

思いますが, そのことにどのような影響があるのかというのが２点目｡

３点目は, 先ほど申し上げました剰余金の予定額を出したときの繰越財源充当額, 地方債の繰上償還,

そして積み立てしたら積立金になると思いますが, それの額についてお知らせをいただきたいと思いま

す｡

財政課長 (則 敏光君) ４１６万７, ０００円につきましては, あくまでも見込みでございます｡ 見込

財源ということで計上させていただいております｡

それと連結決算ということでございますが, １９年度から一般会計と特別会計, それと水道事業会計,

すべての会計の連結決算が必要になります｡ 公表まで必要になると思います｡ その関係で従来国保会計

が繰上充用していると, 赤字ということでございまして, 一般会計だけで国保の赤字分を解消できてい

たわけですが, 今回につきましてはちょっと予想を大きく上回りましたので, ６億８００万円という繰

上充用でございます｡ 要するに国保が実質収支, 単年度収支では２億７, ５００万円ほどの赤字ではご

ざいますが, 実質収支レベルで全会計連結いたしますので, 国保が６億８００万円のマイナス, 赤字と

いうことで, 従来一般会計で３億４, ０００万円程度を出していたのでは, これを黒字に打ち消すこと

ができないという事情がございまして, 急きょ, その形式収支, 実質収支を増大させる措置を取らざる
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を得なかったということがございます｡ そういうことで, 先ほど申しましたように一般会計で４億８,

０００万円, 繰り越しするべき財源を除いて４億６, ０００万円ほどしか剰余が見込めないと｡ 後は１

３特別会計のそれぞれの黒字分でも一般会計と合計しても国保会計のマイナスの５億８００万円は打ち

消すことができませんでしたが, 最終的に水道会計が１億円ちょっと剰余が出そうでございますので,

それを合算いたしますと, 何とか, わずかばかりプラスで落ち着く可能性が出てきたということでござ

います｡

それと最後の御質問ですが, ちょっと趣旨があんまりはっきり分かりませんけども, これは当初７億

７, ６００万円の財源不足で１９年度スタートしているわけですが, 最終的には財源不足が４億４, ０

００万円に何とか落ち着きました｡ ３億３, ０００万円ほどは財源不足を解消できたと｡ 一般会計, 国

保との連結を考慮しなければ, もう少し踏み込んで財源不足の解消という可能性もあったんですが, 連

結決算の時代ですから, 一般会計だけよくても, 総額でいきますので, そういうわけにもいかないだろ

うということで, ４億４, ０００万円ほどで落ち着いております｡

１４番 (関 誠之君) 今, 財政課長から明らかになりましたとおり, この補正については大変重要なも

のが多く含まれておるわけですから, 私がやかましく申し上げさせていただきましたけども, 今の状況

を聞きますと, 国保の値上げをするのか, はたまた国からの金が, または調整基金を含めてなければ６

億８００万円でしたっけ, それぐらいの赤字が出ておるわけですから, これをどのように考えておるか,

市長の考えをお聞かせいただきたいというふうに思います｡ 私が申し上げたいのは, もちろん専決処分

というのは地方自治法の１７９条に規定をされた市長の権限であることは認識をしておるつもりであり

ます｡ しかしながら当該事件が急を要し, 議会を招集して, その議決を得て執行するときは時期を失す

るというだけの理由でですね, やっぱりこの専決を, 言葉は少しきついようですけども, 安易に決裁を

しておるんではないかというふうに思うわけですけども, やはり専決をするにあたっては, 市長として

市職員の緊張感が伝わるような迫力と気迫のある市長の指導があってもよいのではないかというふうに

思っております｡ そのような指導や通知がどのように行われておるのか, 行われていないのか, 市長の

見解を最後にお聞きして発言を終わりたいと思います｡

市長 (平田�義君) 先ほども申し上げましたが, 予算執行を切り詰めるという指示を出しております｡

そのためには締切りぎりぎりまで歳入歳出についてそれぞれ頑張ってもらいたいと, こういう指示をし

ております｡ 職員も本当によく頑張っておるなという思いもしております｡ そういった点で時系列の判

断が出て来ますもんですから, どうしてもこういうぐあいに最終的にまとまってしまうということだろ

うと思います｡ そういった点では重要と思われるもの, そして通常の専決ということで御理解いただけ

るだろうと思うもの等を仕分けしながら, 一挙に２１件も出るということがないようにできないものか,

その点は努力してみたいとこのように思います｡ 期間的余裕がないという言葉は, また私たち行政を預

かる者は, この４月, ５月というのは大変意味のある言葉だということも理解していただきたいと, こ

のようにお願いいたします｡

市民福祉部長 (福山 治君) 国民健康保険税が皆様に非常に御迷惑をかけてる関係でありまして, ６億

円余りのその不足分に対して, 税率改正の件のお尋ねがございました｡ その件につきましては, １９年

度のこの国保税の税条例の, 国保税の税条例改正をする専決をお願いするときの全員協議会でも, 議員

の皆様方には御説明を申し上げましたが, 本年度は本来２０年度にどうしても税率を改正しなければい

けない事情があるのを１年間据え置きにしたいと, それで２１年度の税率改正はこれはもう絶対余儀な

くせざるを得ないということの認識をお願いしますということで御説明は申し上げております｡ また,

非常に大きい金額になっていますので, この税率を改正するときには, また市民の経済状況とか, そう

いうことも勘案しながら, また来年国保運営協議会とか, その議員の皆様方と協議をしながら, また税

率を考えていきたいと考えていますので, 御理解いただきたいと思います｡
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議長 (伊東隆吉君) ほかに質疑はありませんか｡

(｢なし｣ と呼ぶ者あり)

質疑ないものと認めます｡

これをもって質疑を終結いたします｡

お諮りいたします｡

本案は, 委員会付託及び討論を省略したいと思います｡

これに御異議ありませんか｡

(｢異議なし｣ と呼ぶ者あり)

御異議ないものと認めます｡

よって, 本案は委員会委託及び討論を省略いたします｡

これから採決を行います｡

報告第２号から報告第２２号までの２１件について, 一括して採決いたします｡

お諮りいたします｡

本案をそれぞれ承認することに御異議ありませんか｡

(｢異議なし｣ と呼ぶ者あり)

御異議なしと認めます｡

よって, 報告第２号から報告第２２号までの２１件については, いずれも承認することに決定いたし

ました｡

暫時休憩いたします｡ (午前１０時４７分)

○

議長 (伊東隆吉君) それでは再開いたします｡ (午前１１時００分)

日程第４, 議案第４８号から議案第６３号までの１６件について, 一括して議題といたします｡

市長に提案理由の説明を求めます｡

市長 (平田�義君) ただいま上程されました議案第４８号から議案第６３号までの提案理由を御説明い

たします｡

議案第４８号 平成２０年度奄美市一般会計補正予算 (第２号) の主な内容につきまして御説明いた

します｡

第１表, 歳入歳出予算補正でございますが, まず, 歳入の使用料及び手数料につきましては, 末広駐

車場が指定管理から市の管理運営に移行したことに伴う駐車場使用料収入をはじめ, 末広・港土地区画

整理事業に係る取得物件の使用料等を計上いたしております｡

国・県支出金につきましては, 中国残留邦人等に対する支援制度の改正に伴う費目の組替えや歳出に

おけるそれぞれの事務事業に必要な所要額を計上いたしております｡ また, 繰入金につきましては, 今

年度実施する補償金免除繰上償還の増額に伴う所要額を減債基金から繰り入れするものであります｡ 諸

収入, 市債につきましても, 歳出の各費目に計上したそれぞれの事務事業に必要な所要額を計上いたし

ております｡

次に, 歳出についてでありますが, 主な補正内容を御説明申し上げます｡

まず, 議会費につきましては議員共済組合負担金の改正に伴う必要額を計上するものです｡

総務費については, 総務管理費において新規に老朽住宅整備事業塩浜地区コミュニティプラザ整備事

業及び一般コミュニティ助成事業費補助金を計上いたしております｡

民生費につきましては, 社会福祉において春日デイサービスセンターの設備改修費, 児童福祉費にお

いてひまわり寮の設備改修等を計上いたしております｡

また, 衛生費につきましても, 主に施設の老朽化に伴う営繕工事等に要する経費を計上するものであ

ります｡
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農林水産業費につきましては, 農業費において新たに地方卸売市場の基本設計業務委託料を計上いた

しております｡ また, 農地費, 林業費及び水産業費においては, 主に施設の維持補修に伴う経費を計上

するものであります｡

商工費につきましては, 末広駐車場の管理運営に要する所要額を計上するとともに, 奄美の健康に根

ざしたビジネスモデル構築事業に係る経費を追加計上いたしております｡

土木に費つきましては, 各事業における費目の組替えとあわせて, 都市計画費においては末広・港土

地区画整理事業に係る新目としてまちづくり整備基金費を設けております｡

消防費におきましては, はしご車を新規に購入するため, 所要額を負担金として計上するものであり

ます｡

教育費につきましては, 教育総務費において, 教育実践研究事業補助金等を計上するほか, 教員住宅

の維持補修経費を計上いたしております｡ また, 社会教育費においては, 赤木名地区文化的景観保護推

進事業に係る経費を組み替えるとともに, 保健体育費においては, 学校給食施設の設備改修, それから

名瀬運動公園の施設改修, 太陽が丘運動公園陸上競技場の４種公認に係る経費等を計上するものであり

ます｡

公債費につきましては, 今年度実施する補償金免除繰上償還の増額分を計上いたしております｡

以上, これらに要する主な財源といたしましては, 使用料及び手数料３, １６７万６, ０００円, 国・

県の支出金３, ４００万７, ０００円, 基金繰入金６, ９４９万６, ０００円, 繰越金２, ６７５万６,

０００円, 諸収入１, ９８０万７, ０００円, 市債１億９, ４１０万円などを充てております｡

今回の補正によりまして, 平成２０年度一般会計予算の総額は２７９億４, ９４７万２, ０００円に

なります｡

第２表, 地方債補正につきましては, 事業の変更に伴います起債の限度額の廃止及び変更について計

上するものでございます｡

議案第４９号 平成２０年度奄美市国民健康保険事業特別会計補正予算 (第２号) の主な内容につい

て御説明をいたします｡

歳出につきましては, 介護納付金の確定に伴い, 前期高齢者納付金, 一般管理費及び医療費適正化特

別対策事業への組替えを行うものであります｡ 予算総額に増減はありませんが, 歳入歳出予算の総額は

６９億５, ９０４万４, ０００円であります｡

議案第５０号 平成２０年度奄美市公共下水道事業特別会計補正予算 (第１号) の主な内容について

説明をいたします｡

歳出につきましては, 公債費におきまして繰上償還に伴う市債償還元金としまして, ３億４, ２６５

万３, ０００円を増額計上いたしております｡

歳入につきましては, 繰入金を３７１万５, ０００円減額計上し, 借替債として市債を３億４, ６３

６万８, ０００円, 増額計上いたしております｡

今回の補正によりまして, 歳入歳出それぞれ３億４, ２６５万３, ０００円の増額となり, 平成２０

年度奄美市公共下水道事業特別会計予算の総額は２７億１, ７７７万３, ０００円となります｡

議案第５１号 平成２０年度奄美市農業集落排水事業特別会計補正予算 (第１号) の主な内容につき

まして御説明をいたします｡

歳出につきましては, 公債費におきまして繰上償還に伴う市債元金償還金として, ５７万円を増額計

上いたしております｡

歳入につきましては, 繰入金を２０万９, ０００円, 借替債として市債を３６万１, ０００円, それ

ぞれ増額計上いたしております｡

今回の補正によりまして, 歳入歳出それぞれ５７万円の増額となり, 平成２０年度奄美市農業集落排

水事業特別会計予算の総額は, ６億４, ３６０万６, ０００円となります｡

議案第５２号 奄美市監査委員条例の一部を改正する条例の制定につきましては, 地方公共団体の財

政の健全化に関する法律の施行に伴い, 新たに監査委員の職務規定の追加を行うため, 所要の規定の整
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備を図ろうとするものであります｡

議案第５３号 奄美市世界自然遺産登録推進のための寄附条例の制定につきましては, 特異な奄美の

自然景観及び生物多様性地域の保全並びに希少野生動植物の保護を図るため, 世界的にも重要な生態系

地域の継承を願う方々から寄附金を募り, 世界自然遺産登録を推進するため, 所要の規定の整備を図ろ

うとするものであります｡

議案第５４号 奄美市まちづくり基金条例の制定につきましては, 末広・港土地区画整理事業におい

て, 用地先行取得した物件を仮店舗・仮住居などとして利用いたします｡ このことによって生じる使用

料の中で, 必要経費を除いた益金をまちづくり整備基金として保管するため, 所要の規定の整備を図ろ

うとするものであります｡

議案第５５号 奄美市営住宅等条例の一部を改正する条例の制定につきましては, 西仲勝新住宅１棟

６戸が平成２０年８月末に完成することに伴い, 所要の規定の整備を図ろうとするものであります｡

議案第５６号 奄美市営住宅等管理条例の一部を改正する条例の制定につきましては, 市営住宅にお

いて暴力団員の入居を拒否するため, 所要の規定の整備を図ろうとするものであります｡

議案第５７号 奄美市農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例の制定につきましては, 笠利

町宇宿地区農業集落排水事業の一部供用開始に伴い, 所要の規定の整備を図ろうとするものであります｡

議案第５８号 新たに生じた土地の確認について及び議案第５９号 字の区域の変更につきましては,

名瀬大字知名瀬字平松に隣接する国有地の地先公有水面埋立工事が竣工しましたので, 当該埋立地を本

市の区域内の土地として確認し, 併せまして名瀬大字知名瀬に編入しようとするものであります｡

議案第６０号 過疎地域自立促進市町村計画の変更につきましては, 同計画中生活環境の整備, 集落

の整備の項目に新たに事業の実施内容を定めたので, 過疎地域自立促進特別措置法第６条第６項の規定

により, 議会の議決を求めようとするものであります｡

議案第６１号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更につきましては, まず, 名瀬辺地におけ

る総合整備計画において, 交通通信施設, 厚生施設等, 教育文化施設の事業費が当初計画を上回ること

が見込まれます｡ 次に, 住用地区における総合整備計画において, 交通通信施設, 厚生施設等の事業費

が当初計画を上回ることが見込まれております｡ また, 笠利辺地における総合整備計画において, 交通

通信施設, 厚生施設等, 教育文化施設の事業費が当初計画を上回ることが見込まれます｡ このことから,

総合整備計画を変更するに当たり, 交付税措置において, より有利な起債である辺地債を適用するため,

辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第３条第５項の規定により

準用する同条第１項の規定に基づき, 議会の議決を求めようとするものであります｡

議案第６２号 鹿児島県後期高齢者医療広域連合を組織する地方公共団体の数の減少につきましては,

市町村合併により平成２０年１１月１日から大口市及び伊佐郡菱刈町を脱退させ, 伊佐市を加入させる

ことについて協議するため, 地方自治法第２９１条の１１の規定に基づき, 議会の議決を求めようとす

るものであります｡

議案第６３号 奄美群島広域事務組合規約の変更につきましては, 救急用ヘリコプター場外離着陸場

の建設に係る負担金の支弁方法の変更を行うことにつき, 構成市町村の協議が必要であることから, 地

方自治法第２８６条第２項の規定により議会の議決を求めようとするものであります｡

以上をもちまして議案第４８号から議案第６３号までの提案理由の説明を終わりますが, 何とぞ御審

議の上, 議決してくださいますようお願いを申し上げます｡

議長 (伊東隆吉君) 以上をもちまして, 本日の日程は終了いたしました｡

６月１０日, 午前９時３０分本会議を開きます

本日はこれにて散会いたします｡ (午前１１時１５分)
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長

６月１０日（２日目）

○  出席議員は，次のとおりである。

１ 番 師　玉　 敏　代 君 ２ 番 多　田　 義　一 君

３ 番 橋　口　 和　仁 君 ４ 番 　　　 嘉瑞人 君

５ 番 戸　内　 恭　次 君 ６ 番 平　田　 勝　三 君

７ 番 向　井　 俊　夫 君 ８ 番 奈　良　 博　光 君

９ 番 朝　木　 一　昭 君 10 番 竹　山　 耕　平 君

11 番 伊　東　 隆　吉 君 12 番 里　　　 秀　和 君

13 番 泉　　　 伸　之 君 14 番 関　　　 誠　之 君

15 番 三　島　　 　照 君 16 番 崎　田　 信　正 君

17 番 奥　　　 輝　人 君 18 番 平　川　 久　嘉 君

19 番 渡　　　 京一郎 君 20 番 竹　田　 光　一 君

21 番 栄　　　 勝　正 君 22 番 世　門　 　　光 君

23 番 平　　　 敬　司 君 24 番 大　迫　 勝　史 君

25 番 与　　　 勝　広 君 26 番 叶　　　 幸　与 君

○  欠席議員は，次のとおりである。

な し

○　地方自治法第１２１条の規定により会議に出席した者は，次のとおりである。

1 市 長 平 田 隆 義 君 3 副 市 長 濵 田 龍太郎 君

4 教 育 長 德 永 昭 雄 君 5
住 用 町
地 域 自 治 区 長 森 米 勝 君

6
笠 利 町
地 域 自 治 区 長 朝 山 三千丸 君 7 総 務 部 長 福 山 敏 裕 君

10 総 務 課 長 川 口 智 範 君 11 財 政 課 長 則 敏 光 君

17 企 画 部 長 塩 崎 博 成 君 19 企画調整課長 瀬 木 孝 弘 君

20 市民福祉部長 福 山 治 君 22 市民課長(名瀬) 幸 廣 光 君

23 環境対策課長 徳 田 照 久 君 24
国民健康保険課

倉 井 則 裕 君

25 介護保険課長 重 野 照 明 君 27 健康増進課長 嘉 原 孝 治 君

32 福祉事務所長 大 井 進 良 君 33 福祉政策課長 桜 田 秀 勝 君

34 自立支援課長 小 倉 政 浩 君 35 産業振興部長 赤 近 善 治 君

36 商工水産課長 前 里 佐喜二郎 君 40 農林振興課参事 熊 本 三 夫 君
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72 企画調整課参事 川 畑 克 久 君 43 建 設 部 長 平 豊 和 君

45 土 木 課 長 東 正 英 君 88 企画調整課参事 里 良 也 君

90 産業振興課参事 朝 野 平 三 君 52 教 育 部 長 里 中 一 彦 君

53 教委総務課長 福 和 久 君 54 学校教育課長 折 田 浩 仁 君

57
地 域 教 育 課 長
（ 住 用 ） 松 下 啓 徳 君 58

地 域 教 育 課 長
（ 笠 利 ） 中 尾 豊 和 君

68
農 業 委 員 会
会 長 代 理 前 山 重一郎 君 60

農 業 委 員 会
事 務 局 長 勢 田 哲 央 君

66 水 道 課 長 岡 優 雄 君

○　職務のため会議に出席した者は，次のとおりである。

70 議会事務局長 松 田 秀 樹 君 71
次 長 兼
調査係長事務取扱 山 﨑 實 忠 君

73 議 事 係 長 森 尚 宣 君 75 議 事 係 主 事 重 田 俊 彦 君
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議長 (伊東隆吉君) 皆さん, おはようございます｡ ただいまの出席議員は２６人であります｡

会議は成立いたしました｡

これから本日の会議を開きます｡ (午前９時３０分)

○

議長 (伊東隆吉君) 本日の議事日程は, 一般質問であります｡

日程に入ります｡

日程第１, 一般質問を行います｡

この際申し上げます｡

一般質問は個人質問とし, 各自持ち時間は答弁を含めて６０分以内といたします｡

なお, 重複する質問事項につきましては極力避けられますように質問者において御配慮をお願いいた

します｡

当局におかれましても, 答弁については時間の制約もありますので, できるだけ簡潔・明瞭に行われ

ますようにあらかじめお願いをしておきます｡

通告に従い, 順次質問を許可いたします｡

それでは最初に市民クラブ 栄 勝正君の発言を許可いたします｡

２１番 (栄 勝正君) おはようございます｡ 市民クラブの栄 勝正でございます｡ 一般質問のトップバッ

ターということで少々緊張しておりますが, 御静聴よろしくお願いいたします｡

質問に入る前に少しだけ申し上げたいと思います｡ 去る５月にはミャンマーで大きなサイクロンが発

生し, また中国の四川大地震では死者がそれぞれ７万名を超えるという大惨事であります｡ 四川大地震

は負傷者も含め, 被災者が４千万人を超すという大災害でございました｡

また私たち奄美市でも, 去る７日小俣町で土砂災害が発生し, 住宅３棟が全半壊いたしました｡ 被災

された皆さんに心からお見舞い申し上げますとともに, 一日も早い復旧をお祈りいたします｡

特に小俣町の被災者には, 土砂の除去や付近住民の安心で安全な環境づくりのためにも, 当局は適切

な対応をとられるよう強く望むものであります｡ またいつ発生するか分からない災害のためにも, 自主

防災組織づくりにも行政として協力し, その自主防災組織が機能するよう願うものであります｡

さて新年度に入り２か月が過ぎましたが, 新しく部課長に昇任, 就任された皆さんに心からお祝いを

申し上げます｡ お喜びと同時に責任の重大さも身をもって感じていることでしょう｡ 身体には充分に気

をつけ, 長年の行政経験を発揮し, 市民生活向上と市政発展のため御尽力なされるようお祈りいたしま

す｡

さて, 合併してはや２年が過ぎ, 市長も就任して任期の半ばが過ぎ, 就任当時お約束したこと, どの

ような成果があり, 残された在任期間どのような課題などがあるかお聞かせください｡ 特にイ, ロ, ハ

の項目を具体的にお願いいたします｡ 合併した３地域の住民から, 合併してよかったという実感が湧く

よう, 市長をはじめ全職員が一丸となって諸問題に全力で取組まれるようお願いするものであります｡

次の質問からは, 発言席にて行います｡

議長 (伊東隆吉君) 答弁を求めます｡

市長 (平田�義君) おはようございます｡ 市民クラブの栄 勝正さんの質問に答弁をいたします｡

おかげさまで合併して, 多くの事務事業の懸案事項については統一した, 統制した方向にきていると

認識をいたしております｡ しかし言うならば, 外郭ができたということであろうと思います｡ 中身に対

する地域の皆さんの受け止め方は, やはりそれぞれだなとこういう思いがいたします｡ 全体としては,

かなりうまく推進, 進ちょく状況じゃないかと思うんですが, 住民, それぞれは個々の問題, 自分の問

題としてとらえた時には, いささか, やはり受け取り方が違うのかなという思いもいたしております｡

３市町村の合併の中で残っております市民体育祭, これがだいたい外郭決まって１１月の第１日曜日
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に住用, 笠利が参加するというところまでこぎつけたところです｡ こういった点も今後の地域住民の心

を一つにするための大きな柱になるんではないかと, このように期待をいたしているところであります｡

その後の市民団体においてもかなり多くの皆さんがともに展開をいたしております｡ 先般行いました

生涯学習講座につきましても, 笠利, 住用の皆さんが名瀬中央公民館の講座を受けることができるとい

うことになっておるところでありますが, 笠利のほうは笠利地区の生涯学習という形で今取ってもらっ

ておりますが, 今後はこういった点なども一緒にしていこうということになるのではないのかなと, こ

う期待もいたしているところです｡

また, いつもこれまでも申し上げておりますように, 各地域で伝統的に, そして特徴を活かしたお祭

りだとかそういう催し物については残していくということもまた地域の伝統や文化を大事にするという

点では大変重要な意義があるということでございますので, これらを無理にまとめていくということも

ないのではないかと, こう思っております｡

財政的な問題がそこに, 常に行政執行においてはかかってくるわけでございますが, 合併するための

交付税の増額等もございましたし, 合併特例債もそれなりの成果を受けているんじゃないかと, こう思

います｡ １８億円の基金を創設しましたし, それから生まれる利子において地域の, 特に農村部の活性

化に取り組んでいきたいということで方向も示されておりますし, 多くの公共事業についても合併特例

債の利用できる事業については, 合併特例債を活用するということで, これまで各３市町村で進めてき

た事業を継続して行うことができてるということでありますので, 成果はあったものだと, このように

思います｡

課題としましてはなんと申しましても, それぞれの地域の特性を活かしながらであるが, 奄美市民で

あるという市民感覚が一日も早く芽生えて造成されることを願っているということではないかと, この

ように思います｡ 今後そういった点では議員の皆さんの地域での活動ということも大変大きな力になる

と思いますので, 御理解と御協力を賜りたいとこのように思っております｡ よろしくお願いいたします｡

２１番 (栄 勝正君) 今いろいろと市長から成果について, それなりの成果が上がったということなど

をお聞きしております｡ 私もやはり３市町村が合併して, 個々には申し上げませんが, 成果が上がって

いるものもあるんじゃないかなと, 特に今年は７つの小中学校ですか, 体育館の改修ということで, や

はりそれは合併の効果じゃないかなと思っております｡

最後に教育行政も申し上げますけれども, やはり時代を担う子どもたちのために教育環境施設を整備

をするということは, 私は非常に大事なことだと思っておりますので, 本当にこの合併効果が上がった

ものだと思っております｡

今後とも簡易水道とか, いろいろ人口の少ない地域のいろんな諸問題があると思いますけれども, 本

当に合併してよかったと実感が沸くように御尽力なされるようお願いしたいと思います｡

それではそのイ, ロ, ハ, 本市の産業・生活の現状認識として一つずつですかね, あんまり難しく言

わなくても結構ですので, 今どのようになっているかお願いしたいと思います｡

産業振興部長 (赤近善治君) 本市におきます各産業の現状につきましては, 非常に厳しい状況であると

いうことで認識しているところでございます｡

まず, 製造業からいきますと, 本市の焼酎関係の生産額が顕著な動きをしていますので, この付近は

持続して焼酎の生産がなされるものだというふうに思っておりますし, これはまた奄美市経済の支えと

なっているというふうに考えておりますけれども, 大島紬につきましては, 御案内のとおり昭和５５年

度の生産額２８６億円をピークに下降しております｡ 平成１９年は１５億円を割り込むなど, 厳しい状

況となっております｡ 全国的な着物ばなれの状況の中で, 販路拡大を図ることが重要でありますので,

本場奄美大島紬協同組合, 本場奄美大島紬販売協同組合と連携し, 物産展を引き続き開催するとともに,

今年度は新たな取組としまして, 岡崎市民会館ホールで西陣織り, 大島紬の合同展を開催するなど, Ｐ

Ｒ, 販売の促進に努めてまいりたいというふうに考えております｡
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農業関係では, サトウキビ, 果樹, 野菜, 畜産などありますけれども, いずれも農業従事者の高齢化

が進む中で, 将来の担い手の確保・育成が課題となっております｡

担い手につきましては, 昨年６月に奄美市担い手育成総合支援協議会を発足しまして, 栽培技術研修,

集落営農経営研修会を開催し, また認定農業者の育成・確保に努めております｡

サトウキビにつきましては, 新聞紙上でも御案内のとおり, 富国製糖管内で昨年期が３万２, ０００

トン, 今期が３, ８００トンの生産額をしておりまして, 単収の増加等により生産の拡大が図られてい

るところでございます｡ また今後の課題としましては, 昨年度から制度が変わっております品目別経営

安定対策による交付金の制度というふうになりましたので, 特に１ヘクタール未満の農家の方が交付金

の対象となるよう, 集落営農の組織化, 加入促進や基幹産業の委託を進めていく必要があるというふう

に考えておるところでございます｡

畜産業, 特に肉用牛につきましては, 畜産基盤再編総合整備事業導入の効果等もあり, 奄美市全体で

増頭, 生産拡大が図られているところでございます｡ 特に住用町におきましては, 増頭が図られており

まして, 母牛頭数で申し上げますと, 平成１７年度は８３頭でありましたが, 平成１９年度には１０９

頭というふうになっているものでございます｡ しかしながら, 現在飼料価格の高騰等により厳しい状況

が続いているという課題がありますが, 今後子牛の商品性向上に努め, 畜産農家の経営安定をお願いし

たいと考えているところでございます｡

野菜, 果樹部門での生産性向上と, 地産地消を図るため, また生鮮食料品の集荷, 流通の拠点施設と

しての青果市場の建設を進めてまいりたいと考えております｡ またあわせて, 奄美市農協をはじめ, 近

隣町村の協力をいただき, カラーグレーダーや光センサーを整備した選果場の建設を図り, タンカンや

パッションフルーツ等を奄美のブランド品として, 販売促進拡大を進めてまいりたいというふうに考え

ております｡ また今後の計画でありますけれども, 住用町全域に中山間地域総合整備事業を導入したい

ということで, 現在職員が誠意, 各集落とのヒアリングを行っているところでございます｡

水産業につきましては, 同じように高齢化や後継者不足による農業従事者の減少, また水産資源の減

少や燃料の高騰, 漁場の低迷や内地産鮮魚の普及などもあり, 零細な形態が多い地元漁業世帯にとりま

しては申告な問題であると認識いたしております｡ このような中で, 平成１７年度から平成２１年度の

５か年の計画で漁業集落が中心として実施します, 離島漁業再生支援交付金事業を導入いたしておりま

す｡ これは国の事業で離島にとって大切な地域資源である魚場の生産力の向上や各地域の特徴を活かし

た創意工夫による取組に対して支援を行っている事業でございます｡ 内容がたくさんありますけれども,

簡単にとりつまんで御説明いたしますけれども, やはりオニヒトデの駆除, サメの駆除, 密漁防止, 漁

場監視というような内容もございますし, またＩＴを活用した販売戦略, 水産加工品の開発など漁業従

事者の意向に沿った支援策が講じられているところでございます｡ また住用地区の和瀬集落におきまし

ては, 漁村再生交付金事業の導入を図りまして, 漁協, あるいは和瀬集落の環境整備に努めてまいりま

す｡

観光行政につきましては, 観光客数がここ数年２０万台と横ばいの状況ですが, しかしながらその中

でもスポーツ合宿をはじめ, 奄美の自然や文化を体験する修学旅行が関西を中心に伸びているところで

ございます｡ また, 大型船クルーズの寄航も平成１６年から３万トンバースの完成により進められてお

りますが, 今後も奄美観光協議会の皆さん方の協力をいただきながら, 誘致活動に努めてまいりたいと

いうふうに考えているところでございます｡

２１番 (栄 勝正君) あまり詳しく説明しすぎて何を現状に, 私が認識すればいいか分からなくなった

んですけども, とにかく予算書の中にもいろんな分野において, いろんな事業がなされていることが私

も承知をしております｡ しかし果たして本当にそれが機能しているかなと, 成果が上がっているのかな

と思ったりしたもんですから, 今回このような質問をいたしました｡

特に, 大島紬は毎年, 毎月毎月前年月を割っているという現状, もうやがて１, ０００反を割るんじゃ

ないかなと私は心配をいたしております｡ そして漁業にしろ農業にしろ観光業にしろ, 本当に一生懸命
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議長 (伊東隆吉君) 皆さん, おはようございます｡ ただいまの出席議員は２６人であります｡

会議は成立いたしました｡

これから本日の会議を開きます｡ (午前９時３０分)

○

議長 (伊東隆吉君) 日程に入ります｡

日程第１, 議案第４８号から議案第６３号までの１６件を, 一括して議題といたします｡

ただいま議題といたしました議案１６件に対する質疑に入ります｡

通告のありました順に発言を許可いたします｡

初めに, 新奄美 向井俊夫君の発言を許可いたします｡

７番 (向井俊夫君) おはようございます｡ 委員会がちょっと異なりますので, この場で２, ３質疑をし

ておきたいと思います｡ そのあと, また各委員会のほうでやっていただけたら幸いかと思います｡

１番目に, 議案第４８号 平成２０年度奄美市一般会計補正予算 (第２号) 中, １の１番目に, １４

ページ, ６款農林水産業費, １項農業費, ３目農業振興費, １３節委託料, 設計業務４２０万円の内容

説明をお願いいたします｡

２番目として, 同じく１４ページの６款１項４目果樹園芸振興費, １９節負担金, 選果場施設整備推

進協議会負担金２６万９, ０００円, この協議会の組織団体と委員数, 会議開催予定日, 会議内容予定

ですね, それをお聞かせいただきたいと思います｡

３番目に, 上記, 今申し上げました予算に関連し, この選果場の隣接地にですね, スモモ, ポンカン,

タンカン, パッション, パパイヤ等, 選果して不合品が出ます｡ その不合品やＳ玉等の加工場構想はな

いのか｡ これは奄振の中でも結構です, 何でも結構です｡ この設計段階でですね, 将来像も考慮して,

何か考えはないのかお聞きしたいと思います｡

４番目になりますが, １６ページ, ８款４項空港及び港湾費, ２目港湾改修事業費, ２２節補償, 補

てん及び賠償金, 建物移転補償費, １, ２６８万１, ０００円の減額は, どこを予定していて, それが

減額になったのか｡ また, その上のほうにですね, １５節に工事請負費赤木名港とございまして, 同じ

金額が１, ２６８万１, ０００円計上されておりますが, これとの関連をお聞かせください｡

次に, 大きな２番目になります議案第５３号 奄美世界自然遺産登録推進のための寄附条例の制定に

ついてをお伺いします｡

まず１番目に, 県が窓口となる, 今回出てきておりますが, いろいろ論議が一般質問の中でも出てき

てまいりましたふるさと納税制度との摩擦が生じないのか｡ そこらへんとの兼ね合いですね, それをちょっ

とお伺いしたいと思います｡

２番目に, ふるさと納税制度との違いをどのように広報し, どのようにまた, この給付制度というん

ですか, それを市民, そして県外の方々にですね, 知らしめているのか｡ そこらへん, お伺いしたいと

思います｡

大きな３で, 議案第６１号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更についてをお伺いいたしま

す｡

まず１番目に, 平成２２年度までの計画書でございますが, 平成２０年度, 今年度が中間年, ちょう

ど真ん中に当たります｡ 進ちょく状況はどうなっているか｡

もう一つ, 産業振興施設や生産性が伴う施設予算というのが, 全体の中からしますと, 旧名瀬地区の

ほうもそうですが, １６パーセント台かな, 今そこに出ている中ではですね, そして笠利のほうも１７

パーセント台です｡ 住用に至っては０ということです｡ そういう予算が少ない産業振興だ何だと言われ

ている割には少ないという思いがありまして, そういう意味で, 今後見直しとか, また途中でですね,

そういう変更等が考えられるのかどうか｡ それをお聞きしたいと思います｡ よろしくお願いします｡

議長 (伊東隆吉君) 答弁を求めます｡
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それぞれの分野で部課でやってるだろうと思ってるんですけれども, 毎月毎月人口も減少して, 隣の龍

郷町だけは増えているというような統計も出ていますけれども, この本市も減少しているわけでござい

ます｡ その中で本当に農業にしろ漁業にしろ観光業にしろ, どういう特効薬があるのか, そして振興が

あるのかですね, はやりいろいろ毎年毎年やっていることもよく分かるんですけれども, 本当に今年は

こうやると, このようなことをやるということでですね, そして成果を挙げるということでですね, 目

標を決めてやってもらったらいいんじゃないかなと思ったりもいたしております｡

そして, 生活を見てみますと, ただ今部長からありましたんですけども, やはりこの旧名瀬市内地内

を見てみますとほんとに中高年を中心に, あるいは若者中心に仕事がない, 職がないということで出稼

ぎ者が相当いるんじゃないかなと, 統計など取ってるのかなと思ったりもしてるんですけども, そうい

う中でですね, 南の与論町が企業誘致に成功いたしまして, 何社か企業が誘致されたということも新聞

報道で載っております｡ 市長も先頭に立っていろんな笠利, 住用と合併したわけでございますので, 立

地条件も揃っているだろうと思いますのでですね, やはり企業の一つ二つくらい毎年何かの形でですね,

誘致するように是非全力を挙げてもらいたいと思っておりますが, 企業誘致などはどのようにやってい

る, 誘致をですね, 取り組んでいるか, ちょっとそこらへんまで簡単にお聞かせください｡

産業振興部長 (赤近善治君) 確かに奄美市と奄美群島の共通な状況でありますけれども, 特に１８歳の

方がすべて本土に行くということで, これが人口の減の要因となっております｡ 従いましてこの人口を

増やすためには, もちろんこういう人口も大事ですけれども, この地元にやはり公共機関とか, あるい

は議員御提案の企業誘致促進が必要であろうというふうに思っております｡ 本市でも過去三つの企業,

私どもの横にいます企業の誘致がなされておりまして, １社は撤退しておりますけども, このことも現

在９０名ぐらい採用されています｡ ＩＴ関係ですね, これもやはり有効だろうと思ってますし, 今後御

提案の企業誘致につきましては, 東京事務所を中心に観光の修学旅行生の受入れとか, 平行して企業誘

致を進めてまいりたいというふうに考えております｡

２１番 (栄 勝正君) 奄美でもそのような成功した例の市町村があるわけでございますのでね, 何も外

界離島だとか立地条件が悪いとかいうことじゃなくて, やはりいろんな今ハイテクの時代でございます

ので, 与論町に誘致された企業もハイテクの関係の事業だと聞いておりますけども, 是非この住用, 笠

利, 名瀬と合併してこの広大な市でありますのでそういう条件なども私は揃っているだろうと思います｡

空港も近くありますし, 港も近くにありますし, 市長も先頭に立って是非企業誘致に努力してもらいた

いと思います｡

時間がありませんので次々いきたいと思います｡

次に, 職員の意識改革ということで, やはり財政が大変厳しい時代になりました｡ そしてこの一般の

人たちが私たち議員を見る目も, そして職員を見る目も大変厳しくなってまいりまして, 本当に市民の

ために市の発展のために役立ってるかなということでですね, 私たちもいつも叱咤激励を受けているん

ですけれども, 特にまたこの合併して, ３市町村合併して職員一人ひとりの意識改革は私はなによりも

大事じゃないかなと思ったりもしております｡ 民間からも市民を顧客ととらえ, 民間的な発想で市民の

目線から政策を手がけ, 市民との協働を実践すべきだという提言などもなされておりますので, 是非こ

の一人ひとりが何が市民のためにできるのか, どうしたらこの市政発展のためにできるかということを,

一人ひとりが, 部課長だけじゃなくて末端の職員一人ひとりまでですね, 意識改革をするべきじゃない

かなと思っています｡ 意識改革についてどのような取組をしているか聞かせてください｡

総務部長 (福山敏裕君) それでは職員の意識改革について, お答えいたします｡

合併によりまして, 単に行政区域が拡大しただけではなく, 歴史, 文化や産業構造の違う市町村が一

体となったわけでございますので, 行政に対する住民ニーズも多様化していると認識をしております｡

今申し上げましたように, 厳しい財政情勢, 財政状況の中, こうした住民ニーズを的確に把握し, それ
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に答えるためには組織の簡素化や業務の効率化を図るとともに, 職員の能力を更に向上させることが求

められているところでございます｡

こうした状況を踏まえまして, 集中改革プランに基づいてコスト意識の徹底, 勤務評価制度の導入な

ど, 職員の意識改革に取り組んでいるところでございます｡ 具体的には, この４月の人事異動では, 支

所間交流を大きく行っております｡ 名瀬総合支所から住用総合支所へ７名, 笠利総合支所へは８名, ま

た名瀬総合支所へは住用総合支所から８名, 笠利総合支所から１４名と, 計３７名という多くの人事交

流を行いましたのも, 正に今議員御提言の職員の意識改革, 意識の改革を狙ったものでございます｡ ま

た４月に新たに人事考査監, 新たに設置しまた人事考査監を中心に現在人材育成基本方針を作成中でご

ざいます｡ その中で職員の意識改革を実現するための研修や, 職員研修の在り方などについても議論を

進めているところでございますので, 御理解を賜りたいと思います｡

２１番 (栄 勝正君) 奄美市の市役所は約１, ０００名近くの, 臨時まで入れてですね, 職員が雇用さ

れております｡ この奄美市にとって最大の私は雇用の場であると思っております｡ やはりその最大の雇

用の場である市役所職員がですね, やはり一人ひとりが意識を改革して, 本当にこういう厳しい時代に

ですね, どうしたら市民のためになるのか, いろいろな相談ごと, いろんな, あるいはお願いごとがあ

りましたら, まず予算がない, あるいは慣例がないとかいうことじゃなくてですね, いかにして何か金

がなければ知恵でも出し合ってどうにかできないものかというようなですね, 発想も持って頑張っても

らいたいなと思っております｡

そしてよく言われることは, これは私だけじゃないんですけれども, 市役所に来てもあいさつをしな

いと, しない人が多いと, 全部じゃないですけども, そういう言葉をよく聞きます｡ 議員だけにじゃな

いのあいさつするのは, という人たちも私たちにもいます｡ しかしながらやはりこの市役所に来る人は

ですね, この庁舎の中に入る人はお客さんだと思って, 民間の会社はどこの会社にでもですね, 玄関を

入ったらお客さんでありますので, やはり何か御用がないですかとかいらっしゃいませとか大きな声で

呼ばれます｡ しかし, 市役所に入ってくる人たちもやはり, 何か用事があるから私は来るんだろうと思

いますのでですね, そのへんは一人ひとりが職員の意識を改革してですね, やはりこの小さい島でござ

いますので, 笑顔であいさつができ, そして本当に役所も変わったなと言われるくらいに頑張ってもら

いたいと思います｡

時間がありませんので, もう次に, 進みたいと思います｡ 一集落１ブランドの活用ということで簡単

にお願いしたいと思うんですけれども, 認定されてると思うんですけども, どのように活用されている

かを簡単にお答えください｡

企画部長 (塩崎博成君) それでは一集落１ブランドの活用についてお答えをさせていただきたいと思い

ます｡

議員も御承知のように奄美市の集落や各地区には様々な形で, 有形無形の地域資源が豊富に存在をい

たしております｡ 一集落１ブランド事業は, これらの地域の資源を宝と位置付けをし, その活用を通し

て集落が主体となった事業展開による地域の活性化, 体験型観光の推進による交流人口の拡大と, 伝統

文化の継承等を図ることを具体的に展開をいたしているところでございます｡

昨年度, １５集落１地区１団体から申請をいただき, １３集落１地区１団体の１７件を集落ブランド

として認定をし, 集落振興の主要な取組として成果が現れつつあるものと考えております｡

申すまでもなく, この事業の目的は集落ブランドを活用して, 地域活性化を図ることにほかなりませ

ん｡ 今後はこの集落ブランドを紹介をするホームページ等で情報発信に努めてまいりたいと考えており

ます｡ 既にブランド認定を受けた集落におきましては, 掲示板の設置等によって周知に努めているとこ

ろでもございますし, 今後は各集落に設置をしてありますブランド活用推進会による事業の具体的な活

動に向け, その支援に努め, 今のところすべての集落での取組とまではいたっておりませんけれども,

今年度の事業としまして自然景観, それから伝統芸能や郷土芸能等を体験できるモニターツアーの計画

����



もいたしているところでございます｡ このようなことで, 交流人口の拡大に取り組んでいる計画をいた

しております｡

今後はこれらの実践活動を検証をし, 他地域のモデルとなりうる事業へとつなげ, このことにより地

域活性化を目指してまいりたいと考えているところでございます｡

２１番 (栄 勝正君) せっかく市長が公約で一集落１ブランドということで掲げてあります｡ こうして

認定もされておりますので, 是非この集落がどういう, 本当にどういうブランドがあってどういう特色

があるかですね, 内外に広報するためにも行政が先頭に立ってですね, 集落と話し合ってやってもらい

たいと思っております｡ このごろはやはり, 見るというよりも, 観光で見るというよりも体験をすると

いうツアーも増えていますのでですね, そういう方面にも力を入れてもらいたいと思っております｡

次に, 移りたいと思います｡

次は, 皆既日食, 来年皆既日食が何百年かぶりですから奄美であるのは｡ 次も何百年後かしかないん

ですけれども, 日本でも２０何年後かしかないということなんです｡ これは絶好の奄美を広報するチャ

ンスじゃないかなと私は思っております｡ それで, たったのあやまる岬で４分近くですか, ３分何十秒

ですか, しか見えないんですけども, それだけじゃなくてですね, やはりこの奄美というものを皆さん

に知らせるためにも前夜祭, そして当日の当夜祭, そして次の日の後夜祭などですね, 計画をして奄美

に何万人ですか, 何万人か来るという予定がなされておりますけれども, その人たちにですね, 一人で

も多くの人たちが奄美はこういう所だよと, そしてこういう文化があるんだよというようなですね, 是

非内外にこうアピールするためにもいいチャンスじゃないかなと思っておりますが, 計画などはないか,

そして是非計画を立ててもらいたいと思いますけども, いかがですか｡

産業振興部長 (赤近善治君) 皆既日食の関係につきましては, 先般受入態勢を本格的に進めるため, 行

政機関, 関係団体からなる２００９皆既日食奄美市実行委員会, これを６月２日に立ち上げたところで

ございます｡ さらに専門的に調査, 検討をするためイベント部門, 宿泊・交通・衛生部門, 総務・企画

部門からなる３つの専門委員会も同時に設置いたしております｡ 今後その専門委員会を中心に検討して

まいりたいというふうに考えております｡

現在, 皆既日食に関連しますイベントは, 地元や本土の企画会社を含め, 数件の話がきておりますが,

これからも多様な企画・提案が予想されます｡ そのためにも専門委員会での調整等が必要になると考え

ております｡ また, 先の設立実行委員会では, 海外での皆既日食ツアーを企画・実行している専門家の

お話を伺い, 海外でのイベントを含めた日食観測の様子を知ることができました｡

来年, 当地で観測できる皆既日食は, 議員御指摘のとおり, 奄美をＰＲする絶好の機会であるととら

えてるところでありまして, 多くの来島者の皆さんに島唄や六調, 八月踊りなど, 奄美の文化に触れて

いただくとともに, 歴史自然を体験していただく滞在メニューやイベント等を検討してまいりたいと考

えております｡

奄美まつりについて御提案がありました｡ 前夜祭, 後夜祭でありますけれども, 祭りを来訪者, 市民

が一緒に楽しむのもいい機会だと思っております｡ またイベントを通して来訪者の滞在期間の延長につ

ながれば, 地元経済への影響も大だと思いますので, 今後奄美まつり協賛会や関係機関とも協議, 検討

してまいりたいと思いますので, 御理解をお願いいたします｡

２１番 (栄 勝正君) 今部長から発言がありましたように, 奄美まつり協賛会とも協議をしてというこ

とでありますので, 是非この来年の奄美まつりをですね, 金曜日花火, 土曜日舟こぎ, 日曜日パレード

とかありますけれども, これを１週間か１０日くらい期間を設けてこの皆既日食の時に, 奄美まつり協

賛八月踊り大会とか, いろいろですね, こういう趣向をこしらえて, 来年は是非やってもらいたいと強

く要望をして, 次に移りたいと思います｡

次は, ごみ減量への具体的取組ということなんですけども, 去年２００７年度はいろいろごみの増え
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た要因などもありますけれども, ２. １８パーセント増という具合に新聞報道にもなされておりますけ

れども, やはりこの８０何億円かかったクリーンセンターが, このままでいくともう早くパンクするん

じゃないかなと心配してるんですけども, そしてまた多彩な負債を抱えてですね, また建設しなければ

ならないということを今大変になるんじゃないかなと, やはりそれぞれの家庭が一日少しずつでもいい

からごみ減量に取り組むべきじゃないかなと私は思っております｡ そのためにも資源ごみの徹底や, あ

るいは分別の徹底, そして資源ごみ徹底, あるいはマイバックの, 買い物にマイバックの持参, そして

今後店で, 各全国の自治体をいろいろ新聞報道で見ますと, レジ袋をですね, 有料販売してマイバック

を持ってきた方には何割引するとか, そういうところも多く見られるようであります｡ このままいくと

ですね, やはりごみの有料化というのもなってくるんじゃないかなぁと思ってますが, 総合的にそのへ

んをどのように考えているかお知らせください｡

市民福祉部長 (福山 治君) ごみ減量の具体的な取組といたしましては, これまで平成１２年度からペッ

トボトルとビンの分別収集を, 平成１６年度から紙類の分別収集を始めております｡ また平成２０年４

月からは資源ごみの収集率を上げるため, 市内３か所に常設回収所を設け, 市民のリサイクル推進とご

み減量に努めているところです｡ ちなみに平成１９年度の一般家庭ごみの委託収集実績を申し上げます

と, 可燃ごみの場合, 約８, ５０３トンで対前年度比２０１トンの減, 不燃ごみも約５９１トンで前年

度比４９トンの減となっており, 資源ごみ分別収集の効果が現れてきているものと思われます｡ なお,

資源ごみの収集実績はペットボトル５５トン, ビン３種類１２２トン, 古紙類３品目４９８トン, 合わ

せて６７５トンがリサイクル資源となっていますが, 現在はまだ可燃ごみ袋の中に新聞紙やチラシ等の

紙類及びペットボトル等の資源ごみが混ざっており, 御指摘の買い物に使われたレジ袋等も多く見受け

られるようでございます｡ 市内の全事業所のレジ袋の枚数を把握することは困難でございますが, 仮に

１世帯１日２枚使用すると仮定しまして, 市内の総世帯数２万３, ０００世帯から, 約年間で１, ６７

９万枚が使用され, 可燃ごみとして焼却場に搬入されますと焼却炉に与える影響も大きいものと思われ

ております｡

御指摘のとおり, 今後一層のごみ減量とリサイクルを図るため, 市の広報誌の中や出前講座等で処理

にかかる経費等も明示して, 市民の皆様にできるだけ分かりやすい形で市民啓発を行ってまいりたいと

思っております｡

２１番 (栄 勝正君) 今部長のほうからありましたように, やはり広報誌など通じてですね, １年間で

例えば施設の費用と施設を建設した費用, そしてこれは２０年間ぐらいかかって返すわけですけれども,

そして１年間でどれくらいその費用が入っているか, あるいは一人当たりになおしたらいくらぐらいか

というのを分かりやすくですね, やはり広報すべきじゃないかなと, やはりそういうことによってごみ

減量に各家庭が取り組むんじゃないかないと私は思っておりますので, 是非よろしくお願いをいたしま

す｡

そのレジ袋, マイバックを持参という運動など, あるいはもう一つはごみの有料化などはどのように

考えているか, その二つまでお願いいたしておきます｡

市民福祉部長 (福山 治君) ごみ袋の有料化につきましては, 先の審議会で市民の方々への応分の負担

はやむをえないという旨で答申は受けております｡ 今後廃棄物原料等を推進審議会の中で, また負担割

合や負担方法等を含めて, 御意見を伺いながら検討していきたいと考えております｡

それからマイバック運動等につきましては, 是非これは推進を図るために広報誌等で啓発を進めてま

いりたいと考えております｡

２１番 (栄 勝正君) 時間がありませんので, 是非ごみ減量には頑張ってもらいたいと思っております｡

次に, 農業振興ということで, １, ２, 一緒に聞きたいと思います｡

����



奄美市では思ったほど２０００年と２００５年との統計を見ますと, そんなに耕作放棄地が増えてい

るということではないんですけれども, これが遊休地なども含めたのかなと思ったりもしたんですけど

も, 是非この耕作放棄地がゼロになるように対策を立ててもらいたいと思っております｡

それからもう一つはこの担い手対策, 先ほど部長のほうからもありましたけれども, やはり将来この

農業をするには後継者・担い手の, 私は対策が是非必要だと思っております｡ 大変委員会でも聞きまし

たけれども, サトウキビを生産する方の中には６０代以上, ７０代以上の方がたくさんおりましてです

ね, やはり是非この３０代, ４０代と働き盛りの人たちの担い手を是非増やしてもらいたいと私は思っ

ております｡ これは住用の, あるいは名瀬の果樹, 畜産も含めてなんですけども, そのような対策は立

てられないのか, あるいはどのような対策があるのかですね, 簡単にお答えください｡

農業委員会会長代理 (前山重一郎君) 皆さんおはようございます｡ あらかじめお断りしておきますが,

本来であれば農業委員会会長が出席して答弁すべきところでありますが, 会長がただいま, 入院療養中

のため出席がかないません｡ 代わりまして, 会長代理の私のほうで答弁させていただきますので, 御了

承願います｡

放棄地の対策についてですが, 農地は食糧の生産要素であるとともに, 農業者にとっては重要な経営

基盤であります｡ また, 国においても外国産農産物の輸入を見直し, 食糧の自給率の向上に取り組む方

向を示しております｡ そのような中で耕作放棄地につきましては, 農業者の減少, 高齢化の進行等によ

り年々増加傾向にあり, その解消を図ることが緊急の課題となっております｡

農業委員会においても, 市と連携しながら毎年農地の植栽調査を実施し, 現状把握に努めているとこ

ろであります｡ さらに国におきましては, 今年度市町村内のすべての耕作放棄地を対象に, 全国的な現

地調査を実施することとしており, 市, 農業委員会を中心に関係機関との連携のもと, ９月末までに調

査を完了させるべく, 現在準備を進めているところです｡

今後は耕作放棄地の解消に向けたきめ細かな取組として, 現状を的確に把握することはもちろんのこ

と, 具体的な解消方策を関係機関と協議しながら実施していきたいと考えております｡ さらには, 農業

経営に意欲のある農家等に農地を積極的に流動化し, 有効利用を促進するため補助事業の導入や関係機

関共通のデーターベースを整備し, 農地情報の共有化を図り, 地域担い手農家への情報伝達に努めてま

いりたいと思っております｡

２１番 (栄 勝正君) いろいろ一生懸命やっているということは分かっていますけれども, 宇検村など

では, この広報誌やホームページなどを通じていろいろと細かく情報を提供しているようです｡ 例えば,

所有者の意向, 賃貸借, あるいは貸付条件, あるいは現状はどうなっているのか, あるいは利水, 日照

の状況などですね｡ それから, 土地の形状, どういう土地になっているのかですね, そういうことまで

詳しく広報誌やホームページを通じて公開をしているということなんですけど, 奄美市でもやはりこの

遊休地や耕作放棄地をですね, やはり借りる人はいるんじゃないかなと, そういう情報提供があればで

すね, 思いますけれども, このような方法で広報する, あるいは知らせるということなどは考えてない

か, お願いいたします｡

農業委員会事務局長 (勢田哲央君) ただいまの栄議員の御指摘の件でございますけども, 確かに現在は

奄美市におきましては笠利, 住用におきまして農業委員がじかに貸し手と借り手の流動化を行ってござ

いまして, 名瀬地区におきましては財団法人のほうで農地流動化を行っております｡

実は今回, 先ほど会長代理が答弁ございましたけれども, ９月末までに現地調査を行いまして国のほ

うでその農地, 非農地を明確にする, その計画を立ててございます｡ この計画が１０月末で取りまとめ,

１１月に県, 国のほうを経由して上げていくんですけども, この段階になりますとある程度の農地の基

本状況が集まりますので, 議員御指摘のようにそのホームページ等への開示, そういったのも検討して

まいりたいと考えております｡
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２１番 (栄 勝正君) 担い手対策がもう一つ, 私理解できないんですけれども, この担い手対策をです

ね, やはり目に見えるように, そして成果が上がるようにですね, ほんとに今年は何名の方が後継者,

あるいは担い手として農業に就農したと報告できるようにですね, 是非頑張ってもらいたいなと思って

おります｡ 時間がありませんので, また次の機会にこういうことは詳しく聞きたいと思います｡

次に, 観光産業振興ということで, １と２とまとめてお聞きしたいと思います｡

スポーツアイランド構想などでですね, スポーツ合宿は成果が上がっていると私は思っております｡

そしていろんな大会に誘致運動を一生懸命取り組んでいるということも承知しております｡ ただ, 一方

では先ほどもありましたけれども, 大型船のクルーズの誘致, あるいは修学旅行, あるいは一般の観光

客がですね, そんなに伸びていないんじゃないかなと, 今回世界自然を目指して寄附金の条例なども出

ておりますけれども, そういうことでですね, 是非この修学旅行をはじめ, スポーツ合宿以外の観光誘

致にも情報提供, 体験ツアーなどもですね, どしどしといろいろ情報提供をしてもらってですね, 誘致

してもらいたいと私は思っておりますけれども, 時間がありませんので簡単にお願いいたします｡ 取組

を｡

議長 (伊東隆吉君) １と２をまとめてということですので, まとめて答弁を願います｡

産業振興部長 (赤近善治君) スポーツアイランド構想は着実に受入れができております｡ これは平成４

年のジェット化, 東京直行便の翌年からやっておりますけれども, この間やはり奄美観光受入協議会の

会員の方々が実業団の駅伝の大会のおりに, 全国, 正に東奔西走してこういった宣伝をやっておりまし

て, その結果１５年１０年を経過してこうやらせるもんだというふうに思いますし, 日頃の地道なＰＲ

活動が必要だというふうに思っているところでございます｡

クルーズ船の件につきましても, これは平成１６年に３万トンバースが完成いたしまして, クルーズ

船の受入れが容易になっておりました｡ 市長も先頭にトップセールスをやって, 各船会社に要請をして

いるところでございますし, 今後もまた関西からの, 昨年度は関西からの修学旅行生も多数受入れてい

るところでございます｡ 引き続いてトップセールスを進めてまいりたいというふうに考えておるところ

でございます｡

また, １２月には東京日比谷公園で奄美フェスティバル, これは奄美群島広域事務組合と連携して行

いますけれども, この日比谷公園, 日比谷の講会堂では伝統文化, それから日比谷公園で物産展をする

予定になっております｡ そういったことで, 今後も観光客の誘致に努めてまいりたいというふうに思っ

ておりますし, 先ほども若干説明しましたけれども, 東京事務所のほうにふるさと産業支援アドバイザー

を東京事務所に配置しまして, 観光の最前線基地として定住促進や観光客の誘致活動に積極的に取り組

んでまいるということで, 今後とも様々な施策を展開してまいりたいというふうに考えているところで

ございます｡

それでは, ２番が奄美検定の活用ということでの御質問でよろしいんでしょうか｡

議長 (伊東隆吉君) １, ２というふうに解釈したもんですから, 通告したということもありましたので,

その旨申し上げましたが, ２に関しては質問がされてませんので再度お願いします｡

２１番 (栄 勝正君) 是非, スポーツ合宿同様ですね, いろんなところに情報を提供して, ほんとに夏

といわず冬といわずですね, この屋久島のように観光客がですね, あるいは奄美に訪れるように最大限

の, 東京事務所などを通じてですね, 同郷, 情報提供して頑張ってもらいたいと思います｡

奄美検定がこの間, ようやく奄美検定が第１回目, 初心者と思うんですけれども開催されまして, １

００何十名の方が受験されまして, ９０何パーセントの方が合格したということなんですけれども, こ

の人たちの活用もですね, 登録をしてボランティア登録をしてですね, いろんなところに是非活用して
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もらいたいと思っております｡ もう答弁はいりません｡ もう時間がありませんので, 次に, またいろん

な機会で観光のことについては質問をしたいと思います｡

せっかく４番目まで掲げてありますので, 次に, 教育行政について最後に質問をしたいと思います｡

私は, 十年来議員になってから教育行政は１回もこの本会議で質問を欠かしたことはありません｡ 毎

回何かの形で質問をいたしております｡ というのは, 少子化に歯止めがかかりません｡ そのために時代

を担う子どもたちの健全育成は, 今の私たちに渡された責務であると私はいつも思っております｡ そし

て, １０年後２０年後はこの子どもたちが, やはりこの奄美を, 日本を背負って立つであろう子どもた

ちのためにもですね, 今しっかりと小中学校の時に健全な教育をしなければいけないという観点から,

いつも質問をいたしております｡

今回は本市の小中学校の現状がどうなっているのかですね, いろいろ噂は聞きますけれども, 噂は噂

でありますので, やはり学力低下, あるいは非行, いじめ, 不登校, いろいろ増えているということも

聞いておりますし, 果たして子どもたちは以前に比べ, 私も３名の子供がおりますけれども, ３名の子

供が在学していた当時の半分, 名瀬小あるいは金久中あたりも大体同じようになっております｡ その中

で, やはりこういういろんな問題が起きているということは, なんなのかなと, この間も秋葉原で７名

のあの痛ましい事件などが起きて, 背景はなんなのかなということで, 国をあげて今模索しているとこ

ろなんですけども, この奄美の小中学校の現状が今どのようになっているのかですね, 私たち一般市民

にはあまり分からないんですよ, 噂はよく入るんですけども｡ やはり地域に開かれた学校ということで

もですね, あるいは地域と学校と家庭と, 何十年来前からこう言われてるんですけども, なかなか地域

に, 私たちのところには, 私もＰＴＡで終わっておりますけども, 地域には学校の現状が伝わらないと

いうのが現状じゃないかなと思っております｡ 今の現状をお聞かせください｡

教育長 (徳永昭雄君) 今, 議員から学校の現状ということでございますが, おっしゃいましたいじめと

かそういうことだと受け止めております｡

不登校, いじめ問題, そして問題行動の児童・生徒についての現状を報告いたしますが, 本市の不登

校の児童・生徒は平成１０年度をピークに年々減少しております｡ 平成１６年度から１９年度はほぼ横

ばいの状態で, 年間１００名前後の児童・生徒が不登校であります｡ 平成１９年度の不登校に関する調

査の結果, 奄美市の場合, 不登校の原因は怠学, 要するに怠け学ですね, 本人に関わる問題がもっとも

多く, 次に, 家庭環境の急激な変化や親子関係をめぐる問題, 友人関係をめぐる問題となっております｡

不登校の児童・生徒への対応といたしましては, 各学校におきましては, 担任だけでなく, 複数の職

員による個別支援チームを組んで電話連絡や家庭訪問の支援を行っております｡ 市教委といたしまして

も, 教育相談室での電話や来客による相談活動, 適応指導教室での指導や訪問指導として学校復帰に向

けた支援を行っております｡ その成果といたしまして, 平成１９年度には適応指導教室に通級していた

児童・生徒については, 約８割が平成２０年度から学校復帰を果たしております｡

次に, いじめや問題行動でございますが, 学校からは市教委への連絡や相談がありまして, 市役所の

福祉部局, ＮＰＯ法人ゆずり葉の郷, 児童相談所, 警察等との情報交換を行うなどして解決を図ってお

ります｡ 今後とも関係機関と連携を図りながら支援を行います｡

最初にお答えしました不登校の児童・生徒の対応につきましても, 今後学校における個別支援チーム

の機能化, そしてスクールカウンセラーの配置や関係機関との連携を図りながら, 不登校児童・生徒の

減少に向けて努力をしてまいりたいと思っております｡

２１番 (栄 勝正君) 今までどおりの答弁だっただろうと思いますけれども, ただ学校によっては生徒,

子どもたちが教室に入らずにですね, 廊下でたむろしているとかよく聞くんですけども, 私たちも毎日

毎日学校に行って見るわけにもいきませんけれども, 教育長にはそういう報告などは入ってないんです

かね｡

それともう一つは, やはりこの本市で去る３月にですね, 先生が自分で, 尊い命が失われました｡ や
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はりいろいろな原因があろうかと思いますけれども, 日本全国でも生徒が自殺ということがあれば大々

的にニュースにも出るんですけれども, なかなか先生が亡くなるということは, あまりにニュースにも

載らないようになるんですけれども, やはりこういう原因はなになのかですね, 教育委員会としても把

握をして, やはり一人ひとりのそういう悩み事, あるいは先生, 生徒いろいろ学校関係の方たちのです

ね, 的確に把握をして相談に乗るべきじゃないかなと思いますけれども, そのへんはどのようになって

いるか聞きたいと思います｡

そして２番目のスクールサポートボランティア制度なんですけども, やはり団塊の世代といわれる人

たちが大量退職をいたしております｡ 本市にも校長先生をはじめ今年の３月限りで退職された先生もた

くさんおります｡ やはりそういう先生をはじめですね, 地域の人たちを活用してですね, 毎日毎日学校

に来てもらうというようなことも大変難しいでしょうけれども, ボランティア登録をしてそういう人た

ちの協力も得ながらですね, ほんとに学校が正常な運営をなされるよう努力すべきじゃないかなと思う

んですけど, いかがですか｡

教育長 (徳永昭雄君) まず児童・生徒の学校における状況でこざいますが, 昨年度はいろいろ問題があ

りました｡ 今年度に入ってから私もその学校にですね, 訪問しましたけれども, 授業は相当落ち着いた

状況になっております｡ 県の教育長もみえましてですね, その状況については, 満足されてお帰りにな

られました｡

次に, メンタル教職員のことでございますが, 確かに不幸な事故がございました｡ 全国的にも相当数

の精神疾患による教職員の数があることは, 文科省からの数字でも明らかでございます｡ 平成１８年が

４, ６７５名の精神疾患患者の, いわゆる休職者数があるということが報告されております｡ 今後です

ね, 確かに職員の健康管理という面につきましても, 県のほうでは, これは教職員よろず相談, それか

らメンタルヘルス相談ほかを聞いておりますし, また奄美市におきましても, 本年４月から労働安定衛

生法の施行に伴いまして, 奄美市学校職員労働安全衛生管理規定を設けまして各学校にそれぞれ通知を

いたしまして, 学校の状況把握, そして学校長による指導とかそういうことに勤めているところでござ

います｡

次に, スクールサポートボランティア制度でございますが, 教育相談員の問題行動の支援といたしま

して, 市の適応指導教室や文科省の委託事業でございますスクールカウンセラー配置事業, 子どものサ

ポート体制整備事業の相談員を退職した教職員に協力をいただいております｡ また部活動やスポーツ少

年団ボランティアにつきましても, 数校の学校で地域の指導者に協力をいただき, サポートをしてもらっ

ているところでございます｡ 今後ともこのような活動についてさらに協力を呼びかけていきたいと考え

ております｡

２１番 (栄 勝正君) 落ち着いているという答弁なんですけども, やはりこのような問題が起きました

らですね, 教育長, やはりこの学校には一人二人の熱心な先生だけじゃなくてですね, 県教委にも申し

上げまして５, ６人くらいは, そういう熱心な先生はそれぞれ一生懸命だろうと思いますけれども, や

はりより熱心な生活指導, あるいは子どもたちとの触れ合いもある先生もおりますのでですね, 是非そ

の集中的に５, ６名ぐらいは配置するようにですね, 教育長のほうからも強くそういうと, 落ち着いて

いるということなんですけれども, お願いをしたらいいんじゃないかなと私は思っておりますので, 是

非よろしくお願いをいたします｡

そして是非この今年から来年, 再来年と団塊の世代の定年退職者の教職員も増えていきますのでです

ね, その人たちも是非活用して何かの形でですね, この学校に協力できるような体制を作ってほしいと,

強く思っております｡

そのコメントと最後に方言指導ということで, 世界遺産ということで今回もいろいろとありますけれ

ども, その世界遺産の中にも文化的な遺産として, この方言は私は大変な遺産であると思っております｡

私は方言でなんでも話しますけれども, 私の家内とかいろいろな人はもう方言で話すことができません｡
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やはりこの方言で, 島唄は方言を歌うのに言葉はなかなか方言が出ないということになっていますけれ

ども, 子どもたちに少しでもですね, 方言で話しができるような, 英語はもう小学３年生から今度は習

うということなんですけども, 方言もですね, なにかの形で残すような取組をしてもらいたいと思って

おります｡ コメントがあれば, もう時間がありませんけれども｡

教育長 (徳永昭雄君) 学校の教職員の配置につきましては, 県のほうと十分協議しまして, 今回も優秀

な先生をですね, 市内に配置していただきました｡ 本当にそれは感謝いたしております｡ これからも私

の仕事として, これは十分話し合って, 県と話し合ってしていく所存でございます｡

議長 (伊東隆吉君) 以上で市民クラブ 栄 勝正君の一般質問を終結いたします｡

暫時休憩いたします｡ (午前１０時３０分)

○

議長 (伊東隆吉君) 再開いたします｡ (午前１０時４５分)

引き続き, 一般質問を行います｡

次に, 市民クラブ 奥 輝人君の発言を許可いたします｡

１７番 (奥 輝人君) 議場の皆さん, 市民の皆さんこんにちは｡ 私も市民クラブの奥輝人でございます｡

市民クラブが二人続けて行いますので, よろしくお願いしたいと思います｡

さて, 一般質問通告してありますけれど, 少々時間をいたただきたいと思います｡

まずもって先日に発生しました名瀬の小俣地区の土砂災害, そして家屋の崩落等に関しまして心から

お見舞いを申し上げたいと思います｡ 現在梅雨の真っ只中であり, 昨日までは相当の雨も降っています｡

まだ各集落各地区におかれましても, 自主防災組織等を設置されている地域や集落におかれましては,

集落内の総点検等を実施していただき, 防災に取り組んでいただきたいと考えております｡ そして一日

も早い復興を期待したいと思います｡

それと最近の新しい話題では, 明るい話題といいますのは, 先々週から先週にかけて連日連夜, 男子

バレーボールの世界最終予選がテレビで放送されていました｡ 私もバレーファンの一人として連日テレ

ビを見ながら応援していたところであります｡ ８か国総当たり戦ということでありまして, 初日にイタ

リアと対戦しましたけれど, 勝てる試合を落としてしまい, 本当に次の試合からどうなるのか, 本当に

心配していましたけれども, その後破竹の６連勝ということで, アジアの第１位ということで, オリン

ピック出場が叶ったわけであります｡ この議場内にもですね, バレーのＯＢもたくさんいるかと思いま

す｡ また今回, 市民福祉部長に就任されました福山部長さんには, このオリンピック, １６年ぶりのオ

リンピックにもうほんとにプレゼントになったようなお祝いであったのかなと感じているところでござ

います｡ これからもバレーの熱にまた一層励んでいただきたいと思います｡

それともう一点明るい話題としましてはですね, 先週の４日の日に行われましたんですけれども, 富

国製糖終了祝いが平成１３年度に行いまして, 約６年ぶりに復活をしました｡ 席上, 代表取締役の有村

栄男会長さんも出席されて, 激励の言葉や感謝の言葉を述べられたところであります｡ 今回は生産量が

約３万８, ２００トンということで, １０年間にないすばらしい増産でありました｡ ここ２年のうちに

やっぱり農家の意識改革や, そして関係機関の皆さんの努力が実った成果だと感じてます｡ この富国製

糖終了祝いもまた来年度以降に向けて, 開催できるように農家の皆さんやまた関係機関の皆さんの協力

を得ながら取り組んでいきたいものであります｡ というわけで, あまり前置きを長くしますと, 質問事

項が多いものですので, ここらあたりで本番の質問に入りたいと思います｡

まず一点目に, サトウキビの経営安定対策についてであります｡ 増産プロジェクトの成果と課題につ

いて質問をしたいと思います｡

国の方針において, 平成１８年度から平成２７年度までの間にですね, 収穫面積における株出栽培の

割合を１割程度増加させるとともに, 株出栽培の単収を２割程度向上させるという数値目標が設定され
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ました｡ 今期の実績は約３万８, ２００トンで, ここ１０年間で最高の年であったことは皆さん御承知

のとおりであります｡ そのような中, 奄美市において, 収穫面積における株出栽培の割合, また株出栽

培の単収はどのようになったのかを伺いたいと思います｡

次からの質問は, 発言席にて行いたいと思いますので, よろしくお願いしたいと思います｡

議長 (伊東隆吉君) 答弁を求めます｡

産業振興部長 (赤近善治君) まず増産プロジェクトの成果についてでございますけれども, 国において

設置されましたサトウキビ増産プロジェクト会議において, 平成１７年１２月にサトウキビ増産プロジェ

クト基本方針が作成されております｡ 国においては, この基本方針におけるプロジェクト目標を議員か

ら御説明がありましたけども, 生産条件の整備により平成２７年度までに, 収穫面積に占める株出栽培

の割合を１割程度増加させるとともに, 株出栽培の単収を２割程度向上させるというような目標を設定

しております｡ 国が設定しました, 策定しました基本方針目標を受けまして県段階, 各島ごとにサトウ

キビ増産計画を策定し, 毎年度実施結果を検証しているところであります｡

大島本島サトウキビ増産プロジェクト会議における収穫面積に占める株出栽培の割合は, １８年度計

画が２０４ヘクタールでありましたけれども, 実績は２９８ヘクタール, １. ４パーセントの増となっ

ております｡ １９年度の計画が２８３ヘクタールに対し, 実績が４２１ヘクタール, ４８. ８パーセン

トの増となっております｡ 次に､, 株出栽培の単収ですが, 単収につきましては１８年度計画４. ２ト

ンに対し, 実績が４. ８８５トン, １６. ３パーセントの増, １９年度計画４. ８９５トンに対し実績

が６. ０９７トン, ２４. ６パーセントの増加となっています｡

１７番 (奥 輝人君) ただいまの説明で十分分かりました｡ とにかく国からの方針の株出栽培について

の増加ですね, ２割, 割合を１割程度, また株出栽培の単収を２割程度ということで, 聞きますと栽培

の割合のほうが約４８パーセントぐらい増加しているということと, もう一つの単収のほうも２４. ６

パーセントだと, 単収も増加しているということで, これは農家の皆さんの意識改革も踏まえてですね,

取組の成果が上がったものと感じています｡ 成果はそういうふうに向上してますけど, 今後ですね株出

栽培の課題についてはですね, １株目当たりはですね, 相当の収量と単収が上がると思います｡ その後

の２株目, ３株目以降につきましては減収していくのが現状であります｡ 今後ですね, その２株目３株

目の増加に向けた対策, 簡単に言えばですね, 肥培管理を徹底させたり, 除草剤の適期散布ですね, あ

と株とり期や株出管理期をそろえた, そういった管理を徹底させるということがやっぱり２株, ３株目

の収量増につながっていくと思われます｡

現在農家の皆さんもですね, 株出移行を強く望んでいる農家もいまして, 品種のほうでもですね, 農

林２２号と農林１７号を主体に, この国の指針, 国が設定してますその基本目標に向けて今突き進んで

いるところでもあります｡ 今後の２株目, ３株目に向けての農家への意識向上, 現場研修等についてで

すね, 今後どのような周知徹底を図っていかれるのか, また農家への助言アドバイス等はどのようになっ

ていくのかを伺いたいと思います｡

産業振興部長 (赤近善治君) 株出しにつきましては, やはり一番大切なものはハーベスターを運転をす

るオペレーターの研修ではないかと思いますし, その後の株出管理, これが重要じゃないかというふう

に思っております｡ 従いまして, このオペレーターの研修等につきましても, 今後, 各地区で進めてま

いりたいというふうに考えております｡ ２株３株ももちろんそのハーベスター, それから株出管理につ

ながってくるものでありますけれども, やはり土壌がやせてくるというようなこともありますので, や

はり堆肥等を適宜するというようなことも大切じゃないかというふうに考えております｡

また, 萌芽や分けつ茎に影響を与えておりますハリガネムシやメイチョウに対する病害虫の防除につ

きましても, 誘引剤を併用した新農薬, プリスベイトという名前のようでありましたが, 大きな効果が
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表れていることから普及をしているところでございます｡ 現在は新植のみの利用となっており, 株出栽

培については適用拡大申請中であるということから, その動向を見ながら成虫を捕獲するフェロモント

ラップと併用することにより, 株出しの栽培の効果が期待できるものというふうに考えておるところで

ございます｡

１７番 (奥 輝人君) 是非ですね, 株出しの栽培面積が拡大していますので, 株切れがおきないような,

そういった現場での直接指導ですね, 笠利地区や名瀬地区のほうでも栽培面積も拡大していますので,

そこらあたりを怠らないようにですね, 指導体制を強化してもらえたらうれしいなと考えています｡

次に, いきたいと思います｡ 機械化一貫体系の推進についであります｡

サトウキビの場合は, 土地利用型農業ということで, 土地がなければ増産, 増収が見込めないわけで

あります｡ 今回株出しが面積は増えるということは, 植え付けが春植えの場合はもう次の年には収穫で

きる, しかし夏植えの場合は次の次の年になります｡ １年とちょうど半年くらいかかるということで,

夏植えよりも春植えに移行したほうが収益性が高いのがサトウキビでもあります｡ そういった意味で,

今後は担い手農家の育成やまた認定農家の育成, そして組合やら法人の方々の協力を得ながらですね,

そのサトウキビの増産に努めなければいけないと考えております｡

現在, 大型機械も各組合やら法人で各自でまた補助事業を導入しながらですね, 機械化の一貫体系を

今推進しているところでもあります｡ 私たちの組合もですね, 植え付けのプランターからそして収穫の

ハーベストまで, 一式揃えてですね, 農家の皆さんに提供, または還元をしているところでもあります｡

そういったことは今後はですね, あと２年後に迫っていますサトウキビの品目別経営安全対策の中で,

政策支援が受けられない方々の, Ａの５とＡの４というそういったノウハウを支援するためにもですね,

こういった大型機械の導入を図りながら, 高齢者やそういったＡの４, Ａの５の方々を支援することも

可能になってくるわけであります｡ そういった意味で, 機械化を導入するということで, 今後のサトウ

キビは目標を設定していけばですね, 今の３万８, ０００トン, もしくはこれ以上の４万トンを超える

増収が期待できるものであります｡

今後この機械化の推進, まずは普及に関してですね, Ａの４の農家, Ａの５の農家の支援を含めてで

すね, 今後の普及拡大, または導入について, 今後どのような取組をもっていられるのか, 機械化一貫

体系の確立に向けての取組を伺いたいと思います｡

産業振興部長 (赤近善治君) 従来, サトウキビ経営につきましては, 収穫作業が大きな労働負担となっ

ておりましたが, ハーベスターの普及により, 収穫作業に占める割合も１８, １９年期で６２. ６パー

セント, １９, ２０年期で６８. １パーセントと大きく大きく増加しております｡ ハーベスターの利用

率につきましては, 平成１９年度から施行されました, 議員も御指摘の, 品目別経営安定対策の支援用

件にも関わるため, 今後ますますハーベスターの利用が増えることだというふうに考えております｡ １

９, ２０年期の収穫作業におけるハーベスターの委託状況を見ますと, ここに大きな差がありますが,

お互いに調整しながら作業を実施していることから, 今後も現状の台数等で十分に対応できるものとい

うには考えているところでございます｡

収穫作業以外の作業につきましても, 高齢化, 小規模農家に対応するため, 低料金による受委託作業

の実施や農業機械の貸出しなどにより, 機械化の一貫体制が図られつつあるものと思われます｡

今後とも, 農家の負担軽減, 作業効率を図ること, また品目別経営安定対策の支援用件に対応するた

めにも機械化の一貫作業体系の充実を図ってまいりたいと考えておるところでございます｡

１７番 (奥 輝人君) 是非, その機械化一貫体系が確立できるように, また魅力のあるサトウキビ経営

ができるということで, また新規就農者なんかもですね, そういった機械化があれば, 楽して儲かれる,

そういった根性魂も養われると思います｡ これからはほんと, 後継者や新規就農者が若干少ないわけで

ありますけれども, そこらあたりも考えてですね, 機械化の一貫体系が推進できるような体制も築いて
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構築してもらいたいと思います｡

次に移りたいと思います｡ 次に, 畜産の経営安定対策について, 質問したいと思います｡

飼料管理技術の向上について, この件についてはですね, 奄美市の笠利地区におかれましては競りの

一月前に必ず品評会というのを開催しています｡ その品評会の内容はですね, 子牛の体高や体重, そし

て胸囲, あとは子牛の増体, また子牛の血統, などなどをもろもろ審査していくシステムであります｡

それを担当するのが県の経済連の職員と県の普及委員, またＪＡ奄美職員, そしてこの奄美市の職員な

どが担当して指導しているわけであります｡

そういった意味で子牛の単価がですね, 今年の３月までは総平均で約４５万円前後のオス・メス合わ

せて４５万円前後のですね, 取り引きが成されていました｡ しかしながら今回の５月の競り市に置かれ

ましてですね, 約６万円ぐらい値を下げてしまい, オス・メスの総平均が約３９万円前後ということで,

農家の皆さんも厳しい状態に陥っているところであります｡ こんなにまで下がったのは, 要因はですね,

いろいろ考えられると思います｡ 枝肉相場の需要が横一倍とか増加してないと, その消費者の方々が消

費していないというのも考えられると思います｡ またそれとそれ以外にですね, 私たちの牛を飼う肥育

農家, 購買者の方がですね, 最近の農耕飼料や租飼料のコストの高さでですね, これ以上のコストをつ

ぎ込んでまでは, 高値の購入できないという, そういった現状もあっての, 今回の値が下げたものだと

考えているところであります｡

全般品評会等で経済連の方々が指導されているんですけれども, いままでどおりでやってはいなけい

という指摘を受けました｡ ＪＡ経済連の担当者の今後の方針としましてですね, 大島らしい子牛を作っ

て販売しなければ, 産地間競争にも負けるという, そういったほんと厳しい指摘もきたところでありま

す｡ 大島らしい子牛というのは, 自分たちこのような形, このような増体, このような子牛が大島らし

い牛だなと思うんですけど, さらにですね, この大島らしい子牛ということを理解する意味でですね,

どのような子牛を大島らしい子牛というのかを一応説明していただきたいと思います｡

産業振興部長 (赤近善治君) 大島らしい子牛というのは, 私どもの基準は持ち合わせていないところで

ありますけれども, やはり現在その肥育農家が求めております大島らしい子牛とは, 租飼料を中心とし

たえさ付けを行い, 骨組みが太く, 見栄えの良い子牛を求めているんじゃないかというふうに考えてお

ります｡ 今後も大島らしい子牛作りのために, 各関係機関と連携を図りながら推進してまいりたいとい

うふうに考えております｡

１７番 (奥 輝人君) 産業振興部長, ありがとうございました｡ 是非ですね, 大島らしい子牛をですよ,

産振部長, 品評会とかでありますので, また競り市もありますので, これが大島らしい子牛ですよとい

うぐらいに言えるようにですね, 現場検証などしていただければうれしいかなと思っております｡ 自分

たちも農家もですね, こうやって品評会を毎回開催してですね, 大島らしい子牛を目指しているんです

けれども, どうも大島らしい子牛の理解, ピンとこないところもありますので, そこらあたりを教える

ためにもですね, 品評会等に顔を出してですね, 子牛の成育, 生態状態など見極めていただきたいとも

考えてますので, よろしくお願いしたいと思います｡ それはもう答弁いりません｡

あとですね, 値を下げる要因は先程いくつか言いました｡ だけど, この値を下げる要因もさることな

がらですね, 今奄美大島のほうではですね, 北大島特有の子牛の血統, 雌雄牛ですね, 雌雄牛を親牛に

雌雄牛を組み合わせたそういった交配が, やはり値を高くしていく要因があります｡ いままでの雌雄牛

に代わる雌雄牛が今ぞくぞくと県有牛または民間牛からですね, 今種がそうやって取り寄せられるよう

になってきています｡ そういった意味で今後優れた子牛を算出するためにですね, 計画的な交配が, 人

工授精師さんと連携を取りながらですね, できていくのか, またそういった取り組み等をですね, 伺い

たいと思います｡

産業振興部長 (赤近善治君) 北大島地区の計画的交配につきましては, 北大島地区管内の人工授精師に
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より, 計画的交配を行っておりましたけれども, 平成１９年度に北大島地区管内の奄美市, 龍郷町, 大

和村, 大島支庁農政普及課, 家畜保健衛生所大島支所, 奄美農協の畜産担当及び各地区の人工授精師の

協力を得て, 平成２０年度北大島地区雌雄牛交配指針を策定したところであります｡ 今後はこの策定し

た交配指針, または改良指針に基づき, 商品性の高い子牛を算出できるよう各関係機関と連携を図りな

がら推進・指導してまいりたいというふうに考えております｡

１７番 (奥 輝人君) 今, 笠利のほうで, やはり単価の, 市場で一番単価が高いのはですね, 民間牛の

雌雄牛を言いますと安福久 (やすふくひさ) とか平茂勝 (ひらしげかつ) が入っている鹿児島県産の系

統のそういった種がほんと競り値でも高相場を保っています｡ 若干そういった差はありますけれど, 今

後はですねそういった母牛, 自分の親牛を育成していくためには母牛をやっぱり管理しなければいけな

いということで, 今平茂勝 (ひらしげかつ) やら金幸 (かねゆき) とかそういった安福久 (やすふくひ

さ) ですとかですね, そういったのが購買者や育農家に人気が高いということで, 今積極的に導入をし

て図っているところでもあります｡ そういった意味でその精液もですね数に制限がされているというこ

とで, 自分たち畜産農家, 増頭計画に沿ってですね, 増頭増頭で頑張ってはいますけれども, 県有牛,

民間牛のそういった精液が不足がちということも重なりまして, また増頭へのそういったステップが極

端にはまだ増えている状況ではありません｡ 今後ですねそういった購買者や肥育農家が希望する精液を

ですね, 是非奄美のほうにでも１本でも多く取り寄せられるような方法が必要になっていくのかなと考

えています｡ これまで従来の, いままでの精液では, どうも単価を, 値を下げてしまうという, そういっ

たデメリットがありますので, 新しい牛, 新しい牛を更新していくというのが私たち畜産農家の考えで

もあります｡

今そういった意味でその精液の確保に向けて取り組んでいる状況でありますけれども, 北大島サブセ

ンターにおきましては, 県有牛や民間牛, 様々な種がもう入ってきているのはわかっているんですけれ

ど, 今後そういった人気の高い精液の確保ですね, それに向けて人工授精師さんとの連携を図りながら

ですね, そういった人気の高い精液が確保できるような取組, 今後どのようにしていかれるのか, 伺い

たいと思います｡

産業振興部長 (赤近善治君) 現在, 北大島地区管内の雌雄牛の精液は, 北大島肉用牛凍結精液サブセン

ター運営協議会が中心となり, 鹿児島県及び民間の人口受精所より分譲をしていただいているところで

こざいます｡ 今後の精液確保といたしましては, 北大島肉用牛凍結精液サブセンター運営協議会と連携

を図りながら, 県有牛の情報収集及び民間の人工授精所等にさらなる要望等を行い, 優良雌雄牛の精液

確保に努めてまいりたいと思っております｡

１７番 (奥 輝人君) 今後の奄美大島の子牛生産にはですね, そういった現在新しく開発改良を進めら

れている, そういった精液をですよ, １本でも多くここに導入できるように, 確保できるように対策を

考えていかなければならないのが今の現状だと思います｡ 人工授精師さんも各自でですよ, 鹿児島に行っ

たり民間の農家さんのほうに出向いてです, もう自分で自己資金でこうやって精液の確保に取り組んで

いる状況でもあります｡ そういった今後の奄美市, また大島の子牛の生産を増額とか増頭していく上で

ですね, 更新は, 新しい種への更新はさらに必要になっていくと思いますので, 是非その精液の確保に

ついての指導なりですね, アドバイスなどしながらですね, 取り組んでいただきたいと思います｡

次にですね, 優良繁殖雌牛の導入について, これも先ほどとちょっと重なるんですけど, 今優良繁殖

雌牛の導入についてはですね, 貸付事業, 肉用牛貸付事業と言いまして, 国と県の３３万円とまた本年

度から奄美市単独で７万円の基金を積み立ててですね, 合計４０万円まで無利子で貸付けできる, そう

いった事業を今継続, 推進されています｡ これは５年後にですね, 返済するということであります｡ そ

ういった４０万円借りてですね, いい牛をやっぱり導入するのが農家の皆さんであります｡ そういった

優良繁殖雌牛を導入するためにはですね, 先ほど言われた雌雄牛, 雌雄牛ですね, それを付けけて, そ
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れが子が生まれてそれを母体として, 母牛として残していく, 直売りしていく, そういった流れがなけ

ればその増頭にもつながらないという考えでもあります｡ 感じでもあります｡ そういった意味ではです

ね, 今後この優良繁殖雌牛を導入するにあたり今農家の皆さんもこの貸付事業を利用している方も多い

農家もいます｡

しかしながらですね, 旧笠利地区におかれましてはその貸付事業の導入以外にですよ, 奨励補助金と

いうそういった制度もありました｡ その奨励補助金もですね, 聞くところによりますと, 奄美市の補助

金等評価委員会のその審査の中で見直しされたということで, ちょっともう廃止されたということにつ

ながっています｡ 子牛を生産して, 販売するまで相当な時間が, 時間と経費が必要なことをちょっと分

かってもらいたいなという気持ちがありました｡

私はちょっと説明するんですけど, 子牛を導入するというのは約１０か月間で子牛を導入します｡ 子

牛を導入してそれから約５か月から６か月間自分で試しながら太らせ, 種付けできる状況まで持ってい

きます｡ それで約１年と５か月, ６か月ぐらいかかります｡ それから１５か月目にですね, すいません

１５か月目に種を付けてですね, それから種が付いたらですね, 約１０か月１０日で２８５日ぐらいで

ですね, 子が生まれます｡ そしてその後約８か月から１０か月間, または肥育, 子牛を管理していくわ

けであります｡ そしてそのあとに１０か月, ８か月か１０か月後に子を販売する, 競りに出すという経

過に, 日程があります｡ そしてそのあと, その５年間の間に子が２, ３から多くて３, ３, よくて１,

３, ３まではどうにかとれる状況はありますけれども, 親牛の管理状況によっては２, ３とる人もいる

し, また３, ３とる人もいる, また１, ３頭で終わる人もいます｡ そういった金を考えてですね, 貸付

事業を導入した場合でもですよ, 相当４０万円はただ５年後に返済すると言いますけれど, やはり現行

投資, 導入した時はほんと５０万円前後の牛を導入するわけであります｡ ５０万円前後を導入してです

ね, この子が２, ３年以降にしかほんとの収益性はありません｡ ということは, ５年後６年後にしか本

来の収益所得は上がりません｡ その５年から６年間の間は, もうほんと現行投資で租飼料やら農耕飼料

を与えてですね, ほんとのコスト, マイナスという現状でもあるのが畜産の現状であります｡

そういった意味でですね, 牛を導入して６年後ぐらいがもうほんとの自分のための所得ということで

ありますので, 今後こういった優良繁殖雌牛を導入するに当たりですね, 旧笠利地区に実施されていま

したあの奨励補助金等の再度見直し, また検討, 復活を自分もですけど, 畜産農家はそれをほんと要望

している声が多く聞かれます｡ いままで従来あった旧笠利地区の小額補助金がまた見直しされて, また

復活できるような体制ができないものかを一応伺いたいと思います｡

産業振興部長 (赤近善治君) 畜産農家の抱える悩み等については, 今十分に理解したつもりでおります｡

県内産の優良雌牛導入希望者に対しましては, 今後も国・県の特別導入基金事業と奄美市単独の肉用牛

導入貸付金を活用しながら, 優良雌牛の導入を推進してまいりたいと考えておるところでございます｡

議員御指摘のとおり以前まで活用していた奨励補助金事業につきましては, 奄美市全体での補助金の

見直しの中で, 奨励補助金事業の代わりとしまして, 奄美市単独の肉用牛導入貸付金事業を創設しまし

た経緯があります｡ 今後, 現在の奄美市の財政状況等を勘案しますと, 奨励補助金事業の再検討は非常

に難しいというふうに考えておりますので, なにとぞ御理解をよろしくお願いいたします｡

１７番 (奥 輝人君) ただいまの部長の答弁でよく分かりました｡ ほんとに厳しいということは私も財

政を見ながらですね, 痛感しているところであります｡

畜産の振興を図る意味でですね, 畜産農家も頑張っています｡ 多額の投資をしてですよ, 儲かるのが

６年後に儲かるというそういった実例がありますので, そこらあたりは旧笠利町の中では, そこらあた

りを踏まえてですね, こういった奨励補助金を支出していた背景がありますので, そこらあたりは厳し

いと思いますけれども, 再度検討をされてですね, 畜産農家の増頭意欲が計られるような, そういった

体制をですよ, もう一度考え直していただきたいと思います｡ 時間がかかるかも分かりませんけれどで

すね, 畜産農家の今後の発展を希望してですよ, 私はもう強くそれを要望したいと思いますので, よろ
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しくお願いしたいと思います｡ 次に移りたいと思います｡

次はですね, ③のタンカンの経営安定対策についてであります｡ アの栽培管理技術の向上について伺

いたいと思います｡

栽培, タンカンの場合はですね, 栽培技術や管理技術の勉強会や研修会と, 年に何回かですね開催さ

れているという新聞紙上等でもよく見受けているところであります｡ タンカン塾といったものまで開催

されているということで, タンカンの栽培・管理, 現地研修等に大きく貢献されているものと考えてお

ります｡ 大規模農家や意欲のあるそういったタンカン農家は, そういったタンカン塾, そして研修会,

勉強会, 現地研修会等に積極的に参加されていると思いますけれども, それに参加できない小規模農家

とか, 新しく今度新規に就農されているタンカン農家さんなどがですね, そういった研修等に参加でき

るようなシステムですね, それと新規就農者, そういった小規模農家の今後の勉強会等への参加の取組

状況等を, 現状になるかと思いますけど, 現状など伺いたいと思います｡

産業振興部長 (赤近善治君) 小規模農家や新規農家等の栽培・管理技術向上への成果についての御質問

であります｡

現在開催されている研修会につきましては, 栽培面積の大小, 栽培経験の長短を問わず集まってきて

いただいております｡ 小規模農家や新規農家等の栽培技術習得及び意見交流の場としても活用され, 徐々

に成果がみられつつあります｡ また栽培・管理の一助として, 奄美市農業研修センターや農業ふれあい

祭りにおいても, タンカン等の農業基盤講座を実施し, 栽培意欲向上を図っているところでございます｡

また１９年度の実績につきましても, １ヘクタール以上の大規模農家の皆さん方と, それ以下の小規模

の皆さん方の出席をみますと, 約７割が小規模栽培の方が参加しておりますので, 十分に研修等には参

加いただいているものだというふうに考えております｡

今後とも研修の充実, 個別相談等, 栽培・管理技術向上に向け成果が発揮されますよう努力してまい

りたいというふうに考えております｡

１７番 (奥 輝人君) 今日出席しています農業委員会の局長代理の前山重一郎兄が今日は来ています｡

タンカンの大プロでもあります｡ ちょっと宣伝しましたけど, 自分の大先輩ということでですね, ４・

１クラブを通じてですね, 親睦を深めているんですけど, やはりそういった大先輩がいますので, こう

いったタンカンの栽培技術云々もですよ, そういった大先輩の力を借りながら, 進めていかなければい

けないと思っていますので, 部長｡ こういったすばらしい大規模農家, またタンカンを作るプロの農業

者いますので, そこらあたりをその人たちの連携ですね, そしてそのタンカンをブランド化していこう

という気持ちがあればですね, そういった人も活用して利用してもらいたいと思いますけど, これでど

うでしょうかね｡

産業振興部長 (赤近善治君) 正に御指摘のとおりだと思います｡

奄美市にはタンカンを専門的に栽培している農家の方がおります｡ 今, 奥議員が紹介されました前山

さんもその一人でありますし, 前山さんにはタンカンの次の講習会もお願いしておりますし, タンカン

の選定の講習会の講師としてもお願いをしているところであります｡ また平井さんはじめ西田さん, そ

ういった専門的にやっている方がいらっしゃいますので,交渉をしていただいておりますので, 今後ま

た御指摘, 御提案のとおり数を数をというお願いをしてまいりたいというふうに考えております｡

１７番 (奥 輝人君) 是非そういった先輩の力を借りながら, タンカンの技術向上に実際取り組んでい

ただきたいと思います｡

あとですね, 次のイの品質, 量の生産確保についてでありますが, 先般の新聞紙上等でですね, 果樹

選果場が長浜地区のほうに建設されるような見通しになりました｡ そういった意味で果樹が, 果樹を１

ブランドしていくということで, 現在では１億円というそういった数値が掲げられています｡ 今後そう
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いった果樹選果場が建設されるにあたりましてですね, 現在ＪＡ奄美さんへの共販率が約３０トン前後

ですね, 果樹選果場ができた場合は８００トン前後が共販能率が伸びるということで, 期待がもててい

ます｡ そういった意味でですね, 今後この栽培技術ももとよりですね, 品質と量の確保について, 今後

のタンカン農家への指導徹底などはどのように図っていくのかを伺いたいと思います｡

産業振興部長 (赤近善治君) タンカンの格差の生じない体制作り, 量販部の質問でありますけれども,

品質格差対策につきましては, １０月から１月まで毎月１回, 果樹品質調査を実施し, 結果を踏まえた

生産者ごとの栽培管理指導やタンカン目揃会等を通じ, 出荷規格や等級の検討を毎年行っておるところ

であります｡

今後計画中であります果樹選果場整備の際に導入を予定しておりますいわゆるカラーグレーダー, そ

れから光センサー等により有利販売ができ, 量の確保及び選果格差もなくなってくるものと考えられま

すので, 現在, 生産者及び各関係機関一体となった選果場施設整備推進協議会において, 出荷品質・規

格等の検討を行っております｡ また自分の出荷果実の評価が数字で分かり, 栽培上の問題点がはっきり

するため, 解決策に活かされ, 格差を狭めるメリットもあるというふうに思います｡ このことによって

また生産量が上がってくるんではないかと思っていますし, 議員御提案のとおり２３０トンから８００

トンになれば非常に農業振興にとっても優位に転換されるものというふうに期待をしているところでご

ざいます｡

１７番 (奥 輝人君) 今, タンカンのほうもですね, 名瀬地区が主要でありますけれども, 今, 名瀬地

区とあと住用地区, そういった山間部が主要でありますけれど, 私たちは笠利地区のほうでもですね,

タンカンの栽培熱が若干士気がもう高揚してきて, その栽培面積も拡大されてきているのが現状でもあ

るんですよ｡ それで, 笠利地区におかれましてもですね, この選果場を利用して約８００トンのですね,

その共販率が高めれるような体制づくりですね, それとそのさっき部長が言われたような規格の統一で

すよ｡ 規格の統一をするにはやはり生産者, 個々の皆さんの栽培技術が徹底されなければですね, そう

いった規格の統一, または生産量の確保が厳しいのかなという思いがあります｡ そこらあたりを勘案し

てですね, 奄美市だけじゃなく, ほかの市町村もその果樹選果場にむけて同じ心構えで取り組んでいく

ような姿勢が伺えますので, ＪＡ奄美さんなんかと連携を強化されてですね, 選果場が反映できるよう

な, そしてブランド化に向けた一歩が進めるような体制を築いてもらいたいと思います｡ 答弁はいいで

す｡ 次に, 移りたいと思います｡

次にですね, ④の農地・水・環境保全向上対策交付金事業の推進についてを伺いたいと思います｡

この事業についてはですね, 私たち節田集落のほうでも昨年度この事業を導入しました｡ そしてこの

事業のメリットというのが, ほんと節田集落の皆さんにもいろいろ説明していったんですけど, 皆さん

これ納得してのこの事業を推進しようということで, 全会一致でですね, この事業を導入することがで

きたわけであります｡ この事業については, 沖永良部方面でもですね, この事業を導入したいというこ

とで手を挙げている各集落がですね, 増えているのも現状であります｡

この事業のメリットというのがですね, 年間節田集落を例えばですよ, 例えた場合は, 年間ですね,

１４０万円の交付金が支払われてですね, ５年間７００万円のその事業で, その節田地区集落内の総点

検をしながら, 農地や水, そして水路, あと公園の整備, 景観の整備とかそういったもろもろの事業が

できるのがこの事業であります｡ 現在笠利地区に置かれましてもですね, ６集落が今年度までにそれを

導入されたということを伺っています｡ この事業は国が５０パーセント, そして県が２５パーセント,

市が２５パーセントだったと思います｡ この事業をですね, 農村部のほうに拡大していけばですね, 自

助努力でそのボランティアの精神でですね, この事業を活用しながらその農地と水の事業の趣旨に目的

に沿ったそのボランティア活動ができるものと大きな期待をしているのが, この事業であります｡

今後この事業が奄美市の中でですね, 何度も農村部を中心にまだまだ拡大してもらいたいという希望

がありますので, 今後のですね, この事業への取組状況等を伺いたいと思います｡
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産業振興部長 (赤近善治君) この農地・水・環境保全向上対策交付金の事業でありますけれども, 議員

から御説明がありましたとおり, 非常に希望する集落が多ございます｡ これが１９年度から５年間とい

うことで始めておりますけれども, 希望する集落が多い状況で, ２０年度は２０年から２３年, ４年間

ということで事業を実施しているところでございます｡

現在, 奄美市では笠利町は８地区でございます｡ ８地区, 名瀬地区が４地区, 住用町が２地区, 合計

１４地区におきまして実施をしております｡

この事業は, 農地や農業施設の保全を図るため, 農業者以外の住民や団体も入った組織を地域で立ち

上げてもらい, 農業施設の管理や, 農村環境の保全活動の担い手として育成してもらうのが目的でござ

います｡ この事業によりまして, 集落全員での農業用施設のきめ細かな手入れや, 農村の自然や景観を

守る共同作業を通して, 地域の活性化にもつながると考えているところでございます｡ 今後他の地域に

も波及することが望まれ, 希望する集落も多いかというふうに思っておりますけれども, 国の方針では

次年度からの新規要望地区は, 現在のところこの事業は休止というような実情であります｡ したがいま

して今後国の新たな事業等を模索しまして, 財政状況等も勘案しながら検討してまいりたいというふう

に考えているところでございます｡

１７番 (奥 輝人君) さっき部長の説明がありましたようにですね, 節田地区, いえ笠利地区のほうで

は先ほど６地区と言いましたけど, 訂正されて８地区という登録集落があるということで, 訂正をした

いと思います｡

先ほど部長が言われたようにですね, 国の方針では次年度からは一応休止というのが打ち出されてい

るような説明がありました｡ この事業を休止されるのは国からの方針ということでありますけれども,

国がもしそういった休止した場合はですね, 奄美市と県がですよ, 単独でもこういった事業が, 事業の

幅を縮小しても構わないと思っていますので, そういった金額的余裕がなければですね, 金額も若干半

分に半減してですね, そういった事業を国と県と奄美市に単独でできるような, そういった体制をつく

ればですね, 各集落ごとにまた部長が言ったように活性化も回りますし, その自然環境の整備ができる

要因も確保できていくと思いますので, そこらあたり今後また検討されて, 難しいかも分かりませんけ

れど検討されていただきたいと思います｡ それで一応, これは終わりたいと思います｡

次に, 最後のですね, ⑤の農業委員会の窓口体制についてであります｡ この農業委員会の窓口体制に

ついてですけれど, これは一応笠利総合支所内のことについて, 伺いたいと思います｡

本年度からですね, 農業委員会の分室がですよ, 笠利総合支所内には設置されていません｡ 去年まで

は農業委員会の分室も設置されていまして, 職員が一人とまた臨時職員が一人で, ２名体制でですよ,

その農業の相談窓口として業務をしていたんです｡ 今年度, 新年度からその農業委員会の分室ももう廃

止され, 職員一人で今農業委員会, そして農業委員のそういった業務, 任務をまかなっている状況であ

ります｡ この農業委員会の分室が廃止された背景ですね, なぜなのか｡ 笠利地区におかれましては農業

が盛んな場所において, なぜこの農業委員会の分室まで廃止され, 農業に取り組む姿勢が縮小されてし

まったという感覚が, 持っている方も多いかと思っています｡ 自分も農業委員をやっていました｡ いろ

いろな相談事等も私のほうにも寄せられました｡ しかし私がいない時, いなかったりですね, そういっ

た時は役場まで行ってですね, 農業委員会をたどってこういった農地流動化の問題やら, 農用地の転用,

そして農地法の関係, さらには字図や地籍地番の確認作業までですね, 役場まで行けばどうにか情報が

収集ができるという, そういったことが今まで続けられていたわけなんです｡ しかしながら今年からそ

ういった農業委員会が分室がなくなったということで, どうも寂しい限りと受けているんですけど, な

ぜ笠利総合支所内にですね, そういった農業委員会の今まで窓口相談としていた業務をしていたその分

室がですね, 廃止されたのか, そこあたりをちょっと伺いたいと思います｡

企画部長 (塩崎博成君) それではお答えをさせていただきたいと思います｡
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組織機構については, 合併協議において, 地域自治区の設置期間の１０年間に短・中・長期の三段階

で見直しを行うということ等をいたしております｡ しかしながら, 平成２０年度から平成２４年度末ま

でに, 約１４０名の退職者, その後平成３０年度までにさらに１６０名, 合計で３００名の大量退職者

が見込まれているところでございます｡ このような状況から, 平成２０年度の組織機構及び定数査定方

針を定めるにあたり, 本庁及び住用・笠利総合支所の各課及び各係の事務事業について, 項目ごとの事

務量の精査を行いました｡ ３支所間の事務量の偏在化の解消に努めながら, 定員適正化計画で定めた平

成２４年度末職員数, これは６３０名でございますけれども, を基本に, 現行職員数６７１名を配置を

するものであります｡ 笠利総合支所の平成２４年度末の査定数につきましては, １２１名でございます｡

これに基づき, 平成２０年４月の配置定数は１３０名となっておりますが, 実際に職員配置をした職員

数は, １３２名の職員数が配置されております｡

御質問の農業委員会分室につきましては, 昨年度においては併任職員を１名, これは農業委員会の分

室長の併任です, を１名配置をいたしておりましたが, 笠利総合支所の産業振興課及び農業委員会事務

局との査定数の協議の中で, 御質問のように本市域の中でも農業振興を図る必要があると考えており,

併任ではなくて選任職員１名の配置希望いたしておったこともありまして, 今年度は選任職員１名の配

置を行ったものでございます｡ 議員が心配されております農業委員会分室については, 廃止はされてい

ないということでございますので, 御理解をいただきたいと思います｡

１７番 (奥 輝人君) 笠利総合支所に農業委員会分室という, そうした室はありませんよ｡ 私も行くん

ですけど, 産業振興課の中にですね, 農業委員を取り扱う職員は一人はいます｡ しかし分室はありませ

ん｡ 農業委員会に相談に来る, その農地法やらそういった農家の皆さん, いろいろな手続きをする方々

はですよ, その職員一人で対応してるんですよね｡ その職員一人がもし出張とかですね, そうなった場

合, 笠利地区には１３名の農業委員はいますよ, はっきり言って｡ しかしながらその農業委員にまた負

担もかかる, 負担が大きくなるのも実情であります｡ やはり去年まで行われていたですね, 農業委員会

の分室, 職員一人と臨職の一人, 二人体制でですね, いつも常駐相談を受け付けていました｡

今, 部長が言われるのは分かりますけれど, この農地法の転用とかですね, はっきり言ってこれ笠利

は農業の島でもありますので, そこらあたりなんか軽く感じているのかなと私は思っていますよ｡ それ

で, やっぱり名瀬総合支所に農業委員会もあります｡ しかしながら, 笠利から名瀬総合支所までの農業

委員会を誰が, 誰がじゃないですけど, 遠くて利用する人はほとんどいないと思いますよ｡ そういった

意味ではやはりですね, 笠利総合支所内にですね, 農業委員会の分室でも構えていただき, なんらかの

対応をすぐすぐできるような体制は必要だと思うんですよ｡ 今農地パトロールやら, そして農地の転用

について, どのぐらい農業委員がこまめに活動できるのか, そこらあたりをもう少し勉強していただき

たいと思います｡ もう自分もですよ, 私も一応相談に来るんですよ, そういった農業委員会についての

相談が｡ 字図やら地籍やら地番, そういったものをもろもろを確認したいというのもあります｡ また借

地料とか地料代とか分からないとなったら行くんですよね｡ そこらあたりやっぱり農業委員会分室でも

ですね, 室を設置するということはですね, そこにやっぱり相談に行こうという気持ちになりますので,

そこあたりもう一回お願いしたいと思います｡

企画部長 (塩崎博成君) 議員がおっしゃいます農業委員会分室はないという分につきましては, 組織の

中でちゃんと農業委員会の分室は設置されております｡ その農業委員会の分室の中に, 去年までおられ

た兼務の分室の室長がいないということでございまして, 分室の中に選任の職員が１名いるということ

をまず御理解をいただきたいと思います｡

それから去年の組織体制, 職員の体制等, 今年度の体制等でどのような形で違って, それが地域の農

家の方々に不便を来しているのか, そのへんはまたこれから笠利総合支所の産業振興課, あるいはまた

農業委員会事務局とも一応連携をとりながら, その問題と言われている分についての解決策が, どのよ

うな方策があるのか, そのへんについてこれから検討をさせていただきたいと思います｡

����



１７番 (奥 輝人君) もう１分しかありませんけれども, 今一人体制で機能がですね, ほんとに対応で

きるのか, 一人体制でですよ｡ それで機能が十分対応できるのであれば, それは私はもうこれ以上言い

ませんけれども, 今後ですね, 一人体制のその農業委員のその職員が対応できるのか, 機能が果たされ

るのか, そこらあたりをちょっと見極めていただきたいと思いますし, 今後の対応ももう一度聞きたい

と思います｡

企画部長 (塩崎博成君) 先ほども申し上げましたように, このへんでどういうところに問題があるのか,

そしてその解決策の方法として, どのような方策があるのか, このへんは再度検討, 調査をし, 検討さ

せていただきたいと思います｡

議長 (伊東隆吉君) 以上で, 市民クラブ 奥 輝人君の一般質問を終結いたします｡

暫時休憩いたします｡ (午前１１時４５分)

○

議長 (伊東隆吉君) 午前に引き続き, 一般質問を行います｡ (午後１時３０分)

新奄美 奈良博光君の発言を許可いたします｡

８番 (奈良博光君) どうも皆さん, こんにちは｡ 私は新奄美の奈良博光でございます｡ 昼の１番でござ

いますが, 多分眠たい時間になろうかと思いますけれども, 私の質問を聞いていただきたいと思います｡

６月７日の小俣町で発生した土砂崩れによる, 被災した皆様方のお見舞いを心から申し上げたいと思

います｡ 奄美市としてもできるだけ, 最大限の努力をしていただきたいと, このようにお願いをしてお

きます｡

まず最初に, 入札関係の質問からいたします｡ 昨年度平成１９年度の土木, 建設, 上下水道関係の落

札率の状況を示していただきたいと思います｡

次から, 発言席から質問をしたいと思います｡

議長 (伊東隆吉君) 答弁を求めます｡

企画部長 (塩崎博成君) それでは, 昨年度の土木建設上下水道の落札状況について, お答えをさせてい

ただきたいと思います｡

平成１９年度の市が発注をいたしました, 公共工事の平均落札, 公共工事の落札率は最高で９９. ２

パーセントとなっております｡ それから最低の落札率が７１. ３パーセントでございまして, トータル

の全体の平均落札率は９５. ９パーセントとなっております｡ 平成１９年度の各工事ごとの落札率につ

きましては, その結果を市のホームページに入札情報の一部として公開をいたしているところでもござ

います｡

８番 (奈良博光君) やっぱり高いですね｡ 私が一昨年ですかね, 調べたのは９９. ８パーセント｡ ９０

パーセント以上はだいたい談合だというようにですね, よく言われておりますが, その９５パーセント

以上っていうのは非常に高い落札率だと思います｡ 勉強会なり話し合いなり, いろんな流れがその中に

はあろうかと思いますけれども, やはり行政として, これでいいのか, これは指名競争入札だからこう

いう結果になるのか, 一般競争入札に移したらどうなるのか, そういうことを分かってましたらお示し

いただきたいと思います｡

企画部長 (塩崎博成君) 議員御指摘のとおり, 入札率という分については高い率で推移をいたしている

ところでございます｡ 平成１８年度より公共工事の入札の適正化を図ることを目的としまして, 透明性
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の確保の観点から公共工事における予定価格の事前公表もいたしております｡ 受注者側におかれては入

札に参加する工事等の設計額の積算や, 算出に対しての見積りに関する能力等も高くなっているという

部分もあるのかとは思います｡

それから落札率につきましても, 積算根拠をもとにした入札参加者が入札を行い落札をしたという経

緯もあるのかと思っております｡

一方において, 一般競争入札の導入という件についてもいろいろと調査検討を進めながらですね, 部

内のほうで検討をいたしているという状況にございます｡

８番 (奈良博光君) じゃあ先ほど一番高い入札率, 落札率が９９. ２パーセント, これはどういう工事

をすると９９. ２パーセントという落札率になるのか, ちょっと教えていただきたいと思います｡

企画部長 (塩崎博成君) ９９. ２パーセントの落札率, これにつきましては, 土木工事ということでご

ざいます｡

８番 (奈良博光君) 土木工事と言えば, なんというんですか今はいろいろと機器も進んでおりますし,

例えば会社の機能, そういうものもひっくるめて高くなっていると, これは非常に我々奄美市において

は非常にいいことだと思います｡ しかしですね, あまりにも高い落札率というんですかね, そういうの

がこの流行ってます, 奄美市では割と当たり前じゃないかと, そういうことをなくすために一般競争入

札をしたほうがいいんじゃないかということで, 去年おととしから奄美市も考えるようになったと思い

ます｡ しかし, この一般競争入札をしたという, してどういう形に結果としてなったのか, そこのとこ

ろ分かりましたら｡

企画部長 (塩崎博成君) 現段階において, 一般競争入札を実施したという実績はございません｡ その一

般競争入札を導入するに向けての, 先例地においての調査, 視察等を行って, それらを踏まえて部内の

ほうで, 現段階においては検討をいたしているという状況にございます｡

８番 (奈良博光君) そしたらですね, 指名競争入札と一般競争入札のメリット, デメリットというのが

分かりましたら是非教えていただきたいと思います｡

企画部長 (塩崎博成君) それではお答えをさせていただきたいと思います｡

まず, 指名競争入札について, 指名競争入札のメリットでございますけれども, これは建設業者の工

事実績や企業規模, 技術力による奄美市格付け基準に基づいた良質な業者の選定が行えるということと,

それから地域経済への影響等からも地元業者への配慮が行えるという部分がメリットとして位置付けさ

れるんではないかと考えております｡

一方デメリットとしましては, 指名競争入札においては, 建設業者が希望をする工事に対して, 自由

に参加できないということがデメリットとして位置付けをされるんではないかと思います｡

８番 (奈良博光君) 指名競争入札にすると, 地域の皆様方にすべて還元できると, 一般競争入札にする

とあちこちから入ってきて, 奄美市の業者が取ることができない可能性があると, そういう形なんです

かね, どうですか｡

企画部長 (塩崎博成君) すべてということが一概に言えるのかどうかは分かりませんけれども, おおむ

ねそのような形の対応ができるというふうに理解をいたしております｡

８番 (奈良博光君) やはり検討する検討するということで１回も検討してないということは, 一般競争
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入札というものを, その何も考えてないということじゃないですか｡ やはりどっかでかね, もう１年も

２年も前の話ですから, 検討するんであればやってみて, 本当にこれで奄美のためになるのか, ならな

いのか, その結果を出してもらってですね, やらない限りは, 検討する検討を２, ３年続けていて何も

されていないということは, 行政もおかしなことじゃないかなと｡ この間も三島さんのほうから質問等

があったと思いますが, やっぱり一つ一つ検討すべきは検討して, どれがいいのかをはっきり方向性を

示して, これがいいんですと, 私たちの奄美市はこの入札制度でいくんだということをですね, もう合

併もしたんだから, 住用, 笠利, 名瀬, 合併もして２年も過ぎました｡ 方向性をそろそろ出していただ

いてですね, 先に進めなければこの業界の皆様方もどうなるのか不安だと思います｡ 一般競争入札に変

えてくれという人もいるし, 今のままでいいですよという方もいろいろいると思いますのでね, そうい

うところを是非とも行政が主導権を握って先にどんどん進んでいくことによって, 業界というのも安心

して入札制度に望むことができると思いますので, 是非そのところはお願いをしておきたいと思います｡

それでね, その一般競争入札になると, ＡランクはＡランクだけ, ３０業者おれば３０業者全部入れ

てやって, その中で競争だから一番価格は安いのが, 取るのかですね, 高いのが取るのか, 安いのが取

るんだと思いますが, そういう形で１回, 本年度中にやれますか, 一般競争入札｡ どうですか｡

企画部長 (塩崎博成君) 今, 先ほどから申し上げているように, 一般競争入札の導入に向けて, 先例地

あたりの調査もいたしてきておりますし, それに合わせまして一方においては旧３市町村で異なっておっ

たランク付け表あたりも, 平成１９年度に一本化をしたという経緯もございます｡ これも一つの条件付

き競争入札を含めて導入をしていく前提仮定としてとらえることもできるんだろうと思っております｡

そのようなことを踏まえましてですね, 現在部内において調査・検討を行っておりますので, 先例地の

例あたりも参考にしながら取組をしていけるような条件整備を整えていければというふうに考えており

ます｡

８番 (奈良博光君) 市長, もう企画部長のほうではですね, これを取り組んでいきたいとは思うけれど

も, そこで止まってしまうんですね｡ ですから市長のほうも十分考えていただいて, 今年度で１回は結

果を出してみるんだというぐらいにですね, ちょっと決意していただきたいと, そうしないとどっちに

転ぶか分からないんですよ｡ これは一般競争入札がいい, これは指名競争入札がいいというぐらいに,

揺らいでいるからまた結果も示していないから分からないだけであって, １回やっぱりそういうものを

どういうものをどういうところかではやらないと, 先に検討します, 先進地事例を見て検討しますと言っ

たって, 全然検討されていないんですよ｡ ですからまずは実行, やっていただいて, その結果を踏まえ

てこうこうだという方向付けをですね, 市長, できるんであれば今年中に, 今年度中にやっていただけ

るのかどうか｡

市長 (平田�義君) この一般競争入札のことについては, 議会と当局とのやり取りを聞きながら, いろ

いろ思わされるところがあるわけなんですが, この本を読んだりしての知識でまだ十分な深いところま

では持ち合わせておりませんが, 先ほど組織体制という言葉が出ましたが, 一番低い価格で落札者とし

て決めていかないといけないだろうと思うんです｡ そうしますと, その価格でこの事業がほんとにでき

るかどうかということを精査しないと駄目だということで, 大変な労力を必要すると｡ あれは福島県知

事さんですかね, 一般競争入札でした｡ 人間が倍かかりますと, 警備の対談で言っておりましたんで,

そういうことになるのかなという思いも持っております｡

それと地域の皆さんが議員も指摘されましたように, 住用, 笠利, 名瀬ということがありまして, 現

在まだそこに建友会という形でのグループがこうまだ残っているわけなんですよ｡ ですからこれは長い

間の地域におけるこの人たちの事業の結びつきというんですかね, これがやっぱり強く根付いているん

だろうかなという思いがします｡ そうしますと, 私のほうでそういうのはもう壊しなさいということに

もまいりません｡ ですから, その団体ということの存在はやっぱり認識せざる得ないのかなという思い

����



もございます｡

それと, 完全な一般競争入札ということではなくてもいいんではないのかと, 例えば奄美市に籍があ

る事業者とかいうことで, 指名をしないでということもあり得るのかなということで, 考えたりもして

おります｡ 単独, ですから, 補助事業について, それにやることについてのよく議論されるところなん

ですが, いつも申し上げているように, この奄美の経済状況を見たときには公共工事がもたらす財政の

出動と, それから島から島外に移出する財の差が, この公共事業で埋め合わせているということもあり

まして, これまでも公共事業の予算の獲得ということで, 多くの自治体の首長が血眼になって頑張って

きたいきさつもあります｡ 現在は, 裏負担の問題もあってなかなかそれができないような状況になって

いるのかなと思ったりもするところですが, いずれにしても地域にもたらす補助金の地域にもたらす影

響というのは非常に大きいわけでありますので, できるだけ適正な形での事業執行をと願っているわけ

です｡ 低ければその按分率にして補助金も返納しなけりゃならないという事態になりますので, そこら

あたりもどうするかということは, この点は私の責任であろうなと私は思ったりもするところです｡

業界のことやら地域のその技術的なことについては, 指名委員会やその他の職員に英知を絞っていた

だきたいということで今見守っているところです｡ なかなか厳しいというか, 難しい条件だな, 状況だ

なということだけは認識をしております｡ 私もほっているということではないということだけは, 御理

解賜りたいと思います｡

８番 (奈良博光君) また業界の方々も非常にですね, 仕事量が減ってきてやめざるを得ない方々も出て

きているというのは私のほうも理解しているつもりです｡ ただですね, 一般競争入札する, しない, そ

ういうのがですね, 奄美市は検討しますとずっと言ってきてるんですよ｡ 検討するんだったら検討して

もらって, いらなかったらいらないではっきり示すということも大切じゃないかなと思っているわけで

す｡ ですから, ある程度業界も安心して入札ができる, じゃ奄美市は指名競争入札でいくんだなとはっ

きりすればはっきりしたなりの, そのやり方もできるけども, 一般競争入札も検討しておっていつなの

かなということじゃなくてね, どっか１本に決めるとか, なぜ一般競争入札が悪いんだというものがあ

れば, 奄美市で１回体験をすることによって, こういうことが悪いから議員の皆さんも理解してくださ

いよとはっきり言えるじゃないですか｡ ですから, そういうことも踏まえてですね, 今後はやっていた

だきたいと｡

先ほど市長が言いましたが, 条件付き一般競争入札でもかまわないんです｡ 例えば奄美市に住所があ

る, 本社がある, そういう形で取り入れることもできるのは可能性があると思うんですが, そこまで聞

かさせてください｡

企画部長 (塩崎博成君) お答えをいたします｡ 条件付きの一般競争入札の導入に向けての取組というこ

とでよろしいでしょうか｡

奄美市といたしましても, 国・県の入札制度改革の状況を踏まえながら, 調査研究を先ほどから申し

上げておりますように, 先例地あたりも調査をしながら進めているところでございます｡ 先例地の例を

見てみますと, 条件付き一般競争入札も含めてなんですけども, まず一つは分散をして入札事務を行っ

ている部分を一つの組織に一本化するという取組から進められておりまして, 出水市あるいは薩摩川内

市のほうを調査をいたしましたけれども, そういうところでも契約化とかいうそういう中で組織体制を

まず固めているということもございます｡ そういうことからしました現在の本市におきましては, その

へんがまだ十分に対応できないのかなという部分もございますので, そのへんも含めながら, あるいは

まだ地域経済に及ぼす影響等とそういう部分とも内容の検証をしながらですね, 取組を成していきたい

と考えております｡

８番 (奈良博光君) じゃあまた次の機会にでも, また突っ込んで聞きたいと思います｡ よろしくお願い

します｡

����



それでは２点目の末広・港土地区画整備事業について, お伺いします｡

今日までいろんな経過があるかと思いますが, その経過について, 人口動態とかいろいろ業種別のそ

の調査もしているだろうと思いますので, その流れを短く報告をして示していただきたいと思います｡

建設部長 (平 豊和君) 事業の経過でございますが, 平成９年度に策定をいたしました名瀬都市計画マ

スタープランにおいては, 末広・港線の全線を幅員３０メートルのシンボルロードとして計画をしてお

ります｡ 平成１２年度に基本計画を作成し, その基本計画において, 末広・港線の一部のみをシンボル

ロードとする計画に変更をしております｡ その後, 平成１６年度に, 地元商店街や関係団体, 並びに多

くの市民の意見などを聞きながら, 当初計画を見直し, シンボルロード計画から幅員１６メートルの道

路計画へ変更した, 現計画を決定しまして事業を実施しております｡

この地域の人口の推移等についてでございますが, 屋仁川通りから新川までの４３ヘクタールの, い

わゆる中心市街地の範囲で申しますと, 平成９年の約５, ５００人から, 平成１５年の約４, ８００人

と１３パーセントの減少, さらに平成１９年度では約４, ４００人と９パーセントの減少となっており

ます｡ また業種別の調査につきましては, 詳細な区分の調査を実施しておりませんが, 中心商店街にお

ける店舗数と空き店舗数の調査では, 平成１６年度の店舗数が４２２, 空き店舗数が６７で空き店舗率

は約１６パーセントとなっております｡ １９年度におきましては, 店舗数が４２７, 空き店舗数が７４

で, 空き店舗率は約１７パーセントとなっておりまして, この過去５年間におきましては, 店舗数や空

き店舗率はほぼ変わらない状況となっております｡

８番 (奈良博光君) シンボルロードなどから今の末広・港土地区画整理事業に変わってきたと, それに

各種市民団体からいろいろと意見などをいただいてやってきてるというふうに今答弁がありましたが,

皆さん, 私はですね, その勉強会などでよく聞いてみますと, 土地をただいじっているだけのような感

じがするんです｡

これは八代市の資料なんですが, 八代市は八代まちづくりという株式会社を作りましてね, 商工会議

所や地域住民, それから大型店舗の店舗主, それから学識経験者, 金融, 医療, 建設, 教育, 消費者ま

たは経済団体などで構成されるメンバーを作ってですね, その中で論議をして, どのように地域を活性

化すれば, どういうものを持ってきてどういうものを作ってどういうものを提供すれば市街地が活性化

になるかというのをですね, ずーっと検討した結果そういう方々の意見を全部入れて, 総合的にまとめ

てですね, 市民の皆様方にお伝えして, そして出発してるというのがこの八代市の中心商店街の協議会

ですよ｡

やはり奄美市もその商工会議所をですね, 私がまた戻りますが, 宮崎市に行ったときに, 商店街と宮

崎の商工会議所がものすごく密接なつながりを持ってまして, 商店街の意見はすべて商工会議所で引き

受けましょうと, 商工会議所が行政団体ときちっと話をして双方の意見をですね, 取りまとめて商店街

に下ろしていくというようなことなどをやっておりました｡ これは１月の調査に行ったときにそういう

事例を目の当たりにしてですね, 本当に行き届いたまちづくりができてきてるなと, いっくら大きな建

物が近くに建っても, ちょっと離れたところに建っても, そこになるべく行かさないように, この商店

街は, この商店街と商工会議所で全部で守るんだという意識があるんです｡

奄美市, 商工会議所と何かやってます, 商工会議所はこういう商工団体の皆さんといろいろと話をし

て, 奄美市にいろいろ意見を持って来ていますか｡ そして奄美市は商工会議所にどうなっていますかと

いうことなど, 相談するのもできないのかどうか, やっぱり地域の商工会を守るための商工会議所です

から, ですからそういう形で市が商工会を中心にして盛り上げるべきだと私は思っていますがどうです

か, 部長｡

市長 (平田�義君) 産振部長か建設部長かちょっと戸惑っているようでございますが, おっしゃるとお

りということも一理だと思います｡ ただし名瀬市の経過を踏まえまして, まずはどうこの中心市街地の
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整備に対応したときに, 永田橋通りのそこに都市再開発ビルを造って拠点を作りたいと提案して, 株主

となるべき地主の皆さんが心が一つになれないということで, これが頓挫したという経緯もございます｡

それと２, ３の事業所において, そこに道路が建設されて, 車が双方から入れるようになれば自分は持っ

ている土地を活用してこういうことをやりたいという思いがあって事業に賛成だと, 明確に意思表示さ

れた方もございます｡ しかし今日まで迎えてきて, 賛成の方が先頭に立って, このまちをなんとかして

いこうというような主体的な自主独立というか, そういうような気概がなかなか受けとれない, そうい

うことで, 我々行政としましても, かねてから指摘されておりますように, この地域の安全の確保と,

商店街への車や人の入り込みがしやすい条件をつくっていかなければならないということで, どうして

も行政が先行したということになるのではないのかなと, こう思っております｡

そこで今行政としての課題は, 面整備において, 土地の先行取得も進んでおります｡ 今年がいよいよ

区画割ごとの換地のことに入るわけです｡ 換地に入るということは, その地主に, 将来どういう土地利

用を考えているかということがポイントになると思います｡ それを踏まえて, 換地処分に入っていくわ

けでございます｡ そういうことで, 土地整備のほうは土地の換地のほうに入っていくわけですが, 商工

水産課の皆さんにはどういうまちづくりにするかと, 商店街の皆さんがどういう思いをしているか, 早

くタッチして調整してこういう事業をやりたいという人がおる, こういう形でまちを動かしていきたい

ということをですね, どうしても反映させたいということで, 今鋭意私からも指示を出しているところ

です｡

中心市街地他の活性化協議会, 準備会の開催をということでなっておりますが, いずれこれは正式な

協議会にして, やりたいということのためです｡ この会ができまして, 主体的なそういうことになると,

国の公金の導入等も可能性のある事業というのも生まれてくるだろうと, こういうことで期待しており

ます｡ ですからその点がちょっとこう後先になっているという感じでありますので, 御理解賜りたいと,

奄美市の場合はもうこういう方法がとれる方法かなという思いでおりますので, またなにかと御指導い

ただきたいとこう思っておりますので, よろしくお願いします｡

８番 (奈良博光君) 市長の言うことも分かります｡ ただですね, ある方が, 奄美市に在住の方がですね,

｢おい１６メーター道路ができるんじゃち｣, したらできますよと, なぜね, １６メーター道路がこの中

心街にできるのに, この近くに住んでいる私たちにはなにも聞こえてこないが, なぜねと｡ その商店街

の将来展望というのはどういうのがあるのと｡ 例えば, どれくらいかかるのかというから, ９８億円く

らいかかる, １００億円くらいかかりますよと｡ そのうちの３０億は奄美市の借金ですよと, いうこと

もはっきり申し上げましたらですね, その中央商店街ばっかりじゃないんだよと, お金を返すのは奄美

市民が返すんだよと, ですから将来こういう街になるんだという方向付けをまず市民に示してから造っ

てくれという人から電話があったんです｡ 私たちはいままで面整備をどんどんあっちにこれを動かして

これをすればいいんだという, 形ばっかりをですね, 教えてもらったんですが, そうじゃなくて近い将

来これだけの商店街を活性化するためには, ここにはこういうものを造りましょう, ここにはじゃあ金

融業を持ってきましょうとかですね, いろいろなそういう案が出て初めてそれに沿ってゴーサインが出

るべきだと, この方は言うんです｡ ですから面整備も結構でしょうが, 私が言いたいのは, とにかく将

来展望を描いて, そこに夢の持てるような商店街をつくっていただきたいと｡

例えば私たちがですね, 今市長はその面から先行していってやっておりますと, それも大いに結構で

すよ｡ しかし面も大切だけども, 将来どういうものができてくるんだ, 見えるんだというのをですね,

やっぱり市民に知らさないと, 市民は納得しないと思います｡ 商店街対象になる, 地域の商店街だけを

目に入れていてするんだったらね, 僕は大変なことになると思います｡ そしたら, そこでは商売する人

もいるだろうし, 商売しなくて私はもうこの土地を売ってでもどっかに移りたいという人もいるだろう,

そういうのを買いたい人もいるわけですよ｡ そういう団体を全部取り込んでですね, やっぱり話し合い

をしながら, じゃあここにこういう商売をする人いませんか, こういうのをやる方いませんかというこ

とも相談できるし, ですから, その協議会のあるものをですね, やっぱり市長, 拡大して旧名瀬市の近
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辺だけでもいいじゃないですか, その方々が買い物に行くんですから, そういう方々に是非意見聞いて

ですね, こういうのも造っていただきたい, こういうのも造っていただきたいという要望を聞くだけで

も, 私はそういう方々に奄美の中心市街地にこれだけのものができると, これだけのお金をかけてこれ

だけのものを造るから, これだけの商業地域にしたいというようなですね, やっぱり希望を持たせてい

ただきたいと思うんですよ｡ それには全部が参加しないとできないということです｡ 行政と地域だけを

ね, 行き来しとったんじゃ, 先に進むものもぽしゃってしまう｡ ですから, 我々も, 私反対ではないん

ですよ, いいことだと思います｡ しかし見えないものだから不安になるわけですよ｡ ですから形という

ものをやっぱり作るべきだと, 将来展望みたいなものをですね, こういうふうになりますという, です

から市民の皆さんの全部の意見を聞かせてくださいというくらいの大きな腹でですね, やっぱり事業計

画を進めていかない限りはなかなか不平不満が募っていくばっかりだと思います｡ ですからやはり市民

の皆さんも不安があって私に電話が来たのもそういうところであろうと思うんです｡ 自分の子どもたち

にね, 借金を背負わせたくないと, だったら奄美市民がこぞってやろうという雰囲気を作るべきじゃな

いかと, そういう方もおりましたね｡ ですから地域だけを対象にしないで, 商工団体やまたは市民団体・

自治団体, そういう方々も各種団体があると思います｡ そういう方々にも集まっていただいてですね,

是非計画を再度御意見を聞いて進めていただきたいと, このように思っているところです｡

それでね, 先ほども宮崎の話をしましたが, 奄美市の商工会はどういう働きをしているのかだけ教え

てください｡

市長 (平田�義君) この事業をですね, 推進しようと決めるまでには, 議員がおっしゃるようなとおり

かどうか分かりませんが, いろんな高校生のグループの会まで作りましてね, 将来の奄美市に何を求め

ますかということをして, もう何百人という人の意見を反映させたという形にはなっているんですよ,

いろんな会をやりまして｡ そこでこういうのがほしいんだよな, ああいうのがほしいんだよなという中

からですね, きて, じゃこういうことがいいなということで位置付けできたわけです｡ ですから再開発

ビルというのもその中から出た話｡ ＡｉＡｉ広場をどうするか, 残していこというのもそういう中から｡

それから測候所が移転するんであれば, 測候所の跡地を奄美市が確保してそこで生涯学習の拠点にした

らどうねと, 人が集まるようなものを造りたいんだということもその中から出ましたし, それからその

今駐車場で貸してる所は, じゃあ住宅を造ろうということで住宅を建設予定ということで, ある程度の

枠組みはできて, じゃあやっぱりこういう形でつなげていこうということになったわけなんです｡ それ

であれから１０何年もたちますので, 新たに今度は現実に沿った形でどうしようかと, この中心市街地

をどうしようかということを今進めているとろこです｡ 難しいことはですね, 地主の各個人の土地の面

積が非常に小さいんですよね｡ ですから大きな形でのその組み合わせをどうするかということが, 若干

難しいなという思いはしております｡

今後話を進める中で, もう一度また協同ビルでいこうかという人がおれば, そういう形もとっていか

ないといけないのかなという思いもします｡ 当初は１階店舗で, ２階以上に住宅のビルをという提案も

ありまして, ありましたがなかなかのってこないということなどもありまして, 今日になっているとこ

ろです｡ これから鋭意, 商店街をどうするかということで意見をまた集約していきたいとこう思ってお

ります｡

産業振興部長 (赤近善治君) この末広・港町の区画整理事業に関しての, 商工会議所との協議とかそう

いったことについては, 私も産業振興としては今のところやっておりませんが, 先ほど奈良議員からも

御指摘がありましたその住民に分かる将来の展望というかかわりで, ちょっと答弁させていただきたい

と思います｡ というのは, 市街地, 私どもの市街地, 中心市街地というのは面的に４３ヘクタールです

ね｡ これを対象にしてその中にいわゆる中央商店街の中の末広・港町の区画整理事業が必要ということ

なんですよ｡ その付近もあるもんですから, ちょっと説明をしたいというふうに思っております｡ と言

いますのは, この住民への将来展望についての御質問をいただきましたけども, 今後は商店街を含めた
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中心市街地活性化の目標, 方向性などについて市民の意見を聞くために, 商工会議所, 通り会連合会,

各通り会, バス・タクシー・トラックなどの運輸関係者, 観光関係者, それから建築団体, 警察, 青少

年団体, それから郊外の居住者などのまちづくりに関係する関係団体で構成します中心市街地活性化協

議会準備会の開催を予定しているところであります｡ この会の中で区画整理事業の進展と合わせまして,

より具体的なまちづくりの核となる事業の策定や, 民間事業者が進める事業の策定の協議等につきまし

て, 各団体と意見を交えて進めてまいりたいというふうに考えておるところでございます｡ さらに協議

会の意見や, 市民のニーズを踏まえて, 本市の特性を生かしたまちづくりを検討し, その後, 通り会連

合会, 各通りと活性化の取組を行ってまいりたいというふうに考えているところでございます｡ その構

成団体に対する役割としまして, 商工会議所におきまして, 個々の商店の魅力を上げるため, 人材育成

や経営指導, 各種支援策の実施をしていただき, 本市も支援してまいりたいというふうに考えていると

ころでございます｡ そういったことで現在, 中心市街地活性化協議会の準備会の開催の準備をしている

ということでございますので, 御理解のほどお願いいたします｡

８番 (奈良博光君) 先ほど市長が１０年前の件言いましたでしょ｡ そのときにはきちっとしたものがで

きたんですよ｡ 今回は全くそれもないし, ただ話を聞く, 面整備を先に先行して, そしたらもうその我々

も不安ではあるわ市民も不安だと思うんですね｡ そういうところを是非その旧名瀬市が一丸となってこ

の市街地活性化に取り組むんだという姿勢を見せることによって, 私たちも市民の皆さんも安心すると

思います｡ ですから先ほど産振部長が言われたように, そういう大きな取組をしてですね, 本当にこの

奄美市の中心商店街をほんとにつくるんだという気持ちをですね, たくさんの人に伝えて, たくさんの

人から協力をもらってやっていくんであればですね, 間違いなく活性化すると思います｡ 今のままでい

くと全く活性化もなにもならん, 土地だけ動かして, あとは野となれ山となれのような感じを受けたも

んだから私は今回末広・港町のこの問題を取り上げたんです｡ どうか, 先ほどきちっと約束したとおり,

そういう方向付けで市長, よろしくお願いをしたいと思います｡ それでは, この末広・港土地区画整理

事業につきましては, これぐらいで終わりたいと思います｡

それでは３番目の福祉行政にちょっと入っていきたいと思います｡

介護保険のですね, もう平成１２年から介護保険が始まっていますが, 普通徴収の徴収状況, ちょっ

と教えていただきたいと思います｡

市民福祉部長 (福山 治君) 介護保険料の前年度の徴収率について, 御説明申し上げます｡

平成１７年度で９６. ５パーセント, １８年度９６. ４パーセント, １９年度９６. ９パーセントで

あります｡ 質問の普通徴収の状況につきましては１７年度８３. ３パーセント, １８年度８０. ５パー

セント, １９年度７６. ４パーセントと減少しています｡

８番 (奈良博光君) 毎年, 普通徴収が減少している状況ですが, これは本人が支払っているのか, それ

とも世帯主が支払っているのがどれぐらいあるのか, そこまで分かりましたら教えていただきたい｡

市民福祉部長 (福山 治君) 本人か世帯主かというところまでの分析はまだ持ち合わせておりません｡

８番 (奈良博光君) そしたらこのままで行きますと, 普通徴収がですね, 僕は非常に難しくなると思い

ます｡ その年金もらってない人から取るわけだから, さらに難しいわけですよね｡ 今の国は簡単に取れ

るところから取ろうと思っているから, 全部年金から取っているわけですよ｡ ８０, ７５歳の後期高齢

者もまずはこの介護保険で甘い汁を吸ったから, 後期高齢者も取れるなという算段をしてやったもんだ

から, 今中央のほうでしったもんだしているもんだと思っております｡ ですからこの介護保険に関して

もですね, 将来的には非常に難しいことあると思いますので, その市民部長, 県やね, 国が各, この奄

美群島区の自治体でもだいたい似たようなもんだと思います｡ そういうのを県にね, 法律改正かなにか
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するような要望とかそういうのをしない限りは, この方々から取れっていってももう取れなくなる時代

が来ると思うんですよ｡ そういう対策をすべきじゃないかなと思っておりますが, どうですか｡

市民福祉部長 (福山 治君) 大変貴重な御意見ですが, 普通徴収はですね, 年金が１８万円以下, 今滞

納になっている大きな原因というのは, いわゆる年金のない方, それから年金を担保に入れている方,

いろいろいらっしゃいます｡ ただ非常に普通徴収が徴収率が低くなっているというのは, そういう形で

支払い能力がない方がそこに混在しているというような状況でございますので, これから先, そういう

生活困窮者とかそういうところにかかっていく, そのいわゆるこういう公課金, 介護保険料とか後期高

齢者の保険料とかこういうものについてですね, これを取らないようにという形じゃなしに, あって払っ

てないものについてはもちろん国税徴収法の規定で強制執行ができますので, 差し押さえとか, 代わり

に払えない方でどうしてもその押さえるべき財産もないという方には, 当然滞納処分の執行停止とか,

そういうことで, 片一方では救済する制度がございますので, それをもって公平になるということも合

わせて御理解はいただきたいと思います｡ １００パーセントにならない理由として, そういう形で払わ

ない人じゃなしに, 払えない人から取れないという現状も一部には容認せざる得ないところもあるとい

うところは御理解いただきたいと思います｡

８番 (奈良博光君) その２年間で消滅するというんですかね, その２年間だけ逃れれば後は払わなくて

いいと, それが毎年毎年重なっていくわけですから, そういうことじゃなくてですね, そういう方々も

金持っていれば金払うんですよ, 持っていないから払えないんであって, そういう方々にね, 奄美市と

して, よく共産党さんが言いますが減免とか免除とか, いろんな方法があると思いますよ｡ そういうの

を独自につくったらどうですか｡ 市民福祉部長, どうですか｡

市民福祉部長 (福山 治君) やってあげたいのはやまやまでございます｡ 毎回共産党からも同じような

御意見を頂いてますが, 減免とかそういうものも可能な限りの努力をいたします｡ ただ我々が大事にせ

んないかんのは, 何をもって公平にするかということと, この保険をどうして継続して持続していくか

ということが一番大事でこざいます｡ そういう中で, その減免をするとなると, その枠にはまる人を一

元化して一つの線引きをしますので, それに対する財源というものをまた保険料に上乗せするという形

になります｡ そうなってきましたらそれがまたその払う人にとってまた負担になると, これがまた公平

なのかどうかと, こういうところを総合的に勘案して行政を執行していますので, 御理解を頂きたいと

思います｡

８番 (奈良博光君) やはり特に奄美市という所は, 後期高齢者が多い所だと思います｡ そういう中でね,

取り立て屋みたいな形になると思うんですが, やはりそこには温情を持ってある程度はやっぱりやって

いただきたいと, 一番苦しい方々だと思います｡ だから今中央のほうでも, 昨日のテレビの中でも言っ

てましたが, 金持ちからどんどん金は取りなさいと, 取れる分税金は取りなさいという政治家もおりま

したよ｡ ですから, そういう所を中央, 奄美市などのように, 本当にこの財政もそんなに大きくないし,

保護世帯も多い所, 一番その中間層から低い方々からほとんどだと思いますが, そういうところも勘案

していただいてですね, 是非とも今後は効率のよい, やっぱり税徴収っていうんですかね, やはり中央

や県, 国や県にやっぱりそういう意見などもですね, 述べていくべきだと思います｡ そういうことで一

つ部長に要望だけはしておきます｡

次のですね, 介護保険, 今の後期高齢者ダブル徴収はどのような市民の反応かということは, まだそ

の後期高齢者が始まってすぐだし, 議会で分からないところが多いと思います｡ それはちょっと次回に

回したいと思います｡

高齢者のですね, 虐待状況というのをここにちょっと質問事項として出させていただいておりますが,

１２年から平成の１２年から始まってこの傾向はどうなっているのか, そしてそれに対しての対応はど
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のように奄美市としてやっているのか, そこまで教えてください｡

市民福祉部長 (福山 治君) 高齢者の虐待の状況についてお答えします｡

まずは本市の状況でございますが, 平成１９年度は相談通報件数が１９件であり, 虐待の種別累計で

は身体的虐待が１０件で, 介護放棄が４件, 経済的虐待が３件, 心理的虐待が２件でございました｡ そ

れらを実態調査をいたしまして, 虐待を受けた, または虐待を受けたと思われたと判断される事例は１

７件でございました｡ その内３件については緊急性が高いと判断いたし, 分離を行い介護老人福祉施設

に入所となっております｡ その他の緊急性が低いものにつきましては, 福祉制度や介護サービスの利用

を行い, 定期的な見守りを続けております｡

平成１８年度の相談通報件数は５件で, 虐待の種別, 累計では身体的虐待が１件で, 経済的虐待が４

件であり, その内分離を行った件数は１件でございました｡

高齢者虐待擁護者支援法の周知に伴い, 相談通報件数は増える傾向にございます｡

８番 (奈良博光君) 定期的に調査をしてそういう事例があった場合には, 緊急措置として特老とかそう

いう所に入れているということで, 徹底してやっているということで理解してよろしいでしょうか｡

それではですね, 次の肺炎球菌予防接種についてはですね, 前回大迫議員がですね, 質問をしてこれ

は是非対処していきたいという当局の意向がありましたので, これはもう除きたいと思いますのでよろ

しくお願いいたします｡

教育行政について少し要望していきたいと思います｡

奄美小のプールがですね, 非常に老朽化しておりまして, その奄美市としては国道５８号線の改修に

よってその向こうも改修したいという旨をちょっとチラッと聞いたんですが, もうあっちはトンネルに

なりましたのでね, 来年度に予算を付けて新設していただきたいと｡ というのはですね, この間奄小に

行きましたら, そこの教頭先生だったと思うんですが, 水泳授業をするたびに足をすりむいたり, もう

そういう事故が多くて大変なんですよと, そしてがけ崩れが何か所かありましてね, そういう危険状態

の中に子どもの水泳教室というんですかね, そういうのをやっていいのかどうか｡ 例えば皆さんも御案

内のとおり, この間大阪のどっかのプールで, プールの中に引き込まれて女の子が亡くなった事例で,

教育委員会の教育課長だったですかね, なんか罰せられた報道もありました｡ ああいうのもやはりちょっ

とした油断ですよ｡

これは教育委員会の担当ですが, あのプールを見てどう思いますか｡

教育部長 (里中一彦君) 奄美小学校のプールにつきましては, 昭和４０年９月に完成をいたしておりま

す｡ 築４３年近く経過をして, 老朽化が著しく, また構造がコンクリート製ということもございまして,

３か所, 先ほど議員が申されましたかすり傷等ですね, こういったけがの報告も受けております｡

奄美小学校のプールにつきましては, これまでもプールサイドや飛び込み台等の亀裂補修や日よけ場

所の修繕等を行い, 改善に努めてきたところではございますけれども, 全体的な改善には至っていない

という現状でございます｡

この奄美小学校のプール改修につきましては, これまで国道５８号おがみ山バイパス計画に合わせて

改築を行う計画でありましたが, 今回バイパス計画の方向性も出ておりますので, 改築に向けた検討に

取り組んでまいりたいと思っております｡ 今後改築に向けた検討を行ってまいりますけれども, 急傾斜

地にもあるということで, 現在７コース２５メーターになるコースでございますけれども, そこら安全

対策を行うとしたときに, 果たして７コースは無理じゃないかなという気もいたします｡ ここらも含め

まして, 検討を重ねて早く改築ができるように努めてまいりたいというふうに考えております｡

８番 (奈良博光君) 今, 教育部長が言われたようにですね, 急傾斜地でもあり, そしてもう崩れてるん

です, もう｡ そして子どもがあっちでちょっとでも倒れたりすりむいたり, いろいろけがが多いらしい
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ですよ｡ やはり来年度の予算に向けて予算付けするぐらいな気力を見せてくださいよ｡ ああいうのがあっ

ていいのかどうか, 学校の中に｡ 市長も見たと思います｡ やはりああいうのはですね, 危険がそばにあ

るのに, なんら知らんふりしているような感じに見られる可能性があるんです｡ ですから是非とも早急

に市長, 取り組んでいただきたいと, もう非常に危険だと思いますよ｡ 私も２回ほど見てきましたが,

やはり今回, 体育館などとかですね, いろんな改修している非常に金のない中で, いろいろ無理をされ

ているのも理解しているつもりです｡ しかし, ああいう危険な所はですね, 是非とも早急に新設してい

ただいて, 子どもたちがまた親御さんや学校の先生方が安心して, 指導できるものをですね, 是非とも

お願いをしときたいと, 来年度予算に向けて是非とも取り組んでいただきたいと｡ やはり今までほっとっ

たんだから｡ 言わせて見れば皆さんは５８号線にのっとって造りたいと思っても, 全然方向が違ったわ

けでしょ｡ ですから, そういうのはもう言い訳にしかならんわけですよ｡ やっぱり計画的に悪い所から

やっぱり造っていくというのはですね, やはり必要だと思いますので, 是非来年度のその予算に取り組

むように, 是非お願いをしておきたいと思います｡

もう時間があと１, ２分しかありませんので, 最後に学童保育の現状について聞いてみたいと思いま

す｡

私たちは師玉議員と朝日小学校の学童保育をしているところを３回ほど見に行きました｡ 小宿は２回

かな｡ 名瀬小が２回, 行ってまいりました｡ 教育委員会としては検討しますと, 朝日小学校, あれ検討

した中に入りません, あんなの｡ あの楽器を二階に持っていけばいいわけですよ｡ 二階で整理すればい

いわけです｡ そうしたら, あの部屋まるまる使えるんですよ｡ 今, 皆さん雨の時に朝日小学校の学童保

育しているところを現場を見てみてください｡ 人がこんなにしてますよ, 子どもが｡ それは天気のいい

日にだったら外でも遊びなさい, 半分は勉強をしなさいでも通るかも分かりませんが, 朝日小学校の学

童保育を緊急にできますかどうか, それまで最後に聞きたいと思います｡

福祉事務所長 (大井進良君) 福祉の立場で答弁させていただきますが, 確かに朝日小の児童クラブのほ

うは, 市内に８か所ある児童クラブの中でも非常に生徒数の多い, ７１名という生徒を抱えておりまし

て, 今現在利用している音楽室１階のスペースはだいたい５８平米くらいです｡ かなり狭いということ

で, 我々も問題と考えております｡ しかし, 学校側の施設の問題でございますので, 教育委員会の方と

我々は連携をして協力をしていただくよう, お願いをしていきたいというふうに思っています｡

８番 (奈良博光君) よろしくお願いします｡ それでは一般質問を終わります｡ ありがとうございました｡

議長 (伊東隆吉君) 以上で, 新奄美 奈良博光君の一般質問を集結いたします｡

暫時休憩いたします｡ (午後２時３０分)

○

議長 (伊東隆吉君) 再開いたします｡ (午後２時４５分)

引き続き, 一般質問を行います｡

日本共産党 崎田信正君の発言を許可いたします｡

１６番 (崎田信正君) 日本共産党の崎田信正です｡

はじめに, ５月に中国四川で発生した大地震, そしてミャンマーのサイクロンでお亡くなりになった

方々の御冥福をお祈りするとともに, すべての被災者, 被害者の皆さんにお見舞いを申し上げます｡

さて今, テレビでも異常気象や環境破壊の実態が頻繁に紹介されるようになりました｡ そして今全世

界的に大雨洪水の被害が伝えられております｡ さらに地元でも昨日報告があったとおり, 小俣町で大雨

による土砂災害が発生いたしました｡ 幸い人命に関わる被害はなかったものの, 家屋が全壊するなどの

被害が起きております｡ 被害に遭われた方々にお見舞いを申し上げたいと思います｡

私はこれらのニュースに接するたびに, 地球の悲鳴というふうにも感じるわけです｡ また怒りとも言
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えるでしょう｡ そして人間界への報復とも感じられるものであります｡ 地球の自然環境をどのように守っ

ていくのかは, 一刻の猶予もならないと感じます｡

一方自然の猛威から, 人の命と財産をどう守って行くのかは, 政治の大きな仕事でなければなりませ

ん｡ そんな中, 気象庁が６月６日測候所廃止の方針をさらに進め, 昨年１０月に種子島測候所などの廃

止に続いて, 今年も１０月１日をもって新たに１０か所の測候所を廃止する, こういう計画が発表され

ました｡ そこには沖永良部測候所が含まれております｡ そしてこのままでは名瀬測候所も廃止をされて

しまいます｡ この測候所廃止計画というのは, 国が公務員の定員削減を国民の安全を守ることよりも優

先させたものであり, 認められるものではありません｡ 測候所廃止計画が明らかになったときから, 地

元民間団体がいち早く存続を求めて署名活動や国への請願活動など運動を続けております｡ 奄美市議会

及び奄美市も意見書, 要望書を提出するなど, 存続を求める意思表示を鮮明にしております｡ 異常気象

が問題になる中, 測候所存続の問題は産業, 経済そして命と財産を守る問題として, 奄美全郡島民の問

題として運動が広がるよう呼びかけていきたいと思います｡

自然環境を守ることと同時に, 社会環境の悪化も深刻さを増しており, 生きることそのものに疑問を

抱くという異常な状況も生まれております｡ どこに問題があるのか, 国民的議論が必要だとつくづく感

じるところであります｡ 今日はそういったことにも, 質問関係するかと思いますので, 御答弁をよろし

くお願いをいたします｡

それでは, 通告に従って順次質問を行っていきます｡

まず最初に, 介護保険制度についてであります｡ この制度は２０００年４月から実施をされ, 介護保

険法はその以前から多くの問題点が指摘をされ, 実施直前に政府は小手先の見直しに着手せざるを得な

い状況に追い込まれ, 走りながら改善すると強行されたものであります｡ ６５歳からの人の保険料は,

基準額は実施当初の旧名瀬市で３, ８００円, これは全国でも有数の高い額となり, ３年後の２００３

年後の見直し時期には, せめて全国平均並みが期待されたものの, 実際は全国でも４番目に高い５, ５

００円に設定をされました｡ そして第３期の保険料の改定は, ２００６年です｡ 奄美市が合併で誕生し

た年ですが, このときは同じ奄美市にありながら, 旧名瀬市は５, １００円, 旧住用村は４, ８００円,

旧笠利町は３, ８００円と不均一の保険料が設定をされております｡ 旧名瀬市の５, １００円というの

は第２期の５, ５００円より４００円安くなったというものの, このときの全国平均は４, ０９０円で

以前として高い介護保険料が家計を圧迫している, この実態には変わりありません｡

この間介護保険制度そのものが改善されるのではなく改悪が進んでおります｡ 当初の目的として大宣

伝された, 家族介護を軽減し, 介護の社会化と言われた内容の変質が進み, 全国各地で介護を苦にした

自殺や事件が頻繁に起きております｡

この状況の中で, 介護保険料は２００９年４月改定時期を迎えます｡ 第４期の改定時期を迎えるわけ

です｡ 特に奄美市では現在の不均一な保険料を統一することになります｡ 保険料の算定にあたってはい

ろんな状況を総合的に勘案・検討して決められるべきであり, 当然負担する側の経済状況は最優先で考

慮されなければなりません｡ 全国有数の高い保険料の引き下げに向けて努力を惜しまないでいただきた

いと思っております｡ そこでまず３点についてお伺いをいたします｡

１番目に市民の暮らし, 高齢者の暮らしですね, この実態をこの機会に調査をすることも必要かと思

います｡ 後期高齢者医療制度の動向も関係するかと思いますので, 第４期介護保険料の算定にあたって

の準備状況をお示しをいただきたいと思います｡

２番目に今全国的に高齢者や障害者の介護福祉サービスが深刻な人材不足に直面をし, 大きな社会問

題となっております｡ 日本共産党は昨年１２月２５日に深刻な人材不足を打開するための緊急提言を行っ

ておりますけれども, 本市の実情はどうなっているのか, また労働条件の改善については, 自治体や国

の財政支援が必要だと思いますが, 当局の見解をお伺いしたいと思います｡

３番目に高齢化が進む奄美にあって, 認知症の問題は深刻化することが大変心配されます｡ 今こそしっ

かりとしたサポート体制を確立することが必要だと思いますが, 現在の奄美市の現状はどうなっている

のかお伺いをいたします｡
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次の質問からは, 発言席より行います｡

市民福祉部長 (福山 治君) 第３期介護保険事業計画においては, 議員おっしゃられるとおり, 合併以

前であり, 旧市町村, それぞれ事業計画を行い, 現在介護保険料については均一賦課で旧３市町村保険

料は異なっているところです｡ 第４期介護保険事業計画, 平成の２１年度から２３年度においては, 統

一保険料とすることが合併協議会で合意がなされております｡ 第４期保険料算定の準備状況につきまし

ては, 平成１９年度に高齢者実態調査が終了し, 本年度は第４期介護保険事業計画の策定年度でござい

ます｡ その中で医療改革に伴う, 療養病床の再編成の調査を踏まえ, 今後必要なサービス料についてあ

らゆる情報収集を行い, 適正な保険料設定に努めてまいりたいと考えておりますので, 御理解を賜りた

いと思います｡

次に, 人材不足を打開するための本市の実情と, それから自治体や国の財政支援が必要だと思うがと

いうことでの質問ですが, 厚生労働省は今月介護の現場で人手不足が深刻化しており, 職員確保のため

給料を引き上げ, 人権費の増加が経営を圧迫するというケースが多いと発表しています｡ 奄美市におい

ての実情については, 人手不足により経営危機に陥り閉鎖された施設, または事業所もありませんので,

ないものと認識しております｡ 労働条件の改善については, 国において２００９年度報酬改定を行う予

定があると伺っておりますので, 国の方針を見極めて対応してまいりたいと思っております｡ 自治体と

しての財政支援については, 奄美市の財政状況からして困難であり, できないものと判断いたしており

ますので, 御理解を賜りたいと思います｡

次に､, 認知症のサポート体制についてでございますが, 本市の認知症高齢者のサポート体制の現状

でございますが, 介護保険制度の中では, 認知症高齢者が家庭的な環境と地域住民との交流のもと, 住

み慣れた環境での生活を継続できるようにすることを目的に認知症対応型協同生活介護, 通称グループ

ホームと呼ばれる施設が７か所設置されています｡ 在宅で生活しています認知症高齢者に対する地域の

サポート体制の構築は, 認知症の人やその家族の生活を支える重要な課題と認識しています｡ 地域の中

でのサポート体制を構築していくためには, 地域住民の認知症高齢者の方への理解が必要と考えており

ます｡ 認知症の正しい知識の理解や, 認知症の人に対する接し方を学んだ方々の要請も検討課題かと考

えております｡ 名瀬地域包括支援センターでは, 平成２０年度に認知症介護指導者養成研修に職員の派

遣を予定しているところでありますので, 御理解を賜りたいと思います｡

１６番 (崎田信正君) これから第４期の保険料が来年始まるわけですが, 保険料の算定にあたって今,

部長からも適正なという言葉が出てきましたけれども, 私はいろんな時言いますけれども, 適正なとい

うのはやっぱり払えるというのが最条件だと思うんですね｡

５月に厚生委員会の所管事務調査で東京都の稲城市を訪問させていただきました｡ ここは, 保険料と

いうよりは介護ボランティアについてお話を伺ったわけでありますけれども, ここはですね, 第３期の

ときですよ, その前の３, ３００円から４, ４００円に値上げになるということで, 向こうの職員はこ

れは大変だという認識をしたんですね｡ ３, ３００円から４, ４００円になると, これは大変だという

ことで, この認識が大変重要だと思うんです｡ そこで何をしたのかというと, 介護ボランティア制度と

いうのをやって, 厚生労働省と何回もやってるわけですね｡ そういったことで, 介護ボランティア制度

というのをこの４月から正式発足をさせたということになります｡ これはボランティアをやる人, 高齢

者の方ですね, ポイント制度にしてたまれば年間最高で５, ０００円ですけれどもね, それだけの支給

があるということになるわけですけれども, これは保険料をそのまま軽減するというものでありません

から, 私としてはどうかなとは思うんですけど, とにかく高くなったときに何か方法はないのかなとい

うことでいろいろ模索をしていくという意識改革は必要かというふうに思います｡

今５, １００円ですよね, 名瀬, ４, ８００円と３, ８００円ですか, なってますからこれが統一さ

れるとき若干下がるというふうに見込まれるのではないかと思いますけれども, それでよしとするんじゃ

なくて, その時に全国平均を上回るようなことがあればね, やはり減免制度を考えると, 全国平均を上
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回ればせめて減免制度を考えるというような認識は持てないのかお伺いをしたいと思います｡

市民福祉部長 (福山 治君) まず最初にですね, 全国平均というとらえ方の問題でちょっと御理解をい

ただきたいと思うんですが, 私どもが持っています５, １００円という平均価格ですね, これが全市民

の平均が５, １００円を払っているという形で語弊でとられているような気配を感じますので, これは

ちょっと説明を申し上げたいんですが, ただどうしても所得の高い階層と低い階層が混在している中で

保険料というのを設定すると, その中で一番真ん中の保険料が５, １００円であるということで, これ

だけは御理解いただきたいと思います｡ ですから一人当たりの平均の奄美市民が納めている平均保険料

というのは, 低い部類にあるということだけは御理解をいただきたいと思います｡

そういう中でですね, 先ほどの減免の問題ですが, ６段階のその段階を区分して, ほとんどの階層の

方が下の平均以下の分類で収めているという現状で, それ以上の減免ということについてはちょっとこ

の保険制度の持続性から, 当分は今のところ考えられないということで御理解いただきたいと思います｡

１６番 (崎田信正君) 今４段階が基準額ですから, それが真ん中だということで, そう言うけどもね,

私が言いたいのは, 先ほど奈良議員も特別徴収のところでね, 普通徴収のところで未払いが多いと, 高

いから払えるということは部長も認めたわけじゃないですか｡ 私が言いたいのは５, １００円の第１段

階は半額でしょ｡ ２, ５５０円なんですよ｡ 全国平均は仮に４, ０００円だったら半額だったら２, ０

００円なんですよね｡ だから５００円高い介護保険料払うことになるわけじゃないですか｡ 私そのこと

言ってる｡ だから全国平均が低くなればね, その差額の分は奄美市民は経済的にも大変だと, それをサ

ポートする子どもさんたちにもなかなか経済的な余裕がないと, そういったときに市が援助するという

のは当たり前の感覚, そこが意識改革だと思うんですよ｡ いろんなところの税金をどう使うか考えて,

介護保険のこういったところに税金を投入してみましょうというのは市長の英断でできることなんです

よ｡ そういったことを言っているわけですから, 全国平均を上回ったときには, 減免制度は検討してみ

ましょうと, 減免制度のやり方についてはね, 介護保険の段階, 今６段階ですけれども, 実際１０段階

でやっているところもある, 奈良議員もお金を持っている人からは取ってもいいんだというような話が

ありましたけどね, 正にそういうことなんです｡ 年金程度のお金を持っている人がね, 自分たちがまた

負担が増えるということになったら, この保険制度そのものが成り立たないわけですから, 根本的に変

えましょうという運動につながっていくわけですよ｡ そんなふうにしていかないと, いつまでもこの払

いきれない人は, 肩身の狭いと言いますかね, また介護保険料を払えなければね, サービスを受けるこ

とができなくなるわけでしょ｡ そういった状況を市としては改善をしてもらいたいということで言って

いるわけですから, これから検討されるということですから, その立場でしっかり検討をしていただき

たいと思います｡

それらの減免制度について神奈川県の相模原市が持ってる, これかなり詳しくというか分かりやすく

制度をつくってますので, 紹介をしておきたいと思います｡ 減免制度の対象がですね, これは災害によ

り住宅等に著しい損害を受けた場合, これは奄美市も一緒ですね｡ 世帯の生計を主として維持する人が,

失業等により収入が著しく減少した場合, ３番目は生活が著しく苦しい場合とあります｡ ここは親切な

ことにね, 生活が著しく苦しい場合の該当者はどういう人かということを示しているわけです｡ 一つは

生活保護を受給していない, これは当然ですね｡ ２つ目には世帯の預貯金の合計が, 単身世帯で３５０

万円, これだけ持っている人はいないと思いますが, 世帯員が１人増えるごとに１００万円を加算した

額以下であること｡ ほとんど預貯金を持っていない人ですよ, 奄美の場合はですね｡ それと居住用以外

に土地や家屋などの資産を持っていないこと｡ ４番目に世帯の収入が生活保護基準未満であること｡ 多

いんですよね, 生活保護基準で生活保護を受けていないという方も｡ さらに世帯の収入が生活保護基準

未満であることに対して, おおむね世帯の収入の目安まで示してるんです｡ ここで言っているのは, 収

入がこれくらいの人が当てはまりますとして, ７０歳一人暮らしで借家では１１万８, ６００円未満,

持ち家の場合は７万２, ６００円, ７０歳と６７歳の二人暮しの借家ではという例まで示してるんです
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ね｡ その時は１７万１, ３１０円未満｡ 持ち家では１１万１, ５１０円と示してやっているわけです｡

これからいろんな調査をやってますけれども, これはインターネットで見ればね, あちこちでこういう

事例は出てますので, 是非参考にされてですね, 今の市民の暮らしの状態, 未納になっている実態調査

をやって, ほかに税金を使うところがあればそこよりもここを優先してみようというような感覚で是非

実施をしていただきたいと思います｡

それと認知症の問題ですけれども, これ厚生省がですね, 認知症を知り地域をつくるキャンペーン,

認知症サポート１００万人キャラバンというのを平成１７年からスタートさせたということで, いろん

な認知症サポーター養成講座というのを開いているようですけれども, 今の部長の答弁では, まだされ

てませんね, なにか人を派遣するんでしょ｡ それのこの今後どんなふうにもっていこうとしているのか,

これ１０年計画だということですから, 成長目標も出てくるかと思いますけれども, 今の思いをあれば

お聞かせいただきたいと思います｡

議長 (伊東隆吉君) 答弁を求めます｡

市民福祉部長 (福山 治君) 先ほども申し上げたように, 今年度にこの行政研修を受けさせて, それか

ら計画を立てたいという考え方ですので, 今のところその方向性そのものを含めてですね, まだでき上

がっていないという状況ですので, 御理解いただきたいと思います｡

１６番 (崎田信正君) これは平成１７年度に厚生省が出しているということで, もうほかの地域では進

んでいる所もあるんですね｡ そういった所では高齢者, 高齢化が進んで一人暮らしの方も多いと, いっ

たん奄美ではね, こういう方こそどうしようかということで敏感にとらえていただきたいと思うんです

よ｡ そういった意味では今後の頑張りを期待したいと思います｡

次に, 子育て支援についてですが, いろんな政策がありますけれども, 今日は昨年の第４回定例会で

も質問をしている内容です｡ 父子世帯見舞金の持続, 継続拡大について, 再度ただしたいと思います｡

そのときの答弁では, これは旧笠利町で昭和５４年に創設をされ, １８歳に満たない者を扶養してい

る場合に一人につき２万円, 年額ですね｡ それで二人以上の場合には２万６, ０００円支給しており,

１１月現在で笠利だけでなく名瀬地区も含めた場合は, 対象者は５１世帯, １１８万２, ０００円とい

う説明がありました｡ さらに, 合併協議会では, 旧名瀬でも父子手当があって１０年ほど前に廃止をし

たことから, 一度廃止したものを復活するのはふさわしくないだろうとの判断から, ２１年度から廃止

を決めたというふうに言われました｡ これ議事録に載ってますね｡ これらについては十分に議論がなさ

れた結果として受け止めているとのことでありましたけれども, その時の答弁の最後に, 一応財政のほ

うに話し合ってみたいということもありましたので, 昨今の経済状況や暮らし向きを考えたとき, 是非

必要な制度だと思いますが, 御見解を御伺いしたいと思います｡

福祉事務所長 (大井進良君) 父子世帯見舞金の件ですが, 内容とか経過については議員のお話されたと

おりでございます｡ 重ねて申し上げることはありませんが, その後に私がお話しましたとおり, 関係課

と話し合いをしました結果でございますけれども, 合併協議会での結論を踏まえたものでありまして,

やはり平成２１年度から廃止をするということで結論を得たところでございます｡ 確かに, 必要性につ

いては我々も十分認識をしておりますので, 今後の財政状況を見極めながら, 将来改めて復活というか,

導入を検討したいというふうに考えております｡

１６番 (崎田信正君) 今, 合併協の結論にはとらわれないという意志表示というふうに受け止めたいと

思いますけれども, これは全国的な廃止じゃなくて, 新しくつくっているところが増えてきているんで

す｡ 山梨市では, 今年の４月から父子家庭福祉手当制度というのを新設をしております｡ その趣旨は,

父子家庭には独自の手当制度や補助制度がないこと, 父親が子どもを養育するためには転職する事例や
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残業のない職場に移動する例もあり, 収入の減額が見られることから父子家庭の生活を支援する制度と

して開始されたということになっています｡ 手当額は月額５, ０００円です｡ だから年間６万円ですね｡

父親の前年度の所得が２３０万円以下, 奄美の実態では全部当てはまるのではないかなと思いますけれ

ども, そこで市長にお伺いしたいと思いますれども, 今福祉所長のほうからは制度新設に向けて検討す

るという言葉でしたけれども, 市長はね, 施政方針で子どもたちが健やかに育ち, 子育てに夢の持てる

環境整備を推してまいりますと述べられております｡ 方針としてはやっぱり大変立派だと, このとおり

頑張ってもらいたいと思うんですが, 是非リーダーシップを持ってですね, 取り組んでいただきたい｡

この父子世帯見舞金については新しくつくるものじゃないんですね｡ これがなくては後退ですよ｡ そう

いった意味では先ほど述べた施政方針に明らかに逆行するんだと思いますけれども, 市長の見解をお伺

いしたいと思います｡

市長 (平田�義君) その父子見舞金についてはかねてから議論がございますが, 最近の状況についての

私の不勉強で把握しておりません｡ したがいまして, いろんな福祉手当等を勘案しながら均衡ある対応

をしていかなきゃならないというのが原則だろうと思います｡ ですから個々のことについて, 今ここで

どうするこうするということは控えさせていただきたいと思います｡ おっしゃるとおり, 子どもたちが

健やかに伸びていくということは大事なことだということは認識しております｡

１６番 (崎田信正君) 冒頭にね, 社会環境も悪化をしているということを言いましたけれども, それを

少しでも是正する, 微々たるもんですけどね, 是非リーダーシップを取って実現できるようお願いをし

ていきたいと思います｡

次の生活保護行政についてであります｡ 移送費の取扱についてどうなるのかということですが, この

移送費というのは, 生活保護利用者が病院で治療を受けるために必要な交通費を医療費として支給して

いるものであります｡ ところが, 厚生労働省はこの通院のための交通費を７月から削減するという通知

を出しております｡ そのきっかけとなったのは, 北海道の滝川市ですね, ２年間で２億３, ０００万円

の通院移送費を不正支給した犯罪事件を, 通院交通費削減の理由として持ち出してきたものであります｡

通院交通費は生活保護の医療扶助費のわずか０. ３パーセントにすぎません｡ 今各方面で税金の無駄遣

いが指摘をされる中で, 許されることのない一部の不正事件, 犯罪的な事件を取り上げて国民の生存権

を脅かす理屈にはならないものであります｡ 不正というのはもちろん正さなければなりませんけれども,

それと生活保護利用者の通院交通費を削減することは全く別問題で, 厚生労働省の通知は７月から原則

廃止というものでありますけれども, ６月３日のテレビでも厚生労働省がまたまた弱い者いじめという

ふうにして報道をしておりました｡ 犠牲者を出す前に通知の撤回をと, こういう声も全国に広がってお

ります｡ 国民的な運動と世論によって一定の手直しをせざるを得なくなっておりますけれども, この間

全国生活と健康を守る会連合会が交渉を進めておりますけれども, その中で福祉事務所が高額と判断す

れば, １００円でも高額だ, 生活費で捻出できないものであれば支給すべきだと考えているというふう

に厚生労働省の担当者は答えたと伝えられております｡

通院移送費は全額支給対象となる医療扶助の一部であって, 通院交通費は本来削ることができない最

低限度の生活費で暮らす生活保護利用者が, 医療にかかることを保障するために設けられたものであり,

これまでどおり実施されるべきものだと思いますが, 本市の対応がどうなっているのかお示しをいただ

きたいと思います｡

福祉事務所長 (大井進良君) 通院医療費の移送費の件ですが, 平成２０年４月１日に, 生活保護法によ

る医療扶助運営要領, これの一部改正がございました｡ その中で移送費の給付範囲が大きく変わりまし

て, 本年７月１日から本格導入される見込みとなっております｡ しかしながら新要領の中ではへき地等,

それから高額等の具体的な判断基準がはっきり示されておりませんので, 当福祉事務所での移送費の取

扱いについては厚生労働省, または鹿児島県から明確な基準が示されるまでの間は原則, 従来どおりの
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取扱いとせざるを得ないと考えております｡

１６番 (崎田信正君) 従来どおりということでひと安心であります｡

次に, 老齢加算の廃止に続いて母子加算も昨年に続いて減額となっておりますけれども, さらに来年

は廃止ですね｡ 影響はどうなるのかということでお伺いをしたいと思います｡

既に生活保護費のこういった形で実行されているわけですが, ７０歳以上の高齢者の方に支給をされ

ていた老齢加算, これは奄美市のような３給地１では, １５年度には１万５, ４３０円あったんです｡

１６年度が７, ９２０円, １７年度が３, ０８０円, １８年度からはとうとう廃止になったということ

ですが, そしてすぐ今度は母子家庭に支給をされている母子加算の廃止という問題が出ております｡ す

でに１６歳から１８歳の子の母子加算は, 平成１９年度から廃止をされ, １５歳以下の子どもについて

も１８年度の２万２０円から昨年１９年度は１万３, ３５０円に減額をされ, 今年は６, ６７０円にな

りました｡ １８年度と比べれば, １万３, ３５０円の減額です｡ そして来年平成２１年度には０円, つ

まり廃止となります｡ 受給者家庭に大打撃を与えることはもちろんですが, 消費行動の冷え込みという

のは市民経済にも大きな影響を与えるものと思います｡

これでちょっと計算しました｡ 例えば受給額は３５歳の母親と５歳の子どもさんが一人の二人暮しの

基準額ですけれども, このときは生活扶助費は９万４, ０８０円ですね｡ これに母子加算が１９年３月

の時点では２万２０円ありましたから, １１万４, １００円で生活をするという状況でありました｡ そ

れが今は１０万７５０円, １１. ７パーセントの減額, 来年は０円になりますから９万４, ０８０円と

いうことで１７. ５パーセントの減額ということになります｡ 生活保護を需給する母子世帯の方が生活

保護を受けない世帯よりも収入が高いとして, 生活保護費を減額をするというもので, 低い方に合わせ

るやり方というのは現在社会問題となっている貧困と格差を固定するものとなります｡ 対象者数や減額

となった金額がどのぐらいあるのか, この影響はどうなるのかお示しをいただきたいと思います｡

福祉事務所長 (大井進良君) 生活保護の母子加算でございますが, これは基本的な生活費に加えて追加

的に算定されているものでございます｡ 平成１７年度から段階的に減額, いわゆる見直しがされまして,

平成２１年度から廃止されることとなっております｡

平成２０年度, ２０年４月に母子加算が計上されている母子世帯は, 奄美市内で９３世帯ございます｡

加算額については, 月額で６９万６, ０００円, これは全体ですね｡ 平成２０年度の総額で, 約８３５

万円と見込んでおります｡ 来年度から廃止されることを考えますと市民生活, とりわけ生活保護を需給

している母子世帯への経済的影響が少なからずあるものと考えております｡ しかしながら, 詳細にわた

る影響度合いについては判断をしかねるところでございます｡

１６番 (崎田信正君) 大変な状況だと思うんですが, 私はわざわざこれで取り上げるということはね,

もうこれだけではとどまらないんですよ, 国の考えというのは｡ 生活保護の関係では, 厚生労働省は老

齢加算, そして母子加算の廃止, 今回の通院, 移送費の問題もあります｡ これは病院に行く移送費をや

ればね, 病院に行く回数を減らすんじゃないかというのが根っこにあるわけですよ｡ そしたら医療費の

削減にもなるというようなことととらえてね, 一つの事件があったらそれ幸いにとこういう方針を出し

てくる厚生労働省なんです｡ だから今何を考えているかといえば, 生活扶助の基準額そのものを引き下

げるというのは昨年の１１月の検討会で出されてるわけですね｡ これは今年の４月から当初は実施予定

だったけれども, この案が出たときに批判が強くなって, これは先送りになった｡ 計画をやめたわけじゃ

ないんですね｡ これからこれが再浮上してくる心配があるわけですよ｡ そういったことを考えたときに

老齢加算の問題, 母子加算の問題, そして移送費の問題, ことごとくこの問題は取り上げていかないと,

行き着くところはここになってしまうという心配があります｡ それは市の政策にも非常に大きな影響を

与えるわけですよね｡ そういったことで取り上げたということになりますので, 国に対してもいろんな

機会でね, こういった会話化しないようにということは意思表示していただきたいと思います｡
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次の, 後期高齢者医療制度について, 何点か質問を行いたいと思います｡

この制度については, 制度施行前から連日テレビ, マスコミで取り上げられておりました｡ 昨日もテ

レビでやっておりましたね｡ 正に質問通告を出しているような内容を, 国の制度として議論をしていた

わけでありますけれども, ここで市長にお伺いをするんですが, 市長は今年度から後期高齢者医療制度

が創設されることに伴い, 保険制度の持続性が図られるよう取り組んでまいりますと施政方針で述べら

れておられます｡ 今, 野党４党ではこれはもう廃止しろということで, 参議院では可決されてますね｡

衆議院でも, 自民党の長老議員の中からもこの制度はおかしいと見直しの言葉が出ておりますけれども,

ひょっとして衆議院でもいったんこれはやめましょうということで可決されるかも分からない｡ そういっ

たときにですね, 市長は持続性が図られるよう取り組んでまいりますというふうに施政方針で述べられ

ているわけですが, 今この時点でこの制度に対する市長の評価といいますか, 見解を伺いたいと思いま

す｡

市長 (平田�義君) 大変単純にというか, 考えたときに, 高齢者がこれから増える時代において, 高齢

者の保険を, 健康保険をどうするか, 健康管理をどうするかとこう考えたときに, 結局支える側が減っ

て支えられる側が増えていくわけですから, これをなんらかの形で解決しなきゃならないということに

ついては, 私は賛成だと思います｡ ただ, それが７５歳以上なのか７０歳以上なのかということは議論

も分かれるだろうと, こう思います｡ そういうことで負担の割合が国民健康保険よりも厚い５０パーセ

ントの国の負担があるということなどと考えますと, 大まかなところで私はそんなに間違ったことでは

ないのではないのかなと, 年齢を区切ったということでの批判があるということも承知しております｡

どこでどうするかということはやり方の問題だろうと思います｡ 今後, むしろ国民にそわないものがあ

れば, 改善していくということがいいんではないか, 廃止するとこれは全くもう後退してしまって, 大

きな負担をむしろ強いることになるんじゃないか, 悪いところがあれば変えていくことが肝心だろうと

いう思いがします｡ 簡単にいうと天引きの話なども合理的だと判断したと思うんです｡ ところがこれは

国民感情にはそわない, 理屈じゃないということだろうと, こう思って受け止めております｡ そういっ

た点ではみんなが高齢者の健康を喜んでとまではいかないにしても, 責任を持って支えていくというシ

ステムを是非つくっていただきたいというのが今の思いです｡

１６番 (崎田信正君) これ市長, 市長は今７５歳という年齢を出されましたけどね, これ国民がノーを

突きつけているというのが, さっき言われた天引きの問題もあります｡ それと保険料が払えなくなった

ときに, 資格証明書ということで保険証を取り上げるという老人保険制度の時はない制度をぶち込んだ

と｡ 改悪ですよね｡ それと７５歳でなんで怒っているかということになると, もう７５歳を過ぎれば,

ここの中では市長が一番近いわけですよね｡ もう用済みですよと言っているようなもんなんですよ｡ と

いうのは, なぜこういう言い方をするかといえばね, これを議論した社会保障審議会というところがあ

るわけですよ｡ ここは心身の特性３つ述べてますね｡ 一つは複数の疾患持って治療が長引くと, もう一

つは認知症の問題があると, ３つ目に言ったのはいずれ避けることができない死を迎えると言ったんで

すよ｡ これは生物学的には間違いないんです｡ ところが赤ちゃん, ０歳児, 今日生まれた赤ちゃんもい

ずれ生まれた時からいずれ死を迎えるわけですよね｡ その道を歩いて行くわけですよ｡ それを７５歳と

言った時に, 私が言ったようにもう７５歳の方はお役に立ちませんよという思想が出てるわけじゃない

ですか｡ だから中学生や小学生にいずれ避けることができない死を迎えた, これは生物の勉強ではそう

なりますけれども, そう言わないのは中学生や高校生, 小学生, これから成長する人たちは可能性があ

ると, 国のお役に立つことができるというからそういうことは言わないわけですよ｡ それは７５歳とい

うことでわざわざ言ったということに, ここの保険制度の根本的な考えがある, 医療費を削減するとい

うようなことがあるわけですから, こういう制度はいったんなくして, 一つの保険制度の中で, 崇高な

ね, 尊厳死の問題とか, いろんなことを考えるべきであって, これは明らかにもうこれ以上お金をかけ

ないという制度だから, 元に戻してやるということで, これが負担の在り方とそういった問題以前の問
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題なんです, これ｡ そういったことをきちんと認識を是非してもらいたいと, すぐうんとは言わないで

しょうからね｡ だからそういう問題があるということは, ちゃんと指摘をしておきたいというふうに思

います｡

次に, 低所得者に対する減免制度の問題, これは廃案になればこれからする質問は意味がなくなるわ

けでありますけれども, 状況としてはなかなか難しいところでありますので, ただしていきたいと思い

ます｡

今回の制度では, 確かに一人暮らしのお年寄りの場合は若干現在の国保税より名瀬の, 奄美の場合は

ですね安くなります｡ 二人暮しの場合は確実に保険料は高いものになるわけですね｡ 制度導入時の批判

を抑えるために軽減措置がいろいろ設けられておりますけれども, これは激減緩和ということで限定な

んですね｡ いずれは高い保険料に統一をされていくということになります｡ 所得割がかからず均等割り

の場合, ７割軽減があって国保税は１万３, ８００円で, 後期高齢者医療保険料は１万３, ７００円で

すから, 年額１００円安いと｡ これで生活は大丈夫だろうというわけにはいかないんですね｡ 私は国保

税の時から減免制度が必要だと言っているわけでありますから, これについても軽減策, 減免制度は必

要だと思います｡ 制度が始まる１年で軽減差をつくるという基本姿勢が求められていると思いますけれ

ども, 始まってしまいましたが, その軽減策の問題について, 御見解をお示しをいただきたいと思いま

す｡

平成１９年第４回定例会で市独自の減免制度については, 広域連合が保険運営を行っていくので, 本

市単独での繰入れによる保険料の減免制度の創設は困難だと答弁をされております｡ 広域連合が保険運

営を行っていくから困難だというふうに言われたわけですが, これは市単独での繰入れは制度上できな

いというふうに理解をしていいのか, そうじゃないと思うんですが, そこを一点確認をしておきたい,

またその時に私の質問に対して, 高齢者の人口が増えたら自動的に保険料は上がるというシステムかと

いうふうに質問をしましたけれども, 当時の市民福祉部長は, 当初議員の御指摘のとおりという答弁を

されましたが, 質問時間が終わってから高齢者の人口が増えましても, 保険給付費が増額しなければ保

険料は下がる場合もありますと訂正をされました｡ 高齢者人口が増えれば, 今医療給付の一割を保険料

で負担する仕組みでありますけれども, 高齢者人口が減るということはありません｡ どんどん増えてい

くわけですよね｡ そうなれば１割から率が高くなれば, 現実の問題として保険料は高くなるのではあり

ませんか｡ 厚生労働省もそういう試算をシミュレーション出しておりますし, テレビでもそんなふうに

言っておりますよね｡ その時のわざわざ訂正までした内容について, 今の見解をお示しをいただきたい

と思います｡

市民福祉部長 (福山 治君) 後期高齢者医療制度の保険料の軽減制度につきましては制度が始まる時点

で法に基づき, 世帯主及び被保険者の所得に応じて７割５割２割の軽減措置が行われることとなってお

ります｡ なお, これまで保険料負担のなかった社会保険の被扶養者の保険料については, 制度加入時か

ら２年間は所得割を課さずに均等割りを５割軽減することとし, さらに平成２０年４月から平成２０年

９月までの６か月間は保険料負担を凍結し, 平成２０年１０月から平成２１年３月までの６か月は９割

軽減する激減緩和措置を設けるなど, 低所得者層や新たに負担が生じる被保険者について, 対策が講じ

られているところでございます｡

後期高齢者医療制度における本市の軽減措置の状況につきましては, 被保険者の約３分の２である７

４. ６パーセントの方々が軽減措置を受ける形となっており, 法定軽減による低所得者対策で対応でき

ていると考えておりますので, 御理解をお願いしたいと思います｡ また, 国の方で低所得者層に対する

軽減措置をさらに充実するよう検討しているところですので, 今後の状況を踏まえて県後期高齢者医療

広域連合の中で協議を進めてまいりたいと考えておりますので, 御理解をよろしくお願いしたいと思い

ます｡

次に, 市独自の繰入れによる保険料を減免することは制度的にできないのかということでございます

が, 各市町村の議会で議決することにより単独事業として行うことは法的には可能と考えております｡
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保険料のシステムそのものについて, 自動的に引き上がるシステムというところの理解がちょっとし

がたいんですが, いわゆる老齢者の人口が将来的に少なくなるということは絶対あり得ない話で, 増え

ていきます｡ それに伴って一人当たりの医療費が変わらないと仮定した場合には, 別にこの自動的に保

険料が上がるというような考え方は私の中には浮かばないんですが, ということで一応御理解をいただ

きたいと思います｡

１６番 (崎田信正君) これは今保険料で１割ですよね｡ これを１割と４割を１. ５割と３. ５割にする

とか, そういうシステムになってるわけでしょ｡ そしたら確実に上がっていくわけですが, これで厚生

労働省もシュミレーション出してそうだというふうに出しているわけですから, わざわざ反論できない

時間でね, 訂正するような内容ではなかったということを言いたいわけであります｡

それで, 減免の問題についてですけれども, 生活保護を受けるようになったときに, 保険料が滞納に

なっているといった場合は減免の対象にできるのではないかと, したほうがいいんじゃないかというふ

うに思いますが, そういったところの認識はどうでしょうか｡

市民福祉部長 (福山 治君) 生活保護を受けることになったといいますと, 前もって減免の問題につき

まして, うちの減免条項から申し上げますと, 納期限前７日前までにというまず一つの縛りがあります｡

したがいまして, 滞納になったという事実でありましたら, もうそれから先に減免という動きはできな

いというのが法的な規制の中での動きでございます｡ それで生活保護になった方々が払えない状況で,

払えない状況のまま生活保護になったとなりましたら, 地方税法の第１５条の７ですか, 滞納処分の執

行停止という処分をいたしまして, ３年間変化がなければ不納欠損と, こういう形で処分することにな

ろうかと思います｡

１６番 (崎田信正君) 生活保護減免という形で実施をしているところ, あるんですね｡ 実施というか,

そういうことを明記しているところもありますので, 是非検討をしていただきたいと思います｡

この減免制度については, 広域連合が独自の減免制度を設けることを条例で定めれば減免分を補てん

するために, 独自軽減もして市町村が全額負担をすれば実施ができるというものがありますよね｡ この

事例としては東京都がそれをやっているということで, 年金収入金額が年間２０８万円以下のほうに,

所得に応じて決定される保険料の所得割り分を２５パーセント, ５０パーセント, ７５パーセント, そ

して１００パーセントの４段階で軽減をする仕組みを作っております｡ もう一方は千葉県の浦安市です

が, ここは現役並みの所得者を除く加入者に年間１万円の給付金を支給すると, これは後期高齢者支援

臨時給付金事業という名前で実施をしているようでありますけれども, こういった状況がありますので,

広域連合などではこういった議論ですね, つまり広域連合議会で市町村に負担を求める内容であったり,

それから県に負担を求める内容になるわけですけれども, こういう議論がされているのかどうか, つか

んでませんか｡

市民福祉部長 (福山 治君) 広域連合の中で論議された内容につきましては, 結果においての結論しか

私のほうは知れてませんが, 減免については一つの減免要綱を作りましてそれに対応したいということ

で, ある程度の減免の内容は通知が来てるところでございます｡

１６番 (崎田信正君) 是非広域連合でもですね, いろいろ議論をしてもらいたいと思いますけれども,

あとで質問しますが, 広域連合の議員のメンバーがそういうことが議論できるメンバーかなという心配

をするわけでありますけれども, その前に資格証明書のことについて, お伺いしたいと思います｡

３月までの老人保健法は第一条で国民の老後における健康の保持を制度の目的と規定をしてあります

けれども, 今度の高齢者の医療の確保に関する法律, この第一条からはこの老後における健康の保持と

いう文言は消えてしまったということですね｡ 医療費の適正化というのが明記をされまして, 医療費抑
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制のための法律ということがこの面でも明らかでありますけれども, それでも生活に困窮する後期高齢

者が保険証まで取り上げられるという悲惨な事態を招かないという自治体の意思表示が必要ではないの

かと, また具体的に資格証明書の発行に至る過程は, 広域連合の場合どうなるのかお示しをいただきた

いと思います｡

市民福祉部長 (福山 治君) 今回の後期高齢者医療制度における, 資格証明書の発行については, 国保

制度と同じように被保険者間の公営性の確保と, 制度に対する信頼を維持していくために, 納付期限か

ら１年を経過するまでの間に災害等の特別な事情もなく, 保険料の納付がない方に対して行うものでご

ざいます｡ 今年度の対象者はいませんが, 来年度以降の実施にあたっては, 単に納付期限から１年が経

過していることをもって, 機械的に交付するのではなく, 決め細やかな納付相談を行い, 滞納理由や生

活状況等を十分に把握して, 災害等の特別な事情を適正に判断するなど適切な運用を行われますよう,

広域連合とも連携して進めてまいりたいと考えておりますので, 御理解をお願いしたいと思います｡

１６番 (崎田信正君) 資格証明書の発行に至る過程というのは, これは資格証明書というのは, 市では

出さないですよね｡ 結局広域連合で資格証明書を作るんじゃないですか｡ そういったときにこの人は資

格証明書の対象者だという判断は市がやって, その人の名簿を広域連合に上げて, 資格証明書が発行さ

れるようになるのかどうか, お伺いをいたします｡

市民福祉部長 (福山 治君) それは市のほうで発行いたします｡ それでは非常に崎田議員がずっとこの

資格証明書にこだわっているようでございますので, ちょっと御説明申し上げますが, 基本はこういう

形で老人保健制度と違って資格証明書を出すという形に変わりましたけど, 対応の仕方としては奄美市

の国民健康保険と同じように, 懇切丁寧にまた支障のないような形で対応はしていくということで, 内

部のほうの考え方もまとまっていますし, それがまた広域連合の指針でもあるという形でございますの

で, そこらへんを御理解いただきたいと思います｡

１６番 (崎田信正君) 機械的にやらないと, 本来資格証明書そのものがないというのが望ましいんです

が, しっかりやってもらいたいと思いますが, 次に, ６５歳から７４歳までの方も後期高齢者医療制度

のほうに加入できるという状況ですが, 今障害を持つ方はですね, 申請によって老人保健法の適用を受

けていた人たちが, 今度は後期高齢者医療制度の実施によって, 保険料負担が増える場合がでてきます｡

一人暮らしの時はあれだけど, 二人以上ですね, この人たちの実態はどうなっているのかですね｡ 対象

者数と後期高齢者医療制度に移行した人数が分かれば, 示していただきたいと思います｡ ２級以上の障

害手帳を取得されている方は医療費の払い戻しを受けることができますけれども, そういった方も含め

て実態をお示しをいただきたいと思います｡

市民福祉部長 (福山 治君) ６５歳から７４歳の障害者の方の加入実態はとの御質問ですが, 全体で３

５２人の内, ４月からの後期高齢者医療制度加入に対し, ３月末までに単身世帯２名, それ以外の世帯

の方で４名の計６名の方が, 老人医療需給者認定取消認定を行っております｡ ４月以降, 後期高齢者医

療障害認定喪失届を単身世帯１名, それ以外の世帯９名, 合わせまして１０名で, ３月以前と合わせま

して１６名の方が届出をなされているというところでございます｡

１６番 (崎田信正君) きめ細かい対応ということであればね, 昨日先決の第１７号で, はり・きゅうの

対象者がありましたよね｡ これを後期高齢者医療保険者加入者に対象を広げているわけですけれども,

これ年間で６０回まで受けられるんですよね, 助成としては｡ １回が６００円ですから, 全部使うと３

万６, ０００円になるわけですよ｡ こういったことも後期高齢者に, 医療保険に入るのか, それとも老

人保健法の国保のほうにね, 残るのかという判断基準になろうかと思いますが, こういったものは周知
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徹底されているのかどうか｡

市民福祉部長 (福山 治君) それぞれの個々人に対しての周知徹底ということについてまではいたして

おりません｡ ただ福祉政策課のほうでその障害の認定を受けている方々がいらっしゃいますので, そこ

のほうからその旨でそういう広報はいっているものと思ってます｡

１６番 (崎田信正君) 時間がありませんが, 国保のプラスマイナス問題はとても説明できる時間はない

と思いますので, 広域連合の選出方法, 改善策がないのか｡

時間ですね｡ また次の機会にやりましょう｡

議長 (伊東隆吉君) 以上で, 日本共産党 崎田信正君の一般質問を終結いたします｡

これにて本日の日程は終了いたしました｡

明日午前９時３０分, 本会議を開きます｡

本日はこれをもって散会いたします｡ (午後３時４５分)
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長

６月１１日（３日目）

○  出席議員は，次のとおりである。

１ 番 師　玉　 敏　代 君 ２ 番 多　田　 義　一 君

３ 番 橋　口　 和　仁 君 ４ 番 　　　 嘉瑞人 君

５ 番 戸　内　 恭　次 君 ６ 番 平　田　 勝　三 君

７ 番 向　井　 俊　夫 君 ８ 番 奈　良　 博　光 君

９ 番 朝　木　 一　昭 君 10 番 竹　山　 耕　平 君

11 番 伊　東　 隆　吉 君 12 番 里　　　 秀　和 君

13 番 泉　　　 伸　之 君 14 番 関　　　 誠　之 君

15 番 三　島　　 　照 君 16 番 崎　田　 信　正 君

17 番 奥　　　 輝　人 君 18 番 平　川　 久　嘉 君

19 番 渡　　　 京一郎 君 20 番 竹　田　 光　一 君

21 番 栄　　　 勝　正 君 22 番 世　門　 　　光 君

23 番 平　　　 敬　司 君 24 番 大　迫　 勝　史 君

25 番 与　　　 勝　広 君 26 番 叶　　　 幸　与 君

○  欠席議員は，次のとおりである。

な し

○　地方自治法第１２１条の規定により会議に出席した者は，次のとおりである。

1 市 長 平 田 隆 義 君 3 副 市 長 濵 田 龍太郎 君

4 教 育 長 德 永 昭 雄 君 5
住 用 町
地 域 自 治 区 長 森 米 勝 君

6
笠 利 町
地 域 自 治 区 長 朝 山 三千丸 君 7 総 務 部 長 福 山 敏 裕 君

10 総 務 課 長 川 口 智 範 君 11 財 政 課 長 則 敏 光 君

12 管 財 課 長 田 丸 友三郎 君 17 企 画 部 長 塩 崎 博 成 君

19 企画調整課長 瀬 木 孝 弘 君 20 市民福祉部長 福 山 治 君

23 環境対策課長 徳 田 照 久 君 24
国民健康保険課

倉 井 則 裕 君

30 市民課長(笠利) 朝 郁 夫 君 31 いきいき健康課長 吉 富 進 君

32 福祉事務所長 大 井 進 良 君 33 福祉政策課長 桜 田 秀 勝 君

35 産業振興部長 赤 近 善 治 君 36 商工水産課長 前 里 佐喜二郎 君

37 紬 観 光 課 長 日 高 達 明 君 40 農林振興課参事 熊 本 三 夫 君
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42 産業振興課長 吉 卓 男 君 91 紬観光課参事 重 久 春 光 君

43 建 設 部 長 平 豊 和 君 44 都市整備課長 田 中 晃 晶 君

45 土 木 課 長 東 正 英 君 46 建築住宅課長 大 石 雅 弘 君

48 建 設 課 長 中 秀 喜 君 50 会 計 管 理 者 田 畑 米 利 君

52 教 育 部 長 里 中 一 彦 君 53 教委総務課長 福 和 久 君

55 生涯学習課長 圓 順 次 君 56 文 化 課 長 中 山 清 美 君

88 企画調整課参事 里 良 也 君 61
選挙管理委員会
委 員 長 久 保 忠 義 君

66 水 道 課 長 岡 優 雄 君

○　職務のため会議に出席した者は，次のとおりである。

70 議会事務局長 松 田 秀 樹 君 71
次 長 兼
調査係長事務取扱 山 﨑 實 忠 君

73 議 事 係 長 森 尚 宣 君 75 議 事 係 主 事 重 田 俊 彦 君
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議長 (伊東隆吉君) ただいまの出席議員は, ２６人であります｡

会議は成立いたしました｡

これから本日の会議を開きます｡ (午前９時３０分)

○

議長 (伊東隆吉君) 本日の議事日程は一般質問であります｡

日程に入ります｡

通告に従い, 順次質問を許可いたします｡

最初に, 公明党 叶 幸与君の発言を許可いたします｡

２６番 (叶 幸与君) 市民の皆様, 議場の皆様, おはようございます｡ 公明党の叶 幸与でございます｡

質問をする前に, この約１か月間に起きました出来事で５月２日から３日にかけてのミャンマーにお

けるサイクロン災害, そして５月１２日に発生しました中国四川省での地震災害は, 過去に類のない甚

大な被害を被っております｡ そして６月７日に発生しました小俣町の土砂崩れ, そして６月８日に起き

た東京秋葉原での無差別殺人と災難は対岸の火事ではなく, いつでもどこでも起こり得ることを実感し

た次第であります｡ これらの被災に遭われ, またお亡くなりになりました方々に対し, 衷心より御見舞

い申し上げますとともに１日も早い復旧に努められますようお祈りを申し上げます｡

まず, 通告の順番の訂正をお願いいたします｡ 質問主題の２と３を入れ替えていただきたいと思いま

す｡ よろしくお願いいたします｡

それでは通告に従いまして質問を順次させていただきます｡

まず１, 市長の政治姿勢について, 奄美振興開発特別措置法の延長についてであります｡ 昭和２９年

に始まった奄振法も５３年が過ぎ, 来年３月期限切れを迎え延長に向けて来る６月２４日, 延長要求郡

民総決起大会が予定されております｡ 奄振総合調査報告書や奄振審議会の答申でも引き続き法に基づく

特別措置による支援が必要不可欠, また引き続きハードとソフト施設の施策の一体的実施が必要である

といわれておりますが, 平田市長は来年の延長に向けて奄美市が一番期待し実施していこうと考える事

業は何であるか｡ また計画はあるのか, お尋ねいたします｡

次の質問からは発言席からいたします｡

議長 (伊東隆吉君) 答弁を求めます｡

市長 (平田�義君) おはようございます｡ 公明党の叶 幸与議員の奄振特別措置法の延長についての質

問にお答えをいたします｡

議員の指摘のとおり, 早いもので５年の経過があります｡ 来年度から新しい法の下にスタートするわ

けでございますが, 今, 法の延長を前提にして継続事業, 新規事業取り混ぜて概算要求に向けて計画を

調整しているという状況でございます｡ 鹿児島県を中心としてこれから国に計画を提示し予算獲得に取

り組むわけですが, その内容は次期奄振法の趣旨に乗ったような形の事業計画ということで理解をいた

しているところでございます｡ そういう中で御指摘のように昨年度, 県が実施しました奄振総合調査の

アンケート結果によりましても, 在住者, 出身者また高校生等も自立的発展のために今後とも法に基づ

く特別措置が必要であるという意見が８割以上を占めておるわけでございます｡

本市におきましても, 前回の法改正で明記された自立的発展の基礎条件は, いまだ確立されていると

は言い難い状況だという認識をいたしております｡ したがいまして法延長により引き続き計画の推進を

実現したいと, このように考えておるとこでございます｡ そういう中で奄美群島広域市町村長会や広域

事務組合が中心となって, 県と協同して国へ法延長要望活動を行おうということであります｡

法延長が達成された場合は, 次期奄振計画を生かしていくために, どういう事業をメインと考えるの

かとのお尋ねでございますが, これまでの諸施策の成果を基に温暖な気候風土や豊かな自然, 個性的な

伝統文化や健康・長寿といった地域の特性を最大限に活かし得る, またそういうことを基にした地域経
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済の活性化につなぐような産業の振興というのを重点的に取り組んでいきたいと, このように考えてお

るところです｡

例を申し上げますと, 奄振事業での産業基盤整備事業の効果が今, サトウキビや畜産, 果樹の本市経

済の農業農村における生産活動, そしてその及ぼす経済効果というものを見たときに, この三つの今,

申し上げた産業の振興というのが目に見えてきているんではないかという気がいたします｡ それらと今

後, いつも申し上げておりますように, 地域の自然を生かした観光産業の振興ということなどを中心に

した観光交流の促進ということなどで産業の振興につながるものという事業を中心にやっていくという

ことになろうと思います｡ そのことが主体的な自立的発展を進めていく上で, 大きな成果を得ることが

できるんではないかという思いでいるところです｡ 今後, こういった事業を推進するにあたっての制度

の拡充や補助事業のメニューを創設していくということに取り組まなければならないものと, このよう

に思っております｡

いずれにしましても, まずは法延長を成し遂げるということが大事なことでございまして, 本月の２

４日に郡民総決起大会を開催する予定をしております｡ 広域事務組合の管理者としてその推進に取り組

んでおるところでございますが, 各政党, その他の団体, 挙党体制と申しますか, いう形でこの総決起

大会は取り組んでいきたいと, このように考えておりますので, 多くの市民, 郡民の理解と協力をお願

いしたいと, このように思います｡ そういうことを踏まえながら今後の国や国会議員への要望活動を展

開していくという段取りになるんではないかとこう思っているところです｡ どうぞこれからもよろしく

御指導, 御協力賜りますようにお願いいたします｡

２６番 (叶 幸与君) どうもありがとうございました｡ 正に技術的発展ということにおきましては, 地

場産業の発展しかなかろうかとは思います｡ 観光産業とそういったものを合わせて取り組んでいただけ

ればと, こういうふうに思っております｡

次へ移りますが, ２年前に誘致しましたコールセンターのＡＩＳジャパンや奄振で初めて導入しまし

たソフト事業で一昨年１２月から開始しましたタラソ奄美の竜宮等現在, 順調な運営をしておるものと

思われます｡ 企業誘致では, 助成が切れると運営が厳しくなり撤退するとなかなかうまくいかなかった

例がありますが, ＡＩＳジャパンへの助成はいつまでなのか, また助成の金額はいくらなのか｡ また,

将来雇用を２００名位までと当初伺っておりましたが, 現在の状況等分かりましたらお教えいただきた

いと思います｡

それと九州管内でのコールセンター関連の企業経営が芳しくないとの情報等が聞こえていますが, 将

来的に撤退するようなことはあるのかないのか, このへんをお伺いしたいと思います｡

産業振興部長 (赤近善治君) 議員御承知のとおり, 株式会社ＡＩＳジャパンにつきましては, 本市の３

番目の進出企業といたしまして, 平成１８年３月１７日に旧名瀬市の指定企業者として指定され, 雇用

機会の拡大において, 実績を上げている企業でございます｡

一点目のお尋ねの株式会社ＡＩＳジャパンの助成期間でありますが, 助成期間は３年間となっており

まして, １８, １９, ２０, 今年度で終了というふうになります｡ それから助成金額につきましては,

事務所の賃借助成金, 通信回線の使用料助成金, 雇用奨励金等を助成しておりますが, １８年度が２,

１００万円, １９年度が約１, ８００万円, 本年度はまだ支給しておりませんけれども, 見込みで同じ

ように１, ８００万円を見込んでいるところでございます｡ 雇用状況についてのお尋ねがありましたが,

５月末日の雇用人口は, 聞き取りではございますが, ９３名となっております｡ おおむね目標は達成し

ているんじゃないかというふうに考えているところでございます｡ 会社では今期末では１２０人の雇用

を目標としているというふうに報告を伺っております｡ また, 雇用面につきましては, ハローワークか

らも奄美市規模の人口で１００名の雇用が確保できる企業があるということは, 大変本市にとっても良

いことであるというような評価を受けているところでございます｡

二点目の九州管内でのコールセンター関連の企業経営が芳しくないと聞こえるがと, 将来撤退するよ
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うなことはないかというような御質問でありましたけれども, ＡＩＳジャパンにつきましては, グルー

プ会社の株式会社光通信と本市の地元企業の共同出資により設立されております｡ 地元に根ざした企業

としまして, 奄美まつりへの参加やボランティア活動にも積極的に参加をしていただいておるところで

ございます｡ また, 平成１９年６月からコールセンター以外の事業も行っているところでございます｡

具体的に御紹介申し上げますと, 奄美大島タウンという奄美大島の店舗情報や観光名所などを紹介した

ポータルサイトをインターネットで立ち上げ, 店舗や企業向けのインターネット広告事業を開始してお

ります｡ その他にも法人向けの携帯電話の販売事業や奄美特産物インターネット販売事業も行っており

ますことから, 私どもとしましては健全な経営が図られているものというふうに考えているところでご

ざいます｡

２６番 (叶 幸与君) このＡＩＳジャパンに関しては大きな成功の例じゃなかろうかと, こういうふう

に思っております｡ 雇用のほうも１２０名を目標というようなことでございますので, 引き続き撤退す

るようなことのないように是非成功させていただきたいなと, こういうふうに思っております｡

次に, 平成２０年度施政方針に ｢企業の誘致, 高度化につきましては, 雇用の促進と産業の活性化の

面で重要な施策の一つであり, 中略, 今後とも若年世代の定着やさらなる雇用機会の拡大に向け, 企業

誘致, 高度化を推進いたします｣ とあります｡ 今, 奄美市では, 働きたくても仕事のない人たちがたく

さんおりまして, また, 公共工事の減少で建設関連企業の倒産が相次いでおり, それに伴う失業者も出

ており憂慮すべき深刻な問題であります｡ 奄美群島の他の町村も企業誘致には真剣に考え, また実施し

て成功を収めている町村がありますが, 延長奄振の中で今後新たな企業誘致のお考えはないのか, お尋

ねをいたします｡

産業振興部長 (赤近善治君) 企業誘致についてのお尋ねでございます｡ 議員の御指摘のとおり公共工事

も減っておりまして建設事業を中心に本当に大変なことだというふうに思っています｡ 製造業につきま

しては, 昨日も御答弁申し上げましたけれども, 二次産業の製造業の焼酎業のほうが経済の支えをして

いると, ただし紬関係が極端に激減しているというようなことで二次産業が非常に衰退してくるのでは

ないかと危ぐしております｡ といったことでやはり企業誘致の促進というのは, 本市にとりまして大切

な課題であろうというふうに考えております｡ 昨日も御答弁申し上げましたけれども, 東京事務所を中

心に企業誘致と併せて修学旅行の観光客の受入れとそういったことも含めて, 今後積極的に進めてまい

りたいというふうに考えているところでございます｡

２６番 (叶 幸与君) 他の市町村もですね, 与論では日本マルコムが入っていますし, また大和村では

国分電気とか一生懸命こうやっているんですよね｡ そして奄美市は範囲が笠利, 住用まで入りまして本

土在住者等は相当多く行っていると思うんですよ｡ そういった面でそのへんのつながり等からもですね,

積極的にやっぱりいい企業の誘致をお願いしたいなと, こういうふうに思っております｡

それでは続きまして, 入札制度についてお尋ねをいたします｡ 入札制度については, 過去に一般質問

でも何名かの同僚議員が取り上げており, また平成１９年第１回定例会の奄美市の行財政改革特別委員

会報告書に入札契約の在り方について, 大型事業については奄美市に事業所を有する業者を一般競争入

札に付すことと提案しており, また平成２０年第１回定例会にも財政健全化に対する特別委員会報告書

に, 一般競争入札の導入・条件付一般競争入札は, 早急に導入へ向け取り組むことと議会提言もいたし

ておりますが, 最近入札について, いろいろな話が聞こえておりますので入札制度についてお伺いいた

します｡

一つは現在行われている指名競争入札について, 公平, 公正な指名がなされていないとのこういう声

が一部から聞こえておりますが, いかがでしょうか｡

企画部長 (塩崎博成君) それではお答えをさせていただきます｡
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指名の在り方につきましては, 当然, 公平, 公正な指名推薦が重要であります｡ 平成１９年度におい

て旧三市町村の格付け一元化を行っておりますが, 合併後の混乱を避けるべく急激な指名推薦の変化は

業界のみならず地域経済への影響を招くものであると考えております｡ 指名推薦につきましては, 当分

の間は地域性や工事業者の専門性, 営業活動拠点等を考慮しながら指名推薦を行い, 公平, 公正を旨と

して取り組んでいるところでございます｡

２６番 (叶 幸与君) 公正, 公平な指名がなされているということでございますね｡

それでは現在の入札の在り方, これはどのようになされているのか, 今さっきも言いましたように答

弁がありましたが, 入札参加資格者格付け基準というものがございますが, これはどのようにして決め

るのか, そして指名の在り方はどのようにして決定するのか, 指名委員会の構成は何名なのか, またそ

の人選はどのようにして誰が決めるのか, 一工事当たり何名位の業者を指名しているのか, お尋ねをい

たします｡

副市長 (�田龍太郎) おはようございます｡ ただいまの指名入札に関しまして幾つかのお尋ねがござい

ましたが, 順を追ってお答えいたします｡

現在の入札の在り方は, どのようになされているかということでございますが, 毎年度, 工種ごとに

行っております入札参加資格者の格付け及びこの格付けに基づきます金額に応じて原則として指名競争

入札制度により, 行っておるところでございます｡ 入札事務につきましては笠利総合支所におきまして

は, 建築工事以外の５, ０００万円以下の工事につきましては支所のほうで行いまして, それ以上のも

の及び建築工事につきましては本庁の担当課のほうで入札を行っております｡ 住用総合支所につきまし

ては, すべての入札を本庁で行っておるところでございます｡

次に, 入札参加資格者格付け基準はどのようにして決めるのかということでございましたが, 奄美市

建設工事入札参加資格審査要綱に基づいて格付けを行っております｡ この工種は土木, 建築, 電気, 管,

舗装, 造園, 水道, 下水道の８工種でございます｡ ランク分けにつきましては全工種ともにＡ, Ｂ, Ｃ

の３ランクに分けてございます｡

次に, 指名の在り方はどのようにして決定するのかということでございましたが, 業者の選定にあた

りましては担当部局からの素案を基にしまして, 工種ごとに格付け登録をされた業者の中から指名委員

会のほうでランク, これは金額です｡ 工事の規模に応じて幾つかの視点から検討を加えて推薦をしてい

るところでございます｡ この視点について申し上げますと, 例えば施工についての技術的な適正, 工事

の専門性, あるいは技術者数, 工事の成績等があたります｡ また, 過去の工事の落札の状況, 手持ちの

工事があった場合はその進ちょく率の度合い, こういったもの, あるいはまた経営状況, それから信用

度, 工種によっては独自に定めました基準などがございます｡ また, 先ほど企画部長からもありました

が旧３市町村の地域性, こういったこと等を総合的に勘案をいたしまして, 決定をしているところでご

ざいます｡

それから次に, 指名委員会の構成でございますが, 指名委員会の委員構成は資格者推薦委員会規定で

定められておりまして, その内訳は副市長, 企画部長, 産業振興部長, 建設部長, 企画調整課長, 検査

指導室長及び当該工事の担当課長の７名となっております｡ 委員長は私が務めております｡

それから一工事当たり何名位の業者を指名しているかということでございますが, 基本的に１２業者

を基準にいたしております｡ これを基にしまして可能な限り競争性を高めるように考慮しておるつもり

でございます｡ 契約規則上は, なるべく５人以上というふうな規定がございます｡

２６番 (叶 幸与君) 格付け基準があるというふうなことなんですが, 県の格付け基準と奄美市の格付

け基準が違うようなそういうふうな話を聞いているんですね, この違いはどういうふうなことでしょう

かね｡
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企画調整課参事 (里 良也君) 県の格付け基準と市の格付け基準の違いですけれども, 県のほうにおい

ては, ２年に一度の経営審査に基づいた経営審査の総合点プラス工事成績及びメセナ活動であるとか県

の加点する要綱が幾つかあります｡ 市においては, 県の経営審査の総合点を基にして, 市における工事

実績の成績を評価し, それを加点して総合テンプルごとに順位で並べていきます｡ その順位に基づきＡ,

Ｂ, Ｃの３等級に格付けをいたしております｡

２６番 (叶 幸与君) 県と市の違い, そういうふうな今, おっしゃった話なんですが, 業者にとっては,

県はＡランクなのに市はＢランクとか, また, 市はＡランクなのに県はＢランクとか, そういうのがあ

るということで, なかなか何と言うのかな, いろいろそういうふうな面で戸惑うというようなそういう

ふうな話なんか聞いているんですが, ひとつ県の格付けランクの基準に順じて, こうやっていくという

ようなそういったことは考えられないのでしょうかね｡

企画調整課参事 (里 良也君) 先ほども申しましたけれども, 県のほうにおいては, 経営審査と工事実

績, 工事の売上高, それと工事の成績, そういったものを加点する要素として総合点を付けております｡

市においては, 県の総合評定点と工事成績, これを加点して, 先ほども申しましたけれども, 決めてお

りますけれども, 県においてはＡ, Ｂ, Ｃ, Ｄのランクの格付けをしております｡ そして丸付きランク

といいまして県のほうでは, Ｂの上にマルＢというのがあります｡ そしてＣの上にマルＣというランク

を付けております｡ そしてＤの上にマルＤというランクを付けております｡

企画調整課長 (瀬木孝弘君) ただいま県の経営事項審査と, それから市のランク付けの基本的な違いを

参事のほうから申し上げましたが, 叶議員さんのお尋ねは, 県のランク付けで市のランクを準用できな

いかというお尋ねかと思いますが, 私どものほうも合併をいたしまして, 先ほど部長のほうから, 副市

長のほうから答弁しましたように, 一体化の推進を緩やかに図りながら, 御指摘の件につきましてもで

すね, 平成の１９年度, 昨年度から県の経営事項審査等を中心としたものを中心として検討していくの

か, あるいは市のほうの現在のランク付けに県のメリット性をですね, 取り入れていくのかなど, 今,

ちょうど検討やそれから協議をしているところでございます｡ この場で県のほうに一致させるというこ

とはお約束はできませんが, 御質問の趣旨を十分拝聴いたしましたので, 今後生かしていきたいと思っ

ております｡

２６番 (叶 幸与君) 県のほうは, より詳しくやっているというふうなことなんですが, Ｂの上にまた

マルＢがあるとか, そういった｡

副市長 (�田龍太郎) ただいまの答弁につきまして, 少し補足をさせていただきたいと思います｡

基本的に県のほうの格付けにつきましては, 毎年度, 県のほうに経営事項審査申請がなされるわけで

すが, この中にはもう数多くの審査項目がございます｡ 過去の工事実績から含めましてですね, かねて

の経営状況の数値からすべて入ってきます｡ こういったものを諸々県のほうで審査をいたしまして, 評

点が出てきますが, これを基に県のほうは格付けをしているところでございます｡ この場合の工事実績

につきましては, その業者さんが手掛けました過去３年間の県内すべてのものになっていると思います｡

これに加えまして本市の場合は, 県のほうで出てきました経営事項審査の総合点を基にしまして, 本市

におけます工事実績を加味をしているというのが少し変わっている点でございます｡ これによりまして

総合点を算出をしまして, その順位ごとに格付けをしていると, そしてランクは３ランクに分けている

という形になっております｡

議員から御指摘のありました県の格付けをそのまま適用したらどうかというお話でございましたが,

これも一つの方法とは思われますけれども, これまでの市の経緯からしまして, 市におけます工事の実

績を少し勘案を加えて今, 格付けをしているというところでございますので, 御理解をお願いしたいと

����



思います｡

２６番 (叶 幸与君) 分かりました｡ 県と市の発注の量の違いもあるんじゃないかなと, こういうふう

にも思っております｡

それでは奄美市で建築土木等の業者は何名, 何業者いるのか, 指名業者の選定についての優先順位と

いうもの, それから小規模業者にも指名に参加させるように工事の分割をして発注するような, そうい

う手法はとられているのか, これをお尋ねいたします｡

副市長 (�田龍太郎) 建築土木工事等工種ごとの登録業者の数でございますが, 平成１９年度の登録業

者数で申し上げますと, 全工種を通しまして１７５業者ございます｡ この内訳でございますが, 工種ご

とに, これは重複しますけれども土木工事のほうで１３６社, 建築工事が１００社, 電気工事３０社,

管工事７５社, 舗装工事９９社, 造園工事４３社, 水道工事１０６社, 下水道工事１０６社となってお

ります｡

次に, この業者選定にあたっての優先順位はということでございましたが, 先ほども申し上げました

ように, 指名選考にあたりましては, その指名委員会を開催する都度, 幾つか先ほど申し上げました指

名の視点というのを申し上げました｡ こういったことにつきまして, 総合的に勘案をして決定をしてい

るところでございます｡ この中で特に各項目の優先順位を設けているかということでございますが, そ

ういうことはしておりません｡ ただ, 指名審査をする時期, あるいはタイミングによって基準を変えて

判断をすることはございます｡ ということでありまして一概に言えませんが, 状況に応じて適宜判断を

しているというところでございます｡

それからできるだけ工事の分割をして発注できないかということだったと思いますが, 年間を通しま

しての発注計画につきましては, 年度当初に年間の工事計画を立てます｡ これはホームページのほうで

も公表しております｡ そして, その中で御指摘のように可能な限りこの分離・分割というふうに心がけ

まして指名機会の確保という意味で努力をしているつもりでございます｡ また, この公表につきまして

は, 下半期と上半期というかたちで公表しておりまして, 下半期に見直したかたちでの発注計画の公表

をしているところでございます｡

２６番 (叶 幸与君) 指名の業者の選定についてなんですが, この各工事の部署のほうから, この工事

に関しては, どれどれの業者を指名してというふうなかたちで上がってくるという話聞いているんです

ね｡ そうした後は, その指名委員会のほうで, その上がってきた業者の中から選定して先ほど１２社位

というような話があったんですが, に一応決定をして決めるというような, そういうふうな手順だとい

うふうなことと思うんですが, その中で下から上がってきたこの各部署から上がってきたそういう指名

が全くけられて全く別の業者が入ってきたというようなそういうような話等も聞かれているんですが,

このへんの事実はあるのかどうか｡ また, そういうふうなのがあるんであれば, どういうふうなかたち

でそういうふうになっていくのか, ちょっとそこの部分をお示しください｡

副市長 (�田龍太郎) 指名委員会での審査をする現在の進め方でございますが, 担当部局のほうからは,

あくまでも素案というかたちで事前に検討したものが上がっております｡ これを基に指名委員会のほう

で協議をするわけでございますが, ある事例によっては案のとおりになる場合もありますし, それが違

う場合も当然ございます｡ これは私たちが先ほど申し上げました幾つかの指名にあたっての視点がござ

います｡ これをその時点で何をどう判断するのかという, その時々によって違ってくると思います｡ そ

ういったことなどが影響していると申し上げたほうがいいと思いますが, 案と少し変わったかたちで選

考する場合はございます｡ ただ, それを具体的に個々にということでございましたら少し今, 準備はで

きませんしまた, 控えさせていただきたいと思います｡
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２６番 (叶 幸与君) そういうふうな話ではありますが, 例えば下の各部署から上がってくるというよ

うなことは, よりその工事に関して, いろいろと品質管理の問題とか, いろんなかたちを加味して上げ

てくると思うわけですよね｡ そういったもので例えばそれが全く別のかたちになってしまったというふ

うな場合は, この品質管理等に関してのそういった弊害等が出てこないとも限らないんですが, そこの

部分はどうお考えなんでしょうかね｡

副市長 (�田龍太郎) 指名の視点と申し上げました先ほど６項目か７項目申し上げましたけれども, す

べて素案について変更するということじゃございませんで, 基本的な視点はあると思います｡ 例えば技

術的な水準技術力, その技術者の数とかですね, そういったものは決まっているわけでございますし,

今回, 発注をします工事に対しまして, それが適しているかどうかの判断をいたします｡ それと例えば,

近い過去に落札をしている方が含まれていた場合もあります｡ そういった場合は今回は未落札の方を優

先しましょうとかですね, いろんな複雑な視点が絡み合っての判断をしているところでございますので,

一概には申し上げられないことは御理解賜りたいと思います｡

２６番 (叶 幸与君) 次に移ります｡ 笠利総合支所の平成１９年度指名実績で, 土木の指名回数の一番

多い業者で何回位指名を受けているか｡ また, １０回以上のそういう業者が占めるこの割合は全体の何

割位になっているのか, お尋ねします｡

副市長 (�田龍太郎) 笠利総合支所管内におけます土木工事の指名の実績でございますが, 笠利支所管

内におきましては, １９年度に土木のほうで２９件の工事の発注がございました｡ この中でランクごと

に申し上げますと, 指名回数の一番多かった方は１２回, Ｂランクのほうでは１３回, Ｃランクでは１

２回ということでございます｡ １０回以上の指名を受けている方の数でございますが, Ａランクのほう

で４社, Ｂランク・Cランクがそれぞれ１社です｡

その全体に対する率ということでございましたが, 土木工事に登録をされています１３６社で率を出

しますとAランクの１０回以上の４社という数字は, 失礼しました, これは全体で１３６社ですが, A

ランクのほうで３２社, Ｂランクが５２社, Ｃランクが５２社ございますので, このAランクのほうの

３２社で算出をしますと１２. ５パーセントになります｡ それからＢランクとＣランクの１社につきま

しては, ランクの業者数が５２社でございますので, それぞれ２パーセントということになります｡ トー

タルをしまして６件について全体の１３６社で試算をしますと４. ４パーセントということになります｡

２６番 (叶 幸与君) これは笠利だけの例なんですが, 今, Ａランクで１２. ５パーセント, あとＢ・

Ｃでは２パーセントというふうなお話でございますが, なぜこれを出したかと言いますとですね, 指名

競争入札では, 指名に入ってこないと特定の人たちだけで指名をしていけば, どうしても昨日も奈良議

員がおっしゃっていましたけれども, この平成１９年で９９. ２パーセントの落札率だというふうな話

なんですね｡ だから指名が多くなればなるほど, この落札の率もだんだん下がってくるんじゃないかと,

こういうふうに思うわけですよ｡ そういう中でＢ・Ｃ関係では, たった２パーセントしか入っていない

という話は, これはこういったもので指名の入札落札率が上がっているんじゃなかろうかと, こういう

ふうにも考えるところなんですが, その件に関してはどう考えるんですか｡

副市長 (�田龍太郎) 先ほど私, ２パーセントとお答えいたしましたのは, 笠利総合支所におけます土

木工事発注件数のBランクの数が７件ございましたが, この中で１０回以上指名を受けている業者は何

名かというお尋ねでしたので１社です｡ この１社の率はＢランクの５２名の中で２パーセントにあたる

ということで申し上げたんですが, 指名をする業者の選定数につきましては, 先ほどお答えしましたよ

うに基本的に１２社を基本に指名をしております｡ 多いときはプラスマイナス大体２社くらいになると

思うんですが, １０社から１４社の範囲内で指名をしておるところでございます｡ 常に, 工事につきま
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しては, この中で競争が行われているというふうに理解をしておりますので, よろしくお願いいたしま

す｡

２６番 (叶 幸与君) 結局, １０回以上指名の中で全体的に４. ４パーセントという話でしたよね, と

いうことは結局, 特定の人たちしか指名はなされていないというふうにも判断できると思うんですがね｡

そのへんどうなんですかね｡

副市長 (�田龍太郎) ちょっと言葉足らずで申し訳ございません｡ それぞれの工事ごとに基本的に１２

社を基準にいたしておりまして, １０社から１４社の間でそれぞれの工事を指名しております｡ その中

で, 先ほど申し上げましたのは, 例えば笠利支所におけます土木工事のBランクの工事の発注件数が７

件ございました｡ この７件に対してですね, １社が１０回以上指名を受けた数ということで１社ありま

すというふうに申し上げましたので, 工事ごとの指名業者数の数は常に１２前後にはなされているとい

うふうにお願いしたいと思います｡

２６番 (叶 幸与君) はい分かりました｡

もう時間がないんですが, この度ですね, 行政視察で三重県の伊賀市に行ってきました｡ 伊賀市は条

件付一般競争入札を取り入れており, 過去, 落札率が９５パーセントから現在, ７０パーセントになっ

ていると, どんなに高くても９３パーセントを超えることはないということであります｡ また, 今後は

総合評価方式も検討していく, こういうふうなお話でありました｡ 先ほどから取り上げてきた問題, 指

名に入りたくても指名に入れさせてもらえない, そういう業者がいるというふうにも話聞いているわけ

ですよ｡ そういうふうな中でですね, 条件付一般競争入札を導入したほうが落札率も良くなるし, 厳し

い財政運営にもプラスになるというふうに考えるんですが, いかがでしょうか｡

副市長 (�田龍太郎) 条件付一般競争入札制度の導入につきましては, 昨日の奈良議員の御質問にもお

尋ねをしているところでございますが, 指名競争入札と比べまして, それぞれにメリット, デメリット

はあろうかというふうに考えております｡ ただいまこの制度の導入につきまして, 先に制度を導入して

おります薩摩川内市, あるいは出水市の状況等を調査している段階でございます｡ この中で奄美市の場

合, この地理的な条件など他の市と比べてやっぱり比較検討しなければならない項目などもあるんじゃ

ないかというふうに考えておりますので, 今しばらく, 検討時間をいただきたいというふうに思います

ので, よろしくお願いいたします｡

２６番 (叶 幸与君) ちょっと時間があんまり取り過ぎたもんですから, ちょっと道路特定財源は割愛

させていただきます｡

まちづくり条例の制定について｡ 奄美市のまちづくりについては, 旧名瀬市の三度にわたる大火のも

と, 都市計画法に基づいての市街地区画整理事業が行われ, 平成に入ってからの上方地区の都市計画区

画整理事業と都市整備に着々と手が打たれてきました｡ 上方地区においては農村部がほとんどなくなり,

昔の面影がなくなって寂しい感もいたしますが, 新奄美市となり笠利と住用の合併により理想的な都市

形態になりつつあります｡ また, 国の新たな都市再開発促進法に基づき, 中心市街地の再活性化に向け

て末広・港土地区画整理事業が現在, 進められております｡ 今後は, 笠利の赤木名地区景観保存整備事

業や末広・港まちづくり, そして小宿町内会からの要望のある小宿都市計画等が考えられますが, 今後

のまちづくりに向けて, 南国らしさの奄美市を生かすためにも一定の歯止めをかけることと, 市民, 開

発事業者及び市が協働して住みよいまちづくりを進めていくためのルールを制定したまちづくり条例の

制定は考えられないか, お尋ねいたします｡

企画部長 (塩崎博成君) それでは, まちづくり条例の制定につきまして基本的な立場から, まず, お答
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えをさせていただきたいと思います｡

市町村建設計画に定めております将来像では, 本地域の特徴である自然を崇拝する古きよき伝統文化

や精神を継承しつつ, 人と自然, 文化との密接な関わりの中でさまざまな施策を展開をし, 新市の発展

に取り組んでいくこととしております｡ このような基本理念から, 名瀬地区では, 奄美群島全体の拠点

として都市機能が集積し, 密度の高い市街地の形成や市街地整備, 都市拠点施設の整備の推進, 都市整

備の推進, 土地の有効・高度利用を目指し住民生活や企業活動の効率化を推進し, 環境や景観に配慮し

たまちなみの整備やバリヤフリー化等のきめ細やかな整備を推進をし, 新市の中心都市にふさわしいま

ちづくりということで位置付けがされております｡ また, 住用町地区では, 貴重な動植物など, 豊かな

自然景観を生かした体験型観光など魅力のあるまちづくり, さらに笠利地区は, 空の玄関としての奄美

空港, 奄美パークなど観光や産業, 人と物流の拠点, 窓口となるまちづくりなど, 旧市町村のこれまで

のまちづくりの歩みを特性ととらえ, 新市のまちづくりに生かしていくことが基本であると思います｡

御承知のとおり, 奄美市総合計画の基本構想・基本計画策定に着手をしており, 新市のまちづくりを

推進する上で, 策定委員やワーキンググループ, 市民アンケート, パブリックコメントなどの意見・提

言を反映していくことにしております｡ この議論に加え, 奄美らしさを醸し出すためには, 都市計画法

等の法令に基づき, 施工中の末広・港土地区画整理事業や赤木名地区景観保存事業, また世界自然遺産

登録を目指す本市においては, 景観規定を盛り込んだまちづくり条例等は検討すべき有効な御提言と考

えております｡

まちづくり条例の制定に際しましては, 開発行為に対する一定の規制やルールを定めることも想定が

されます｡ 市民との共生・協働の地域づくりの観点からの取組が定められてくるものと考えられます｡

このような意味からも本市の産業振興とも深く関わってまいりますので, 観光関連団体や商工会議所等

との協議を進め, 合意形成によって実現できるものと考えておりますので, まず御理解をいただきたい

と思います｡

２６番 (叶 幸与君) 今, 末広・港ではいろいろと反対意見とか出ているんですが, 一応施工のゴーサ

インは出て, もう実際やっているわけですから, そういった部分じゃなくて, やっぱりそういうふうな

話が出ているというふうなことは, 市が市主導でずっときているもんですから, 周りの人たちがなかな

かそれに追いついていかないと, そして自分たちは置いてきぼりかというふうな, そういう話の中から,

いろんな不協和音等が出ていると思うわけですよね｡ そういった面で, この前, 行政視察で行ってきま

した向日市のまちづくり等の話を聞きましたら, 市と業者と, あるいはまた, 市民ですね, 市民団体,

そういった三者が一体になって進めていくまちづくりを考えているんだと, いうような話がありました

んですが, 改めて今後は, ソフト事業関係に入ってくる, そういう中で, まちづくり協議会, こういっ

たものの設置をですね, 早急にして, より市民からの意見等の反映をできるようなそういう体制づくり

は考えられないのか, ちょっとお伺いします｡

企画部長 (塩崎博成君) ただいま議員からもございましたように, 基本的なスタンスとしましては, やっ

ぱり市民, 事業者, あるいは市が三者が一体となって取り組んでいくというのが必要不可欠な部分でも

ございますし, 今後, このようなかたちでまちづくり条例の制定につきましては, 当然, 議員御提言の

ようなかたちの取組も必要になってくるものと考えております｡

２６番 (叶 幸与君) どうぞよろしくお願いします｡ 次に移ります｡

市民の安心・安全, 奄美市の災害対策は万全かというふうなことです｡ 地球温暖化の影響で世界の気

候がおかしくなっており, 地球が人間に仕返しをしているようにも感じられる昨今であります｡ 今年に

入って５月２日のミャンマーのサイクロン被害, また, ５月１２日の中国四川省の地震, そして当市の

小俣町の土砂崩れ等, 全世界的にいろんな災害が発生しているところでございますが, 地元で起こった

小俣町土砂崩れの状況と対応はどうなっているのか, お尋ねをいたします｡
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議長 (伊東隆吉君) 答弁を求めます｡

市長 (平田�義君) 私から答弁いたしますが, 昨日もですね, 地域の皆さんから陳情をいただきました｡

早急な解決をお願いしますということです｡ これは市の財政の負担においてという意味でありました｡

しかしこの事業はですね, やはり民間の造成地ということで, 民民, 民間同士の解決を促すというのが

私たちの基本的な考え方です｡ そういうことも申し上げました｡ そして今回の場合は, 既にその地主さ

んもですね, この所が危険であるという認識を持っているんですよ｡ それが解決されないままにきて,

こういう災害が発生したということに対して, 私が残念に思いますと言ったのはそこのところでもあり

ます｡ そこのところを昨日も申し上げました｡ ですからこのことは, 民事の事件と事例として解決しな

きゃならない要素が, そこに厳然としてあるという認識をしておりますから, それを先に行政が手を付

けていいんですかと, いう判断に今, 苦しんでおりますと, いうことを申し上げてあります｡ そこのと

ころをしっかりしてもらって, どうして, じゃ, この市の財政で処理しなきゃならない状況かというこ

との, その判断がですね, なかなか今, 厳しい状況にありますよということを申し上げた｡ それはなぜ

かというと, 現場を見られたら分かると思いますが, あの瓦礫を取りますと絶対落ちてくるだろうとい

う予測がつくんですよ, まだ多くの土砂が｡ ですから手を付けられませんよと, 落ちてきたその責任は

今度はどこにきますかということになりますので, そこらへんをしっかりと話し合っていただきたいと,

そうしませんと, なかなか手が付けられませんよということと, そして, じゃ一歩踏み込んで, これを

今, 処理したとすると既に市の土木のほうに市が何とかできませんかということで持ち込まれている民

間の事業がもう数か所既に上がっているわけなんで, それを全部やる覚悟がないと我々も手が付けられ

ないんじゃないかということでありますので, しばらく時間を要するということになるんではないかと,

こう思っております｡

ただ大きな課題としては, これまでの長い間で市内でも多くの民間の土地開発がございます｡ そして

開発した人は既に他界したりして責任が取れるような状態でないという土地がございます｡ そこは人が

確実に住んでおりますから, この問題を災害が発生しない前に対応できるものかどうかは, 検討する余

地があるよねということは, 今, 土木の担当者と話し合っているところなんですが, 今回の事件の処理

の問題ともう一個, じゃ今後, どうするかということなどは, これからの大きな課題であるという認識

はいたしております｡

２６番 (叶 幸与君) 確かに難しい問題とは思いますが, 実際被害に遭われている方, ３所帯３軒ござ

いますよね｡ そこの部分は例えば住宅の提供とか, いろんなかたちで市ができ得る部分は是非早急にし

ていただければと, こういうふうに思っております｡

建設部長 (平 豊和君) 被災された方のうち２名につきましては, 市営住宅のほうに入居することが決

まっております｡

２６番 (叶 幸与君) ありがとうございます｡ では次いきます｡

中国の四川省の地震で考えさせられたのが, 災害が起きた時の避難場所になるはずの学校の倒壊, こ

ういうふうな問題なんですが, 奄美市の学校や体育館等, 震災の対策はどのようになっているのか, 耐

震化率は何パーセントなのか, 今後のまた計画はどうなっているのか, お尋ねをいたします｡

教育部長 (里中一彦君) 奄美市の小中学校３３校, 併設校を１校と数えますと２８校, この中で１２２

棟の校舎それから体育館がございます｡ この中で昭和５６年に建設された, いわゆる旧耐震設計の建物

が６５棟ございます｡ 耐震率で申し上げますと４６. ７パーセントになっておりまして, 県平均が４９.

９パーセントでございますので, 下回っているという結果になっております｡
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学校施設は児童・生徒が一日の大半を過ごす学習・生活の場であると同時に, 非常災害時には地域住

民の応急避難場所としての役割を果たす重要な施設でもあります｡ 今後におきましては, 耐震優先度調

査を基に, 耐震診断の必要な優先順位を判断した上で, 耐震補強か, あるいは改築建て替えかでの校舎

等の建設を計画的に進めてまいりたいと考えております｡

２６番 (叶 幸与君) 今, 国のほうでも耐震に対しての補助を緩和して, 今現在は２分の１から３分の

２, 上げるというふうなそういうふうな施策も考えられているようでございますので, 是非やっぱり安

心・安全の意味で特に, この避難所になる学校, あるいはまた学校は子どもたちが授業をしている時に,

もし何かあった場合, 大きな災害にもつながるというふうなのがありますので, 厳しい財政の中でも是

非これを重点にとっていっていただきたいなとこういうふうに思っております｡

大変, 質問が半分そこらしかできなかったことをお詫び申し上げまして, 私の質問を終わらせていた

だきます｡ ありがとうございました｡

議長 (伊東隆吉君) 以上で公明党 叶 幸与君の一般質問を終結いたします｡

暫時休憩いたします｡ (午前１０時３０分)

○

議長 (伊東隆吉君) それでは再開いたします｡ (午前１０時４５分)

引き続き一般質問を行います｡

次に, 奄美興政会 泉 伸之君の発言を許可いたします｡

１３番 (泉 伸之君) 市民の皆さん, 議場の皆さん, おはようございます｡ 奄美興政会の泉 伸之でご

ざいます｡ 一般質問に入ります前に, 所見を述べさせていただきます｡

平成２０年度の奄美市の当初予算を大まかに分析してみますと, 平成２０年度奄美市の一般会計の歳

入・歳出総額は２７５億６, ９４６万２, ０００円, 前年度に比べて９億２, １１０万９, ０００円の

減少であり, ３. ２パーセントの減少であります｡ 特別会計と企業会計を含めた予算総額は, 約４５０

億１, ０００万円, 前年度当初と比較すると８. ６パーセント減の緊縮予算となっております｡ 財源不

足は, 前年度当初より約３億４, ７００万円圧縮して約４億３, ０００万円の財源不足を抱えながらの

スタートとなっております｡

歳入についてみますと, 普通, 特別, 合わせた地方交付税は, 約１１３億２, ０００万円２. ８パー

セント増加で, これは国の地方財政計画による増額だと思われます｡ 自主財源である市税は, 約３８億

２, ０００万円０. ５パーセントの微増であり, これは政府の三位一体の改革により平成１８年, 平成

１９年に引き続き微増になったと聞いております｡

歳出についてみますと, 人件費が約５３億６, ０００万円で前年度対比約７, ６００万円減額してお

ります｡ これは一般職員の給料の２パーセントカットや管理職手当ての半減による一方で, 退職手当負

担金が１億２, ３００万円増加しているのは, 県内においての市町村合併による自治体の減少により負

担率の増加が原因であろうと考えられます｡

普通建設事業費と災害復旧事業費を合わせた投資的経費は, 約３５億６, ５００万円で, 約９億９,

５００万円減少であります｡ この投資的経費は, 不必要な道路建設は必要はないが, 奄美市の産業形態

を考えた場合, 建設業就業者の生活に直接影響を与えかねず, 減額率をいくらにするかは慎重に判断す

べきではないかと思われます｡

公債費は, 約４２億６, ０００万円で０. ８パーセント増でありますが, 繰上償還額約２億３, ３０

０万円が含まれているので, 増とはいえないだろうと考えております｡

起債残高は, ５３３億円で平成１８年度末の起債残高約５６３億７, ０００万円に対し, 約２９億円

程度減少しております｡

実質公債比率は, 平成１８年１９. １パーセントに対し, 平成１９年１８. ６パーセントと減少して
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おります｡

私なりに予算編成を大まかに分析した結果, １０年間の事業実施計画及び財政健全化計画に沿った形

での予算編成だったと考えております｡

では一般質問に入ります｡ 訂正をお願いします｡ 質問の要旨１, ２, 財政投融資資金と書いてありま

すけれども, 財政融資, 投を抜いてもらいます｡ 質問の要旨の三行目の１９年度の対像額の像, にんべ

んを取ってもらいたいと思います｡ よろしくお願いします｡

１番目に財政融資資金の繰上償還について質問いたします｡ 繰上償還は, 平成１９年から３年間の時

限措置であり, ２年目にあたります｡ 先ほど述べました２０年度の予算編成の中の公債費にも繰上償還

額が, ２億３, ２７８万６, ０００円含まれておりました｡ 繰上償還の対象となる自治体の基準としま

しては, 市町村合併で行政を効率化した自治体, ２, 職員数の削減など行政改革で一定の実績を上げた

自治体, ３, 債務の返済負担が重い自治体であると理解しております｡ さらに, 対象となる地方債につ

いては, 金利が５パーセント以上の貸付金であり, 対象を決める基準には, 自治体の収入に占める借金

の割合を示す実質公債比率１５パーセント以上ですが, などを用いると規定されております｡ 平成１９

年度の繰上償還額も, 今年３月末で確定していると思いますので, 平成１９年度に実施確定した繰上償

還額並びに平成２０年, ２１年度の予定額は, 一般会計, 特別会計, 合計幾らになったのか, また, 基

金による償還分, 借換えによる償還分金額は幾らなのか伺います｡

議長 (伊東隆吉君) 答弁を求めます｡

総務部長 (福山敏裕君) 補償金免除繰上償還についてお答えいたします｡

平成１９年度の繰上償還実施額は, 一般会計分が約１億４, ３６６万円, 公共下水道事業をはじめと

する特別会計分が約１５億９, ６９８万円, 水道会計が約４億７３万円となっており, 合計は２１億４,

１３７万円でございます｡

本市といたしましては, 当初, 利率が５パーセント以上の借入分すべての繰上償還を希望しており,

予算におきましても合計２８億６, ８１５万円を補正計上しておりましたが, 国の方針によりまして,

平成１９年度は, 農業集落排水事業分が５. ５パーセント以上, それ以外は６. ７パーセント以上が繰

上償還の対象となり, 残りは今年度の９月に実施することとなりました｡ また, 平成１９年度は, 国の

旧資金運用部資金と公営企業金融公庫の繰上償還を予定しておりましたが, 県の市町村振興資金, 約６

０４万円も追加で実施しております｡ これらの結果を踏まえ, 本定例会に報告いたしております平成１

９年度の専決予算におきましては, 繰上償還額を減額補正するとともに, 平成２０年度の補正予算につ

きましては, １９年度の予定であった未実施分を, その影響による通常償還の増額分を計上いたしてお

ります｡

したがいまして, 平成２０年度の繰上償還額は, 一般会計分が約２億９, ０７８万円, 特別会計分が

約８億８, ８９１万円, 水道会計が約５億５, ６８８万円の合計約１７億３, ６５８万円を予定いたし

ております｡ 平成２１年度につきましては, 一般会計分が約４億５９３万円, 特別会計分が約１１億３,

５１０万円, 水道会計が約２億３, ０５９万円, 合計１７億７, １６２万円の繰上償還予定となってお

ります｡

この３か年の繰上償還の総額は, 一般会計分が約８億４, ０３７万円, 特別会計分が約３６億２, ０

９９万円, 水道会計が約１１億８, ８２０万円, 合計で５６億４, ９５７万円となっております｡ ただ

し３か年の繰上償還額には全国枠がございますので, 平成２０年度以降につきましては, 今後, 変更と

なる可能性があることを御理解いただきたいと存じます｡

１３番 (泉 伸之君) 全国枠としましては, 繰上償還金額の全国枠, ５兆円程度と制限があります｡ 繰

上償還を要望しても全額認められない可能性もあります｡ この中では旧資金運用部資金３兆３, ０００

億円, 旧簡易生命保険資金５, ０００億円, 公営企業金融公庫資金１兆２, ０００億円などの５兆円枠
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がありますけれども, 平成１９年度に認められた金額は, 今, 部長の答弁で分かりました｡ この平成２

０年度も約１７億３, ０００万円ですか, ２１年度が全部で１７億７, ０００万円程度予定しておりま

すけれども, これが全額認められたとした場合, 実質公債比率はどれ位になるのか伺います｡

総務部長 (福山敏裕君) １８年度の実績値が１８. ６パーセントでありました実質公債費でございます

が, これも３か年の繰上償還を満額実施した場合には, １９年度は１９. ０パーセント, ２０年度は１

８. ４パーセント, ２１年度は１７. ３パーセントになるものと試算しております｡ １９年度が一時的

に上昇しておりますのは, 合併特例基金造成や体験交流施設の償還が本格化することによるものであり

ますが, 繰上償還の効果が反映される２０年度以降は, 確実に健全化に向かう試算となっております｡

１３番 (泉 伸之君) この５６億円近くを返済しますと, 実質公債比率が２２年で１７. ４パーセント

というのは, すごい効果があるなと思います｡ この繰上償還におきまして, 借換えとか基金を取り崩し

て繰上償還を行っていると思うんですけれども, この借換えの場合, 民間の銀行から借りていると思う

んですが, 競争入札で行われたと思いますが, 何社が参加して, 金額もですね, 何社が参加して利息,

これは上限があると思うんですよ入札の場合, この最低の利息と最高額の借入の利息を伺います｡

議長 (伊東隆吉君) 答弁できますか｡

総務部長 (福山敏裕君) 借換えによる繰上償還の借入先と借入利率について, お答え申し上げます｡

一般会計と水道会計を除く特別会計分が借換えを行っております｡ １９年度におきましては, 公営企

業金融公庫と市内金融機関４社が借換え先となっております｡ また, 借換え利率は, 借換えの償還期間

によって若干の開きがございますが, １. ０５パーセントから２. ４パーセントという実績でございま

す｡

１３番 (泉 伸之君) 分かりました｡ 民間からの借換えで１. ０５パーセントから２. ４パーセントと

いうのは, これは私たち市民も借りれない利息でありますので, この繰上償還, 是非２０年, ２１年度

も満額で償還できるようにお願いして, この繰上償還についての質問を終わります｡

次に, ３市町村の臨時職員の賃金適正化についてでございます｡ 旧３市町村の賃金適正化について,

私は平成１９年度の第１回定例会におきましても, 一般質問をしております｡ 平成１８年度３月２０日

に旧３市町村が合併いたしましたが, 合併時までには数多くの調整項目がありました｡ 合併時までに調

整困難な項目は, 現行どおり適用して合併後３年内で調整を行なうということでありました｡

例えば, 国保税率におきましては, 所得割を旧名瀬市１０. ５パーセント, 旧住用村１０. ２パーセ

ント, 旧笠利町１０. ４パーセントを旧名瀬市の１０. ５パーセントに合わせております｡

法人税も旧名瀬市１４. ７パーセント, 旧住用・笠利１２. ３パーセントを旧名瀬市の１４. ７パー

セントに統一しております｡

このように国保税や法人税など格差があった事項も公平性の面から合併時に調整されております｡ 私

は旧３市町村の市民が合併してよかったと感じるには, 特別な事項を除き格差を是正して市民の公平性

に努めていかなければならないと考えております｡

臨時職員の賃金に際しても, 格差を是正し統一すべき項目だと考えております｡ 平成２０年度の臨時

職員賃金単価表を見ても, 平成１８年度, １９年度とほとんど変わらず, 同一の職種において賃金格差

が生じたままでありますが, 賃金格差は是正しないのか伺います｡

総務部長 (福山敏治君) 臨時職員の賃金についてお答えいたします｡

この賃金につきましては, 議員からありましたとおり, 合併時にそれぞれの市町村でばらばらであっ

たため, 調整困難事項としまして, 現行のままで合併後に調整することとして引き継がれてきておりま
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す｡ 私どもも議員がおっしゃるとおり同一職種につきましては, 賃金を統一する方向で考えております｡

昨年, もたれました臨時職員の賃金単価をきめる庁議におきましても, このことは確認しておりますが,

調整方法につきまして高いほうに合わせるのか, あるいは高いほうを下げて低いほうを上げるのか, 結

論を持ち越しているところでございます｡ 今年は調整年の最後の年となるわけでございますが, ２１年

度へ向けて賃金単価の調整を行なう旨取り決めたところであります｡

１３番 (泉 伸之君) 統一の方向性と申しますか, これはですね, まずその賃金単価表の違いを述べさ

せてもらいますが, 臨時職員の単価表には, ４７の職種が掲載されております｡ その中から主要な職種

を抜粋して比較してみますと, 一般事務補助, 旧名瀬市５, ７００円, 旧住用・笠利各５, ２００円,

５００円の差があります｡ 伐採作業員, 旧名瀬市７, ９００円, 旧住用７, ４００円, 笠利７, ５００

円とまたこれも４００円から５００円の違いがあります｡ 保育士有資格者, 旧名瀬市６, ３００円, 旧

住用５, ８００円, 旧笠利５, ７００円, 差額があります｡ 無資格者, 旧名瀬市５, ７００円, 旧住用

５, ４００円, 旧笠利５, ３００円, 格差あります｡ 用務員及び電話交換手, 旧名瀬市５, ７００円,

住用５, ４００円, 旧笠利５, ３００円となっております｡

私は平成１９年度の第１回定例会の一般質問におきまして, 臨時職員の賃金を統一しないのはなぜか

という質問をいたしております｡ これに際しまして当時の企画部長の答弁を簡略に述べますと, 平成１

８年度は, 臨時職員という名称に際し委託職員と臨時職員という名称であったので, 臨時職員に統一し

たと答えております｡ 名称の統一は簡単にできるはずです｡ ２番目に, 平成１９年度は, 調整しようと

する作業まではいったけれども, 今, 総務部長が述べました結果的にできなかったと, ３番目に賃金の

調整は難しいけれども, 平成１９年度の検討事項に引き継ぐかたちにしたと答弁いたしております｡

この平成２０年度において, 平成１９年度と比較して賃金に変更が生じているのは, 一つだけありま

す｡ 学生アルバイトの賃金です｡ 平成１９年度まで旧名瀬市５, １００円, 住用４, ７００円, 笠利４,

９００円であったのが, 平成２０年度から名瀬市５, １００円, 住用と笠利は５, ０００円と調整され

ております｡ この調整内容が統一でなくて住用と笠利は５, ０００円で, なぜ旧名瀬市が５, １００円

であるのか, その理由をお聞かせ願いたい, 一つ目ですね｡

それと平成１９年度１０月末現在で, 臨時職員の数は名瀬総合支所１２６名です｡ 住用総合支所３２

名です｡ 笠利総合支所１６２名で合計３２０名です｡ この３２０名という数, 多いと思いませんか｡ そ

の方々の賃金, 同一労働, 同一賃金という立場からですね, 差額が生じているわけでございます｡ やは

りこれを統一しなければ合併に対して, やはり住用, 笠利においてもおかしいと不満が出てくる可能性

があると思うんですよ｡ 合併して３年目と対等合併であったという合併の趣旨, 市民の一体感を図るた

めの平等性など考えますと, 学生アルバイトの賃金のように, 例えば１００円であっても総合支所ごと

に賃金の格差をつけるべきではないと, 私は考えております｡ なぜなら対等合併して奄美市としてスター

トしているからです｡ そうでありながら, 例えば伐採作業員, ３総合支所での仕事は変わっております

か, いっしょだと思います｡ 同じだと思います｡ 仕事は同じとしても賃金はなぜ７, ９００円, 旧住用

は７, ４００円, 旧笠利７, ５００円と賃金にして４００円から５００円の差が生じているのです｡ 同

じ奄美市でありながら｡ 以上の理由により賃金格差の是正をいつまで, どのような方法で取り組むのか

伺います｡

総務部長 (福山敏裕君) 臨時職員の賃金単価の件で２０年度に単価で唯一改正をしたところがあるとい

うところで, それはなぜかということでございますが, 唯一改正を行いましたのは, 学生アルバイトで

ございます｡ これにつきましては, 住用, 笠利地区の単価が県の最低賃金を下回っていたため, この最

低賃金を下回ることはできないとしまして, 名瀬を据置き, 住用・笠利地区の単価を引き上げたという

ことが, その改定の理由でございますので御理解を賜りたいと思います｡

それと賃金につきましては, これまで３支所間で, それぞれの地域バランスを考慮して算定してきた

経緯があるものと思っております｡ 議員が申しましたように, 同一職種, 同一業務, それと同一仕事量
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であるなら同一料金が基本的であろうと思っております｡ そういうことを基本にしながら臨時職員の賃

金につきましては, 業務内容等を確認しました上で今年度中に単価調整を図りますので, 御理解をいた

だきたいと思います｡

１３番 (泉 伸之君) 今, 部長がおっしゃいました意味はよく理解できます｡ 私は合併当時から議員と

して活動しておりますけれども, この合併というのは大事業だととらえております｡ ６０億円, ８０億

円そして約３００億円の自治体が統合したわけです｡ その統合のためには, この財政悪化がありました｡

この財政悪化も十分自分では考えているつもりです｡ この行政改革において, １００円でも２００円で

も削って財政健全化に努めようという意味も趣旨もすごく分かります｡ しかし, 今まで旧笠利町と旧名

瀬市と旧住用と自治体を別にしてきた市民たちがですよ, 町民たち村民たちが今, ３年前に初めていっ

しょになったわけです｡ この１００円２００円４００円の違いとは別に一体感というものをつくるため

には, やはり行政改革の１００円２００円, これは言っては失礼ですけれども, この１００円２００円

の差額よりも, やはり市民全体の公平間が私はこの大事業の一環として, これは必要な統一賃金という

ものは必要なことではないかと考えております｡

再度この最低賃金, アルバイトにおきまして県の最低賃金を目安にした, これは事務職からいえば当

然のことです｡ しかし, これをやはり, 市長, この大事業を見据えてですね, これは同一労働, 同一賃

金という立場から旧名瀬市, 笠利町, 住用, 一体感として同じ働き, この伐採賃金などのですね, 統一

してもらいたいと思いますが, 市長に改めて伺います｡

市長 (平田�義君) 統一するということはもう確実です｡ それはもう決めたことですから, ３年以内と

いう条件ありますが, 昨年, 今, 聞いて, 昨年度にするということで議論はしたんですが, この議論が

結論を出し切れなかったということであります｡ 今年は最終年度でございますから結論出します｡ 臨時

職員の身分をどうするかとか, それから地域とのバランスということなどもあろうかと思いますが, い

ずれにしましても, さっき言ったように上にするのか下にするのかというような, そこらへんだろうか

なと思っているんですが, 統一することはしたいと, こう思っております｡

１３番 (泉 伸之君) 理解しました｡

日本経済新聞のスポーツコラムで昔の西鉄ライオンズ出身の豊田泰光氏が面白いことを述べておりま

す｡ 判断と決断です｡ プロ野球選手が普通のプロ野球選手が一流といわれるためには何が必要かと, プ

ロ野球選手であればピンチとかチャンスの時に何をしようというのは予測できると, 誰でも｡ 一流選手

というのは, この判断の中で決断をしていくと, これはリスクを伴うというんですよ｡ このリスクをあ

えて果敢に失敗を恐れずにやってものにした人は一流選手として成長していくと｡ これ話は違いますけ

れども, 本当に上にしようか, 下にしようかというのは, 本当に決断が必要だと思います｡ この決断を

市長共々合併協議会でも話してきましたので, 全体的に見てですね, 公平, 平等性から統一してもらい

たいとお願いして, この賃金格差について終わります｡

次に, ふるさと納税制度について｡ ふるさと納税制度が今年からスタートしましたが, この税制度の

設立理由は, 地方分権法の成立, 地方交付税や補助金の削減が行われるに際し, 地方は何らかのかたち

で税収を確保しなければ将来自治体としての運営が難しくなっていくと｡ そのために税収の多い大都市

の税収を税収の少ない地方に転化させ, 大都市と地方の税収の格差を是正し, 生まれ育ったふるさと運

営に役立てよういう趣旨で設立されたと考えております｡ ふるさと納税による税収が幾らになるのか,

来年３月の確定申告までは未定であると思われますが, ふるさとを思い納税した方々にとって, 納税さ

れた自治体は, その寄附金の管理運営に対し, 重大な責任が生じます｡

１番目にふるさと納税の仕組みについて伺います｡ 私も含めて市民もふるさと納税の仕組みについて

は, 理解しにくい点があると思いますので, 伺います｡ 例えば, 東京に居住している方が鹿児島県に納

税したいとすると, １番目に寄附者から県に寄附申込みをする｡ ２番目に寄附者からの申込みにより,
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県は寄附者へ案内状または納付書を送付する｡ ３番目に寄附者は, 納付書によって県に寄附の払込みを

する｡ ４番目に県は払込みが完了後, 寄附者に領収書を送付する｡ ５番目に寄附者は, 来年３月の確定

申告の際, 寄附をした領収書を最寄の税務署に提出すれば, 所得税の還付が受けられる｡ 所得税ですね｡

６番目にさらに確定申告をした税務署から寄附者の居住する自治体に通知して, 寄附者の住民税の控除,

これは翌年度ですね, が受けられるというのが, ふるさと納税の仕組みだと私は理解しておりますが,

これに間違いないか, 伺います｡

企画部長 (塩崎博成君) ふるさと納税制度の仕組み, それから手続き, 流れですかね, についてお答え

をさせていただきたいと思います｡

まずは法律の上では, ふるさと納税制度という制度や言葉はございません｡ また, 地方自治体に対す

る寄附金につきましては, 従前より寄附金控除の対象となっております｡ しかしながら, 先の本議会で

御報告をいたしました専決第１９号 奄美市税条例の一部を改正する条例の制定についての中にもござ

いますが, 住民税の寄附金税制の改正により, 寄附金額の下限を従来の１０万円から５, ０００円に大

幅に引き下げたこと, それから控除方式を所得控除から税額控除へ変更したことなどの制度の拡充によ

り寄附を行った方が, 税制上の控除を受けられる範囲が大きく広がったことが, ふるさと納税制度とと

らえられているのではと考えております｡

それから議員のほうから, 流れについて説明ございましたけれども, その軽減手続きについては, 間

違いのないものと考えております｡

１３番 (泉 伸之君) 今, 確認ですけど, 住民税, これは１０万円から５, ０００円に引き下げられた

ということです, 控除率が, 違いますか, ちょっと説明をお願いします｡

企画部長 (塩崎博成君) 税額控除の分の下限の部分が１０万円から５, ０００円に引き下げられたとい

うことでございます｡

１３番 (泉 伸之君) じゃあ, ５, ０００円でも寄附をしますと住民税の控除になるということですね｡

企画部長 (塩崎博成君) ５, ０００円ではなりません｡ 仮に１万円を寄附をしますと, ５, ０００円控

除された５, ０００円が税額控除対象になるということでございます｡

１３番 (泉 伸之君) 分かりました｡ ２番目に, これふるさと納税者の寄附行為に対してのメリットは,

所得税の還付と翌年度の今, 説明しました住民税額の控除対象になると該当するということで理解して

よろしいですか｡

企画部長 (塩崎博成君) そのようなことで理解して結構かと考えております｡

１３番 (泉 伸之君) 次に, ふるさと納税制度については, 県は市町村独自の寄附の呼びかけはさせず,

県が窓口となり, 窓口一本化で対応すると言っておりますが, このメリット, デメリットについて市は

どのように考えているのか伺います｡

企画部長 (塩崎博成君) 今回の県と市町村で構成をします協議会での取組におけるメリット, デメリッ

トということについて, お答えをいたしますが, まず, メリットにつきましては, 県及び県内各市町村

が行う県外活動の中で, 今回の寄附金控除の拡充, いわゆるふるさと納税制度が広報され, 奄美市のみ

では広報活動が十分に展開できないと思われる地域においても, 出身者等に対して, 制度の周知が期待

できるということが言えるんではないかと思います｡ また, 市町村の指定がない場合, 均等割４分の１,
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人口割４分の３の割合で市町村に配分されることになりますが, 奄美市出身者以外の方の寄附金からも

配分をされる可能性があるということもメリットとして考えられます｡

一方, デメリットといたしましては, 一番大きなことは, 奄美市のみへの寄附金活動が制限されると

いうことになると思っております｡ しかしながら, 奄美市を指定した寄附のお願いをしていくことに問

題は生じないものと認識をいたしております｡ また, 県下で立ち上げた協議会を無視して, 奄美市のみ

への寄附活動を行うことにつきましては, 積極的な活動は控えるということになっております｡ と申し

ますのも, 先ほど議員御質問の中にもございましたとおり, 昨年から議論がなされておりますふるさと

納税制度の趣旨, これは生まれ育った地域と仕事を始め, 生活の根拠を構えた地域が違うことにより,

都市部と地方に大きな税収の格差が生じているという現実の中で, 生まれ育った地域や父母・祖父母な

どがお世話になっている地域への納税が可能になるような制度を創設するということでございました｡

この議論の中で, 実務的な問題が大きな障害となったこと等により, 今回の寄附金控除の拡充というか

たちでの決着となったというふうに理解をいたしております｡

１３番 (泉 伸之君) メリット, デメリット, これは理解できました｡ 後からそれに関連して少し質問

させていただきます｡

５月２９日にかごしま応援寄附金募集推進協議会が設立され, 各市町村の首長が出席し開催されてお

ります｡ その中で県が窓口となって, 窓口一本化して, 市町村独自の寄附の呼びかけは控えることを申

し合わせたと言っております｡ まず, 鹿児島県が窓口になるのであるから, これは窓口一本化でも私は

よろしいと私は思うんですよ｡ ただですね, 先ほど申しましたように, 一つずつお聞きいたします｡

まず第一に, 窓口一本化を取った場合, 鹿児島県内の他市町村, 奄美市のですね, 他市町村に居住し

ている奄美市出身者には, ふるさと納税を働きかけることはできないのか, まず伺います｡

企画部長 (塩崎博成君) 今回の協議会は, 県下すべての市町村及び県で構成をされております｡ したが

いまして, 積極的な活動により協議会を構成する市町村間でお互いの税収を奪い合うことは避けるとい

うことが, お互いの信頼を支えることになるとの認識でございますので, 積極的な活動は控えるべきと

いうことで考えております｡ ただ, 県内在住の出身者が本市へ寄附を申し出た際には, お受けすること

が妥当だということを判断いたしております｡

１３番 (泉 伸之君) この質問に対しては確認ですけれども, 鹿児島市の奄美出身者が奄美市に寄附を

申し入れた時は, これはやってよろしいということですね, 働きかけは一本化ですから, やらないよう

にしようということですね, 理解できました｡

次に, 鹿児島県外に居住している, 例えば東京, 大阪, 名古屋とかに居住しています奄美市出身者に

対しての寄附の呼びかけは, 県だけが呼びかけを行うのか｡ これはですね, 一本化の場合, 県はもうふ

るさと納税制度の課をつくってあると思うんですけれども, ここに奄美市の郷友会とかは, これは奄美

市出身者, 例えば奄美市の職員さんがお願いに行ったほうが効果は絶大だと思うんですよ｡ これに対し

ての質問ですけど, どう考えていますか｡ 伺います｡

企画部長 (塩崎博成君) 県外の出身者への働きかけということですが, 県と連携をして奄美市独自の働

きかけが必要ではないかということの御質問かと思いますが, 県に依存しているだけで自らは何もしな

いということではございません｡ 先ほどメリット, デメリットの中でも申し上げましたが, 奄美市を指

定をしていただければ, 県の４割を除く６割, これは県のほうが４割, 市町村で６割という一つの基準

がございますので, その６割分ですね, 市町村に交付される６割分が奄美市を指定いただくことによっ

て, その６割が全額, 奄美市へ入るということになります｡ そのためにも県外の出身者に対しましては,

ふるさと納税をする場合は, 必ず奄美市を指定していただけるよう機会あるごとに広報, 周知を図って

いく必要があるものと考えております｡
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１３番 (泉 伸之君) その広報, 周知をするために県だけが活動すれば, 均等割りになる可能性がある

と思うんですよ, 鹿児島県に寄附をしたいというふうになる可能性があると思うんです｡ だけども確実

にこの４割, ６割の, ６割を寄附させようすれば奄美市自体の県と連携した動きも奄美市に寄附してく

れと, そういう動きも必要ではないかと, 私は考えているんです｡ これに対して市はどのような方法と

か考えているのか, 伺います｡

企画部長 (塩崎博成君) この協議会の立ち上げという部分につきましても, やっぱりそれぞれの自治体

が寄附をお願いをするよりも, やっぱり県内の市町村が一つになって全国に情報発信をし, ＰＲをしな

がらお願いをしていくということについては, それだけのやっぱり額も集まってくるのではないかとい

う基本の下に, このような制度がとられた経緯もあろうかと思います｡ そのようなことで県だけが広報

をするということではなくて, 奄美市は奄美市として, 県内, 全国の郷友会等にも周知をしてお願いを

していく必要は当然にあるものと考えております｡

１３番 (泉 伸之君) 分かりました｡

県知事は５月１９日の定例記者会見で, ６月１日付けでふるさと納税課を新設し, 東京事務所２８人,

大阪事務所１５人ですね, この１５人の中で名古屋にも派遣すると, 福岡事務所４人の総勢４７人体制

で, このふるさと納税に対して臨むと発表しております｡

私が申したいのは, この鹿児島県出身者の県外出身者というのが, 新聞で読みましたけど２５０万人

から３００万人だと言われておるんですよ｡ これに際しまして, やはり私が考えたのは, 県はこれは鹿

児島の大使とか鹿児島大使とかいろいろいまして, これはできると思うんですけれども, この鹿児島の

中で奄美市というのを一番最重点に考えればですね, やはり市長に申します, この一本化である時に,

福岡, 大阪, 名古屋とか東京, 個々に奄美市の郷友会があると, そういう時, 市長, 出席してですね,

郷友会のその集まりの時ですね, ふるさと納税制度を営業じゃないんですけど, 言って歩くということ

などもやってくれると考えてよろしいですか｡

市長 (平田�義君) あんまり明言できないんで恐縮なんですが, 私はこの制度ができた時には, 大変喜

びました｡ 自信がありました｡ 多くの皆さんは奄美市ということで寄附金をしてもらえるものだという

ことで待っておりましたんですが, 県のほうが統一していこうと, それはお互いの連携を密にするとい

うことだということなので, そのことは是とすべきだろうと, こう思っております｡ ただ, もう一つの

条例上げたものは, また別の観点での条例上げておりますので, 御理解賜りたいと思います｡

１３番 (泉 伸之君) よく理解できました｡ そしてもう一つ聞き漏らしたんですけれども, ふるさと納

税が県が４, 市が６というこの割合は, どうして決められたんですか｡ 伺います｡

企画部長 (塩崎博成君) ふるさと納税の県の思いの最初の段階では, ５対５だったというふうに記憶を

いたしております｡ これがなぜ県が４, 市町村が６かというふうについての一つの目安として考えられ

ますことは, 地方税, 住民税ですね, の割合が県が４割, 市町村が６割という基準になっておりますの

で, そのへんが目安となって４対６という割合が出てきたのかなというふうに考えております｡

１３番 (泉 伸之君) よく理解できました｡

これ５番目のふるさと税の活用方法, この納税の活用方法を一番重要だと思いますけれども, 寄附者

からふるさとに貢献できたと喜ばれる施策に運用してもらいたいと考えておりますが, ある程度納税者

の意思を尊重すべきであり, 寄附が単に人件費や財政難の埋め合わせに使われてしまっては, 継続的な

納税は見込めないだろうと私は考えております｡ この活用方法について県は, ふるさと納税の収入分を
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人材育成, 医療福祉, 自然環境問題などに活用したいと発言しております｡ そして, 昨日の６月１０日

の南日本で南さつま市は, 特定財源としてふるさとの環境景観保全, 高齢者の安心・安全まちづくり,

少子化対策と明日を担う子どもの育成, ふるさとの移住・定住の応援などに使うという方針を明らかに

しております｡

奄美市として, このふるさと納税の活用方法は, 考えているのか伺います｡

企画部長 (塩崎博成君) ふるさと納税寄附金の活用方策につきましては, 奄美市としましては, まず一

集落１ブランド事業, それから定住促進対策, 人材育成, 地域文化の保存・継承, ２００９皆既日食な

どの事業の推進に活用をしていく予定で検討を進めているところでございます｡

１３番 (泉 伸之君) ふるさと納税の税を集めることも大事ですけれども, 今, 聞きましたら, これは

１分２分では考えられませんので, また次回質問ができましたら, この税収の使い道についてまた検討

して質問したいと思いますけれども, このやはり一番大事なのは奄美市を思う人たちが東京に納めなけ

ればならないのを, わざわざふるさとに収めてくれるのでありますから, この方々たちが奄美市に収め

て奄美市がこんなによくなったんだというのを分かるようにですね, やはり納税の方々にもこの目的,

使用目的を通知する心がけとか次からもこういうのに使わせてもらいますという明確とした使い, 仕様

等を決めて, 納税を呼びかける必要があると思います｡

私はこのふるさと納税が来年度３月末でなければ確定申告しなければ決まりませんけれども, この第

一歩からやはり違った面でのお金, 税金が投入されていくと思いますので, この繰上償還におきまして

も, 実質公債比率が２２年度で１７パーセント台に落ちてくるというのは, 完全なこの奄美市としての

財政健全化が成り立っていくと予測してもいいと思います｡ それに際し, 今回はこれだけこの奄美市の

方々が東京, 大阪, 名古屋にいて, やはり自分の住んでいた奄美市をよくしようという気持ちを十分に

汲み入れてですね, 市長, このさつま市は特別財源として使い道を決めていますけれども, 市長として

の考えを十分に発揮してですね, この使い道をよく検討してもらいたいと思います｡ これで私の一般質

問を終わります｡

何か答弁がありましたらお願いします｡

市長 (平田�義君) 議員が指摘されるとおり, これはちゃんと納税者に報告できるかたちをとらないと

いけないというのが基本じゃないかと思っております｡ そしてそのことが, 島に残って頑張っておる方々

が出身者に対する感謝の念が生まれればなあと, こういう期待もしております｡

議長 (伊東隆吉君) 以上で奄美興政会 泉 伸之君の一般質問を終結いたします｡

暫時休憩いたします｡ (午前１１時４５分)

○

議長 (伊東隆吉君) 午前に引き続き一般質問を行います｡ 再開いたします｡ (午後１時３０分)

社会民主党 関 誠之君の発言を許可いたします｡

１４番 (関 誠之君) 市民の皆さん, 議場の皆さんこんにちは｡ 私は社会民主党の関 誠之でござい

ます｡

まずもって, ５月２日に発生したミャンマー・サイクロンと５月１２日に発生をいたしました中国四

川大地震による多数の犠牲者, 行方不明者, 被災者に対し心から哀悼の意をささげるとともに, ６月６

日, 小俣町で発生をした土砂災害などで住宅などに被害を受けました方々に, 心からお見舞いを申し上

げます｡

それでは, 第２回定例会の一般質問をさせていただきます｡

最初に, 市長の政治姿勢について, お尋ねをいたします｡ 私も昨年の市議選当選以来, 早くも３回目
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の議会を迎えることになりました｡ その間, 職員時代とは違う立場から市長を拝見させていただきまし

た｡ 私に聞こえる市長に対する多くの市民の評価は, 政治家としてのリーダーシップと政治家としての

夢, 政策がないのではということであります｡ 市長は, 平成６年１１月２０日, 市長としての初当選の

施策において, 明確, 具体的な施策を示し計画的効率的行財政に努める, 市役所の活性化の促進, 対話

と協調の市政運営を公約として掲げています｡ 残任期間も２年弱と少なくなってきている中で, 財政健

全化に対する特別委員会報告を実施することは, 市長の公約の実現にもつながることだと考えておりま

す｡

そこで市長にお伺いをいたします｡ 財政健全化に対する特別委員会報告書の提言は, どのような検討

がなされ, 実行した事項は何であるのか, お示しください｡ 次回の質問からは, 発言席からさせていた

だきます｡

議長 (伊東隆吉君) 答弁を求めます｡

企画部長 (塩崎博成君) 財政健全化に対する特別委員会の第１回定例会での報告後, どのように検討さ

れ, 実行した事項とは何かとの御質問について, お答えをさせていただきます｡

奄美市の財政が大変厳しい状況下にあり, 財政健全化へ向けた施策の推進が重要かつ緊急な課題であ

りますことは, 議員も御承知のとおりでございます｡ このような状況の中で, 議会として奄美市事業実

施計画及び財政健全化計画について特別委員会を設置し, 人件費, 建設事業, 産業経済の振興, 歳入の

確保, 市民への提言と５項目にわたり論議の末, 取りまとめ報告されたことは, 奄美市の行財政を取り

巻く環境に市議会も一丸となって取り組んでいただいていることについても重く受け止めております｡

あわせて, 厳しい財政状況から議会自らが財政健全化へ向け, 削減する方向で取り組まなければならな

いと意思統一に努められていることは, 本市の財政健全化計画等の推進に理解を示されているものであ

り, 大変心強く感じているところでございます｡

報告書に盛り込まれた提言・提案された内容については, 各部課局に関する事務や全庁的に論議する

ことが必要な内容も多くあり, 緊急性や重要性などを見極めた上で, 優先順位等を定め着手をしてまい

る必要があります｡ 現在, 庁内の担当部署で検討を進めているところであります｡ まずは, その検討結

果に対し, 当局としての対応を講じていく必要があるものと思っております｡ この状況を考えて報告書

に盛り込まれた内容等のうち実行に努めている事項の一部について申し上げますと, まず, 財政健全化

計画を策定し, その方向に基づき, 取り組み始めたことが挙げられると思います｡ 平成１８年度の当初

予算では, 約１４億８, ０００万円の財源不足でしたが, 決算におきましては約７億４, ０００万円と

約７億４, ０００万円の縮減が図られております｡ また, 平成１９年度の当初予算では約７億９, ００

０万円の財源不足でしたが, 決算見込みにおきましては, 約４億４, ０００万円と約３億５, ０００万

円の縮減が図られております｡

次に, 人件費の削減として, 報告では触れられておりませんが, 特別職や職員給料についての削減を

実施中であります｡ 市長については１２パーセント, 副市長１０パーセント, 教育長, 区長は６パーセ

ントの削減をこれまでの削減に加え平成１９年４月から実施をいたしております｡ また, 職員の給料に

つきましても, 職員団体の理解の下, 平成２０年, 今年の１月から２パーセントの削減を実施いたして

おります｡

次に, 建設事業関係についてでございますが, 起債枠の一般会計２９億円, 特別会計９億円を設定し

市民経済への影響を考慮した予算編成に心がけ, 実施計画に基づく事務事業の推進に計画的に努めてい

るところでございます｡

四点目としまして, 農林水産業の振興についてでございますが, 平成１９年産からスタートいたしま

した, サトウキビの品目別経営安定対策として, 平成１８年度から県内では最初に笠利地区の宇宿・節

田・屋仁校区の受委託組織が設立し, 市場原理の導入に対する体力の強化と生産量の拡大対策に努めて

いるところであります｡ 果樹等の販路拡大対策の一環としましては, 奄美タンカンとして銘柄確立が急
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がれるタンカンのブランド化に向け選果場の建設へ向け取り組んでいるところであります｡ また, Ｉター

ン・Ｕターンの受入対策としましては, 本年度において老朽住宅整備事業, これは笠利地区のほうで３

棟を計画しております｡ 旧自衛隊宿舎４棟５戸, これについても笠利地区でございますが, を改修をし,

定住促進住宅として貸し出すため, 当初予算に整備費を計上いたしております｡ また, 新規就農者への

育成事業につきましても農業研修センターによる研修事業として継続して実施をしてまいります｡

次, 五点目に, 商工・観光の振興については, 商店街の活性化推進のため毎週金曜日にカンモーレ市

場の開催や末広・港土地区画整理事業による奄美の郡都にふさわしい中心市街地の整備及び商業環境の

再生都市機能の充実に努めているところであります｡

六点目に, 歳入の確保策の一環として, 今議会に上程をしております世界自然遺産登録推進のための

寄附条例の制定や債権保全委員会により税や使用料の滞納解消策を進めているところであります｡

以上, 施策の概略を申し上げましたけれども, 財政健全化に努めながら地域振興施策を推進している

ことにも御理解をお願いいたします｡

いずれにいたしましても, 市議会特別委員会の報告内容は, 市政全般にわたっており, 緊急性・重要

性による職別や全庁的議論が必要な事項も多々あります｡ 今後の施政運営の推進にあたり十分に検討し

てまいりたいと考えております｡

今, 求められていることの一つとして, 行政と議会, さらには全市民が一体となって財政健全化に取

り組んでいかなければならないものと認識をいたしておりますので, 御理解のほどよろしくお願いをい

たします｡

１４番 (関 誠之君) 長々と説明をしていただきましたけれども, 時間がございませんので要点のみ簡

潔にお願いしたいと思います｡

今の財政健全化の問題も含めてですが, 市長にお尋ねをしたいと思います｡

この報告書の１ページに人件費のことで, 特別職の在り方ということで提言をさせていただいており

ますが, そこで結果として市長は, 副市長が２人でなければ行政がうまくいかないというような答弁を

されておりましたけれども, 結果として, 今, １人の副市長がお辞めになって１人ということになって

おりますが, このことについて市長として, どのように考えているのかお聞かせをいただきたいと思い

ます｡ 副市長は現在, １人であることについて, 市長は２人でなければいけないというふうな答弁をさ

れておりましたが, ということですが, この中にあるんですよ｡

市長 (平田�義君) 副市長２人制は市の条例で定められたもので, 議会も承認した事項でございます｡

１４番 (関 誠之君) 制度を聞いているのでなくて, ２人いなければ行政が大変困難なということで市

長の答弁があったというふうに思っておりますけれども, 現在, 今, １人でいる｡ 前の副市長２人だっ

たわけですから, それが１人で頑張っておられるわけですよね, 結果として｡ ある市民はいらないんじゃ

ないか, 結果として, という意見もございます｡ その意見に対して市長はどういうふうに思いますか｡

市長 (平田�義君) ２人で合併後の事務処理をしていただくほうが, より効率よくできているんではな

いかという思いをもっております｡ 特に住用・笠利地区の皆さんからはそういうことでは要望が強い事

例だと, このように受け止めております｡

１４番 (関 誠之君) それではもう一つだけお伺いをさせていただきますが, このまま１人制で今年度

はいく予定でございますか｡

市長 (平田�義君) 諸般の事情を考慮しまして新たに今回, 副市長を選任を議会にお願いすることは見

送りにさせていただいているという思いで受け止めていただきたいと思います｡
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１４番 (関 誠之君) それでは次の質問に移りたいと思います｡

合併をした市町村は少なくとも２年以内に, 基本構想, 基本計画, いわゆる総合計画を策定をしてお

りますけれども, 奄美市においては地方自治法第２条５項に定められている, この総合計画が策定でき

ていないことについて, 市長の見解をお聞かせをいただきたいと思います｡

企画部長 (塩崎博成君) お答えをさせていただきたいと思います｡

議員御指摘のとおり, 県内の合併をした他市においては既に新市における総合計画を策定されている

市町もございます｡ しかしながら本市にとって, この２年間は１市１町１村の合併という行政の規模,

特性の違いから一体感の醸成にまい進する必要や旧３市町村の総合計画を踏襲した新市のまちづくり全

般の基本計画である市町村建設計画に基づき, 施策をじっくり取り組めた２年間であったと思っており

ます｡ 今年度は, この市町村建設計画をベースに具体的な道筋となる新市の基本構想・基本計画に着手

をしたところでございます｡ 今後, 策定委員会や庁内に設置するワーキンググループでの議論を踏まえ,

素案作成に努める予定でございます｡

１４番 (関 誠之君) 私は, なぜこの総合計画のことを言うかと言いますと, 総合計画というのはある

意味において, 市長の選挙公約であり, その進ちょく率が市長の政策実現のバロメーターとなり, 市長

の政治的公約を評価する客観的なものだというふうに考えております｡ そのようなことから申し上げま

すと, いまだに３市町村の寄せ集めた奄美市市町村建設計画に基づいて, 各種の施策を実行しているこ

とが市長, 政治家としては怠慢ではないかなというふうに思うのであります｡ もしこのことについて市

長の見解があれば, お聞かせをいただきたいと思います｡

企画部長 (塩崎博成君) 市町村建設計画を策定するにつきましては, それぞれの旧自治体において総合

計画を策定して持っていたわけでございます｡ 市町村計画を作るにおいて, それぞれの自治体において

は, その総合計画を基にして市町村計画が作られて, その結果が新市の市町村建設計画ということで位

置付けをされるものではないかと考えております｡

１４番 (関 誠之君) これは平成１７年３月に奄美市市町村計画というのを作っておりますけれども,

この中の計画の趣旨ということで, 新市の進むべき方向については, より詳細でかつ具体的な内容につ

いては, 新市において策定する基本構想及び基本計画にゆだねるものとすると, はっきり明記されてい

るわけですね｡ そういうことを明記をしていて, これがないわけですから, 今, ないということについ

て, これは地方自治法上も作って, それによって計画を実行しなければいけないと, 執行しなきゃいけ

ないというふうに書いてあると思いますが, そのことについて再度お尋ねをします｡

企画部長 (塩崎博成君) 正にそのようなことは書かれております｡ しかし, 今, 市町村建設計画の計画

自体, これは１０年計画でございまして, 平成２７年度までの計画なんですが, しかし, じゃ旧自治体

では何年までの計画かということであれば, 旧名瀬市のほうが２３年までですかね, 旧笠利町が２２年

までというようなことでございますので, その期間内において奄美市としての総合計画の策定を今, 進

めているわけでございますので, その期間内においての奄美市の新しい総合計画への引継ぎというのは

できるものと考えております｡

１４番 (関 誠之君) 言っていることの要旨というのは良く理解をしますけれども, もちろん財政計画

を, いわゆる焼き直して新しいものにしているということも分かっております｡ これを基に作った財政

の計画をね, 前も質問いたしましたけれども, 今年の予算が２７５億６, ９００万円だと思っておりま

すが, 平成２０年度の歳出総額は, ３００億円という計画なんですよね｡ それで終わる２７年度が２８
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５億円, そういう還りの中で, やっぱり新しく具体的にね, その計画を示して, このことについてはこ

ういう予算措置がされておりますよと｡ 午前中もある議員が指摘をしておりましたように, やっぱりそ

れに理由, 具体性があって, それをちゃんと示すことによって, 市民は納得をするわけですから, そう

いうふうにして頑張っていただきたいなというふうに思っております｡

次に, ４番目のふるさと納税の件について御質問させていただきたいと思います｡ 質問する前に, 今

議会に, 奄美市世界自然遺産登録推進のための寄附条例というのが提案をされる予定となっております

が, 私は, 昨年の第４回定例会で, 寄附金条例の制定について提案をいたしました｡ その具体的な施策

としてこの寄附条例が提案されているものだと考えております｡ このことについては, 当局に感謝を申

し上げるとともに, 今後の検討を期待したいと思います｡

そこで, ふるさと納税の県案について質問をいたします｡ 泉議員のほうから内容については詳細に議

論がございましたので割愛をしますが, 私はふるさと納税制度は, 財源の確保はもとより, 寄附を呼び

水に地元のファンの拡大を図り, 地域を活性化させる手段だというふうにとらえておりますけれども,

県の案では, そのことが十分に行えないのではと危ぐをしております｡ このことについて市長の見解が,

どのように持っておられるのか, また, 県の当局に対して, 県の案についてどのような意見を申し上げ

たのかをお答えください｡

企画部長 (塩崎博成君) 午前中の泉議員の御質問でもお答えをいたしましたが, 昨年から議論をされて

おりますふるさと納税制度の趣旨は, 生まれ育った地域と仕事を始め, 生活の根拠を構えた地域が違う

ことにより, 都市部と地方に大きな税収の差が生じるという現実の中で, 生まれ育った地域や父母・祖

父母がお世話になっている地域への納税が可能になるような制度ということでございました｡ ふるさと

納税制度の趣旨を踏まえた寄附金につきましては, 住民税の一部であります｡ 住民税は市町村と県の両

方へ納税される税でございますので, 一市町村のみに収めるべきではないとの考え方がございます｡

議員の御質問にもございますように, 奄美市の応援団を作り, さらには本市には居住していなくても,

住民税の一部を寄附金という形で本市に貢献し振興に御協力いただける方々の増加を目指しているとい

う点から, 今回の県を含めた県下の全市町村が参加する協議会の趣旨には合致するものと認識をいたし

ております｡

また, 協議会に参加するにあたり, 本市がどのような意見を述べたかということでございますが, ふ

るさと納税制度は住民税の一部を寄附金という形でふるさとの市町村等へ貢献する制度でございますの

で, 出身者に限らず市町村が政策に掲げた寄附金条例に関し, これに賛同していただける方や企業が行

う寄附については, ふるさと納税制度とは区別し, 市町村の政策が推進できるように配慮していただき

たいということを申し上げております｡ また, 協議会を設立した場合でも, 寄附者の意思が尊重される

よう, 市町村へ直接寄附することや, 協議会を通じた寄附であっても, 市町村が掲げた政策を指定でき

るような制度にしていただきたいということを申し上げたところでございます｡

１４番 (関 誠之君) 次に, 主題の２に移ってまいりたいと思います｡ 奄美振興開発特別措置法の延長

について, 質問をいたします｡

今年３月末に県が作成をいたしました奄美群島振興開発総合調査報告書を受け, ５月, ６月に奄振の

審議会の開催, ８月, １２月に政府与党の自民党奄振振興委員会で法の延長の決議をし, 翌年２月に一

部改正法律案を閣議決定をして, ３月に一部改正法律案を国会で可決させる｡ そして公布となるという

ふうに予定がなっていくんだろうと思いますけれども, 市長として今回の法に期待するものは何である

のか｡ 法を改正するにあたって具体的な改正点等があれば, お考えをお示しください｡

市長 (平田�義君) 社会民主党の関 誠之議員の質問に答弁をいたします｡

奄美振興開発特別措置法の延長についての中で, 奄美市長として今回の延長に期待するものはという

ことでございますが, 今年度末で期限切れとなる奄美群島振興開発特別措置法の延長に向けて, 現在,
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奄美群島広域事務組合が中心となり, 群島内１２市町村における分野別自立度評価調査や２１年度以降

の分野別事業量等を取りまとめて, 奄振法延長のための基礎となる資料を作成いたしております｡ この

調査結果でございますが, 社会資本の整備は進んでいるものの, まだまだ取り組むべき事業が多く, そ

の財源の裏づけなどが弱いために, 引き続き法延長による特別措置が必要であるということが読み取れ

るということで, そのような認識をもっております｡

奄美群島においては, 今後, どのような分野の事業がより重点的に整備が必要とされてくるのか, さ

らにどのような制度の改正, 創設が望まれているかなども大体明確になってきたんではないかと思いま

す｡

復帰後重点的に整備が進められてきました教育施設や公営住宅は, その多くが改修・改築の時期を迎

えているという認識もいたしております｡ そして事業の要望量は多いことでありますが, これまで各省

庁による計上となっておりますので, 全国枠での表示しか予算でつかむことができませんので, この事

業等が奄振法の事業として明確に把握できることができれば, なお, 我々の対応の仕方も違ってくるん

ではないかということで, そのようなことなども要望をしているところです｡

それから国土交通省一括計上枠として事業が採択されるわけですが, 奄美群島枠の予算として, 毎年

一定枠が確保できて, 補助率も有利になることなどが期待できます｡ これらの事業につきましては, 先

ほど申し上げましたように, 各市町村からの要望してきた事業でございまして, 今後もこの要望の実現

に一丸となって取り組む必要があろうかと思います｡ そういう意味において, 法の延長の必要性を訴え

て, その実現に向けて国や国会議員に対しても継続して運動を展開していくように努めてまいりたいと,

このように考えておりますので, 御協力をよろしくお願いいたします｡

１４番 (関 誠之君) 是非, 勢力を上げて頑張っていただきたいというふうに希望いたしております｡

次に, 前回の奄振法改正・延長の時に, 市長はですね, 新聞に書いてありますが, 自立への出発点で,

市町村案を踏まえた計画策定する体系となって, これを十分に生かしていきたいというコメントをして

おりますけれども, 市町村案に奄美市として独自に具体的な施策があったとすれば, お聞かせをいただ

きたいと思います｡

企画部長 (塩崎博成君) 前回の法延長時の改正では, 奄振法制定以来, その目的に定めていた復帰に伴

う奄美群島の特殊事情の文言が奄美群島の自立的発展に改正され, また, 県が振興計画を作成し, 国が

決定していた計画体系が市町村の計画案を反映した振興計画を県が策定し, 国が同意する計画体系に改

められました｡ このことについては, 地元の自発的な創意工夫と豊かな自然, 個性的な伝統文化や健康・

長寿といった自然的・社会的特性を最大限に活かしうる癒しの島・奄美の創造へ向け, 自立的発展の動

きや芽生えなど素地ができつつあると認識をいたしております｡

議員御質問の市町村案を反映させた具体的施策といたしましては, 例えばマングースの駆除対策事業

が振興計画に盛り込まれ, 現在, 環境省の直轄事業による駆除へとつながったものであり, また, 役勝

川や用地区海岸など自然環境配慮型の公共事業への取組や, 健康体験交流施設や汚泥再生処理施設の施

設整備等についても, 同様に振興計画で盛り込み整備が図られた事業であります｡

また, 公設地方卸売市場の近代化施設への移転整備を促進として盛り込まれている奄美市地方卸売市

場の整備については, 平成２１年度以降の非公共事業にて奄美 食農・彩り交流センターとして, 要望

をいたしているところであります｡

法延長が達成された際には, 市民や関係団体の皆さまからも広く意見を募り, その反映に努めながら

奄美市案として作成してまいりたいと考えております｡

１４番 (関 誠之君) 次からの③, ④, ⑤項については, 時間の関係上まとめて質問をいたしますので,

簡潔に分かりやすく答弁をお願いをいたします｡

③の法の配慮規定がなされたわけですけれども, 医療の確保, 観光と連携をした農林水産業の振興,
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地域間交流の促進, 人材育成でソフト面に生かされた施策は何か, 今後の施策として検討しているもの

があれば, お聞かせをいただきたいと思います｡

④ソフト事業に市民の知恵を活かすために, 今, 正に総務部長は, おっしゃいましたけれども, 企画

部長です失礼しました｡ 市民のですね, 参加型の仮称, 地元奄美振興審議会を設置をして, 官民一体の

市町村計画案を作るシステムはできないのか｡

⑤事業別に自立の指標となる数値目標は示すことはできないのか｡

６番目は市長は, 先の改正は自立の出発点と位置付けをしたと思いますけれども, 自立の終点はある

と思うのか｡ あるとすれば, 自立の終点とは, どのような状況を考えておられるのか, お答えください｡

企画部長 (塩崎博成君) それじゃ③から⑥までですかね, お答えをさせていただきたいと思います｡

まず, 医療の確保という点では, 自衛隊ヘリコプターによる救急搬送体制がとられ, 離島という地理

的ハンディを克服すべく取り組まれており, 今年度奄振非公共事業で佐大熊埋立地にヘリポートの整備

を進めているところでございます｡

それから人材育成の点では, 鹿児島大学大学院の奄美サテライト教室や徳之島分室が開講されている

ことは, 離島の主体性を発揮し, 持続的な発展の可能性の点でも知的人材の育成確保に努めており, さ

らに観光交流の面では, しまコンシェルジェや奄美検定試験による認定等での人材育成事業により, 地

元が主体となり, 創意工夫により島について深く学び考える機会が設けられているところでございます｡

それからソフト事業の拡充についてでございます｡ 昨年度, 鹿児島県が実施をしました奄美群島振興

開発総合調査では, 在住者, 転出者及び事業所等へのアンケート調査を実施しております｡ また, 民間

団体や市町村長会, 議長会との意見交換会を開催して, 総合調査報告書としてまとめられております｡

それから⑤の事業別自立の指標についてでございます｡ 数値目標という点で申しますと, 例えば道路

等の工作物については, 計画を含め示しやすいものでありますが, ソフト事業については, 事業の内容

にもよりますが, なかなか難しいものがございます｡ しかしながら, 法延長に向けての基礎資料として

奄美群島１２市町村で作成した分野別自立度評価のように, 達成度として表記する方法もございますの

で, 良い方法がないか今後, 検討をしてまいりたいと考えております｡

自立の終点はあるかということでございますが, 奄振事業については各人それぞれの想いと評価や尺

度があると考えます｡ 例えば市民所得が国民所得や県民所得と差がなくなった時点やインフラ整備の完

了によって終了と考える方もおられるものと想定されます｡

これまでの答弁からもお分かりいただけますように, 現時点では自立的な発展の基礎も達成していな

いと考えることから, 法延長に向け努力をいたしているところでございます｡

市民や群島民の暮らしが生活環境の整備による恩恵を受け, 産業振興等各般にわたり持続的な発展が

図られるよう取り組んでいくことが今, 最も大切なことであり, その土台を形成し発展への道筋を確か

なものとするため, 奄振法の延長は是非必要であります｡ かつ内容の充実改善に向け取り組んでいるこ

とを御理解いただけるものと考えております｡

(｢地元奄美振興審議会住民参加型のできませんかということですが, ④地元奄美審議会の設置｣ と呼

ぶ者あり)

企画部長 (塩崎博成君) 住民参加型の仮称地元奄美振興審議会を設置し, 官民一体の決定システムを作

れないかということでございますが, 前回の延長時に際し, 旧名瀬市では作成した素案をホームページ

等で公表し, 市民からの意見募集や募集に応じた市民との意見交換会を開催するなど, 民意の反映に努

めております｡

法延長後は, 奄振計画における市町村案を作成していくことになりますが, より市民の意見を反映さ

せるためには, どのような方法が望ましいのか前回の経緯や議員の御提案を含め検討してまいりたいと

考えております｡
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１４番 (関 誠之君) 自立の終点はという聞き方をしましたが, 私が思っておるのは, やはり最後には

こういうような奄美になるだろうと, していかなければいけないと, そういう夢をもってやらないと,

その奄美振興開発事業のいわゆる枠の予算だけを引き継いで延長していくというのもありますけれども,

最後はこういう奄美にしたいんだという思いもですね, もってやっていただきたいというふうに思いま

す｡ 時間ございませんので次の質問にまいります｡

７番目の奄振補助金の交付金化について, 市長は先の奄振改正時に地元の要望の強い交付金化など５

年間で芽が出るようにしたいと記者会見で述べていましたが, これまでの取組と今後の方向について考

えをお示しください｡

企画部長 (塩崎博成君) 奄振補助金の交付金化制度について, お答えをさせていただきます｡

議員御承知のとおり, 前回の法延長時に奄振事業費の交付金化制度が, 民間版奄振委員会から提言が

なされ, 県・市町村で勉強会が重ねられ, 奄振法の新たな方向性の一つとしては検討に価するものとさ

れたものの, 現在の法制度上, 導入するのは難しいとの結論に至った経緯がございます｡

今後, 交付金化につきましては, 現在の奄振法の事業体系や効率を再検討するだけでなく, 奄振法以

外の国庫補助制度やその仕組み・体系をも含めて全国的な課題として検討していく必要があるものと考

えております｡

１４番 (関 誠之君) 交付金化が難しいということですけれども, 私どもはいろんな方面から勉強をし

ましたけれども, いわゆる奄美広域自治体機構というのを作ってですね, 名前としては広域自治体, こ

ういったものを作って, そこを受け皿にやればできるんではないかと, いわゆる今の奄振法の法律を少

し改正すればという認識をしておりますけれども, それができないという根拠なり至ったものがあれば

お聞かせください｡

企画部長 (塩崎博成君) 前回の延長議論がなされた折に, 交付金化について, その当時の市町村の担当

課長でもいろいろ勉強会を開いたりした経緯がございますし, その中におきまして, 交付金の受け皿と

して広域連合という組織作りも必要だということもございました｡ その担当課長会の中でもいろいろ議

論ありましたのは, じゃ広域連合の位置付け, これが県と市町村とどのようなかたちの位置付けになる

のか, あるいはまた, こういうようなかたちの広域連合という部分ができることによって, 連携がうま

くとられるのか, そういうような議論がなされたというような経緯も私の記憶としてありますけれども,

そのような諸々の部分を含めて結果として, 交付金がならなかったということであったと考えておりま

す｡

１４番 (関 誠之君) 奄振法の一部を改正をして広域自治体機構を作ればですね, なるというふうに聞

いておりますし勉強しておりますので, 是非そこのところも勉強して, 市長がせっかく５年間で芽が出

るようにしたいと公に発言をしているわけですから, それに対しては明確なメッセージを出していかな

けりゃいけないというふうに思っておりますので, 今後, お互いに議論をしながら勉強をしてまいりた

いというふうに思っております｡

次に, 主題の３番目であります｡ 自治体基本条例の制定について質問いたします｡

奄美市の総務建設委員会で, ５月１２日から１５日までの３泊４日の日程で行政視察に出かけてまい

りました｡ 京都府の向日市においては, まちづくりの条例, 奈良県の橿原市においては, 赤木名地区で

行われている街なみ整備事業, 三重県伊賀上野市においては, 自治体基本条例, 議会基本条例, 公募型

指名入札などについての研修をし, 知識を深めてまいりました｡ 詳細については, ５ページの報告書を

議長あて提出してございますので, 参考にしていただければと思います｡

そこで御質問いたしますが, 平成１２年４月, 地方分権一括法が施行され, 自治体の憲法とも言われ
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ている自治体基本条例制定について, 各自治体で制定をされ, 制定の議論がなされているようでありま

すが, 奄美市おいてはどのような議論がなされているのか, また, 地方分権が進む中で自治体基本条例

の制定は必要と思うが, 当局の見解をお示しください｡

企画部長 (塩崎博成君) それでは自治体基本条例の制定について, お答えをさせていただきたいと思い

ます｡

自治体基本条例につきましては, ２０００年の地方自治法の改正により, 自治体の自己責任や地域の

特性を生かした自治体運営が求められる中, 住民自治の理念や基本原則を明確にする条例で, 自治体の

最高法規として自治体の憲法とも言われております｡

この基本条例について, どのような議論がなされているかとのことでございますが, 旧名瀬市におき

ましては, 平成１４年の総合計画の中で調査・研究に触れておりましたが, 奄美市といたしましては現

段階において具体的な議論には至っていないというのが現状でございます｡

次に, 地方分権の進展に伴い, 市町村は住民にとって最も身近な総合行政の担い手として自立するこ

とが求められており, その地域におけるまちづくりや自治の原則について, 市町村自ら意思を持つべき

時代であると認識をいたしております｡

これまでのように国や県に依存するのではなく, 住民の意向をよりどころにして自治体を運営してい

くため, どのようにまちづくりを進めていくのか市民と共に考え, 明確化し条例という形で法的根拠を

持たせる自治基本条例の意義は大変大きいものと考えております｡

本市におきましても, 本年度よりスタートいたします新市総合計画の策定過程において, 議論を深め

てまいりたいと存じますので, 今後とも議員の御指導を賜りますようお願い申し上げます｡

１４番 (関 誠之君) 是非この自治体基本条例を制定をする方向で頑張っていただきたいと思います｡

議会においても, それを受けて議会の基本条例なるものをつくっていかなければならないのかというふ

うにも考えておりますので, よろしくお願いをいたします｡

次に, 街なみ環境整備事業について順次質問をいたします｡

まず, 街なみ環境整備事業の現状と今後の計画について概要をお示しをください｡ 時間がございませ

んので端的によろしくお願いいたします｡

建設部長 (平 豊和君) 現状と今後の事業計画についてお答えいたします｡

最初に現状についてでありますが, 笠利町赤木名地区の歴史資源が残る街なみを保全するとともに,

快適な住環境を形成するために, 平成１８年度に整備方針策定業務に着手しまして, １９年度には, ま

ちづくり景観要綱を制定するとともに, 整備促進区域を里, 中金久, 外金久の３２. ２ヘクタールと定

め, 国から事業の整備方針承認を受けております｡

また, １９年度には, 整備促進区域内で１８ヘクタールの整備事業地区を設定いたしまして, ほとん

どの土地所有者から同意を得て, 赤木名景観保存協定を締結するとともに, 事業計画を策定して, 国か

らの承認を得たところでございます｡

今後の事業計画についてでありますが, 小公園４か所を設置します｡ 道路のカラー舗装などの美装化,

赤木名海岸沿いの通路の整備, 案内板等の設置等を行います｡ なお, 整備時期につきましては, 小公園・

案内板の設置を平成２０から２２年度に実施しまして, ２２年度から以降２７年度までに道路の美装化

等を含めた道路整備や外港等の修景整備を実施する計画でございます｡

１４番 (関 誠之君) この事業は, これから世界遺産登録を目指す奄美市のまちづくり事業として住民

参画型のモデル的な事業になるのではないかというふうに思っています｡ しかしながら, まちづくり景

観条例でなくて要綱であるということは, その地域の関係者だけしか知らないということになり, 多く

の市民の知恵や意見が結集されなかった可能性があるというふうに考えております｡
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なぜ, 条例でなく要綱でスタートしたのか｡

建設部長 (平 豊和君) 条例の制定についてでありますが, この街なみ環境整備事業は, 国の事業採択

要件として要綱等の整備が先決であったことから, まちづくり景観要綱を定めたところであります｡

今後, 事業充実に向け, 条例制定が妥当であるかを含めて検討してまいりたいと考えております｡

１４番 (関 誠之君) ３項目めの景観保存協議会と協定管理委員会の構成を示せということと, ５項目

めの問題発生時の苦情処理を解決する, いわゆる手順や仕組みが作られているかというのは, 少し関係

をしますので, その二つについて一括して答弁をお願いしたいと思います｡

建設部長 (平 豊和君) 赤木名景観保存協議会は里, 中金久, 外金久の各集落から２名の計６名で構成

されております｡

協定管理委員会は３団体で組織されておりまして, 赤木名景観保存協議会同様, 里, 中金久, 外金久

の各集落から２名の計６名で構成されております｡

問題発生時の解決手順についてでありますが, 協定者内で問題が発生した場合には, 基本的には協定

管理委員会で処理いたします｡ 協定管理委員会で問題が解決できない場合には, 景観保存協議会へ諮問

することになります｡ 景観保存協議会は市や警察, 消防など関係機関等の助言・協力を得ながら問題解

決にあたることになっております｡

１４番 (関 誠之君) ４番の建物に対する補助基準ということを少し飛ばしましたが, それと自主防災

の取組について, 皆さんのこの協定書をもらっておりますけれども, 少しなかったものですから, こう

いったものも必要かと思って提言方々, 御質問をしたいと思います｡

建設部長 (平 豊和君) ４番目の建造物に対する補助基準の御質問でありますが, 街なみ環境整備事業

により, 景観形成路線に指定された路線沿道の工作物や生垣等を新設, あるいは増設等を行う場合には,

対象経費の３分の１は国からの助成があります｡ しかし, 市からの助成及び助成の限度額については現

在, 調整中でございます｡ 助成事業につきましては, 個人負担をなるべく軽減し事業が拡大できるよう

検討してまいりたいと考えております｡

それから自主的な防災の規定につきましては, 要綱及び協定には定めておりません｡ 現在, 協定区域

内の３集落は, それぞれ集落単位で自主防災組織があり, 防災訓練を年１回実施する等, 活動している

ようでございます｡

１４番 (関 誠之君) 是非, 街なみ環境整備事業を取り組んで始まったばかりでありますから, これか

らいろんな機会をとらえて質問をさせていただきたいというふうに思います｡

５番目の福祉行政について, 二点ほど簡単に質問をいたします｡

その一つは, 今年１０月２６日に開催をされるねんりんピック民謡大会に併せ, 市のホームページを

利用し観光客誘致対策や各課が地域活性化の視点から, 各業界と協力して, 来島者が喜ぶイベントや企

画ができないか, お伺いをいたします｡ 簡単にお答えください｡

福祉事務所長 (大井進良君) ねんりんピックにつきましては, 本市では民謡交流大会ということで, 御

存知のとおり１０月２６日奄美文化センターで実施をいたします｡ 私どもにとりましては, 地元の皆さ

んに興味をもっていただきまして, 大勢の方々に参加していただくことが大きな課題となっております｡

そのため今年の本大会までにＰＲグッズ, ティッシュとかバッジとかそういうものですが, それとかポ

スター, チラシ, 歓迎横断幕, のぼり旗を作成しまして, 奄美まつり, 福祉スポーツ大会でのさくら自

慢マスコット着ぐるみ, これは去年のプレイベント大会の中でも着用しましたが, これなどを使いまし
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てＰＲ等を計画をしております｡

大会の当日でございますが, 各代表選手の民謡披露に加えまして, 各種団体による伝統芸能のアトラ

クションもプログラムに盛り込みまして, また, 一万人広場のほうでは, 郷土食のもてなしコーナー,

それから特産品コーナーなどの出店も計画をしております｡

このようなことで全国から来島する約１００名の方々へ世界自然遺産登録, それから来年, 奄美市で

観測のできる皆既日食をＰＲできればと考えておるところでございます｡

議員御質問の件につきましては, 昨年度設立をいたしました, ねんりんピックの常任委員会, それか

ら専門部会及び実施本部において, あらゆる関係機関や庁内の関連部署と連携をとりまして, 大会当日

以外にも各種イベントができないものか, 協議してまいりたいと考えております｡

１４番 (関 誠之君) よく分かりました｡ 私が聞きましたのは, 各課において, いわゆる商工水産・農

林, 紬もありましょうし, そういったところが民間の各業界と一体となってですね, 後に控えておりま

す日食問題もございますので, それの予行練習というつもりも含めて頑張っていただきたいということ

でありましたので, よろしくお願いをしたいと思います｡

それから福祉行政についての２項目めでありますが, 去る３月末の地元紙にかなり大きな見出しで,

奄美市などに勧告, 障害者雇用不足でと報道されておりますが, 法を守るべき公的機関が法律を違反し

て, 鹿児島労働局から適性勧告を受けていたことは誠に遺憾に思います｡ 法定雇用率の２. １パーセン

トは改善されたのか, お答えいただきたいと思います｡

総務部長 (福山敏裕君) 障害者の雇用状況についてお答えいたします｡

昨年１１月に公表されました障害者雇用状況におきまして, 市役所の障害を持った職員の退職等によ

りまして, 雇用の不足数が５, 雇用率１. １１パーセントという結果になり, 県のほうから改善を求め

られたところでございます｡

今年の状況につきまして試算をいたしましたところ, 不足数２, 雇用率１. ７５パーセントとなる見

込みでございます｡ 昨年と比べまして若干ではありますが, 改善される見込みでございます｡

１４番 (関 誠之君) この問題は, 若干, 改善をされればいいという問題ではないというふうに私は思

いますが, 民間であれば違約金と言いいますか, ちょっと正確ではございませんが, そういった金を払っ

てやらなければいけないというふうになっておりますけれども, 今後, どのように改善するのか, 予定

があればお聞かせをください｡

総務部長 (福山敏裕君) 法定雇用率の２. １パーセントにまだ達していない状況ですので, これまでの

経過としましては, 障害者の方にどの程度の業務が任せられるのかというような見極めが難しく, 躊躇

してきた感がありますというのが実際のところでございます｡ 障害者が働ける職場を作るということは

重要でございますので, 今後, 障害者を雇用推進していくための雇用の検討をしていく必要があると考

えているところでございます｡

１４番 (関 誠之君) 是非努力をしていただきたいと思います｡

最後の質問になりますけれども, 文書の管理体制について, お伺いをいたします｡

一昨年の３月に３市町村が合併をいたしましたが, 行政文書や資料などがそれぞれの支所にあり, 調

べものをする時に不便が生じております｡ 保管を１か所に集中することは職員や議員, 研究者の便宜が

図られるものだと思います｡ また, 昭和３０年代に合併した三方村などの資料の収集も合わせて保管す

る資料行政室の設置はできないかをお尋ねします｡ 室じゃなくて, 今, 言ったいろんなものを集めてと

いうことも含めてです｡
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総務部長 (福山敏裕君) 行政資料室の設置につきましては, スペースの確保, 管理体制等の課題があり

ますので, 今, 申し上げました点を今後, 検討させていただきたいと存じます｡

１４番 (関 誠之君) 部屋の問題もさることながら, 今のうちにいろんな資料を集めておいていただき

たいということも要望して, 社会民主党 関 誠之の一般質問を終了させていただきます｡ ありがとう

ございました｡

議長 (伊東隆吉君) 以上で社会民主党 関 誠之君の一般質問を終結いたします｡

暫時休憩いたします｡ (午後２時３０分)

○

議長 (伊東隆吉君) それでは再開いたします｡ (午後２時４５分)

引き続き一般質問を行います｡

無所属 � 嘉瑞人君の発言を許可いたします｡

４番 (� 嘉瑞人君) 市民の皆さま, 議場の皆さま, きゅうやうがみんしょうらん｡ こんにちは｡ ４番

無所属 � 嘉瑞人です｡

質問の前に, ４月７日にありました奄美市名瀬小俣町で発生した土砂災害に対し心よりお見舞い申し

上げます｡ ６月ですね, ６月７日ですね, 訂正いたします６月７日です｡ 今回の災害につきましては,

幸いにしてけが人などはなかったようですが, まだまだ引き続き雨の多い季節であり警戒は必要です｡

私も現場を見てきましたが, かぶさる土砂に乗用車は車体がつぶれ, 横から土砂を受けた家屋は, その

力の強さに押され, 一部が河川部にはみ出していました｡ 現場近くの山すその急傾斜地の住民は, いま

だに不安を抱えながら生活をしています｡

奄美市ホームページによると, 奄美市において保全人家５戸以上の急傾斜地崩壊危険箇所は２２０か

所ございます｡ そのうち整備されているのは４３か所で整備率は１９パーセントです｡ ということは,

最低でも８５５戸の家屋が今もなお危険な状態にあると言えます｡ 今回のようなことが少しでも未然に

防げるように, 地域住民との対話を通して, 市においては解決策を見出すよう根気強い取組をお願い申

し上げます｡

一般質問に移っていきますが, いくつか質問内容に訂正がございます｡ ２のスポーツ行政についてで

すが, いちばん最後に移動をお願いします｡ ３の環境行政についての②国定公園を国立公園に訂正して

ください｡

さて, 去る３月３０日, 奄美文化センターで奄美出身アーティストである中 孝介さんが, コンサー

トツアーの最終日を行いました｡ 会場には１, ５００人もの人たちが島内外から集まったようです｡ コ

ンサートチケットは発売当日には売り切れたとも聞いております｡ ライブ翌日に書かれた本人のブログ

においても｡ ｢島独特のアットホームな雰囲気で, 昨日のライブでまた改めて島のみんなにパワーをも

らったし, 本当に感動のひと時でした｡｣ とコメントを残しています｡

私自身もそうであるのですが, 奄美の海や森の記憶, 家族や集落, 学校などたくさんの人との思い出,

また, 島唄や種おろし, 舟こぎ競争などの文化的行事, これらが心にあることが島外でもそうでありま

した｡ そして, 今を生き抜く力にもなっております｡ そして島外で出会った人たちが私の背景に見るの

も, それら奄美のことです｡ 森をテーマにしたアニメ番組の主題歌に起用することなどから, 元 ちと

せさんの歌を聞きながら, 自然の姿を思い浮かべる人も少なくないように全国的に思います｡ 奄美出身

者は, どこにいても奄美の自然に守られています｡ 奄美市の将来像である自然, 人, 文化が共に生きる

きょらの郷 (しま) の実現は, 奄美に生まれたことを次世代にとっても誇りに思える地域づくりである

と言えます｡

奄美市が誕生し２年が過ぎました｡ 奄美市は誕生記念誌において, 自然, 人, 文化が共に生きるきょ

らの郷 (しま) の実現に向けた取組の第一に, 土地利用構想のゾーニングを挙げております｡ その中で
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も合併により旧名瀬, 笠利, 住用の３市町村の都市機能を名瀬地区の中心市街地への集中を図るのが,

都市核ゾーンの考えだと思います｡ そこで不安を抱くのが, 都市核ゾーンから離れた場所にある集落・

自治会への行政サービスや公共サービスの低下です｡ 合併して何もいいことがないという声も残念なが

らよく耳にする現状があります｡ 奄美市は名瀬地区を奄美群島全体の拠点として認識を持つ以前に, ま

ずは奄美市の都市の核として, 奄美市の隅々まで, できるだけ質の高い行政サービスをいきわたらせる

責任を果たすべきです｡ その要になるのは, 先ほど同僚議員も挙げた総合計画であり, 各地域の機能を

最大限に活用する土地利用構想を広く市民へ向けて開示していくことだと思います｡

それでは質問いたします｡ 合併して２年, 市役所にて作り上げてきた奄美市全体の土地利用機構のゾー

ニング, それに伴い実施してきた計画, これから実施を予定している事業計画・構想などがあればお聞

かせください｡ 次からは発言席にて発言いたします｡

議長 (伊東隆吉君) 答弁を求めます｡

市長 (平田�義君) �議員の質問に答弁をいたします｡

ただいま�議員から奄美の自然や文化について誇りと思うという力強い発言がございまして, 私も大

変心強く思っているところです｡ 私どもが高校卒業して東京に上って, あなたはどこの出身ですかと言

われて, 即座に奄美の出身ですということははばかった時代を思うと, 隔世の感を持つわけです｡ そし

て今, 奄振法の延長に向けて私たちが基本的な理念とすることは, 奄美の人たちがこれまでの自分たち

の住んできた自然や文化は, これは奄美の宝であるというそういう自覚, 誇りを持って主体的に自立化

を図っていこうという気概が生まれつつある, 芽生えつつあるということを法改正の基本理念に据えて

いこうというのは, 大方の皆さんの共通の認識であります｡ そういうことを踏まえながら, これからの

まちづくりにそのことを生かしていこうと, こう思っておるところであります｡

土地利用の構想についての具体的な件でありますが, 合併して奄美市市町村建設計画はお示しのとお

りでありまして, その計画の中にも指摘の土地利用のゾーンの設定をいたしております｡ お読みいただ

ければ分かると思いますが, 都市的な地域, 農村的な地域, 観光レクリエーションの地域, 自然環境の

保全に力点をおくべき地域などを想定して, 各地域の特性や基盤整備等の状況から, 土地利用の構想の

ゾーニングを設定し, 都市核ゾーン, 生活拠点ゾーン, 交流拠点ゾーン, 自然共生ゾーン, 海洋レクリ

エーションゾーンと五つのそれぞれのゾーンの方向性を示しておるところであります｡

空港を中心とした陸上の交通軸, 名瀬港と周辺を結ぶ海上交通軸等が奄美市中心市街地としての奄美

市の基本的な位置付けになるんではないかと, このように思っておるところです｡

それぞれのゾーンの特性も記述してありますから, いちいち申し上げませんが, これらの構想を事業

に移して, どう実現させていくかということは, これはすべて網羅してやるというわけにもまいりませ

ん｡ 必然的に優先順位を決定して, それらを実現に向けて取り組んでいくということにしていきたいと,

このように思います｡

それから, 名瀬市が笠利・住用と合併して奄美市という誕生をみたわけですが, 龍郷町, 大和村, 宇

検村, 瀬戸内という自治体を残していることになります｡ これから統一した方向で, これらの計画を見

据えながら事業を進めたいという思いは強く持っておるわけでございますが, 合併の時点で考えが違う

ということに相成りましたわけですから, どのような形でこれを実現させていくかという課題は大変重

いものを残しているという思いがいたしております｡ そういう意味におきましては, 議会の皆さんのこ

れからの御理解や御指導は大きなウエイトを占めることもあるんではないかと, こう思ったりもいたし

ておりますので, 行政はもとより議会の皆さんと共に, この問題の解決にあたっていかなきゃならない

と, こう思っておりますので, よろしく御理解賜りますようにお願いをいたしたいと思います｡

４番 (� 嘉瑞人君) 土地利用構想についての質問だったのですが, 話が広がり合併のところまで話が

広がってきたのですが, 発言の中にも申し上げたんですけれども, 今ある奄美市よりも広域的な合併や
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また, 今, 合併を住民投票によって反対した地域もございます｡ そういった所と話し合いを進めながら

納得して合併をしていくためには, やはり今, 奄美市に住んでいる方々が, 満足していく環境を作って

いくということが重要だと思います｡ そのために将来像があり, その将来像を具体化していくために各

地域の特色を生かした地域構想というものがあると思います｡ ですので, また, 私のほうでも市町村建

設計画のほうも拝見しながら, これからまた勉強しながら発言していきたいと思っています｡

それでは, 次の質問に移っていきたいと思います｡

末広・港土地区画整理事業によって, 土地利用構想の観点から質問を進めていきたいと思うのですが,

まず, 平成２０年度の施政方針から言葉を引用したいと思います｡ 道路交通につきましては, 国道５８

号線, おがみ山ルートの早期実現を図ると共に, 拠点地域などをつなぐ道路交通網の整備と快適な生活

道路の整備にも努めますと, このように施政方針にて書かれていました｡

末広・港土地区画整理事業によってできるものの一つに, 現在ある支庁通りより道幅の広い道路がご

ざいます｡ そしてこの道は, 先ほど挙げていただいた, 挙げていただいてないですね, 土地建設計画の

中でもある生活拠点や都市核拠点といったものを結ぶ道路交通の大きな大動脈とも言える存在だと思い

ます｡ 同時に, この土地区画整理事業に伴い, 商店街にも大きな再編が見込まれると思います｡ 昨日の

建設部長からもありました, この商店街の区画整理のエリアの中には, 現在, 営業している店舗だけで

も３５０店舗以上あるというふうにも聞いております｡ そういった大きな事業の中で, この土地区画利

用構想の観点から見た末広・港土地区画整理事業の意義について, 教えてください｡ 中心市街地におけ

る面的な整備は, 奄美市における土地利用構想にそれぞれどのような効果をもたらすと想定しているの

でしょうか｡

建設部長 (平 豊和君) 土地利用構想における末広・港土地区画整理事業の位置付けの御質問について

でありますが, 当地区は, 商業, 住宅, 教育, 医療等の都市機能が集約されておりまして, 奄美市の中

心市街地としてだけではなく, 奄美群島の郡都としての役割を担っております｡ 土地利用構想において,

名瀬中心市街地は都市核ゾーンとして位置付けられておりますが, 商業機能の衰退や防災機能の脆弱化,

車社会への対応の遅れなどから中心市街地の空洞化が進んでおります｡ 中長期的な視点では, 今後は少

子高齢化や人口減少時代の到来, 自治体の厳しい財政状況等の問題により, インフラ整備等の財政負荷

が大きい郊外への拡大路線から, 既存インフラの活用を図り, コンパクトで効率のいい都市を目指す必

要性があると考えております｡

末広・港土地区画整理事業は, 空洞化の進む中心市街地において, 防災面の強化を図るとともに, 高

齢者や子どもが安心して歩ける歩行空間の整備や車による交通アクセスの利便性を高めることによって

商業機能の再生を図り, 人が集まり賑わいに満ちた魅力ある中心市街地を形成し, これからも郡都とし

ての役割を担う都市機能が集約されたまちを目指すものであります｡

４番 (� 嘉瑞人君) 先ほども申し上げたんですけれども, 郡都として認識を持つことももちろん重要

です｡ ただ, 今, ここで話している奄美市をこれからどうしていくことかということが, やはり重要に

なってきます｡ 何を申し上げたいかと言いますと, やはり奄美市民に一人ひとりにとって良かったと思

える道路造りというものが必要になってくると思います｡

今の発言からなんですけれども, この事業は, 奄美市の他の地域にとっても末広・港土地区画整理事

業を進めることは大きなメリットがあるというふうに解釈してもよろしいんでしょうか｡

建設部長 (平 豊和君) 議員御指摘のとおり, 奄美市だけではなく奄美市の他の地域, 合併しまして笠

利町, それから住用町, こういったエリアにおいても, この末広・港土地区画整理事業が重要な役割を

持つものだと考えております｡

４番 (� 嘉瑞人君) ちなみに具体的に挙げると, どういったところがメリットだというふうに考えて
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おられますか｡

建設部長 (平 豊和君) 道路を整備することによりまして, 先ほどいろいろるる申し上げましたが, 防

災機能の整備やら, あるいはお年寄りのそういった優しいまち, バリアフリー化ということなどを目指

していきますが, いわゆるアクセス, 住用や笠利町からのアクセスに対しても, その土地区画整理事業

は重要な役割をもっていると考えています｡

４番 (� 嘉瑞人君) はい, ちょっと次に移りたいと思います｡

先ほどの質問と少し重複する部分も出てくると思いますが, 中心商店街活性化計画策定についてもお

伺いしたいと思います｡

平成２０年５月１５日に奄美市商工水産課よりいただいた資料によると, 活性化による大きな目的に,

商業, 公共サービスなどの都市機能を集積すること, そして, 市街地に住む人を増やして, 行政にとっ

て少ないコストでたくさんの人が便益を受けられる環境を整備していくことなどが挙げられています｡

こちら大いに進めていくべきだと私も思っております｡ しかし, ここで質問です｡ この中心商店街の活

性化のための国の支援というものは, どのようなものがあるのでしょうか｡ 教えてください｡

産業振興部長 (赤近善治君) 活性化のための国の支援ということでありますけれども, この支援を受け

るためには, 中心市街地活性化の基本計画というものを作らなくちゃなりません｡ この基本計画を作り

ますと, 国土交通省からのいろんな面の支援がございます｡

４番 (� 嘉瑞人君) なぜ質問したかと申し上げますと, 先ほど, 話していただいた資料の中に, 中心

商店街活性化のための国の支援措置として面的な整備, つまり土地区画整理事業があると記載されてお

ります｡ こちら奄美商工水産課の資料です｡

ここで改めて問います｡ 中心商店街活性化のための国の支援措置として区画整理事業があるのであれ

ば, 末広・港土地区画整理事業完了後まで想定した中心商店街の活性化計画は, 現在, あるのでしょう

か｡ お答えください｡

産業振興部長 (赤近善治君) ちょっと整理していただきたいんですけれども, 区画整理事業があるから,

支援があるから区画整理事業ということでなくて, 私どもが進めております, 想定しております中心市

街地と申しますのは, ４３ヘクタール, 新川から屋仁川, 永田川ですね, 広いエリアを中心市街地とと

らえて基本計画, 活性化計画を作るということです｡ その付近は誤解のないようにお願いします｡ そし

てその中に, 中心の商店街が四つありますけど, その中の末広本通りで区画整理事業が行われています

よということでありますので, その付近は一つ御理解をよろしくお願いを申し上げます｡

それでは答弁申し上げます｡

本市の中心市街地につきましては, 先ほど, 建設部長も説明がありましたけれども, 奄美群島の中心

地として都市機能が集積しております｡ 政治・経済の中心としての機能を持ち, 密度の高い市街地が形

成されております｡ そのため, 合併後の本市の土地利用構想におきまして, 先ほど, 市長からも答弁が

ありましたけれども中心商店街を含む地域を都市核ゾーン, 名瀬地区の中心市街地と位置付けておりま

す｡ しかしながら, 郊外への商業機能の立地や人口の拡散により中心部の空洞化と商業機能の低下が指

摘されつつあります｡ そのため, 本市の中心市街地の有効・高度利用のために市街地整備や都市機能を

推進し土地の有効・高度利用が求められているところでございます｡

商店街の活性化につきましては, これまで奄美の文化と産業が集積するにぎわいの都市づくりをコン

セプトに市街地及び奄美大島本島を範囲とした飲食サービス, 娯楽などの様々なニーズに答え, 情報発

信力のある商業機能を目指しまして, 空き店舗の活用や, 共通商品券, 駐車場券の発行, アーケードの

整備など, これまで力を入れてまいっております｡ また, 平成１９年度からはまちづくり交付金事業の
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提案事業におきまして, 中心市街地のソフト事業を実施しております｡

商店街におきましては, 県の魅力あふれる中心商店街活性化支援事業を受け, なぜまちＣｏｍｅカン

モーレプロジェクトとしまして, 商店街と社交業組合と共同で各種事業を進め, 夏祭り, やんご祭りな

どのイベントの開催, 街なかからの情報誌ｍａｃｈｉ－ｉｒｏの発行などを行ってきております｡ この

カンモーレプロジェクトにより, 商店街などの連帯感が醸成されたと認識し, 今後, 情報発信がさらに

増すものと期待しているところでございます｡

また, 商店街整備には, 市民の台所として機能しておりました永田橋・末広市場, 現在, 市民の休憩

の場やイベント開催の場として活用されておりますＡｉＡｉ広場があり, この再生のために, 施設の活

用方法や整備方針をワークショップなどで検討しながら魅力ある中心商店街, なぜまち商店街の活性化

に取り組んでまいると考えているところでございます｡ 御理解をお願いいたします｡

４番 (� 嘉瑞人君) なぜこのような質問をしたのかというと, やはり昨日の一般質問の中でもあった

んですけれども, そういったふうに市役所の方々は一生懸命頑張られていると思うんですけれども, や

はり面的整備が先行し商店街の将来展望が見えないというところに, 多くの不安がやっぱりございます｡

ですので, 土地区画整理事業終了後に, どういったふうに商店街がなっていくのかというビジョンを示

してほしいという思いでした｡

では, ここから要望になってくるんですけど, 中心商店街活性化事業において, やはり重要なのはソ

フト・ハード, 今言った商店街をつくるまちづくりといった分野と区画整理事業などといったハードの

部門, 事業が一体となった, やはり計画であり, 事業完成後のビジョンを多く市民が共有できることだ

と思っております｡ 先日, 産業経済委員会で視察に行ってまいりました熊本県八代市においては, 行政,

地域住民, 学校関係者, 商工会議所などの経済団体などが一緒になって協議会を作り, 中心市街地活性

化計画策定において目に見える資料を準備し啓発活動を行いつつ, たくさんの会合を開いているという

ふうに聞いてまいりました｡ そしてその資料の中には, もちろんソフト事業もハード事業もすべて一つ

にまとめた形で資料が存在していました｡

もし奄美市において, 末広・港土地区画整理事業後の中心商店街活性化の計画がない状態なのであれ

ば, 計画を作った後での事業開始でもいいと私は思っております｡ 事業の凍結がやむを得ないという意

見です｡ ９８億円の巨額な事業, 先ほども申し上げましたが, ３５０店舗以上の, 今, 商売をしている

商店街を巻き込んだ大きな事業です｡ それぐらい慎重であって然るべきだと思っております｡

最後に, 土地利用構想についてという題目から質問しているので質問します｡ 土地利用構想の観点か

ら見た中心市街地活性化事業の意義について, お伺いいたします｡

産業振興部長 (赤近善治君) 中心市街地の活性化の意義という御質問でありますけれども, 先ほどの建

設部長の答弁とも重複いたしますけれども, やはり旧名瀬市街地につきましては, 市街地が狭うござい

まして, この商店街は四つの通りを中心に商店街を開いております｡ ただ, その後の名瀬市の開発公社

の埋立てによりまして, 郊外のほうへ住家がずっと行ったということで, いわゆる世帯分離で上方, 下

方のほうに住民がたくさん移動をしておりまして, 市街地が空洞化をしております｡ 昼間の人口は多い

ですけども, 夜半時以降はほとんどないというような格好でございまして, 残っている方々は, お年寄

りやひとり暮らしとか, そういったことで空洞化してまいっておりますので, 先ほど建設部長から話が

あったとおり, 中心市街地のほうに機能化をすると, あるいは中心市街地のほうに, これ極端な話かも

しれませんが, 大きな施設, 老人保健施設を移転するとかですね, あるいは複合施設を造るとか, そう

いったことによって中心市街地に人が集まると, 人が集まらないとにぎわいがないというようなことで,

私どもとしましては, 中心市街地の活性化は, やはり郊外のゾーンと中心市街地のゾーンというものを

再度見直そうというようなことであります｡

また, これはコンパクトシティという概念にもなると思いますけれども, そういった兼ね合いの下で,

当市の予算には反映されておりませんけれども, いわゆる経済産業省の直接の事業で立ち上がり支援と
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いうことで, 調査報告ができております｡ その中のいろんな懸案がございますからそのふきんを, ある

いは参考に今後, 中心市街地の活性化の計画につきまして, 計画を進めてまいりたいと, もちろん, そ

のためには, 産業界, 金融界, 交通, それから郊外の方々, 商店街の方々, いろいろとお話を伺ってま

いりたいというふうに考えているところでありますので, 御理解をよろしくお願い申し上げます｡

４番 (� 嘉瑞人君) 次に, 土地利用構想の中でも, ちょっと視点を変えます｡ 生活拠点ゾーンについ

てお尋ねいたします｡

奄美市誕生記念誌において, 笠利・住用両地区においては, 総合支所周辺地区を生活拠点ゾーンとし

て整備などを進めていくと表現しておりますが, まずは, 生活拠点ゾーンとは, どのようなものなのか,

もう一度詳しくお聞かせください｡

企画部長 (塩崎博成君) それでは, お答えをいたします｡

まず, 市町村建設計画の中での土地利用構想ゾーニングの中で位置付けをされております｡ その中で

は, 生活拠点ゾーンとしまして, 名瀬市以外の旧役場の周辺にあたる本ゾーンには, 商店や住宅の集積

が見られるほか, 住民生活を支える金融機関, 公共施設, 学校, 医療施設等の生活関連施設が立地をし

ていると, このため, 新市においては道路や公営住宅, 汚水処理施設等の整備を効率的・計画的に進め

ていきますと, 都市機能や生活関連機能を高めるなど住民にとっては利便性の高い生活拠点ゾーンを形

成し, 人口の定着と拡大を図るということと, また, まちなみの整備も進めていきますというようなこ

とで, 良好な景観を維持・形成していくということで, 旧住用村, 旧笠利町の役場の所在していた地域

をイメージをいたしております｡

４番 (� 嘉瑞人君) それでは話を少し具体的にしていきます｡

私は, 始めにも申し上げましたが, 質の高い行政サービスを奄美市の隅々まで届けるためのシステム

構築に重要なのが, 無秩序な都市機能の分散を抑制する奄美市全体を見据えた総合計画であり, 土地利

用構想だと思っております｡ 合併してよかったとたくさんの人に言ってもらえるための考えです｡

飛び地である笠利地区においては, やはりある程度の都市機能が集積した拠点になる場所が必要です｡

合併時の考えによると, 北部の拠点は総合支所周辺地区, つまり赤木名地区になるわけですが, その整

備, 活性化を図る際に, この土地利用構想の生活拠点ゾーンの観点から注意していること, 注意してい

くことなどあればお聞かせください｡

企画部長 (塩崎博成君) 議員御指摘のとおり, 旧笠利町につきましては, 飛び地合併というようなこと

で, いろいろと住民に対する説明の中でも不安視をする方々も, いろいろおられたわけですけども, そ

の中におきまして, じゃ合併をしなくて, じゃそのまま存続をした場合, そしてまた逆に合併をしまし

たよと, その中で旧笠利町の地域を見据えた場合, どの場合がその住民を主役として位置付けをした場

合に, 住民が良かったねと言われるような形になるのかということで, 相当議論もいたしたわけでござ

います｡ その中におきましては, 当然, 単独でいくということで, 財政シミュレーションもとりました｡

その状況の中では, 私どもが試算した状況では, 平成２０年度までは持つだろうと, しかし, ２１年度

の保障はありませんよというのが当時の財政の状況でございました｡ そのようなことからしまして, 住

民ニーズを吸い上げていくためには, やっぱりある程度, 財政力も強くなければできないというような

観点から, 合併をいたした経緯がございます｡

そしてまた, 今, 生活拠点ゾーンという位置付けの中で, 役場所在地ということで赤木名地区がイメー

ジされるわけですけども, やっぱり旧笠利町地域の中心地区として, またどのような形の整備が必要で

あるのか, そのへんにつきましては, 診療所もございます｡ そして総合支所もございます｡ そして民間

の病院もございます｡ そしてまた, 街なみの景観もございますというようなことで, あらゆる形のその

地域の持っている優位的な部分をこれから奄美市の中で位置付けをし, 整備をしていく必要があるもの
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と考えております｡

４番 (� 嘉瑞人君) それでは, 笠利地区の都市機能の集積において, 赤木名地区に集積させていくと

いうことで, 笠利地区, 他の地区よりも優先的にそういった機能を集中させていくという理解でよろし

いんでしょうか｡

企画部長 (塩崎博成君) いえ, 今, 笠利町の場合の赤木名地域ということでイメージをお話申し上げま

したけれども, 笠利町においては, もう一つの大きな集落として, 笠利校区, 笠利町の中心とする笠利

地区がございます｡ 当然, やっぱり笠利町の中では, 赤木名地区と合わせて笠利地域, 校区の中心とな

る笠利地区の整備も必要不可欠というようなことで考えております｡

４番 (� 嘉瑞人君) ちょっと時間がおしているので先に進みたいと思います｡

ゾーニング, つまり土地の利用規制を促進するための法律に, 都市計画法, 大規模小売店舗立地法,

中心市街地活性化法, いわゆるまちづくり三法がございます｡ その中のキーワードの一つに, コンパク

トなまちづくりが挙げられます｡ 奄美市の土地利用構想のゾーニングにおいて, コンパクトなまちづく

りの考え方は, どのようにとらえられているのでしょうか｡ お聞かせください｡

建設部長 (平 豊和君) コンパクトなまちづくりについてでありますが, 名瀬地区におきましては, 都

市機能が集積した地区であり, 今後ともその機能を高めるまちづくりを進めてまいります｡ 笠利・住用

地区におきましては, 生活関連機能を高める等, 住民にとって利便性の高い生活拠点ゾーンとしてのま

ちづくりを進めてまいります｡

すべての機能を名瀬地区に集約するコンパクトなまちづくりを目指すのではなく, 都市機能が充実し

た名瀬地区, 広大な耕作地を有する笠利地区, 豊富な観光資源を有する住用地区と, 各地区が持ってい

る特性を生かし, それぞれが連携したまちづくりが必要であると考えておりまして, それぞれの特性を

生かし, 地域の資源を活用したまちづくりを行うことで, 相乗効果を生むようなまちづくりを目指して

まいりたいと考えております｡

４番 (� 嘉瑞人君) はい, 相乗効果という考え方は, 私も同感でございます｡ 私が考える奄美市にとっ

てコンパクトなまちづくりというのは, 計画的に市内に都市機能が集積する拠点を幾つか作り, それぞ

れを無駄のない交通軸で結ぶことにより最小限の行政コストで一人でも多くの人に行政サービス, 公共

サービスを届ける体系づくりだと思っております｡ コンパクトなまちづくり実現のために, 行政が検討

すべきこととして, 私なりに三点考えてきました｡

一点目は, まちづくり三法を基にした立地規制の強化, 二点目は, 土地利用構想における都市核ゾー

ン及び生活拠点地域に対する都市機能集積促進への支援, 三つ目は, 各拠点を結び, それぞれを結ぶ交

通体系の確立です｡ まだまだ発展途上の構想ですので, 幾分お聞き苦しいところがあったかとは思いま

すが, 奄美市が好きであるが故の発言ですのでお許しください｡ 誕生して間もない奄美市だからこそ,

今だからこそ奄美独自のコンパクトなまちづくりができると信じております｡

最後に, 奄美市において島内での交通体系の課題とそれに対する具体的な取組があれば, 今後の参考

のためにも教えてください｡ 可能であれば短期, 中期, 長期, それぞれの事業構想があればお聞かせく

ださい｡

産業振興部長 (赤近善治君) 交通関係でありますけれども, 大島本島, 奄美市の中でも名瀬, 笠利, 住

用地域ばかりでなく大島本島内は, 大島本島内をつなぐ公共交通は, 路線バスが担っているわけでござ

います｡ しかしながら, 近年, 路線バスにつきましては, 人口の減少に伴います利用者の減少やマイカー

利用者の増加などにより厳しい経営状況にあることは御案内のとおりでございます｡ このような状況の
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中, 本年度事業といたしまして, 廃止代替バス運行路線地域において, 県の地域公共交通転換支援事業,

これ調査事業でございます, ２分の１は県の補助があります｡ これの活用を図りまして, 地域のニーズ

調査を実施する予定といたしております｡

また, 大島地区バス対策協議会では, 国の調査事業であります, 公共交通活性化総合プログラムによ

る奄美大島, 加計呂麻島の奄美市とあと２町２村の全域でありますが, その全域におきまして調査をい

たすということでございます｡ この調査につきましては, 島内住民のニーズに対応した公共交通の在り

方を交通事業者, 行政, 利用者の意見を反映させながら検討することといたしております｡ これは県が

事業主体というふうになります｡

本市としましては, 各地域の事業進ちょくにより, バスを軸としました公共交通の在り方をこの結果

を踏まえながら検討してまいりたいというふうに考えているところでございますので, 御理解ください｡

４番 (� 嘉瑞人君) 一日も早く, 気軽に名瀬の人が笠利に飲みに行ったり, 笠利の人が名瀬に買い物

したりできるような交通体系ができることを願っております｡ また, 奄美市の将来像を見据えた土地利

用構想ができ, その実現のための具体的な事業についてもっと議論できることを次の議会以降の楽しみ

におきたいと思います｡

それでは, 次の環境行政についてに移っていきたいと思います｡ 人が生活していくための話をたくさ

んしてきたので, 今度は, 自然と人が奄美において, いかに共生していくのかという観点で質問をして

いきたいと思います｡

奄美市誕生記念要覧が先日, 完成いたしました｡ たくさんの地元の人が写真入りで出ていて, 大変身

近に感じる要覧でした｡ さて, この要覧ですが, 一番最初に出てくるのは, 自然と共にと題したページ

で, 奄美に存在する希少種や美しい景観を誇る浜辺やサンゴ礁について書かれていました｡

昨年, 県や奄美群島の市町村などで, 調査した奄振アンケートにおいても, 来訪者の約７割が島の魅

力は豊かな自然に恵まれていることであると回答し, 群島が果たしている役割, または, 今後果たすべ

き役割として, 在住者, 出身者の６割もの人が一番に挙げていたのが貴重な動植物など豊かな自然環境

の保全というものを挙げておりました｡ 太古の昔から自然と向き合い生きてきた奄美市です｡ 今なお,

アマミノクロウサギなどをはじめとする希少野生生物が生きている豊かな自然を有しています｡

奄美市で自然と共に生きていくために, 市が考え, 行動していることはどのようなことでしょうか,

教えてください｡

市民福祉部長 (福山 治君) 自然と共に生きていくために, どのような考え方をしているかということ

でございますが, 私たち奄美群島の人々は, 豊かな自然環境に囲まれ, 昔から自然の恵みに感謝すると

ともに, 大切に利用しながら生活を営んできた経緯がございます｡ しかしながら, 現代の社会経済活動

を営む上で, 自然への配慮が足りず失った自然や, 質の低下した自然環境も出ていることについては,

反省をしなければならない点もあったと思います｡ 貴重な自然環境を保全し自然との共生を進めるため

には, 今ある自然を壊さない, あるいはなるべく負荷をかけないように, 自然との折り合いをつけなが

ら社会・経済活動を営んでいく必要があるものと考えております｡

また, 奄美群島は世界自然遺産登録の候補地となるなど, 世界的にも貴重な自然がまだまだ残されて

おりますので, この貴重な自然環境を宝として, 保全・活用を図る上でも自然との共生は不可欠でござ

います｡

さらなる自然との共生を目指して, 鹿児島県の奄美群島自然共生プランに基づく各種施策を, 総合的

に実施してまいりたいと考えておりますので, 御理解を賜りたいと思います｡

４番 (� 嘉瑞人君) ここで市長に質問です｡ 今回は, 自然との共生の中でも, 森との共生について少

し詳しく聞いていきたいです｡

近頃, 奄美においてチップ工場が再稼動を始め, 林業が少し活性してきております｡ 日が暮れても稼
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動し続けている採石場もあると聞いております｡ それに伴い, もちろん個人の所有地であり様々なこと

を考慮しながらではあると思うのですが, 奄美市においても山肌が露出してきている箇所が拡大してき

ました｡ 大型娯楽施設の建設により, 国道沿いの山も形を大きく変えているように見られる場所もござ

います｡ 市・山間地区では, 雨の強い日は海に赤土が流れ出し湾内が茶色に染まる日もあります｡ 先人

から受け継いできたこの自然を次世代に美しい形で引き継いでいくのが, 現在の私たちの役目であると

いえます｡

質問の一点目は, 市長にとって森と人とが共生するとは, どういうことなのでしょうか｡

二点目, 私たちが行っている森の資源を活かした産業によって, 発生している自然環境の変化, これ

をどのように感じ, どのような取組をこれから奄美市はするべきだと考えておられますか｡ お聞かせく

ださい｡

市民福祉部長 (福山 治君) 森と共生するということについて, 森との共生をするということは保全す

るべき部分と活用すべき部分との棲み分けを図るとともに, 活用する場合においても, 周辺環境になる

べく負荷をかけないように利用していくことだと考えております｡

例えば, アマミノクロウサギをはじめとする希少野生動植物の重要な生息地については, 奄美群島の

宝でありますので, 後世にわたって保護を図らなければならない地域だと考えております｡ その一方で,

森林資源として活用できる部分は活用していくということも, 林業振興という観点から見ても, 必要な

事ではないかと思います｡

このように, 保全と活用を両立していくことが, 森と共生していくことではないかと考えております｡

それから, 二点目の森の資源を活かした産業によって, 発生している自然環境の変化をということで

ございますが, 自然環境の変化をどのように感じているかとのことでございますが, 近頃, 林業が再開

され, 森林が利用されている点については, 認識をしております｡

問題は, 現在, 林業を実施している場所が, 保全すべき地域であるのか, 活用していく地域であるの

かを十分見極めて判断していかなければならないものと考えております｡ その見極めを行っていく上で

も, 早急に国立公園の指定をされる事が重要だと考えておりますので, 今後とも, 早期の指定に向けた

要望を行っていきたいと考えております｡

市長 (平田�義君) 議員の森という定義がよくまだつかみにくいところなんですが, 基本的には, この

奄美大島の広葉樹林が非常に特異な地域であると, そしてそれにまつわる動植物も世界に類のないもの

があるということ, そしてこれは学術的にも保存すべきであろうということに大方の意見が集約しつつ

あると, それを具現化させるために国立公園ないし世界自然遺産への登録ということを進めていこうと,

こういうことです｡

そういう中で, さっきから議論になっております地域の人たちが住んでいくまちのゾーン, 農村のゾー

ン, 海浜のゾーン, いろんな形での生活基盤というのがあるわけですから, これをどう調整させていく

かということから始まっていかなきゃならないと, このことについては自然遺産登録のことが話題になっ

たり, 国立公園のことが話題になったりしました時に, 早く今度は公園のゾーニングですね, 開発して

もいいゾーン, 絶対手を付けてはいけないゾーンという５段階あるようですが, これを早く決めてくだ

さいということがすぐ話題として出てきますから, このことは急がなければならないなと, こう思って

おります｡

また, 長い間で生活環境を整えるということでも, 多くのことで事業を中止・廃止してきたと, 公共

事業をですね, いう経緯もございます｡ そういった点を踏まえながら今後, 地域の人たちの生活基盤と

いう点と自然を保護するということは個々のことで, かなり意見も違ってくるだろうと思います｡ 基本

的には, 世界自然遺産登録を目指して地域を大事にしていこうと, そして地域の人たちが幸せに住める

状況を整えていこうと, この整合性をどうしていくかということに尽きると思いますので, 今後, 大い

に議論しながら個々の問題を解決していきたいと, こう思っております｡
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４番 (� 嘉瑞人君) 今, 市長の中からも土地利用構想を自然との共生にも活かしていこうという発言

があったことをうれしく受け止めております｡ 私も自然との共生の観点からも奄美全域を自然共生ゾー

ンというふうに書いてあったんですけど, それでは何も決めてないことと多分いっしょだと思います｡

ですので, 自然の共生ということで自然保護をする場所, 林業を行う場所, 農業を行う場所, 漁業を行

う場所といった, また観光として生かしていく場所といった形でゾーニングをはっきりされていかれる

ことを願っております｡ さらに付け加えますと, こちらは昭和３８年の県の奄美群島復興基本調査 ｢住

用村農林業の構造｣ というものから抜粋を読み上げます｡ 大島における台風災害は, 一つの常識になっ

ているが, 特に本村の場合は水による災害がこれに輪をかけている｡ すなわち数多くの急峻な山間を流

れている河川は, 落差が大きく, 川幅が狭く, それに加えて近年, パルプ, 枕木ブームによる水源地帯

の増伐と林道をはじめとして, 県道, 村道の新設改修工事に伴う土砂の流入による川底の底上がりなど

によって一層災害率を高くしている｡ これは, 現在の文章ではございません｡ ４５年も前に書かれた文

章です｡ 今, 個人の力や集落一つの力で森の環境を保全していくってことが難しい状況なのであれば,

政治が何もやらなければ歴史はきっと繰り返してしまいます｡ 自然・人・文化が共に生きるきょらの郷

(しま) の実現のために, 自然に対しても責任を持って行動する奄美市であってほしいと強く願ってお

ります｡ 次の質問に移ります｡

平成１９年３月に国立・国定公園の指定及び管理運営に関する検討会において, 奄美群島の照葉樹林

は国立公園の指定も視野に入れた, より詳細な評価を行う必要があるとされ, 国・県においても今年の

秋には, 国立公園の指定予定地域を発表するとも聞いております｡ 奄美市の中でですね, 前回の議会に

おいても答弁が, 幾つかあったかとは思いますが, その後の進ちょく状況なども含めて, 国立公園の指

定及び世界自然遺産登録へ向けて, 奄美市が取り組むべきこと, もしくは取り組んでいることは何なの

でしょうか, 教えてください｡

市民福祉部長 (福山 治君) 国立公園・世界自然遺産登録に向けて市が取り組んでいる自然保護の施策

についてお答えを申し上げます｡

本市における自然保護の取組といたしましては, 一部紹介いたしますと, サンゴ礁の保全対策, ノヤ

ギ対策等を進めているところでございます｡ サンゴ礁保全の取組といたしましては, 奄振事業を活用し,

サンゴの天敵であるオニヒトデの駆除を実施するとともに, サンゴ礁の状況やオニヒトデの発生状況を

調査するモニタリング調査も定期的に実施しております｡ また, サンゴ礁の再生に向けた試験研究も昨

年から取り組んでおり, 将来的には, サンゴの移植を行うなど, 人工再生についても取り組んでまいり

たいと考えているところでございます｡

次に, ノヤギ対策としては, ノヤギの食害による土砂流失や生態系等への影響が懸念されることから,

昨年度策定した山羊の放し飼い等防止条例に基づき, 飼い山羊の適正飼養を進めているところでござい

ます｡ 今後, 適正飼養の啓発と実態調査を実施するとともに, ノヤギの防除についても, 各種意見を参

考にしながら検討していきたいと考えております｡

その他, 国際的希少種であるウミガメの保護対策や奄美市希少野生動植物保護条例に基づく希少種保

護施策を進めているところでございます｡ また, 貴重な動植物の多く生息する重要地域については, 国

立公園指定による国の保護措置が必要と考えておりますので, 早期の公園指定に向けた要望活動も行っ

ているところですので, 御理解を賜りたいと思います｡

４番 (� 嘉瑞人君) 今年の秋頃にですね, 国立公園の指定予定地域が国と県から発表があると思うの

ですが, その指定外の区域にも奄美に住む私たちにとって最小限の開発, あるいは守っていきたいと考

えるエリアがあると思います｡

奄美市の条例１１３号に, 奄美市民の環境を守る条例というのがございます｡ その２章 自然環境の

保全, 第1節自然環境の保護, 第１８条に市長は自然環境を保全するために必要があると認める時は,
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次に掲げる区分により, 保護すべき地区及び動物を指定することができるとあります｡ その区分の一つ

に, 自然環境保護地区として, その地区内に生存する動植物を含む自然環境が優れた状態を維持してい

る山林, 原野, 海浜などで保護することが必要な地区というものが挙げられています｡

この条例を活用して, 国立公園に指定予定区域外でも, 奄美にとって重要だと思われる区域を市で定

めるよう検討会などを組織するなどして取り組んでいただけないでしょうか｡

市民福祉部長 (福山 治君) 国立公園指定予定区域外で漏れたところを市の条例で指定することはでき

ないかということでございますが, 当然, 条例の中に保護する必要がある区域については, 指定できる

ということになっております｡

指定をする際には, 奄美市の環境保全審議会の意見を聞くとともに, 所有者等の同意を得て指定する

ことになりますので, 現在, 国・県が検討しております国立公園区域案の状況を見ながら, 必要に応じ

て検討を行ってまいりたいと考えております｡

４番 (� 嘉瑞人君) 先日, 行われました世界自然を検討する検討会において国立公園化は３年後, 世

界自然遺産登録は５年後を目標とするというふうに新聞に書いてありました｡ ですので, この国立公園

以外の地域を保護するという条件, 区域を指定する際にも３年後というか, 国立公園が決まったおおむ

ね１年後位までには区域を決め, ２年後までには, その区域を確定していくというような, やはり時限,

期限を決めた計画というものが必要になってくると思うので, そういったことも考慮しながら検討をし

ていただけると, ありがたいです｡

続きまして, 新聞などで今年に入って何件か自然との共生について考えられる件がございました｡ そ

の中の一つに, 希少野生生物が生息される地域において捨て猫が野生化し, 希少野生生物を捕食してい

る可能性があるということがございます｡ この件に対し, 奄美市が取り組んでいる対策があれが教えて

ください｡

市民福祉部長 (福山 治君) 希少野生生物の生息域における捨て猫といいますか, ノイヌ・ノネコ対策

についてお答えいたします｡

昨年おきましたノイヌによるアマミノクロウサギの大量死の件など, ノイヌ・ノネコ対策につきまし

ては, 希少野生動植物・生態系の保全を図る上で早急に取り組んでいかなければならない重要な課題で

あると認識をしております｡

ノイヌ・ノネコの対策は, 飼い主の適正飼養・遺棄防止などモラルの向上を図ることが最重要であり

ますので, これまで広報誌を通した啓発, 各集会所への遺棄防止ポスターなどの掲示など, 啓発活動に

努めてきたところでございます｡ 今後とも適正飼養・遺棄防止の啓発を図るとともに, 繁殖を希望しな

い飼い主への避妊・去勢手術の呼びかけやマイクロチップの紹介など, 保健所とも連携を図りながらさ

らなる啓発に努め, 新たなノイヌ・ノネコの発生防止に努めてまいりたいと考えております｡

また, これまでも放し飼いされた野良犬については, 狂犬病予防法に基づき, 保健所と連携を図りな

がら捕獲を実施しておりますので, 今後も引き続き取り組んでまいりたいと考えております｡

４番 (� 嘉瑞人君) 保健所は県の管轄であり, 人間のエゴから生まれるノネコ・ノイヌの問題なので

市が取り組んでいくというのは幾分及び腰になってしまう可能性もありますが, 奄美の貴重な生態系の

バランスに影響を与える問題ですので, 是非正面からこの問題に取り組んでいってほしいと思います｡

また, 先ほど申し上げた自然環境保護地区を定めることは, ノイヌ・ノネコとみなす根拠を作るのに

有効でございます｡ 今, 森で猫を保護しても落し物を拾ってきたということで, 交番に届ける拾得物と

いう扱いになるそうです｡ ノネコ・ノイヌをしっかりと条例にて根拠を示すことにより, 森に捨てられ

た猫を救うこともできるかもしれません｡ 今回, 議案にあった世界自然遺産登録の寄附金条例など, 希

少野生生物と共生するための財源の拡充もあるものと期待しております｡ 大変かとは思いますが, 担当
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職員においては引き続きノネコ・ノイヌ対策に御尽力されるようお願い申し上げます｡ 長くなりました

が以上質問を終わります｡

議長 (伊東隆吉君) 以上で無所属 � 嘉瑞人君の一般質問を終結いたします｡

これにて本日の日程は終了いたしました｡

明日午前９時３０分, 本会議を開きます｡

本日はこれをもって散会いたします｡ (午後３時４５分)
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議長 (伊東隆吉君) ただいまの出席議員は２６人であります｡

会議は成立いたしました｡

これから本日の会議を開きます｡ (午前９時３０分)

○

議長 (伊東隆吉君) 日程に入ります｡

日程第１, 一般質問を行います｡

通告に従い, 順次質問を許可いたします｡

最初に, 奄美興政会 平 敬司君の発言を許可いたします｡

２３番 (平 敬司君) おはようございます｡ 奄美興政会の平 敬司であります｡

中国四川省地震から１か月がたちました｡ 地球が怒っているのか, 世界の各地で災害が発生をしてお

ります｡ 地震に津波に竜巻など, 日本でもなかった竜巻被害も起こりました｡ また奄美市においても小

俣町の災害が起こっております｡ 特にミャンマーのサイクロン被害で亡くなられた方々, また中国四

川省の地震で亡くなられた方々に哀悼の意を表しますとともに, 被災された方々のうえに一日も早く平

和が訪れるよう願うものでりあります｡

さて, 国においては社会保険庁から始まり, 防衛省など各省の不祥事や, 省庁職員による居酒屋タク

シーまで, 私たちには考えられないことが起こっております｡ また国においても年金問題, 道路特定財

源問題に, 後期高齢者問題など, 国民の怒りは今正に頂点に達しております｡ 国はこれらの問題を国民

が納得いく結果を示すべきであります｡ 国民の声を聞かない国は滅ぶと言われております｡ 国民が忘れ

てくれるのを待つように, 結果も出さずに衆議院も解散せずに, 任期いっぱいという声もあります｡ 今

の国民は忘れるということは決してありませんので, 信頼回復のためには国民が納得いく結果を, きちっ

とした結果を出すことであります｡

今度の表題は新聞を読んでということでありますので, ５月１日の読売新聞の社説, 暫定税率再可決,

一般財源化の約束を果たせという大きな見出しであります｡ ガソリン価格が下がったと思ったら１か月

で元に戻る｡ このガソリン協奏曲, この騒ぎは一体なんだったのか, ガソリン代は今も上昇中でありま

す｡ そうした疑問や反発の声に応じるためにも道路特定財源の一般財源化の約束を必ず果たさなければ

ならないと指摘しております｡ 今後１０年間, ガソリン税収を道路特定財源に充てるとした, 道路整備

費財源特例法改正案と, ２００９年度からの全額一般財源化という首相の方針とは, ずれがあると指摘

しております｡

５月１０日の地元南海日日新聞, 一般財源化の法改正により, 道路整備費財源特例法改正案における,

道路特定財源制度の規定は, ２００９年から適用されないことになったと指摘しております｡ ５月１４

日南日本新聞２００９年から全額一般財源化する基本方針を閣議決定したのは, 矛盾を穴埋めする苦肉

の策だと指摘しております｡ ５月１４日の読売新聞, 今後１０年間ガソリン税収を道路特定財源にあて

る改正道路整備費財源特例法が衆議院で３分の２以上の賛成で, 再可決され成立した｡ これに先立ち政

府は特例法の道路財源の規定は, ２００９年から適用されないとする方針を閣議決定をいたしました｡

この１０年間とする法律と, 今年度限りという政府方針の間には大きな矛盾があると指摘をされており

ます｡

この矛盾を私たちのこの奄美市市長はどう受け止めておられるかをお伺いをいたし, 次の質問からは

質問席でさせていただきます｡

議長 (伊東隆吉君) 答弁を求めます｡

市長 (平田�義君) おはようございます｡ 奄美興政会の平 敬司議員の質問に答弁をいたします｡

この道路特定財源の特例法に関する, 国会での議論, そういう中での一般財源化と法の制定との矛盾

ということが, 大きく報道されておりますが, 矛盾は矛盾といえば言えなくもないと私は理解します｡
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ただ, この法律は１年間であろうと, あとは一般財源にするんであれば, この法律は当然に改善される

だろうと, とりあえずは８年度の我が地方自治体の道路予算を, なにがなんでも確保していただきたい

というのが, 強い要望をいたしてきたところです｡ その点におきましては, 矛盾ということではそのと

おりでありますが, 我々は地方の行政を預かる者として, 何としてでも実現にこぎ着けるということが

出された使命だと, こう思って受け止めております｡

今後道路財源の在り方が一般財源化ということになるわけでございますが, 財源の振り分けというこ

とになります｡ そうなったときに, それぞれの地方自治体が予算の, 道路予算の確保ということで, 一

般財源の中における財源の, 悪い言葉で言いますと分捕り合戦が始まるということだろうと, このよう

に受け止めております｡ そういうこと等も思いがあってこそ, 私たちは奄振法の延長を確保して, 法に

基づいて地域の社会資本整備を実現しなければならないと, このように強く思っておるところです｡

今後この財源を一般財源にするということでありますが, 多くの国会議員の意見を聞いたわけではご

ざいませんが, ある国会議員の説では, 本当に一般財源として使えるお金は２, ０００億円から３, ０

００億円の間であろうという話をしました｡ そのことは, 道路に必要な道路の財源は確保するという,

閣議決定でございますから, そのことを実現するとそういうことになるんではないかということであり

ました｡ 私はそれを是とするとかしないとかじゃなくて, やはり道路財源を確保していただきたいとい

うことだけは, 願っているところであります｡ そういう意味においては, 議会の皆さんの理解も是非い

ただきたいとこう思っておりますので, 今後の御指導方をよろしくお願いをいたします｡

２３番 (平 敬司君) いい答えだと思っております｡ 私は新聞では伊藤県知事は矛盾しないという記事

を見た覚えがあります｡ 市長がこれを矛盾と考えながらも首長としては, やはり道路の財源を確保して

いきたいと, そういう思いは重々分かっております｡ これから聞くことが私が杞憂でなければいいと思

いながら, いろいろお聞きをしたいと思っております｡

私は子どもにうそは言うなよと, うそは言うなと, 悪いことをしたらお詫びをし, 改めなさいよと,

そして間違いだと知ったらそれを直せと, こう教えてきました｡ 私はうそは悪いことだと子どもでも誰

でも知っている｡ ましてや国の総理大臣である, 長である人がこの道路特定財源を一般財源化する, そ

して生活者の財源にするということを, まさかうそではないだろうと思っております｡ そういうことで,

これからの道路財源をどうするかという, この心配に立ちながら, 私たちはこれからの道路計画もして

いかなければならないという思いで質問を続けるところです｡

２００８年度はガソリン税を道路に充てることになりました｡ 本当に｡ しかし, ２００９年度からは

道路財源はなんにでも使える一般財源化にすると, そして福田首相も社会福祉や教育などに振り分ける

といっているのであります｡ そこで道路族はどう頑張ってこれを阻止するかということもありますけれ

ども, しかし方針は示されたのでありますから, 是非ともそのとおりに推し進めていきたい, 約束は約

束として国としては守っていかなければ, 私たち地方から子どもまで, 子どもに教える方針が間違って

しまいますので, こういう中で２００９年度, ８年度はおっしゃるとおりもう財源は確保されました｡

しかし２００９年度からの道路の計画に, 見直しはないのかということであります｡ さっきも言いまし

たように, 総理大臣は生活者財源にすると言明をされました｡ この生活者財源というのも, 道路も含ま

れておると思いますけれども, 今までのようにはいかないのではないかということでございますが, い

かがお考えでしょうか｡

建設部長 (平 豊和君) おはようございます｡ それではお答えいたします｡

本市の道路整備につきましては, 実施計画に基づき整備を進めてきておりまして, 平成２１年度事業

はすでに実施計画どおり, 国・県への概算要望を終えたところであります｡ 道路事業に関する国庫補助

には, 道路特定財源が充てられておりまして, ２１年度以降につきましては, 今後道路特定財源の動向

によっては現計画の見直しを迫られることもあるものと考えております｡ しかしながら, 道路特定財源

が一般財源化されても, 必要と判断される道路は着実に整備するとの閣議決定もなされていることから,
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新規事業については大変厳しい状況にあるかもしれませんが, 本市が実施している事業はすべて継続中

の事業でありまして, 今後とも引き続き実施できるものと考えておりまして, 今のところ見直しにつき

ましては, 検討していないところであります｡ いずれにいたしましても, 今後の道路特定財源の動向に

ついて見極める必要があると考えております｡

２３番 (平 敬司君) 継続事業でこれは必ずこうできるという保障というのが, 私はないんじゃないか

と思っております｡ これはいろいろ変わっていくんで, 本当に生活者の財源にすると, そして新聞各紙

もですね, 暫定税率と言いつつ長期維持されてきた, ガソリン税などの暫定税率はこの際, 本則に組み

入れるべきだと, 新聞各社も述べているわけですね｡

これからの１年間はこういう予算の分捕り合戦も確かに始まってくるだろうと思います｡ 私はある程

度はこういう事態が発生するなという思いを考えながら, やはり計画は立てていかなければならないと

思っております｡ この２００８年度も暫定税率は切れますよ, そして衆参逆転現象の中で必ずこういう

ことが起こりますよと知りながらもやはり, そのままの予算を組んでこの議会も通していきましたけれ

ども, そういう思いをしながら, 果たして２００９年度からもこの継続事業といえどもそのままの事業

費で組み込まれて, 事業が進むだろうかと, 事業費が削減された, いろいろのことが起こらないかとい

う思いがするからですが, この本則に組み入れられると, そういう思いがあります｡ それでもなおかつ

継続事業だけはしっかりやっていけるということでございましょうか｡

市長 (平田�義君) これまでも小泉内閣の時から公共事業予算というのは, 毎年毎年４パーセント, ３.

５パーセントずっとカットされてきております｡ カットされた結果はどういうことかというと, 事業費

枠が縮小されていると, 中には計画そのものを見直して中止した事業もあったと思います｡ そういう中

でございますので, これからも公共事業枠は減るものだと, こう受け止めざるを得ないと思いますし,

その中で先ほどそれを心配したので, ある代表の先生に, どれぐらいの予算がどうなるんですかという

ことを聞きましたときに, とりあえず, ２, ３, ０００億円くらいのほうが一般財源ということで使え

るんではないのかなと, こういう話でした｡ この先生はどちらかというと, 建設推進の先生ですから,

そういう意欲を示されたんじゃないかなと思うんですが, 現実としてはそういう形で, じゃあ以前もご

ざいました, ７年計画の事業枠を含んで事業を進めていたんですが, 国のほうから８年計画に延ばせと

いう指示がありまして, そういう事業費の組替えをしたことはございますが, 今後そういうことが多く

現れてくるだろうと, そういう中であれば新規にこの事業をやりたいというと, その事業採択基準が非

常に厳しくなってくるということは予測できるんじゃないかなと, こう思っております｡ 今, 名瀬市街

地において, また奄美市内において, 道路の廃止, 中止, 見直しという点については私たちは今, 取り

組んでおりませんが, いずれそういうこともありうるということだけはやはり肝に銘じておかないとい

けないんではないかと, こう受け止めておりますので, それぞれの個々の事業において検討させていた

だきたいと, こう思いますので, よろしくお願いします｡

２３番 (平 敬司君) やはりなんでも安心じゃなくて, しっかりこう何かがあっても大丈夫なように基

本を, 基本はしっかりしながらもやはり何かが起こったときにどうするかという, 不測の事態というの

も考えておかなければならないもんじゃないかなという思いもいたします｡ よろしくお願いしますが,

次に, 末広・港まちづくり事業への影響はないのかということです｡ 同じ国土交通省の関係の事業も多

く含まれております｡ この間の２００８年６月７日のこの新聞ですが, 県議会の報告の答弁というのが

あります｡ おがみ山バイパス, 末広・港土地区画整理, 久里ダム, 砂防ダムなどの各事業は必要性を県

は考えていると, このうちの末広・港区画整理は, 奄美市が事業主体となり, まちづくり交付金事業と

組んで, 安心で魅力ある中心市街地づくりに取り組んでいると｡ そして, 奄美市によると約８割の関係

者の地権者がもう賛成をしてると, これは進めなければならないという大きな前提に立っての答弁だと

思いますが, この奄美市財政への影響について, ２００６年度は普通会計決算で見ると, 財政力指数が
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０. ２８パーセント, 経常収支比率が１００. １パーセント, 実質公債率比率が１８. ６パーセントと

硬直化して, 厳しい財政構造にあるとして, この末広・港区画整理事業を実施すると, 奄美市の負担は

単年度で４億７, ０００万円ほど見込まれると｡ この財源としては, この７０パーセントの交付税措置

と, 合併特例債を充てる, 奄美市事業実施による負担は奄美市財政健全化計画の枠内で位置付けられて

いるとしております｡ 財政健全化計画によりますと, 実質赤字比率はこの２０パーセントでいろいろ出

てきましたが, 奄美市の場合は１１. ５パーセントから１５パーセントだと, 連結赤字比率が３０パー

セントの中で, １６. ２５パーセントだけども, １. ７パーセントの黒字を出していると, 実質公債比

率は１８. ６パーセント, 変わりませんが, こういう状態であります｡ この財政化健全化計画の中でも,

公債対策費で２９億円の枠を設けてると, その中で今言うこの厳しい状況の中で, この特定財源の問題

がこの事業に影響を及ぼさないのかということを懸念をしているもんですから, お伺いをしたいと思い

ます｡

建設部長 (平 豊和君) 御質問の末広・港土地区画整理事業は, 主に道路特定財源により財源が確保さ

れておりますことから, 道路特定財源の動向によっては影響を受けることが予想されます｡ 今後も道路

財源が大幅に削減されない限り, 継続して計画どおりに事業を実施し, 早期に事業の効果が発揮できる

よう予算措置がなされていくものと考えております｡

２３番 (平 敬司君) この厳しい財政を強いられている, この赤字が１. ７パーセントですか, この間

も示されたように, 国保財政がこの全体枠に大きく影響をしてくるんじゃないかなと思います｡ この港・

末広だけの問題だからおっしゃるとおりに進むか分かりませんが, この全体枠の中でどう推移していく

んだろうかということで, 財政課長, どうでしょう｡

財政課長 (則 敏光君) この間も申し上げましたとおり, 国保会計の関係で連結いたしますとかなり厳

しい状況ではございます｡ 財政計画に盛り込まれております, 平成２７年度までの事業の計画, これを

各財源すべて振り分けまして, それぞれの交付税措置, その他, 交付税の動向, 税収の動向などもすべ

て勘案しまして, シミュレーションをした結果, さらに１９, ２０, ２１, ３年間の繰上償還なども加

味した結果, ２１年度には１７. ４の実質公債比率になるというような状況もございます｡ 確かに, 一

般会計だけよくても連結の時代でございますので, すべての会計で黒字にならないといけない状況でご

ざいますけども, この事業推進に支障を来たすほどの財政状況には, 今のところ見込んではいないと,

想定はしていないということは言えると思います｡

２３番 (平 敬司君) 今の財政状況ではあまり影響はないと, そういう中でしっかり頑張っていただき

たいと思います｡ この財政健全化でも公債費枠をあと３年で１８パーセントから１７パーセント代まで

落としていくと, こういう削りながらの事業ですので, しっかりと前を見つめながら進めなければ, 思

うような事業には進まないだろうと, しかも昨日からやっているように, 夢のあるこの商店街, 奄美市

のまちをつくっていく, この事業費を確保するように最大限努力をしていただきますように, 心からお

願いをするものであります｡

次に, 暫定税率廃止による影響を受けるとされたこの伊津部勝とかいろいろの線ですが, 皆さんが示

しました｡ 私たちのこの奄美市も国に道路特定財源をなんとか延長してくれという意見書も出しました

ので, この暫定税率による影響額というのが皆さんがこう示されました｡ これによりますと, １億４,

５００万円の税収不足, 歳入不足となるということで, 意見書もあげて今年度はなりましたが, この伊

津部勝, 名瀬勝, 小湊線, こういう所は今までの答弁を聞いておりますと, 全く関係なく事業が継続事

業で進められておりますし, この名瀬勝と小湊間の橋梁の問題は, これは継続事業ですか, これから新

しくやる事業ですか｡
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建設部長 (平 豊和君) この事業は継続でございます｡

２３番 (平 敬司君) 継続事業は何としてでも確保するということですので, 頑張っていただきたいな

と思います｡ 特に小俣線の早期完成はですね, 住民の大きな希望でありますので, それはそれとしてしっ

かりまた進めていかなきゃなりませんが, 先ほど申しました新規の事業ですね, この新規の事業で箇所

ですが, 有良・大熊バイパスで, 三儀山バイパスの早期着工が認められておりますということで私は意

見書を出しました｡ この新規の事業に対して, この道路財源の一般財源化に移行する中で, どのような

考えでおられますか｡ 市長の悲願でありますこの有良バイパス, それから今小宿の住民からも都市計画

の申し出がありますが, それらを踏まえてどうお考えなのかをお願いしたいと思います｡

市長 (平田�義君) 有良・大熊のバイパス建設については, 大変厳しい状況になったと理解せざるを得

ないと思います｡ それから三儀山ルートにつきましては, 取付事業の内容が道路事業と街路事業と分け

て我々は構想を練ったわけですが, そういうことなども含んで, まだ明確ではございませんが, １０年

間, 県としてはですね, １０年間事業着手を遅らせたいという意向でありましたが, これも新規事業と

いう対応を取らざるを得ないんじゃないかと, まだ５８号線との絡みが全くなしとは, 向こうは国道,

こっちは県道じゃないかということもございますが, そこらへんの整合性ということもまだはっきりし

ませんので, 簡単ではないとは言えると思います｡ ただ, 小宿の土地計画についても, １３メーター道

路を街路事業として, 中に１本予定しておりましたが, この事業が街路事業としてやるべきなのか, 県

道のバイパスとしてやるべきなのかということも, 残ってはおりますが, 小宿の都市計画事業, これに

ついてはできるだけ早めに取り組みたいというのが, 私たちの思いではありますが, 予算確保という点

からすると, やはり厳しいものがありはしないかという思いはしております｡ これは総枠, 街路事業都

市計画整備事業の中で, どれだけ今, さっき分捕り合戦という話をしましたが, 確保できるのかという

ことが皆目検討がつかなくなってきたということになるんではないかと, こう思っております｡ 要望も

強く出ておりますので, 引き続いて努力はしていきたいと, こう思っております｡

２３番 (平 敬司君) この小宿の都計についてはね, １０年間凍結, 凍結ですかね, 先延ばしですかね,

それの経緯がありますので, 地域住民が何回も造りましょう, 造りましょうと言いながらだんだん伸び

てきた問題ですので, 今回はもう１００パーセント近い賛成者のようですので, 頑張っていただきたい

なと思います｡

こればかりやっていると次々時間がなくなっていくんですが, 先のほうの補助率と書いてありますが,

この事業費削減された場合の最悪の場合を想定しているかということなんですけれども, 毎年毎年この

公共工事費がカットされてきているという, この事業の流れの中で考えてよろしいのか, 本当に最悪,

今までの事業費が削減されるということはないのか, あるいは補助率だって今, ６０とか７０とかいろ

いろありますけれども, その部分まで踏み込む時代にならないかなというこの思いをしながらですが,

どうでしょう｡ 最悪の状態を考えて｡

建設部長 (平 豊和君) 道路特定財源の一般財源化に伴い, 最悪のケースとして仮に事業費が大幅に削

減された場合は, 実施計画どおり事業が実施できなくなり, 現在実施中の事業につきましても事業の施

行機関を延伸したり, 道路延長を短くするなどの対応を迫られ, ２１年度以降の道路整備計画, 並びに

本市のまちづくりに関する事業の実施計画を根本的に見直さざるを得ない状況となり, 全体予算にも大

きな影響が生じることなどが予想されるところであります｡

２３番 (平 敬司君) その予想しながら事業を進めていきたい, 本当に住民が必要とする道路であれば

ですね, 例え国からの補助とかいろいろなくても, 借金をしてでも造ってあげるぐらいの意気込みで,

これからは無駄なものは徹底して省いていく, 必要なものは道路は借金をしてでもいいから造ってあげ
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る, そして市民と役所が一体となったね, 事業の推進をお願いしたいと思います｡

次はですね, この奄振への影響はあるかということなんですが, 今までのずうっと総括, 話を聞いて

いるとあんまり影響はないようでありますけれども, 今年度の一般会計の予算の中の道路予算, すべて,

すべてと言ってもいいほどこの奄美振興開発事業の中に組み込まれている｡ 小俣線もそうですし, 山間

もそうですか｡ そういう中でこの, これから今まで道路, 道路と言ってきたものが急に今度は一般財源

化になりましたよということになって, こういう話が奄振への影響は本当に考えられないのかどうか,

何回も議論をしてきました｡ 交付金化の問題も含めてこれらの今度の一連の特定財源について, この奄

振への影響は全くないと考えられますか, それとも影響があるのかどうかということですが｡

建設部長 (平 豊和君) 道路特定財源の一般財源化後の影響につきましては, 今後財源の配分などを見

極めないとどの程度の影響があるか, 現時点においては推測できない状況にあります｡ 仮に道路財源及

び道路事業費が大幅に削減された場合は, 奄振事業である国道５８号おがみ山バイパスや, 県道佐仁赤

木名線, 同じく県道佐仁万屋赤木名線, あるいは県道名瀬瀬戸内線などの幹線道路から, 日々の暮らし

に必要な生活道路, これは市道でございます｡ 農業振興に必要な農道の整備にいたるまで, その整備が

大幅に遅れ, 地域住民が要望している道路の早期実現が極めて困難となることなどが予想されます｡ こ

のようなことから, 計画的な道路整備が推進できないため, 農林水産物の安定供給や市場の拡大, 新た

な産業の振興や誘致, 恵まれた奄美の自然を生かした観光産業の振興が図れないことなど, 道路整備事

業だけでなく, 関連する奄振事業への影響も少なくないものと考えております｡ 従いまして, 奄振法の

延長要求とともに, 奄美の道路整備の必要性, 並びに奄美群島の振興にとって必要となる道路財源の確

保に向けて, 今後とも強く要望していくことが非常に重要であると認識をしております｡

市長 (平田�義君) 奄振予算の８年度予算の概算要求の時に, 奄美から出てきた道路予算というか, 公

共事業予算が大変低かったわけなんです｡ 理由を聞くとやはり裏負担が厳しい状況になっているという

ことがありました｡ そういった点で, それならということで, 県にお願いして県と国直轄の事業で予算

を確保してもらうということで, 公共事業予算４. ５パーセントカットのぎりぎりの, ９５パーセント

のところに近い数字まで予算を上げてもらって獲得したわけですが, じゃあ２０年度の概算要求でどう

いう数字が出てくるか, ちょっと分かりませんが, 分かりませんが広域事務組合の担当者のほうで奄振

予算についての要望を聞き取り, 各町村聞き取りしましたら陸上交通の整備というのがほとんどの自治

体で上位にまだランクされている, 残された課題として残っているという状況が出てまいりました｡ こ

のことは, これからの大きな課題であろとこう思っております｡ 従いまして, 道路予算というのは, 本

当にしっかり受け止めていかなきゃなりませんが, 国のほうでどういう配分, いわゆる環境対策にまわ

す予算とかという形で, 道路予算, 今までの道路予算を減らしてこっちへまわすという形をとるのかど

うかもまだ分かりませんが, 厳しい状況になったのかなという感じはしております｡

２３番 (平 敬司君) この奄振も５５年, 今度延長されますと次は還暦を迎えるという, 円熟した年に

なってきます｡ 本当にこの道路を生かして, これからの産業興しに必要な道路は必要としてしっかりと,

自立という言葉をいつも使ってますけども, その道路を使った産業をどう興していくかということにこ

れからの問題が提起されると思っております｡ ソフト事業がまだまだ少ないようでありますので, その

へんのところにこれからの力を生きて尽くしていただきたいと思っております｡

最後に, この５月２０日の日本経済新聞ですけども, 道路財源の争奪, 火蓋を切るということで載っ

ております｡ この道路予算の一般財源化を当て込んだ, 予算増への各省庁の, さっき言った失礼ですが,

分捕り合戦がもう始まってますよと, ０８年度の骨太の方針の中にそれぞれが組み入れていこうという,

大きな主役の中で今, この道路財源というのが動いておりますので, しっかりとしたこの奄振への大き

な影響を持つ予算ですので, しっかりと確保できるような体制で臨んでいただきたいと思います｡

道路を終わりまして, これも全部, 今度は新聞を読んでの質問になっております｡ これは市民からの
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提言ですので, 真しに受け止めていただきたいなと思います｡

赤崎公園の魅力について, この方は, 作田先生ですけども, 非常にこの赤崎公園はすばらしいけども,

この赤崎公園の持つ特性をこう知らない人が沢山いるので, そのＰＲに努めてほしいということなんで

すよ｡ 多く言うならば, 多く利用する人を集めて, しっかりとその公園の持つ魅力を示してほしいとい

うことなんですけども, いかがお考えでしょうか｡

建設部長 (平 豊和君) 赤崎公園は総合公園として, 昭和６２年３月に設置された公園であります｡ 園

地面積は３３ヘクタールで, そのうち供用部分が７. ６ヘクタールとなっておりまして, 施設としては

管理棟１棟, 駐車場が２か所, 家族向けの遊具施設や展望台などが整備されております｡ また公園は眼

下に, 朝仁, 赤崎, 摺古崎の海岸線や東シナ海が望める絶好のロケーションを有するとともに, 豊かな

自然林に恵まれた自然公園でもあり, 家族の憩いの場や自然散策, 若者の出会いの場として市民に親し

まれております｡ しかしながら近年, 近隣町村にも類似の施設が整備されてきたことに伴う利用者の分

散等によって, 一番利用者が多かったころに比べて, 利用者数が減少傾向にあることは否めません｡ ま

たこのことは市民の認知度が低下していることも一因と考えられます｡ 市民の皆様によく公園を理解し

ていただき, 利用を促しているために, 案内板などの再点検を行うと同時に, 奄美市だより等を活用し

てＰＲに努めてまいりたいと考えております｡

２３番 (平 敬司君) こういうすばらしい公園でありますので, この公園を総合公園として生かす工夫

をしなさいという提言もしてるんですね｡ その中では, 少年自然の家やスポーツ合宿などとの連携を強

めて, この公園を利用する, 活用させる, あるいはこの住用, サン奄美だけ書いてありますけれども,

笠利にもありますし, この名瀬のゆてぃもれもありますけれども, そういう市民有志による活性化グルー

プが生まれて, 管理棟の１室を借りて土曜日曜を利用した郷土の農産物や, 飲み物の販売というような,

人が集まればこういうこともできるんじゃないでしょうかという提言をいたしております｡ こういうこ

とが本当にできるのかどうか, お尋ねをしたいと思います｡

建設部長 (平 豊和君) 公園内には豊かな自然林やため池があり, また高台になっておりますので, 自

然観察や天体観測に適しております｡ また園内路は適度に起伏がありますことから, ウォーキングなど

の体力づくりにも利用できます｡ これらの利点を生かし, 動植物や天体などの自然観察会や, 健康づく

りイベント等に役立つよう, 園内路に案内標の設置や樹木名札など取付け, 生息している動植物の紹介

板などの設置を検討したいと考えております｡

２３番 (平 敬司君) この赤崎公園一帯は本当に自然のすばらしいところですので, それに学習の場,

少年自然の家と, この大きな学習の場がありますので, その辺一帯を含めて今のようにお願いをしたい｡

次にですね, この展望台ということでありますが, 海側の雑木を, 眺望をよくするために１. ５メー

ターくらいに切ったらどうかという提言もなされております｡ このおがみ山から見る名瀬の市街地, 赤

崎公園側から見る名瀬の市街地, 趣が全然違ったすばらしいもんであると思っております｡ 私も東京の

お客さんが是非とも, おがみ山からじゃなくて, 赤崎公園側から写真を撮りたいということで案内をし

ましたが, どこを探してもこの名瀬の市街地を見ることができませんでした｡ ということで, 一昔, そ

の前は赤崎公園に行くとこの市街地が眼下に広がってきれいに見えていたんですね｡ それが今, 全く雑

木だらけで見えてきません｡ そこでこの展望台の所は見えるんです, 確かに遠くは｡ しかしこの市街地

のほうになりますと, 見える所は全くありませんので, 自然の家に行く子どもたち, あるいはそこを利

用する人たちがいつでも市街地を見ることができるように, こういう施策をお願いしたい｡ １か所でも

２か所でもですね, 目の高さから下のほうに伐採をして, 市街地が見えるように, 山羊島を含む佐大熊

からずっとこの眺望が本当にすばらしいもんですから, どうしてもその方向で進んでいきたいと思いま

すが｡

�����



建設部長 (平 豊和君) 議員御提案のとおり, その見晴らしをよくするためにせん定等を施したいとい

うふうに思っております｡

２３番 (平 敬司君) 鹿児島市もですね, この景観を, この桜島を中心にですね, 建物とかいろいろ規

制をしてしっかりした景観を造るようでありますので, 奄美市も負けないようにお願いをしたいと, そ

ういうすばらしいこの公園を, 市単独でやるというのは非常にこの管理も大変だろうということで, こ

の方は市民との協働という共働きでこの公園の維持を, すばらしいものにしていったらどうかという提

言をいたしております｡ どう受け止めてますか｡

市長 (平田�義君) 赤崎公園につきましては, 私も機会がございまして, 先月ちょっと足を運んできま

した｡ 遊具等の整備状況も見たいなという思いもございましたんですが, ついでに沖防波堤の状況を見

るのに最適な場所なもんですから, 数回足を運んでいるところですが, ここ数年ですっかり状況が変わっ

て, 見下ろせる場所を探すのに苦労したということでありまして, その時気付いたことが駐車場があっ

て, 駐車場に入っていくちょっと過ぎたところ辺りで, 市街地を望むような, そういう場所の確保とい

うのは, 大変有意義なものではないのかなと, こう思っております｡ 開発公社の事業の成果というか,

まちの発展が一番よく見えるところじゃないのかなと, 輪内の関係も見えますし, 小宿・知名瀬のほう

も目に入るということで, すばらしい位置付けができるんではないかなということを思っていたところ

でした｡

今回質問がありまして, 展望台ということでしたので, 現在ある展望台に対して答弁がなされていた

んですが, 伐採ということではなくて枝打ちでもやることによって, 展望が開けるんじゃないかという

ことだけは指示をしてきたところです｡ おがみ山に道路を取り付けるってわけにはいきませんので, 車

で奄美市の全体を見る, 眺望できるとこはもう赤崎しかないなと, こう思っておりますので, 今後の課

題としますし, またこのことを宣伝して市民にも愛される場所にさせていくという努力をすべきだろう

と, こう思っておりますので, 御理解賜りたいと思います｡

２３番 (平 敬司君) よろしくお願いしたいと思います｡ 大熊の峠にもありますようにですね, あそこ

から見る風景が非常にこうすばらしいんです｡ そういう一つ一つをしっかりと整えていって市民が心あ

らわれる場所をこう造っていただきたいなと思います｡

だんだん時間がなくなってまいりましたが, いよいよ市民といいますか, 議場の皆さんも非常に関心

の高い高い, このメタボリックシンドロームということをちょっと伺いをしたいと思います｡ もうここ

には８５, ９０, これでいいのかということですけども, 小代先生がこの間このメタボリックのことで

新聞に出しております｡ 我が国の危機意識喪失というか, 書き出しが非常に難しいんですが, 平和ボケ

の状態からか, このグルメブームに飽食の結果, 子どもまで肥満体になっていると, ただ４０代からこ

れが悪いんじゃなくて, すべてのこの子どもから大人に至るまで, すべての人を対象にしてこれをすべ

きじゃないのかと, ただ身長, 体重何も関係もなく, 女性が９０, 男性が８５と, こういう位置付けじゃ

なくて, すべての人を対象にしてこれから望むべきではないかということですが, 簡単にお願いします

ね｡

市民福祉部長 (福山 治君) この腹回りの８５から９０, これでいいのかということでございますが,

議員が御指摘のとおり, 身長も全く勘案されないということにつきましては, 私もちょっと違和感を感

じますが, ただこれを厚生労働省がこの基準を作ったそのいきさつとしましては, ＣＴスキャンとかそ

ういうもので内蔵脂肪を測定した場合に, 内臓の脂肪面積が１００平方メートルがメタボリックシンド

ロームということで診断され, これに相当する腹囲が, およそ男性で８５センチ, 女性で９０センチと

いう形で判断されているということでございます｡ 男性の場合は内臓脂肪が多く, 女性の場合は皮下脂
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肪が多く付きやすいために, 男女間での腹囲の差が生じているということでございます｡ それで, こう

いう健診を行うわけですが,特定健診はその他の検査項目, 例えば血液検査による資質検査, それから

血統検査, 肝機能検査や検尿検査なども加味されて, 階層的に判断されるということで御理解をいただ

きたいと思います｡

２３番 (平 敬司君) ８５, ９０はいいとして, これらの健診をして, これ指導をしていくこの保健師

の数は果たしてこの奄美市, 足りるだろうかという心配はありますが, 保健師の数は足りますか｡

市民福祉部長 (福山 治君) 平成２０年度から始まるるこの特定健診にかかる保健師の役割はこれまで

の基本健診での関わりに加えて, 新たに特定健診で階層化された健診結果による情報提供, それから動

機付け支援, 積極的支援などの保健指導が加わります｡ これは健診結果により階層化された方に対し,

健康状態を自覚し, 生活習慣の改善のための自主的な取組を継続的に行うことができるように, 様々な

働きかけやアドバイスを行うものでございます｡ 特に積極的支援については, 個別支援やグループ支援

により３か月以上, 複数回に渡って継続的に支援が求められます｡ このため, これまでの基本健診とは

異なり, 保健師及び管理栄養士にかかわる役割が今後多くなることが予想されます｡ それを受けまして,

平成２０年度に保健師１名, 管理栄養士１名の増員を図ったところでございます｡ また今年度から実施

される新事業の円滑な運営のために, 諸準備作業等でも職員の仕事量が増えてきておりますが, 支所を

含めて他の課との連携を図りながら, 事業に支障を来さないよう努力してまいりたいと考えております

ので, 御理解をお願いします｡

２３番 (平 敬司君) これだけのですね, 健診をしていくとここにいる方はほとんど対象だろうと思う

んですが, そういう方々を指導していくのにね, 今の保健師体制で絶対足りないと思うんですね｡ これ

をどう整えていくかということを, 国だって４, ３００人ぐらいの分の予算は国はしたといいますけれ

ども, それじゃなかなか手がまわらないと国も認めているわけですから, しっかりとした体制を進めて

いただきたいなと思います｡

それにかかわる, この皆さんがこの健診をしましたよと, ６５パーセントですか達成率, こういうの

ができなかった場合にはこの違約金というの, ペナルティというの, ペナルティを１０パーセント取る

と, こういうことになっていって皆さんの指導体制がやれやれやれということになって, やせない人は

この薬に頼るということはないのかと, 今はもうテレビを見れば朝から晩までやせる薬, やせる薬, 脂

肪を取る薬, 器具とかそういうのばっかりが出てるんですが, これが行き過ぎると安易に投薬に走るこ

とにはならないかという心配をしてるんですが, ない｡

市民福祉部長 (福山 治君) おっしゃられるとおり, 平成２０年度から医療保険者において, 特定健診,

保健指導が実施されます｡ この健診は目標としまして, 生活習慣病の予防について, 受診率, 保健指導

率, メタボ該当者・予備軍の減少率を数値目標として実施するものでございます｡ 保険者の努力目標を

定めたもので, 被保険者各人の健康に対する注意を喚起し, 健診等を受けることにより, 疾病の予防と

医療費の抑制が図られるものでございますので, 被保険者の方に対し, 強制をするものではないと考え

ております｡

保健指導を受ける中で, 薬, サプリメント類に頼ることがないかとのお尋ねですが, 御存知のとおり,

メタボリック症候群は運動習慣がない食生活の乱れなど, 不規則な生活習慣の積み重ねにより肥満が引

き起こされ, それを放置しておくと生活習慣病の重症化を招き, ひいては医療費の増大に繋がる恐れが

あることから, 当市におきましても保健指導の場において, その概念に基づき, まずは被保険者の方の

運動習慣食生活習慣の見直しを支援するものであります｡ 薬類の服用につきましては, あくまでも本人

の意思によるものでございますので, 使用される分については構いませんが, 当市としては保健指導の

中で徹底して生活習慣の改善を促し, 疾病の予防に努めてまいりたいと考えておりますので, 御理解を
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お願いしたいと思います｡

２３番 (平 敬司君) 行き過ぎのない指導というのかね, このペナルティを受けないためにどうすれば

いいかと考えると, あんたなんか早くやせなさいよとか, しなさいよというのが出てこないかという心

配があるんですよ｡ それで健康管理というのは, もともと本人個人のものであるので, 政府の関与や市

の関与というのはね, 本当はあってはいけないとは思うんです｡ 指導はするけども, 罰則を規定すると

いうほどのことまでやらなければならないものかと, 私は思うんですが, このために検査率ですよ, ８

０パーセント以上の国民に検査をして, 現在大島では男性が２４. ４パーセント, 女性が３４.６パー

セントしか受けていないこの健診の中で, 果たして６５パーセントの健診, そして４０パーセント, 皆

さんがよくなりましたよというのが達成できなければ１０パーセントのペナルティというんですが, 今

の後期高齢者医療, ここに係る問題と思っているんですが, これが達成できなかった場合の大体の予測

のペナルティはどれぐらいかかると思っていますか｡

市民福祉部長 (福山 治君) 達成ができなかった場合に, 仮に１０パーセントの加算がなされたとした

場合に, 今老人保健の拠出金で約１０億円あまりの拠出金を支出しています｡ ですから, それをそのま

ま後期高齢者の支援金に置き換えていきますと, 約１億円近くプラスマイナスの減算と加算があるとい

うことが予想されます｡

２３番 (平 敬司君) そういうペナルティがないように, 無理な押し付けをしないようにね, 自分自身

の身体は自身で守るとか, 各集落に書いてあるとおり, 自分の健康は自分で守るようにということを教

えていただければと思います｡

ふるさと納税については, 昨日一生懸命頑張っておりましたが, この６対４という割合は不公平では

ないかなという思いもするんですが, 親は子どもが苦しいときには自分は抜いてでも食べらさんばいか

んのに, なんで県が４で, ６でただ事業費の問題だろうとは思うんだけれども, そういうことが行われ

たということは, 非常に残念であります｡ しかも, またこれからは新しい自然遺産の条例も出てきます

ので, お金が集まるかどうかも心配していますが, ただ, ６対４はさっき言った地方税の割りは, これ

だけでいいですね｡ あと４分しかない, 次のが残っておりますので, ふるさと納税については昨日の泉

議員の質問でよしとしたいと思っております｡

次に移りたいと思います｡ このクロウサギをですね, 飼育して, 何としてでも一般の市民の人に見て

もらって, このクロウザキを守らねばいかんという, この市民の声を上げるためにもどうしても市民の

目を触れさせてあげたいと私は思っております｡ これは前にも取り上げたことなんですけども, アマミ

ノクロウサギとメキシコのナキウサギ, 大体似たような形をしているそうですが, 黒いか茶色か, アフ

リカのも同じような種類だそうですけども, 奄美大島に生息していると言いながら, 世界自然遺産必ず

出てくるこのクロウザキを市民がじかに目に触れたという人たちがあまりにも少ないんじゃないかなと

いう思いがいたします｡ そして, 新聞で出てきている滅失届けが急増していると, 猫に食われる, 犬に

食われる, そして車にひかれる, こういう状況を国に徹底をして今の状況で私たちはこれは維持保存す

るのはできませんので, 何とかこの保存して繁殖させるようにしたいという強い思いを国に訴えて, 市

民の目に触れさせるような飼育小屋, そして増殖所, これを造ることには意欲を燃やしていただけない

でしょうか｡

市民福祉部長 (福山 治君) 世界自然遺産登録を目指す本市において, 議員御指摘の施設が住民への啓

発や, アマミノクロウサギの保護増殖を図るうえで大変有効な施設になるものと理解はしております｡

しかしながら, アマミノクロウサギを展示・増殖を行うためには, 文化財保護法及び種の保存法に基づ

き, 国の許可が必要となっており, 許可を得るためには適正な使用施設の整備, 飼養管理体制やクロウ

サギの生態系等に関する専門的知識を有する人材の確保などが必要になるものと考えられます｡ 本市が
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施設を整備し, 管理運営していくとなりますと, 専門的知識を有する人材確保の面や財政面なども考慮

し, 継続的に運営可能かどうか, 十分に検討して判断しなければならないものと考えております｡ また,

アマミノクロウサギの保護, 増殖につきましては, 国のアマミノクロウサギの保護増殖事業の計画の中

で, 飼育下における繁殖のための技術を確立すると定めておりますので, 国や県において整備ができな

いものか, また大和村にあります野生生物保護センターへの併設の要望等を含めて, 今後検討していき

たいと考えております｡

２３番 (平 敬司君) そういうぐだぐだしたことはいいんですよ｡ とにかくやろうという意欲を示して

いかなければ, 文化財だから国の天然記念物だからといってね, 引っ込むわけにはいかんですよ｡ あり

の一穴といって, ほんのどっかにか穴を開かせばいく問題ですのでは, 是非とも命がけで取り組んでい

ただきたいなと思っております｡

残念ながら, 私が是非とも皆さんに訴えたかったこのセンダンのこととサシグサの話が途絶えてきま

したが, こういう薬を使わずに自然のもので害虫を駆除できるということ, 家の中におけばゴキブリが

寄りつかなかったり, ナメクジがいなくなったりというこのセンダンの効用, そういうものもしっかり

と, 心に留めていただきたいなと思って, このことはじゃあ１２月にお願いをすることとして, 今日は

終わりにしたいと思います｡

どうもありがとうございました｡

議長 (伊東隆吉君) 以上で, 奄美興政会 平 敬司君の一般質問を終結いたします｡

暫時休憩いたします｡ (午前１０時３０分)

○

議長 (伊東隆吉君) それでは再開いたします｡ (午前１０時４５分)

引き続き一般質問を行います｡

次に, 日本共産党 三島 照君の発言を許可いたします｡

１５番 (三島 照君) こんにちは｡ 日本共産党の三島 照です｡

この間, 世界各地で多くの災害が発生しています｡ ミャンマーでのサイクロン, そして中国での大地

震, そして私たちこの奄美でも小俣町でのがけ崩れなど, 本当に心の痛む思いもしております｡ お見舞

いを, 厚くお見舞い申し上げます｡

昨今のこうした大地震など, 本当に災害はよそ事とは思えない, この地球温暖化の下では, いつ奄美

でも発生するか, 分からない状態が起きてます｡ 私は, 小俣のがけ崩れが起きる前, あの日は５時３０

分に起きて長靴はいて, ずっと平田から小俣, 久里, そして御殿浜公園まで歩いてずっと見て回りまし

た｡ 小俣でのこれは発生する寸前には, 港町公園のほうでは約, 堤防の上から２０センチぐらいのとこ

ろまで水が上がってきているという状況が起ききています｡ そういう点では, こういう問題がいつ発生

するか分からない, いまこそ私たちは政治にかかわる一人ひとりとして十分な気配りや心くばりが必要

ではないかと思っています｡

そういう中で, 先日私は古い新聞やらを片付けていますと, 今年の２月に開かれた衆議院財務委員会

の会議の中で福田首相は, 税制関連法案の提案理由を既存の経済や財政状況を踏まえて, 持続的な経済

社会の活性化を実現するためと言って説明をして提案をされてます｡ また日本経済の課題としては, 日

本経済の現状を見ると, 賃金が上がらず, 消費に弱さがあると述べながら, 経済白書では景気の持続が

維持される条件として, 家計所得の増加を挙げています｡ そういう時に持続的な経済活性化を図るとい

いながら, 来年以降, 消費税の大増税などの議論が始まっているところであります｡ 暮らしの活性化こ

そ, 最大のテーマではないでしょうか｡ ところが今の自民党政治は, 国民の目線からかけ離れたところ

で, 政治がやられている｡ 年金の問題やガソリン税の暫定税率の問題, そして後期高齢者医療制度の問

題, また外交から国内の政治, そのうえこの間報道されてます公務員の規律の問題など, 何一つとって

�����



も政治性も指導性も感じられない, 今, 国民全体がそういう思いでいるんではないでしょうか｡

それでは, 通告に基づいて質問に入ります｡

先日退職された朝山前副市長は, 合併して３年, やっと３市町村の一体化が図られ, 事務的整理が進

んだという退職時のあいさつで語られました｡ 今本当に図られているのか, 何点かについてお聞きいた

します｡

まず, １点目は, この間, 同僚議員からの質問もたくさん出ました水道事業や下水道事業などを含め

た, 公共事業の入札はどうなっているのか｡ 今, 先日からも言われましたように, 旧笠利町では旧笠利

町, 旧住用町だけは本所に統一されている｡ こういった入札制度の在り方, いつまでに一元化するつも

りでいるのか, 今どういう検討がなされているのか, 質問いたします｡

あと, 発言席へ戻ります｡

議長 (伊東隆吉君) 答弁を求めます｡

企画部長 (塩崎博成君) それでは公共事業の入札の在り方について, お答えをさせていただきます｡

まず初めに, 合併移行調整内容についてでございますけれども, 入札事務, 契約事務, 入札指名審査

会等の要綱・要領がございました｡ 入札事務につきましては, ３市町村に差異がないことから, 現行ど

おりということでございます｡ 契約事務につきましては, 名瀬市契約規則の例を準用することとなって

おります｡ また, 入札指名審査会等の要綱・要領等については, 合併後, 新市発足の平成１８年３月２

０日に定めております｡

次に, 入札の在り方についてでありますが, 奄美市建設工事入札者指名につきましては, 本庁で実施

する指名推薦委員会に一本化し, 事務の効率化に努めております｡ 入札執行につきましては, 合併調整

において, 原則現行どおりとなっておりますのが, 一定額以上につきましては, 本庁において執行を行

い, それ以下は各支所の権限として執行をいたしております｡ 入札参加資格の格付けにつきましては,

平成１８年度は, 旧３市町村の格付けを引継ぎ執行しておりましたが, 平成１９年度より入札参加資格

の格付け統一化を図り, 一部旧町村の格付けも調整事項として引継ぎ, 一元化により実施をしていると

いう状況でございます｡

１５番 (三島 照君) 昨日からたくさん同僚議員が質問されてますから, 深くやるつもりはありません

けど, 結局昨日の答弁では５, ０００万円以下は笠利は笠利支所でというお話を答弁をされてました｡

しかしですね, 指名競争入札についての問題もあると思いますけど, そういったものについて, 本当に

公正で明朗な入札がされているのか｡ この制度を一元化するのに, なぜ３年もかかっているのかとそん

なもん｡ 私から見れば統一すれば, 別に笠利・住用, 一つの基準で持っていけるはずです｡ 今日はたく

さんは言いません｡ あのですね, 一つこの奄美市の甲種業種の落札率で言えば, 全体落札率工事ですね,

９５. ９パーセントですよね｡ これは一時, 私がずっと取り上げてきたときは大体９６. ４パーセント

ぐらいは, いつも答弁されてました｡ そういう点では, 下がってきているのは分かります｡ しかしです

ね, ある笠利支所やらのある課での落札率でいけば, ９７. ６パーセントが平均落札率ですよね｡ こう

いう差を残して, この実態を知っているのか, なぜ今までその統一のためにどういう議論がされたのか,

答弁してください｡

企画部長 (塩崎博成君) 合併調整の中におきましては, ゆるやかな形の統一という形で当分の間は旧市

町村での取り決められた部分を継続をいたしますよという形の中での調整がなされております｡ それは

その中で, 先ほども申し上げましたように, ランク付け等については平成１９年度で一元化したという

ことでございますので, これからゆるやかな形でそのへんのことも含めてですね, 統一化に向けて検討

をしていく必要があるものと考えております｡
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１５番 (三島 照君) 私はこの間の同僚議員の初日からの答弁を聞いててですね, 私は議員になってす

ぐ, ３年４年前から入札問題は取り上げてきました｡ 昨日の答弁を聞いて分かりますように, 検討する,

最初から検討する, ３年間何も検討してないのが昨日はっきりしたわけ｡ 皆さんは答弁はいりません｡

この議会での質問や答弁は, この時間が終わればそれでええと思っているんでしょ｡ だから, この前も

言いましたように, 議会軽視なんですよ｡ その場, 答弁して終わればあとはええわと, 次また１年たて

ばまた誰かやるやろ, その時にまた答弁したらええや, その発想がいまだに残っている｡ だから, この

前初日の日に奈良議員も言われましたように, 今年度中に, 検討の結果を出せるようにしてください｡

それは申し入れだけしておきます｡

次にですね, もう一点は, 家庭ごみの委託業務の在り方です｡ これがどのようにこの間検討されてき

ているのかということです｡ 本市では, 一般廃棄物許可業者は, 約４５業者, そのうち１２業者だけが,

本来の奄美市, 笠利・住用・旧名瀬の業者だけが, 委託業者として何年間か保障され, ５年ですか, ４

年ですか, 保障されているいうことですよね｡ しかし, なぜこういう状況が起ききているのか｡ いつ

までにこういう状況を, いつまでこういう状態でいこうとしているのか｡ またその委託業者の定年制も

住用・笠利・旧名瀬とそれぞれ違う状況がいまだに放置されている｡ 旧名瀬は６５歳, 笠利は７０歳,

住用は分かりません｡ こんなもんやろうと思えば１日でできるやんか, １日で言うたらおこるかしらん

けど｡ なぜそうなっているのか, いつまでにどうしたのか, 検討した経過も含めて御報告ください｡

市民福祉部長 (福山 治君) 確かにおっしゃられるとおり, その定年制の適用につきましても, ぞれぞ

れ笠利と名瀬で違います｡ その件につきましては, 合併後, この調整項目, 委託料の適正化を含めてで

ございますが, 積算根拠にばらつきもあるために, 平成２１年度から積算根拠の統一を行う予定として

おります｡ ただ, 委託の契約の在り方につきましては, 名瀬が定年制を７０歳という形で引いておりま

すので, その件につきましては, この７０歳に達するものから順次, その対応をまた考えていきたいと

考えております｡ 今現在, 検討しておりますことは, 来年度に４業者が一応定年を含めて補充が必要と

なっております｡ その場合に, 確実に業務を遂行できることと, 将来の社会情勢に柔軟に対応できる収

集体制をも見据えて, 在り方を現在検討をしているというところですので, 御理解をいただきたいと思

います｡

１５番 (三島 照君) 今, 部長言われました来年以降４業者が定年になる｡ その後どのようにしてその

４業者の補充を考えているのか, 例えば競争入札にするのか, 指名入札にするのか, 指名入札にすると

したら, その指名条件, どういうことで判断しようとしているのかですね, ここだけ, もうちょっと聞

かせてください｡

市民福祉部長 (福山 治君) その在り方と申し上げましたのは, 今, 委託をそのまま継続すべきか, そ

れから直営で当分の間を賄うのか, それをも含めて検討するということでございますので御理解いただ

きたいと思います｡

１５番 (三島 照君) 私は, 今の入札の問題もありますけど, 指名入札, 競争入札, 別に安ければええ

とは思ってません｡ 企業が経営可能な, やっぱり落札条件もあると思いますけど, だからそういうすべ

ての条件を含めて条件付きの一般競争入札という方法かってあるし, 何回も言い続けているのにいまだ

に検討もされてない, 本当にほったらかしにされている, この状況いうのはやっぱり次回は改めてほし

いというふうには思います｡

じゃあ次にいきます｡ 紬やら含めたですね, 生産用具の保存についてです｡ 私は今, こういう伝統工

芸含めた紬などの生産用具のすべてをですね, 保存する必要があるというふうに思ってます｡ これは２

月２８日の衆議院の予算委員会で, 我が党の穀田恵二衆議院議員がですね, 伝統工芸の生産用具及び原

材料の枯渇問題を取り上げて質問されました｡ これに対して, 経済産業省の大臣がですね, 不可欠な用
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具だということで, 言われています｡ そういうところで, 今, 奄美では本当に紬を織る技術は残っても,

これを作る人がいない｡ 枯渇している, 材料もなくなってきている, いうことについてですね, 私はこ

の問題は, 今ならまだ間に合います｡ しかし, なくなってからでは間に合いません｡ これをきっちりと,

すべての用具を集めて, 収集して, そして今, 生産している生産過程からですね, 今いろんな発展した

映像技術がありますから, 映像で収集すべきだと思うんですけど, そのことをどう思ってますか｡

産業振興部長 (赤近善治君) 御承知のとおり, 本場奄美大島紬を取り巻く環境が, 昭和４７年の２８万

４, ２７８反を頂点としまして, 年々減少しております｡ 平成１９年は１万８, １６２反と, ピーク時

の約６. ４パーセントまで落ち込み, 生産額も１５億円を割り込むなど, 厳しい状況にあります｡ しか

しながら, いまもなお, 名実ともに我が国を代表する高級絹織物として, 高い評価と信頼を得ていると

ころでございます｡

このような状況の中で, 大島紬を生産するのに必要な用具, たくさんありますけれども, ひじきや竹

おさを作れる職人さん不足が深刻化しまして, 将来において, 現在使用している生産用具が不足してい

くものと思われます｡ 重要な大島紬を生産するための用具を消滅させないための検討が, 今後の課題と

なっていくものと考えております｡ 幸いにしまして, 平成１９年１１月２９日に本場奄美大島紬協同組

合と西陣織工業組合, 両方で道具類の技術継承で協力体制を協議し, また翌年１月２１日には, 本場奄

美大島紬協同組合理事長と本場大島紬織物共同組合理事長の連盟で, 鹿児島県大島紬技術指導センター

館長へ, 手織り枯渇化部品工具のデーターベース化についての要望書を提出しております｡ 内容は各部

品の製造並びに三島議員の御指摘のとおり, 製作過程のデーターベース化を作り, 状況の変化に対応し

て残していくための強力の以来というふうになっております｡ また, これも三島議員からも説明があり

ましたが, 国会の予算委員会において, 生産用具・原材料枯渇問題を取り上げ, 技術伝承の取組支援,

道具の製造過程の映像保存等の緊急対策提案がなされております｡ 本市としましても, 今後大島紬の生

産用具の収集及び保存を業界と十分な連携を図りながら, 行政として可能な限り支援してまいりたいと

いうふうに考えております｡

それから, 一つコメント申し上げますが, 現在, 奄美博物館におきましては, 全行程の用具を保存し

ております｡ ただし, その保存の状況等を再度確認しながら, また収集追加をしてまいりたいというふ

うに考えております｡ 今後とも業界とも十分に協議してまいりたいというふうに考えておりますので,

御理解をお願いいたします｡

１５番 (三島 照君) あのですね, 私は今, 使い捨てのカメラですから全然ですけど, 糸繰り機, 機織

の機械, こういう細かい材料, そして筬 (おさ), それで枠, この杼 (ひ), いろいろとりあえずはこの

間あちこちまわって写真撮らせてもらってきました｡ しかしですね, この奄美においても, こうした必

要不可欠な道具を作れる職人が, たとえば竹おさだったら一人しかいない｡ この一人しかいない方も材

料がないんです, 材料が｡ だから今まで使っていた古い, 廃業する方や, 機織をやめた人たちの筬 (お

さ) を集めて, それで修理をしているだけなんです｡

それでもう一つは, 市長は一番分かっている方ですけど, こういうこの杼 (ひ) ですね, シャットル,

機械織りはシャットル言いますけど, 手織りのこの杼 (ひ), 作るところは福井で１件だけあったんで

すけど, これも倒産したんです｡ 製造やめたんです｡ それで今, 機織の機械がありますけど, 年に１台

か２台しか作ってない｡ 注文されてからしか, それから材料を集めているんです｡ そうなっていけば,

もうこの人も商売としてはできないから, 注文が来た時だけやる｡

もう一つは, 糸そうこう, 糸そうこうもこれを使っているところは, 今, 全国で恐らく奄美だけです｡

ですから, 糸そうこうの材料になるそうこうもありません｡ この機織のね｡ こういったもんの製造過程

やらを, きっちりと映像で撮っておくことが必要ですし, 今, さっき部長言われましたように, 今, 全

国の織物産地でそういうことをやろうといって, 今とりあえず西陣中心に呼びかけているところなんで

す｡ それで, 国会では, 甘利経済産業大臣は非常に重要なことを, だから地域のそれぞれの産地の業界
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などと一緒になって, 振興計画ができれば, それに基づいてなんらかの方法をとりたいと言うて来てる

んです｡

それでですね市長, 先ほど部長も言われましたように, 大島紬協同組合として, 手織りの枯渇化部品

工具のデーターベース化についてということで, 県に要請してるんです｡ これは, 市長の政治生命にか

けて, そんなたいそうなもんじゃないですけど, 早急に具体化してほしいんです｡ 紬の関係者としてひ

と言, 市長｡

市長 (平田�義君) 要望書を出したその後の経過がつかめておりませんが, 調べて対応をしていきたい

と思います｡

１５番 (三島 照君) よろしくお願いします｡

それではですね, 次に, 児童の虐待の問題です｡ 前回の一般質問において, 教育長は本市の不登校児

童が１００人を超えてきて増加傾向にあるということを言われました｡ 今日の児童・生徒の問題行動は,

私は単に子どもの問題ではなく, 今の日本政治経済の中で, 貧富の差が広がり, 正に格差社会の中で抜

け出そうと頑張っても抜け出せない, そういう家庭が増えているのが現実ではないかと思っています｡

ここに, その手を差し伸べて, 気配り, 目配りが必要なときではないかと思っています｡ そこで今, 本

市での児童虐待の問題で報告されている件数や, どういう対応をされているか, 質問いたします｡

福祉事務所長 (大井進良君) 子どもの虐待の問題については, 家庭の問題でございますので, 私のほう

から答弁させていただきます｡

奄美市の虐待の実態でございますが, 平成１９年度の実績としまして, 通報相談等で２１件ございま

した｡ 実際に自宅へ訪問をしまして, 確認をして調査をした結果でございますが, いわゆる児童虐待と

して, 児童相談所への通報を必要とするという事案は１件もございませんでした｡ この２１件につきま

しては, いずれも虐待の事実が直接確認できなかったものでございますけれども, 中には, 育児放棄,

いわゆるネグレクトに該当するものではないかと疑われるものが数件含まれておりまして, 長期に渡っ

てのケアが必要と思われるケースでございますので, 現在も引き続き担当係及び家庭児童相談員等にお

いて, 面談指導等を行っているところでございます｡

１５番 (三島 照君) 私は虐待というのは, 単に家庭内暴力とかね, そういうもんだけじゃなくて, 子

育ての放棄も含めて考えられる問題と思っています｡ そういう中で, ２月ごろから相談があって, 正に

母親が子育て放棄された中で, 今二人を白百合寮に預かってもらっている子どももいます｡ そういう点

では, 単に家庭の問題という問題だけじゃなくて, 私は学校も含めて一緒になって, この前の答弁では

教育長は不登校のほとんどは退学やと, 怠けてんのやという答弁をされましたけど, そういう単純に切

り捨てるんじゃなくて, もっともっとこういう時代だからこそ, 目配り, 気配りが必要だと思っていま

す｡ そこでですね, 今, 鹿児島県では, １８市あって, そのうちの１６市でですね, 要保護児童対策地

域協議会が設置されています｡ 奄美だけ, 奄美と出水市だけが設置されてません｡ なぜこういう状況に

なっているのか｡ いつこういう設置して, 行き届いた対応をするための体制をつくろうとしているのか,

お聞かせください｡

福祉事務所長 (大井進良君) 要保護児童対策地域協議会の設置でこざいますが, この協議会につきまし

ては, 平成１６年に改正されました児童福祉法におきまして, 内容でございますが, 地方公共団体は,

単独でまたは共同して要保護児童の適切な保護を図るため, 関係機関, 関係団体及び児童の福祉に関係

する職務に従事するもの, その他の関係者により構成される要保護児童対策地域協議会を置くことがで

きるというふうになっております｡ 奄美市におきましても, 平成１８年度から, 設置に向けて情報収集,

それから事前準備を進めておりましたが, 平成１９年度までは担当係の青少年支援係, これは福祉政策
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化の中にありますが, この係の体制上の問題やるとか, 現場での対応が非常に多くて協議会設置に至ら

なかったというのが実情でございます｡ 今年度, 青少年支援係の体制を強化いたしましたので, 当初予

算におきましても協議会関連予算を計上させていただきました｡ 今後, 関係機関と連携をしまして, 要

保護児童対策協議会の設置に向けて取り組んでまいりたいと思っております｡

１５番 (三島 照君) 私はこの問題は単なる担当者任せじゃなくて, 本当に担当者は今, 寝る時間も惜

しんで走り回っている状況は誰でも承知していることなんですよ｡ それをいつまでもそれをやることは,

もっと担当者をそこに追い回すことになると思います｡ ですからこれは, この奄美でも瀬戸内, 喜界,

和泊, 知名, 与論とすでに設置されて, 健全育成のために, 虐待防止のために頑張っていますので, 是

非奄美でも早急に取り組んでいただきたい｡ そして担当者の荷物をちょっとでも軽くしてあげてほしい

という思いです｡

続いて, 末広・港土地区画整理事業について質問をいたします｡ 末広・港土地区画整理事業のメイン

は, 何と言っても２核・ワンモール計画と言われています｡ 通り会連合会がまとめたまちづくり提案書

では, ＡｉＡｉ広場跡地は観光交流センター, 測候所跡地に奄美市交流センターを配置する, いわゆる

２核・ワンモール構想です｡ この構想は, 奄美市が発表した全体構造図や, 基盤・建築整備意見概要図

でも示されています｡ そこで質問いたします｡

まず１点目は, 現在の駐車場跡地, 測候所の北側ですね｡ 測候所跡のその駐車場として活用している

市有地と, 測候所跡地の活用がどのように検討されているのか, 示してください｡

建設部長 (平 豊和君) 現在, 駐車場として活用している市有地と測候所跡地の活用について, お答え

いたします｡

まず, 現測候所裏にあります私有地につきましては, 末広・港土地区画整理事業区域内に位置するも

のでありますが, 事業の進ちょくに支障のない範囲内において, 民間に貸し出しておりまして, 駐車場

として活用されております｡ この市有地につきましては, 道路や公園などの公共施設用として充てるの

ではなく, 区域内に換地を受け, 今後も市有地として活用していくことを考えております｡

次に, 測候所跡地の活用についてでございますが, 現在の名瀬測候所用地につきましては, まだ測候

所が移転するのかどうかも決まっておりませんが, 仮に移転し, 市に譲渡することとなった場合には,

現市有地と一体として街中の交流拠点となる施設の用地として, 有効活用してまいりたいと考えており

ます｡

１５番 (三島 照君) この測候所跡地は, 市有地として換地の対象に充てるいうことですか｡

建設部長 (平 豊和君) 測候所跡地につきましては, 現在測候所, 先ほど答弁しましたように, 移転す

るのかどうかも分かりませんので, 今のところそれが換地の対象ということかどうかははっきりしない

状況です｡

１５番 (三島 照君) 駐車場の市有地のこと｡

建設部長 (平 豊和君) 駐車場の市有地につきましては, 奄美市の市有地でありますので, 換地として

利用していく予定であります｡

１５番 (三島 照君) それじゃ, この区画整理事業において換地の対象のための市有地だということで

すね｡ そういうことですね｡

それでですね, じゃあ測候所の移転の見通しはあるのかどうか｡ それでもし, 先ほど言った段階とは

全く移転の見通しはないという話ですけど, もし移転した場合, この土地は今の区画整理事業の中にお
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いて, 先行取得の対象になっているのかどうか｡ もしなっていないとしたら, 市長これ, どういう予算

で, 一般に買収するのか, 国から｡ 先行取得のあの５, ３００平米の中に入っているのかどうか｡ ちょっ

と聞かせてください｡

建設部長 (平 豊和君) 測候所の用地を先行取得するかとの御質問でございますが, 測候所の用地につ

きましては, 事業の用地先行取得の対象として, 先に取得することは考えておりません｡ 先ほども答弁

いたしましたが, 現時点では測候所の移転がいつの時期になるのか分かりませんが, 実際に移転するこ

ととなった場合には, その跡地を市が購入し, 有効活用してまいりたいと考えております｡

１５番 (三島 照君) はい, 跡地を購入するということは, 今の９８億円のこの予算にはまだ入ってな

いということですね｡ いうことは改めてこの事業をやるについて, この測候所を買収するとなれば, 改

めた数億円の予算が必要になるということですよね｡

それじゃですね, その中にこれはこの減価補償金の金額をクリアするために, もう一件はクリアする

ために, 面積がオーバーすることがあるんではないかと思うんです｡ なんで言いますと, 今先行取得に

当たっている２６件の物件がですね, 全部, この前までの答弁では, 前期のうちに全部が話つきそうや

と, １００パーセントめどがあるという答弁でした｡ しかし私はこれは現状の中で, １００パーセント

見通しがあるとは思ってません｡ 住民の中ではそう簡単には考えられてない, 話が進むにつれていろん

なことみんな考えています｡ そういう中で例えば２６件の中で, これは仮の問題ですよ｡ 例えば１００

平米の土地を買収予定が２６件に入ってた｡ しかしこの人が絶対いややと, 売らないと言い出した｡ で

はそれの代わりに, その横近くでじゃあ３００平米の土地はうちのを買い取ってくれという話があった

ときにはですね, これは１００平米がこの５, ３００平米の先行取得用地の面積であるんですから, ２

００平米, 例えばオーバーすることになるんですけども, そういう多面点では金額をクリアするために,

面積がオーバーするということはありうるのかどうかということです｡

建設部長 (平 豊和君) この事業の減価補償金にかかる用地先行取得につきましては, 金額要件と面積

要件の両方をクリアする必要があります｡ 金額要件といたしましては, 約１１億７, ０００万円, 面積

要件といたしましては, ５, ３００平方メートルとなりまして, 公共施設充当用地として, 区域内の宅

地を購入していくことになります｡ 購入する箇所では, それぞれの土地の価格は違うことになりますの

で, １１億７, ０００万円分の土地を取得するためには, 必要面積の５, ３００平方メートル分を超え

る面積を取得することも考えられます｡

１５番 (三島 照君) あんたらね, またその今まではですね, 一貫して５, ３００平米, 買収価格は１

１億円いうことを主張し, 前回の３月議会の答弁でも, ２６件ですと｡ ほぼ確定しましたと｡ しかしそ

の売買契約のところで, 今, 時間がかかってますという話やったやんかそんなもん｡ それがなぜね, 途

中でね, １００平米, ５, ３００平米超えることもありますと, それで１１億円の範囲内であったらそ

れでいいんですという話ですよね｡ ５, ３００平米超えたときに, この補助金やそういったもんとの関

係も含めたときに, ５, ３００平米１１億円で買い取る予定の申請をされていながら, 面積が変わって

も, じゃ補助金やらの対応はどうなるの｡

建設部長 (平 豊和君) 減価補償額は１１億７, ０００万円でございますので, 減歩に反映する用地先

行取得の５, ３００平米, これは１１億７, ０００万円の範囲内で買うことになりますが, 先ほども示

しましたように場所によってはこの１１億７, ０００万円で５, ３００平方メートルを, 仮に安い所を

買うとなれば面積はその分増えるということは考えられます｡

１５番 (三島 照君) 私は総務建設委員会に参加委員ではありませんので, また場合によっては許され
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るものなら, 委員外議員で行ってもうちょっと聞きたいと思います｡ 時間ないので次に移ります｡

この間, 先日の部長の答弁でもはっきりは言わなかったですけど, 奄美市は中心市街地活性化立ちあ

がり支援・助言事業という事業をやってましたね｡ この前も答弁されました｡ この報告書が, インター

ネットで出されました｡ 今, 私がこれとった１週間もたたんうちに消えてました｡ この報告書を出すに

あたってですね, 市長はこの中身をみんな見て広報を許可されているのか｡ 部長もこれを全部見て, 承

認されたんか, そこんとこだけ答弁してください｡

産業振興部長 (赤近善治君) 市長も私も全部見て, ホームページに掲載ということではございません｡

本市としましては中心市街地の活性化施策を踏まえて, 今回の支援事業につきましては, 経済産業省か

らの直接の補助で立ち上がり支援事業の専門家を奄美市に入れて, 分析調査をしております｡ その結果

ですので, 私どももホームページで早めに市民に通知しようということで, ホームページを商工水産課

のほうで立ち上げてホームページに掲載したということでございます｡

１５番 (三島 照君) 市長見てないの｡ 市長, えらいことですよ, これ｡ この報告書｡

市長 (平田�義君) そういう分厚い資料がいっぱいきますから｡ 読んだかどうかは記憶ございません｡

１５番 (三島 照君) 何言うてんの, そんなもん｡ こんなもんを市長も部長も見んと, インターネット

で発表したということは, 私はこれは見て承認してると思ってます｡ ですから, その立場でこれから質

問しますから, うんって何を言うてはんのそんなもん｡ ちゃんと見とくのが当たり前やんか｡ 通産省の

事業ですけど, 中心市街地の立ち上がり事業やんか｡

産業振興部長 (赤近善治君) この報告書がですね, 来ているのは私どもは承知しているわけです｡ しか

し, これをつぶさに見てですね, その中でこの文をホームページにしなさいとか, そういったことはし

ていませんということです｡

１５番 (三島 照君) 無責任極まります, ええ加減にしてください｡ だからこの事業を, じゃあ説明し

ます｡ このページのですね, まず, 私はこの中心市街地立ち上がり支援・助言事業の検討報告について

は, この報告結果は正に的を得た内容が多く出されているという点で, この６月議会に向けて出たタイ

ミングは非常によかったと思っています｡ みんなが考えるうえで非常に良かったと思います｡ そしてこ

の報告書の内容, この活性化への取組の現状と課題, 第三者によって浮き彫りにされたということが私

は非常にうれしい, よかったと思っています｡ だからこの報告書を生かすも殺すも本市の未来にかかっ

た事業だから, その未来は私はこの報告書をもとに, 今の議員と行政に課せられた責任だと思ってます｡

じゃあ見てないということですから, 一つずつお聞きします｡

この活性化の取組の中でですね, 活性化の内容について, これは出されています｡ その, この３ペー

ジに, まず２ページに何が書いてあるか言いますとね, これまでの活性化事業での大きな課題, あるい

は事業が推進しない理由について, その要因, これは私はもう本当にええ加減せい思いました｡ その要

因の中心は, この事業に反対するメンバーがうまく活性化事業に参加しているか疑問, そのことが活性

化事業に対して不信感や事業の進ちょくに影響を及ぼすというふうに書いてあるんですよ, 市長｡ とこ

ろがこの前からの答弁はなんなんや, ８割以上が賛成してますと, ８割以上が賛成してるのに, 今の段

階でまだね, 反対してるメンバーが活性化に参加してこないって当たり前やんかそんなもん｡ そんなこ

とを書かれています｡

二つ目には, その３ページのところでは, この取組が進められてきたが, 中心市街地の都市機能全体

が一体的に活性化する取組までには至っていなかった｡ この前から都市機能は非常に充実していると言

うてる｡ 至っていなかった｡ これまで取組が総合的に進んでこなかった理由は, 理由ですよ｡ 庁内をは
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じめ, 商業者, まちづくり関係者など, 全体的な危機感がまだ低い｡ 中心市街地活性化の意識や必要性

について理解が未熟であるという報告をされてます｡ これをどう思いますか｡ この２点｡

産業振興部長 (赤近善治君) この分厚い立ち上がり支援・助言事業が来ておりますけれども, この報告

書の目的をまず見させていただきます｡ この報告書につきましては, 本報告書に記載されている支援・

助言, レポートの内容は中心市街地活性化室, これは経済産業省の室です｡ としての見解ではなく, あ

くまでも短期間の調査に基づく各専門家の個人的な見解となっていますよということがまず１点でござ

います｡ この専門家の意見の, こうした分厚い報告が来てますので, それをもとに我々はまたこれから

企画, 関係団体と協議をしていこうというような思いでございます｡ そういったことで, ３ページにつ

きましては, 三島議員からもこの文言についての説明がありましたけれども, これも各専門家の皆様方

の客観的な感想ということで, こちらに述べさせているということでありますので, それはそれとして

私どもは受け止めたいと｡

(｢だから, どう受け止めているかと言うてるんですよ｣ と呼ぶ者あり)

この件について, 行政の私がコメントをするべきじゃないというふうに考えておりますので, 御理解

を願いたいと思います｡

市長 (平田�義君) この調査事業を入れるのに, 了解したいと担当課から相談を受けました｡ 議員がおっ

しゃるようにまたここで第三者の皆さんにいろいろと調査していただいて, 判断していただくのもこれ

は悪くないという判断を下して私も決裁を出しております｡ ただ内容についてはまだ見ておりません｡

今指摘されたことは, これから大いに参考にしていきたいと思います｡

１５番 (三島 照君) あのね, ここでも中心市街地を, 商店街関係者中心としながら活性化の姿をイメー

ジできるような具体的事業内容を前提にいくつかのテーマを設定し, テーマごとの議論を基本的な方向

性を導いていくと, そのために皆さんはこの事業を引き受けたんでしょう｡ 立ち上がり支援事業ね, 国

の事業｡ それで, 国から送られてきた指導, 助言者のこのいろんなアンケート調査やってますよね｡ ア

ンケート調査やいろんなとこ入って, 通行調査やらいろんなやってます｡ いろんな資料や役所の皆さん

と何回も何回も議論してます｡ 参加者は産振部からあらゆる団体がみんな集まって, 三つの分野に分け

てテーマごとに議論されてます｡ メンバーの名前も書いてます｡ その結果がこの結果なんですよ｡ 役所

の庁内の中でも, 商業者まちのづくりの中でも危機感がまだ低い, それで活性化せざるを得ない, しな

ければならないという意識や必要性についても理解が薄い｡

聞いてください, 皆さんは私はこの４年間の答弁, 質問の中で毎回答弁しているのは, この事業は平

成８年から提案されてきた事業ですと, 十何年かかってますと, その中で合意は得られてますと, 賛同

者は８０パーセント超しましたと言うてきた結果が, 庁内ですら意思統一がとれてないいうことを言わ

れてるんです｡ ここで, その取組体制について, ８ページに書いてあります｡ 立ち上がり支援, 下記の

ような関係者の体制のもとに行われたということで, 皆さんの名前や商工会議所やいろんな人の名前が

載ってます｡

そこでですね, もう一つはですね, さっきも言いましたように, この事業の中心はですね, ここに書

いてあります中心市街地現況の取組状況の分析, 統計データーから見た中心市街地の現況, この中でこ

の強みとして末広・港土地区画整理事業に絡み, 測候所跡地開発として都市型住宅を計画, これが強み

だと｡ いわゆる市街地に人口を増やす, 言うてます｡ しかし, さっき言ったように, もう事業を始める

と, 今年中に換地を始めたいといいながら, 測候所のめどはなんにも立ってないんです｡ 都市型住宅ど

こに建てるの｡ ちゃんと見てるから言うてんのや｡ そんなもん別の資料なんかどうでもいいわ, そんな

ん｡ その中で, 今日からのあれも言われましたように都市自体中心市街地の人口が減ってきてる, しか
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しこれから先市長が言われたように, 三儀山の工事や, これが開発されればあそこに住んでいるマンショ

ンから全部住民が追い出されるんですよ｡ そういうことがここに言われているんです｡ そういったこと

を含めて, 今の測候所の問題も含めてどのようにこの問題を解決しようとしているのか答弁してくださ

い｡

産業振興部長 (赤近善治君) 一つお願いがあるんですが, この中心市街地の活性化ということで, 私ど

もが手を上げましたのは, 今進めております末広・港土地区画整理事業, これのためだけじゃございま

せんので, これだけは御理解していただきたいというふうに思っています｡ やはり市街地に居住環境を

つくって市街地に人を入れることはどういう事業がいいのかと, そういったことを諸々のことを想定し

ての, 市街地のこの活性化を基本計画を作ろうというようなことです｡ また基本計画を作ろうという決

定はしておりませんけれども, そういった意味での調査事業をお願いしたということでありますので,

全体的な市街地の今後の在り方はということでの御理解をよろしくお願いしたいと思います｡

そういった中で, そのいわゆる測候所の共同住宅とか, 諸々の提案, この提案書にございます｡ 具体

的にじゃあどういうふうにすればいいのというようなことも具体的に提案がございます｡ 例えばの話で

すけども, この市街地の活性化基本計画を作りますと, いろんな事業が取り入れられます｡ これは国交

省の助成事業ですけども, これは民間が事業主体となっても中心市街地に共同住宅を供給する事業等も

ございます｡ これもこの報告書の提案に個々うたってございます｡ それから, 交通システムの整備事業

等もうたってありますし, これも民間の事業主体ですけども, 民間が事業主体となりまして, 中心市街

地に, 例えば商店街の協力を得て, １階のほうには商店をする, ２階からはマンションにするというよ

うな事業等もございます｡ こういった提案をされています｡

しかしながら, 私どもはこの提案の中で今後商業者の人と話をするとか, 関係機関と関係団体, 市民,

昨日もお話がありました商工会議所の方々, 交通関係の方々, 観光の方々, そういった方とこういった

テーマがなされてますが, 一緒に論議しましょうよと, そういったことで, この資料を活用したいとい

うふうに思ってますので, 御理解をよろしくお願いします｡

建設部長 (平 豊和君) 先ほどの測候所跡地のことでございますが, 先ほども答弁しましたようにまだ

測候所が移転するかどうかは決まっておりません｡ そこのところで, 測候所が移転すると決まった場合

には, 私どもがその跡地を購入しまして, 現在市有地となっております, 駐車場として民間に貸してお

ります, そこと一緒に生涯学習センター, いわゆる図書館機能を備えた生涯学習センターや, 都市型住

宅などを整備する予定にしております｡

１５番 (三島 照君) 私は最初にこの報告書が的を得た時期に出されたということを言いました｡ この

２８ページでは, 明らかに徒歩と自転車が多いこのまちで, 子どもたちが安心して歩けるまちにしよう

と｡ ３０ページのほうではですね, 特に歩いて安心なまちづくり, 車では生活できなくなっているとい

うことも言われています｡ 私はせっかく金使ってこういう報告書を作らせたんですから, これをね, 自

分のこれからの中で生かしてほしい｡ なんでいいますと, 昨日の�議員の質問に対しても, まちづくり,

商工水産課と, いわゆる土木, ハードとソフトは別々ですと言いながら, 今度は中心市街地だけじゃな

くて, 屋仁川まで含めたまちづくりの一貫ですと, バラバラ, この前から各議員も言われましたように,

全国でまちづくりが成功しているのは, こういう計画を踏まえて, これに基づいてすべての団体, 関係

者とこの八代やらの場合はですね, もう言いませんだぶりますから, やられたまちづくりがやられてる

んです｡ 私は今の状況の中では, 再度言います｡ この事業は意思統一も庁内でもまだまとまってないよ

うな事業, 今から解体事業に始まったり, 事業を進めることには反対です｡ だから一時凍結をして, み

んなでもう一回, これやったら行こうと, 前向かっていけるような事業になるように議論していただき

たい｡ そのためには凍結をしてほしい, するべきだということを言うて終わります｡
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議長 (伊東隆吉君) 以上で, 日本共産党 三島 照君の一般質問を終結いたします｡

暫時休憩いたします｡ (午前１１時４５分)

○

議長 (伊東隆吉君) それでは, 再開いたします｡ (午後１時３０分)

午前に引き続き一般質問を行います｡

新奄美 師玉敏代君の発言を許可いたします｡

１番 (師玉敏代君) 奄美市民の皆様, 議場の皆様こんにちは｡ 新奄美の師玉敏代でございます｡ どうぞ

よろしくお願いいたします｡ 当局におかれましては, 一般質問最終日です｡ 私を含め二人でございます｡

どうぞ最後まで頑張って気概を持って, 気合を入れて明解な御答弁よろしくお願いいたします｡

質問に入ります前に, 先日の小俣町の土砂災害により, ３棟全半壊, ４世帯が被災に見舞われました｡

この場をお借りしまして, 被災者に対し, 衷心よりお見舞いを申し上げます｡ 過去の大火を教訓に, 自

主防災意識が高い地区と聞いております｡ しかしながら, 日頃からの防災訓練, いち早い警報機の設置,

備えがあっても地域力を持っても, 防げない, 守れない, 自然災害に, 今後をいかに行政がどこまで踏

み込んでいけるかが, 今後の重要な課題ではないでしょうか｡ 人災がなかったことがせめてもの救いで

あり, 一日も早い復旧を心から願っております｡

では, ２０年度第２回定例会の開会にあたり, 通告しました質問書のとおり順次質問をいたしますの

で, 当局の端的な明解な御答弁をよろしくお願いいたします｡

今年度４月からスタートした長寿医療制度, 本当のところ誰一人分からないまま走り出したといって

も過言ではないかと思います｡ ７５歳以上, ６５歳から７４歳の障害者を含む新たな制度, これまでと

どこが変わるのか, 新しい制度の利点があるのか, 低所得者の負担軽減が実際のところどうなのか, い

やおうなしに年金から天引きされ, 誰に文句を言えばいいのか, 窓口でいろいろ聞いても国の決めた制

度だからとなだめられ, 都道府県単位で財政・管理運営と遠き所に声が直接届かない｡ これまでの老人

保健では高齢者が多く, 一般財源を投入しても苦しい財政が続く中, 格差是正するため, 安定的な運営

を図ることを目的として改革されたとしています｡ 保険証は従来より, ２枚が１枚になり, 窓口負担は

変わらない, 保険料は安くなる人が多いとか, 年金の天引きには出向く必要が省ける｡ 私から言わせれ

ば, 都合のいいメリットだけを挙げ, 本質的な内容が手にとるように一人ひとりに分からない｡ 今になっ

て国は住民の説明不足と反省していますが, 市としてもこの制度がスタートするにあたって住民への対

応が万全だったのか, お聞かせいただきたいと思います｡

次の質問からは, 発言席からいたします｡

市民福祉部長 (福山 治君) この制度のスタートにあたりまして, 窓口の対応に支障が出ないよう, 職

員の代表４名を２月と３月に開催された鹿児島市の研修に出席させまして, それを受けて担当職員全員

の研修会を実施いたしまして, 名瀬, 住用, 笠利の総合支所でも同じような対応ができるよう連携をと

りながら, 準備を進めてまいりました｡

また, 制度の周知につきましては, 市民からの要望に応じて出前講座や, 各集落の会合等を通して説

明会を実施してきたところではございますが, 制度が複雑なことや, 国における決定や情報の提供が十

分でなかったこともあり, 制度スタートまでに十分周知できていなかった部分はあると認識をしており

ます｡

１番 (師玉敏代君) そうですね, 私も職員研修をしたということは聞いております｡ そしてまた各団体

なりで, 出前講座も持ったと聞いております｡ しかしながら, このように大きな制度が変わったり, 新

たな制度が施行されるにあたってはですね, 特にこのように年金からいやおうなしに天引きされるとい

う, こういう状態を招く以上ですね, やはり本当なら行政から住民のほうに, 例えば集落別にとか, そ

ういう出前講座を持つべきではなかったんでしょうか｡
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市民福祉部長 (福山 治君) 今おっしゃられた件につきましては, 今の時点ではそういうような考え方

ができますが, 私どもが当時担当していました時点ではですね, 非常に情報が, 我々が説明するに足り

うる情報がまだ得られていなかったという事実もあるということは御理解いただきたいと思います｡

１番 (師玉敏代君) 確かにですね, その時点で国の動向も１点２点変わったり, どれだけ軽減されるの

か保険料というものが確定されていなかったと思います｡ 実際のところ行政のほうもどのようにはっき

り研修していいのか, これでスタートしていいのかというのが見えないところでですね, ４月の年金か

らいやおうなしに引かれたわけですよ｡ もちろんそれの対象者は１番こういったことに疎いといいます

か, 分からない高齢者の皆さんを対象にしているわけです｡ 高齢者の皆さんの中で, 私もいろんな相談

を受けましたけど, 私自身もこの年金のことをうまく伝えられなかったことが大変悔しい思いをしまし

た｡ 先日, 最初の日にですね, 崎田議員がですね, 資格証明書のことも言っておりましたけれども, こ

れまでの制度ですね, 例えば高額医療制度, そういった医療費の申請にあたってはどうなるのか, その

へんもですね, ほとんど高額医療にいったん入院されたお年寄りの方は対象者になることが多いと思い

ますけど, こうした人たちの高額医療の申請, そのレセプトですか, その２か月くらいかかるというこ

とで窓口申請が可能なのか, そのへんはどんなふうに周知徹底するのかお聞かせいただきたいと思いま

す｡

市民福祉部長 (福山 治君) 高額の払い戻しとか, そういうもろもろの窓口での手続きにつきましては,

従来の老人保健時代の制度と一緒でございます｡ ただ, 払い先が鹿児島県の後期高齢者医療広域連合か

ら直接, 本人の意向によりまして本人の口座に振り込まれるものと, 窓口で受け取るという二通りの方

法になるということでこざいます｡

１番 (師玉敏代君) 高齢者というのは, いったん退院されましても, また体力的に弱く再入院というこ

ともありますね｡ そして窓口に御自分から行って, そういう申請手続きなどというのは大体できない人

が多いと思いますね｡ やっぱりそういったものもですね, いろいろ嘱託員なりいろんな方がいますので

やっぱりそのへんも周知徹底して, 今後そういった手違いがないようにしていただきたいと思います｡

私がですね, 今回この制度がスタートしてから, いろんな方が相談を受けましたけれども, ある人の

中で年間５２万円の所得しかない, 雑所得として１９年度申告しました｡ その人の今の時点ですよ, 今

の５２万円しかない単身世帯で, 保険料は大体月額, ２か月に１回の年金ですので, ２か月どのくらい

引かれるんですか, 教えていただけないでしょうか｡

市民福祉部長 (福山 治君) 年間で５２万円の年金しかないという方でございましたら, ７割の軽減の

対象になりますので, 年額で１万３, ７００円, これを１２で割りますと１, １４０円ということにな

ります｡ ですから, ２か月にいっぺんということであれば, ２, ２８０円という形が引かれるのが本来

の形なんですが, 問題は年金から引くその元になる所得の確定が４月６月８月の場合は前々年度の所得

で仮徴収という形で始まりますので, 前々年度の所得の歩合によってはこの数字が大きく違うというこ

とが想定されますので, そこらへんは御理解いただきたいと思います｡

１番 (師玉敏代君) それが御理解いただけないんですよ｡ ５２万円ということは２か月８万円ぐらいに

なるんですね, 年金が｡ ８万円の中からもある人はですね, 逆に前々年度ということは暫定で引いてる

ということですよね, 前年度並みに介護保険料も今度の保険料も引いているわけですよ｡ 介護保険料は

一番高いところで１万６, １００円, そして今度の後期高齢者の減が１万４, ０００円引かれて約３万

円引かれているんですよ８万円から｡ ということは５万円しか残らない, 月の生活が２万５, ０００円

ですよ｡ こういった高齢者が多いんですよ, 実際のところ｡ 私はですね, だからこの前々年度の本人が
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なぜこれだけ引かれたということは, 農業所得だったわけですよね, 前々年度８０万円という｡ こういっ

たものがあったから, こういうふうに介護保険が１万６, ０００円になったんですよ｡ 後期高齢の保険

も前々年度並みの, 前年度を対象にこの保険料がこの分引かれてるんですよと, だから今々言ったよう

に年間１万３, ０００幾らですか, ５２万円台は｡ それではもうすでに払い終わっていることになるわ

けですよね｡ だから多分あとで戻ってくるかもということしか言えなかったんですよ｡ だけど, 本人に

とってみれば, この月が大切なんですよ｡

私がこの制度に言いたいのはですね, ここで言ってもはじまらないかも分かりませんけど, 結局です

ね, そういうふうになぜ私たちの国保税がですよ, １９年度所得が確定して大体６月ごろに確定するん

じゃないですか｡ そして７月から８期で健康保険税を納めますよね, 確定してから｡ そういうやり方な

ら分かるんですよ｡ 確定もしないうえに一番高いところで引かれて, でも本人それ納得しても, 本人に

この分は貯金になるからと言ったんですよ｡ 戻ってくるから｡ そしたら本人からまた言ってきましたよ,

怒って｡ 自分たちの生活は明日どうするんだと, 病院にも行けないと, 農業を辞めた理由がですね, 病

気になったんですね｡ 農業もできなくなった, 収入も得られなくなった, 本当に５２万円の年金でしか

生活しない, そういった人がこの人に限らずたくさんいらっしゃると思いますね｡ だから, そういった

人のところで容赦なく年金を天引きするという, この制度に私は腹が立っているわけで, 確定してから

６月・８月・１０月で調整すればいいじゃないかという気持ちがあるんですが, 今度は明日６月１３日

に第２回目の年金が振り込まれますよね｡ それも同じように引かれるんですかね, ちょっとお伺いしま

す｡

市民福祉部長 (福山 治君) 結論から申し上げますと, 同じように引かれるようになります｡ ただです

ね, 御理解いただきたいと思うのはですね, 年金から天引きする最初の４月というのは前年度の確定申

告をして間もない時でございます｡ その資料を送付するのが１月に社会保険庁にデータを送るわけです｡

そうしますと, １月の段階まだ前年の確定申告も終わっていない段階で, 前々年度の資料でしか対応の

しようがないという, こういうシステム上の, はっきり言いまして, 不満の素になるようなこういうシ

ステムになっているわけです｡ ただ, それを勘案するために今考えられているのが, １０月まで待たず

に６月の段階で前年度所得がほとんど把握できるようになりますので, ６月の段階で把握できたその所

得で引きすぎになっているものについては８月分から引かないような対応をしたいということで, 事務

方のほうでは進めている状況ですので, それは御理解いただきたいと思います｡

１番 (師玉敏代君) 今度スタートしていろいろ事務上の問題, こういったいろいろな住民, 市民の声が

国のほうに届いて, いろいろ今与党の中でも, いろんな骨子案の見直し, そういったこともされている

のは私も知っていますけども, ただ, 私の中でですね, やはり高齢者の立場になって, やっぱりこうい

う制度をスタートしたからにはですね, やはりこの高齢者の立場になって, やはりこのこういう制度も

お金ですから, はっきり言って年金は私たちの考えはですよ, ６０歳なり現役時代一生懸命働いて, 年

金を納めて本当に働けなくなったときに, 老後の生活費としているのが年金だと私は位置付けてるんで

すが, 平成１２年の介護保険が始まって以来, この天引き制度が出て, さらに奈良議員も言いましたけ

ど, ダブルで今度引いてます｡ 私の意識の中では, 知識の中ではですね, 私がもしですよ, 債務不履行

して法的処置をとられて強制執行でされた場合, 私の報酬というものは全額差し押さえることができま

す｡ そして給与所得者は, 法的控除をされて３分の１の生活を残して引かれます｡ 年金はね, 差し押さ

えられないんですよ, 一般的に｡ 金融機関でも｡ それぐらい守られるところでなんで国はこういうふう

に簡単に年金をぼんぼん天引きするんだろうという, 私の中に疑問がありましたので, さらにこういう

市民の声を聞いたときに, ここで言ってこれで解決する問題ではないんですよ｡ ただやはりですね, こ

ういう制度というのの問題を市民の声をですね, 行政もしっかり受け止めてですね, やっぱりこういっ

た声を広域連合にですよ, 話されて, やはりこういったシステムの問題等をですね, 改善するべきでは

ないかと｡ やはりその申告してすぐ１, ２か月では確定できないのは分かりますけど, だからといって
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とりあえず引く必要もないんじゃないかと, ある程度確定して６月・８月・９月・１０月, その５回で

調整するという方法もあると思いますけど, 市長, 市長もいずれこの制度を受けられるわけですよ, 私

もいずれこういう制度を受けられるかも分かりません｡ これが市民の本当に大変な声なんですね, この

制度に対してこういうスタートをしたことに対して市長はどのような御見識をお持ちか, お聞かせいた

だけないでしょうか｡

市長 (平田�義君) 多くの疑問点, 改善すべきではないかという御主張, いろいろあります｡ そのこと

を一日も早く改善してみんなが納得いくような形にしていただきたいと, こう思っていますので, 広域

連合においてもそのことを申し上げたいと, このように思っております｡ もとより奄美市からも職員を

一人派遣しております｡ 立ち上がり相当混乱するだろうなという思いを持ちながら派遣したわけですが,

なんとかしてこの制度が国民に理解されるような形になってもらいたいと, こう願っておりますので,

みんなで知恵を出し合って, 変えるべきものは変える, 変えてはいけないところがあれば変えてはいけ

ないような, そういうこともあるだろうと思いますので, そこらあたりをしっかりと見分けながら対応

していきたいと, こう思っておりますので, よろしくお願いいたします｡

１番 (師玉敏代君) 部長にお尋ねしますけど, またこの広域連合ですね, 先ほど言った職員も派遣する

ということで, やはりこういった市民の声をですね, 窓口になるのが市のほうですよね, 市長村単位で｡

そして県のところで財産運営ということですので, やはりこういった声をやっぱり真しに受け止めて,

やっぱりこのシステムの問題点, やっぱり改善しなければならないことを, やっぱり声を大にして届け

て欲しいと, 声を, と思いますけど, いかがですか｡

市民福祉部長 (福山 治君) 今, おっしゃられた点につきましてはですね, 窓口にありました苦情とか

そういう相談等について, 伝えるべきものにつきましては今すべて県の広域連合を通じて報告をしてご

ざいます｡ 県の広域連合のほうにおきましても, その内容において, 国の制度を変えるべき必要性を含

めて, 国にもその意見を全部申し述べてるという今, 国のほうの対応の仕方も, その苦情とかトラブル,

そういうものについて非常に過敏になっていますので, その情報については知りたがっているというの

が事実でございます｡

１番 (師玉敏代君) では, よろしくお願いいたします｡

次に, 障害者の雇用についてということで質問いたします｡ ４月の新聞報道の中で, 鹿児島労働局は

２８日障害者採用計画を作成したにも関わらず, 計画を適正に実施していないとして, 奄美市に適正実

施勧告を行ったとあります｡ この対応にどう対処したのか, お伺いいたします｡

総務部長 (福山敏裕君) 障害者の雇用について, お答えいたします｡

御指摘のありましたとおり, 県のほうから障害者雇用率を達成するようにとの内容の勧告がございま

した｡ 現在の雇用率は昨日も申し上げましたが１. ７５パーセントで, 勧告時よりは改善をされている

ところでございますが, 依然としまして法定雇用率に達していない現状でございます｡ 現在これに対し

まして, どのような対応ができるのかということで, 検討をしているところでございますので, よろし

くお願いしたいと思います｡

１番 (師玉敏代君) 昨日ですね, 関議員のほうでもこの問題に触れまして, １. ７５パーセントまで改

善されているという御答弁でした｡ 当初５人不足しているということを聞いております｡ １. ７５パー

セントというのは何名の改善がされて, あと何名不足されているのか, お示しいただきたいと思います｡

総務部長 (福山敏裕君) お答えします｡ 今年度の法定雇用率が１２名となっております｡ それで２０年
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度の不足数は２名ということでございます｡

１番 (師玉敏代君) 障害者のですね, 自立支援, そういったところで行政のほうでもいろんな計画確定,

基本的なそういうことをされていると思います｡ その中で２. １パーセントという基準値があるわけで

すね｡ それに対してやはり市としてもですね, やはり障害者の雇用に, 促進に積極的に取り組まなけれ

ばいけないと思うんですよ｡ 特にこういう行政の立場から｡ 民間でも郵便局なり銀行なり積極的に進ん

でいるわけですので, 今後どうされるかもう一度お聞かせいただきたいと思います｡

総務部長 (福山敏裕君) 今後の取組ということでこざいますが, これまで障害者の雇用につきましては,

一般と同じ採用試験の中でこれまでは確保してまいりました｡ これらの障害者の雇用につきましては,

一般の採用とあわせまして, 障害者を対象とした臨時の職の設置ができないかなど検討してまいります｡

しかし, 現在市は行政改革に取り組んでいるところでございまして, 職員５００名体制を目指して業務

の外部委託などを勧めております｡ そういう中で職域も仕事量も少なくなっていく中で, どれだけの仕

事量があるのか関係部と連携を図りながら, 障害者が働ける職場をつくる取組に努めてまいりたいと考

えておりますので, 御理解を賜りたいと思います｡

１番 (師玉敏代君) 行政改革も分かります｡ この２. １パーセントの基準をクリアして, その中で行政

改革をするべきじゃないですか｡ これはですね, これは義務付けられてるんですよね｡ 確かに奄美市は

財政も厳しいです｡ 障害を持った方, 健常者が一緒になって働いて, そういう人たちが交じり合ってや

はりいるのが社会的な役割じゃないんでしょうか｡

総務部長 (福山敏裕君) 先ほど申し上げましたように, ５００名を目指していくことになりますと, 職

員が減少していくことになるわけです｡ そうしますと雇用すべき障害者数も当然下がってまいると思い

ます｡ その推移の中での取組が当然今後求められていくものと思っております｡ しかしその間どうする

かということについては現在の臨時的な任用での対応ができないかということなども含めて検討してま

いりたいということですので, 御理解をお願いしたいと思います｡

１番 (師玉敏代君) 奄美市以外に徳之島とかどっかもそういうふうに勧告が来てるんですね｡ というこ

とは, 他のところもやってるということなんですよ｡ 確かに職員数の割合で２. １パーセント, これは

行政としてもクリアしてほしいという勧告なんですよ｡ これを前提として, 行政改革なりやはりやって

いくべきじゃないですか｡ それをベースにするのが市として当たり前じゃないですか｡

総務部長 (福山敏裕君) それでは, このように減少がいつからなったかということについてまずお答え

させていただきたいと思います｡ 奄美市における法定雇用率というのは２. １パーセントとなっている

わけですが, 合併前におきましては, それぞれ３市町村とともに, 法定雇用率を満たしていたところで

ございます｡ そこで合併しまして, 職員が増加する中で, 職員が増加しましたこととそれと１９年度に

は大量退職の中で障害を持った職員が退職したことによりまして, 法定雇用率を下回った結果というこ

とでなっております｡ そこで合併初年度の１８年度が１. ７６パーセントで不足数が一人でございまし

た｡ １９年度は１. １パーセントで先ほど議員ありましたとおり, ５名の不足が出ております｡ それで

２０年になりまして, ２０年の試算をしましたところ雇用率は１. ７パーセントで, 不足数が２名とい

う現状でございますので, これを改善するために今年度どのような対応ができるのかということで今,

検討しているということですので, 御理解を賜りたいと思います｡

１番 (師玉敏代君) 是非ですね, 行政として, 一般の民間の皆様の襟を正すという意味で, やはり障害

者の自立を支援するという立場から是非ですね, また早い時期に不足されている部分を是非クリアして
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いただきたいと思います｡

次の質問に移ります｡ 次は, 産業土木事業について３点質問をいたします｡

まず, １番目に城海岸のシャワー室, トイレ, 駐車場の整備について質問いたします｡ 城海岸は, ５

年ほど前からサーフィン愛好者のメッカとして, また名瀬市街地から近く良質の波が立つことから島内

外を問わず多くのサーファーが利用しております｡ １８年度１２月議会においても, その当時の保議員

が駐車場, シャワー室, トイレの整備を質問いたしました｡ その後教員住宅横の空き地を整地し, ８台

ほどの駐車スペースが確保されました｡ シーズン中は島内の愛好者, 観光客がどっと押し寄せ, 国道沿

いであることから集落の人たちに迷惑をかけないように, お互いにサーファーの皆さんが譲り合ってい

る状態であります, 駐車場をですね｡ 念願のシャワー室, トイレがなく, 以前として変わらぬ状況にあ

ります｡ 今後の見通しがあれば, お聞かせいただきたいと思います｡

議長 (伊東隆吉君) 答弁を求めます｡

産業振興部長 (赤近善治君) 平成２０年の４月２４日付けで, 城海岸へのシャワー, トイレ等の施設の

整備について, サーフィンの代表者と城集落代表者５９４名の署名を添付して要望書を受けております｡

市としても検討しているところでございます｡ サーファーの現状につきましては, 御案内のとおり, 龍

郷町の手広海岸や大和村の戸円海岸とありますけれども, 城海岸におきましては週末ともなりますと５

０名を超す若者が集まり, 絶好のサーフポイントとして島内外の愛好者が集まる海岸となっております｡

御指摘のように, シャワーやトイレ等の施設がないために, 利用者の不便を来しているということも伺っ

ております｡ 市も簡易的な整備として検討等を進めておりますが, 維持管理等の話し合いがつかず, 整

備に至っていないのが現状でございます｡ 施設の建設を求める要望書を県に対しても出しておりますけ

ども, 市としましても今後県と協議をいたしますが, 要望地周辺には市有地として利用できる土地がな

く, 現在活用しております教員住宅敷地, これは集落の敷地, 集落有地となっておりますけれども活用

が図れないかなど, 今後検討してまいりたい, 集落の皆さん方と協力をしながら検討をしてまいりたい

というふうに考えておるところでございます｡

またあわせまして, 先月の５月２９日には住用総合支所, それから名瀬総合支所, それから大島支所,

総務課の職員でこのことについても協議をいたしておりますし, 今後さらに情報交換協議を進めてまい

りたいというふうに考えておるところでございます｡

１番 (師玉敏代君) この署名運動に関しては, 私自身も集落の皆さんの署名, 捺印をもらって回りまし

た｡ そして市と県のほうに要望書を出してあります｡ これはサーファーだけの, この受益者負担という

問題でもなく, 昨日の答弁の中に, やはり体験型観光という観点からもやはりですね, 将来的な展望を

持って実施したいと｡ この城集落は子どもも少ないです, 若者も少ないです｡ サーファーの皆さん方は

日頃より城海岸の清掃も積極的に行っています｡ そして地域住民との集落会にも出て, お互い集落内の

清掃もしています｡ 豊年祭にも出ますという, いろんなこういうお互いの協力のもと, マナーを持って

私は取り組んでいるのを目の当たりにしています｡ 是非ですね, やはり一人またサーファーの方が城の

ほうに家族で移り住んでいます, 実際にですね｡

やはりサーファーというのが, サーフィンが好きで城集落に住むという若者も来ます｡ そうすると子

どもがまた若者が定着することで子どもも増えますし, またこのいろんな生徒数が少ない中でいろんな

問題解決ができるじゃないかと, 私なりの展望を持っております｡ ただこのサーファーの方たちだけが

利益を得るんではなく, やはり将来的な奄美市の将来の観光の資源として, 絶対に私は役に立つと思い

ますので, 是非県のほうにも要望書は出してありますので, 積極的に前向きに早い時期に実施していた

だきたいと｡

その維持管理費については確かにその維持管理費は, それを使われる方の負担にするのか, 集落の方

に負担するのか, そのへんですね, 私できてからそのへんはできるんじゃないかと, ものができてから
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でも, サーファーの方もそのへんはよく分かってらっしゃいますので, いろんな話があると思いますけ

ど, どのへんまで話が進んでいるのか, やはりその要望書に持っていきました集落の代表, サーファー

の代表の皆さんにでもですね, 今のそのどこまでという現状をですね, やっぱりしっかりと伝えていた

だくのも, 私は大事なことじゃないかと, 出しはしたけどなしのつぶてでは困りますので, そのへんは

いかがですか｡

産業振興部長 (赤近善治君) 師玉議員御指摘のとおり, サーファーの方々が駐車場を譲り合いながら,

そしてまた海岸の掃除をしているということで, 城集落の方々と本当に良好な関係であるとということ

も承知しております｡ またサーファーの方々が教員住宅の裏の墓のほうの水道を使って塩水を落として,

それで着替えて帰るということも承知しております｡ 前もそういった要望がありまして, 教員住宅の裏

手のほうに駐車スペースを簡単に設置をして利用している状況でございます｡ 今後, サーファーの方々

と城集落の方々, 連名で要望書を持って来ておりますし, このことは市, 県にも要望しておりますので,

先ほども答弁いたしましたけれども, 県と協議を進めながら, いつと言えればいいんですが, その経過

等についてもまた御説明したいと思っております｡

１番 (師玉敏代君) ではよろしくお願いいたします｡

では次に, 中山間総合整備事業について質問いたします｡ この事業が１月住用地区に一斉に入りまし

た｡ この昨年の１２月に住用町が一斉に説明会を実施し, 今年の１月に全集落ワークショップが開かれ

ました｡ 奄美市の職員, 県の職員, 地域住民が一緒になって集落内, 農地班と二手に分かれて集落点検

をいたしました｡ 改善すべきところ, 守るべきところ, よいところなど, 確認しながら２時間かけて回

り, 集落内のマップにそれぞれが改善すべきところとか, よいところとかシールを貼り, リーダーにま

とめて意見集約し発表したところです｡ 次回には, 皆さんの集落の皆さんで取り組んで欲しいこと, こ

の事業でできるもの, この事業と平行しながら他の事業で進めなければならない事業, その仕分け作業

を報告しますとのことでしたが, ５か月を経過してなんの音沙汰がないんですね｡ 集落の方もあの事業

はいったいどうなっているのということですので, 今後の自主計画, 取組をどうなっているかお示しい

ただきたいと思います｡

市長 (平田�義君) 師玉議員の質問に答弁いたします｡

まず, 平成１９年１１月より各集落において, 中山間地域総合整備事業について, 説明会を行いまし

た｡ そのことは議員が今申し上げたとおりです｡ その後にアンケート調査及び地域住民と行政が一緒に

なって集落を点検し, 共同で意見を出し合い, 事業導入に向けたワークショップを今年の２月までに終

了したと, このように報告を受けております｡ 今後, ６月以降には再度各集落に説明会を開催して, こ

の意見をもとに集落でできることなど, また他の事業導入が必要なものについては説明を申し上げたい

と思っております｡ 中山間地域総合整備事業で, できることの振り分けを行い, 各集落ごとの要望に優

先順位を付ける作業を進めてまいりたいと, このように計画をしております｡

この中山間地域総合整備事業導入については, 市と行政と各地域の人たちの懇談会の中で, 遊休農地

をどうするかということの問題提起が多く出されました｡ その中で, 住用村においては中山間地域総合

整備事業の導入を見送ったということが判明いたしました｡ なぜ見送ったかということがなかなかつか

みにくかったんですが, 現在, あらかた私なりにそういうことであったのかなという状況が理解できる

というか, 認識することができます｡ それほどにこの問題は大変な問題だなという思いがいたしており

ます｡ 当初, 城の問題だけが大きく耳に入っておりましたので, 城の問題を集中的に解決することによっ

て, あとにつながるんではなかろうかと, こう判断したんですが, 大変あもうございまして, 全域で城

とそう変わらない状態だということを聞いて, びっくりしております｡

中山間整備事業を, じゃあどうするかということを職員と話している中に, もしかしたら中山間総合

整備事業を導入すれば, 解決できるんではないのかなという見解が示されましたので, 検討してみまし
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たら, 旧住用村全域を一区画とみなして, 面積要件を整えて, この事業を進めたいということでござい

ましたので, 職員の組織を変更しまして, 職員を配置してその省にあたってもらうということで今, 取

り組んでおります｡ 職員もなかなか難しい状況に直面しております｡ 私から申し上げるのもなんでござ

いますが, 皆さんからも行く時にはのぞいて見て, 励ましていただければありがたいと, このように思

います｡ 先般もずっとのぞいてみましたら, これまでの字絵図等が, 集合的に合成を, パソコンで合成

しまして, 我々が見てもそういう状況になってくるのか, なっているのかということが, あらかた理解

しやすい状態に, 一段進んだなと思っております｡ これを持ってして多くの人々に説明することによっ

て, 一層理解を深めることができるんじゃないかなと, このように職員を激励してきたところです｡

大変厳しいというか難しい問題です｡ 最終的には地主さん, 在住者の皆さん, 多くの人たちの理解と

協力をいただきませんと, 進まない状況になることは目に見えております｡ そういった点ではどうぞ一

つ, これが最後のチャンスだというぐらいの気持ちで, 取り組んでいただきたいなと, こう思っており

ます｡ 実際に事業をしていただくには, 事業量や事業費が大規模になりますので, 県営の中山間地域総

合整備事業で進めていきたいと, こう考えております｡ そういう中で今後の２４年度の採択に向けて作

業を進めているということだけを説明申し上げまして, 答弁に代えたいと思いますので, どうぞ今, 私

の思いが地域の皆さんに通じて, みんなでやっていこうということになることを, 何よりも願っており

ますので, よろしくお願いいたします｡

１番 (師玉敏代君) ありがとうございます｡ 本当にこの事業が本来, 本当にもっと以前にやっておかな

ければならなかった事業と, 私は認識しております｡ ご覧のとおり, 住用は箱物と言われるものをたく

さん建設しました｡ 生活基盤といわれる生活排水, 農業用水, 農業の用水路, また農地の土層改良, そ

ういったいろんな遊休地の問題, そういったのを置き去りにして今回合併しました｡ 今回この中山間総

合整備事業が入るということで, 私は大変住民も期待しています｡ あきらめてたんですよ｡ この事業は

膨大で, しかしながら９５パーセントいくという補助率の中で, ５年という月日が大変長いんですね｡

お年寄りは私は５年たったら生きとらんわちゅうことも言っておりましたけど, やはり市長が申しまし

たように, 最終的には地域住民の協力, 地主の協力がなければこの事業は私は実現できないじゃないか

と, そのへんもまた住民ともやはりこの事業を進めながら, 是非認識を持ってもらって, やはりこの事

業をできることを, 私はまた住民の皆さんも理解していただきたいと思っています｡ 是非ですね, この

中山間総合整備事業は, 本当に先ほども申しましたように住民が心待ちにしていた, みんなどこも言え

ば, どの集落も私もほとんど５校区を回りましたけど, 生活排水ですね一番｡ その問題がきております｡

ただそれだけが改善するわけにもいかず, いろんな住宅の改修もあると思います｡ 側溝の問題も今の小

規模ですか, ああいう側溝ではないわけですよね｡ そこだけを改善することもできませんので, やはり

上水と下水の関係もとりながらこの事業は進めなければいけないと思いますので, 是非前向きにどうか

進んでいただきたいと, 間を切らないで継続的に, ５か月過ぎてますので, 断続的にならないようによ

ろしくお願いいたします｡

では次に, 続きまして, また地域の急傾斜の質問になります｡ 住用地区の見里集落です｡ 先日小俣地

区の災害地をね, 目の当たりにして大変, 私自身も怖い思いをしました｡ 住用地区の見里集落の急傾斜

危険箇所が, 集落内への通勤通学道路, 集落内の人々の生活道路として, 長年利用されております｡ こ

の場所も今回の中山間総合整備事業では, 皆さんが一番に声を上げたところでもあります｡ しかしなが

らこの事業では多分できないでしょう, 中山間総合整備事業では｡ それということで急傾斜の急傾斜地

ということで, この事業を要望しているところです｡

２メートルほどの道路を挟んで約２０世帯の住宅があります｡ ここ数年来, 梅雨時期や台風時期には

数箇所の落石もあり, 大変危険な状態になります｡ そのことに関しては昨年来から住用支所担当課, 大

島支庁担当課に現場を視察していただき, 今年の１月の中山間総合整備事業の集落内の地域住民, 市職

員, 大島支庁の職員が一体となり, 地域の点検を行い, この事業の対象外であっても早急に危険回避で

きるように取り組んでほしいと要望したところです｡ 地権者の同意書, 無償提供の同意, 地区住民の署
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名, 戸籍謄本を添えて, 一刻も早い施工を希望しているところです｡ この事業については, どのように

実施していただけるのか, お伺いしたいと思います｡

建設部長 (平 豊和君) 見里地区の急傾斜地崩壊危険箇所は, 奄美市に２２０か所ある危険箇所の一つ

でございます｡ この地区につきましては, 昭和５２年度までに県のほうで, 全体延長しまして, ３７０

メーターのうち, ２７０メーターの崩壊対策工事を実施した経緯がございますが, 崩壊対策が講じられ

ていない部分が約１００メーターほど残っております｡ この箇所においては, 平成１８年度, １９年度

の台風時に小規模な落石等があり, 今年２月に見里集落からの要望を受け, ３月に県へ事業導入の要望

を行っております｡ 今年の５月１３日に実施いたしました奄美市防災点検におきましても, 大島市庁ほ

か関係機関と, 現場を確認しており, 崩壊対策工事が必要であるとの共通認識は持っております｡ 県大

島支庁に確認いたしましたところ, 現在大島支庁管内で, 急傾斜地崩壊対策工事を実施している箇所は,

奄美市２か所, 龍郷町１か所, 大和村１か所の計４か所であるとのことでございます｡ また奄美市にお

いては, 見里地区のほかにも３か所の事業導入の要望を行っているところであります｡ 急傾斜地崩壊対

策事業導入には, 土地の無償提供同意が得られて, なおかつ登記を県へ移すことが条件となっておりま

す｡ 見里地区は土地の無償提供の同意はすでに得られており, 現在大島支庁のほうで地権者の相続関係

について調査中と伺っておりますが, 事業実施となりますと, 現在施工中の箇所の残事業量や, 緊急性

等について, 他の要望箇所との調整が必要となります｡ 急傾斜地崩壊危険箇所の奄美市での整備率が,

約２０パーセント程度と低いこともありますので, 今後とも早期整備が推進できるよう, 県へ働きかけ

てまいりたいと考えております｡

１番 (師玉敏代君) 予算の問題やら, いろんな問題があると思います｡ また, 小額の資金でできるもの

でもありません｡ だけど, この２, ３日前ですね, また少し落石があったりして, ほんとそこの道路は

通らないようにしているぐらいなんですね, 子どもたちも｡ もう通るな通るなということですけども,

最近は微震を感じることがよくあります｡ 昨日のように大雨が降ったりするたんびにみんな怖い思いを

しているわけですけども, やはりこの急傾斜地という危険箇所が, 今日ですかね, 昨日でも２２０か所

で４３か所が施工されているということだったんですけども, こういった問題は, 先ほども言いました,

どんなに日頃の自主防災組織を立ち上げ, 地域住民で守ろうと思っても守れないところもありますので,

ここはですね, 三太郎峠につながっていると思うんですね｡ いざっていうときの非難箇所にもなります

し, そしてそういうハード面, 防災ということも兼ね備えて, 是非早急にまたこのへんもお酌み取りい

ただいて, どうか要望しておきますので, よろしくお願いいたします｡

では, 防災行政ということで, 以前にもこの件につきましては私は質問いたしました｡ この件につき

まして, 御答弁をいただきましたが, 御答弁の中は将来的には総務省において, デジタル方式の防災無

線免許しか許可できなく可能性があるため, 既存のアナログ方式の修理等で多額の費用を投入し, 将来

それが利用できなくなった場合, 無駄な投資になる恐れがあること, デジタル無線を一斉に設置し, 運

用が図れるのが理想ですが, そのための設置投資に多額の費用負担を伴う｡ 当分の間は既存システムを

維持しながら, 将来の市内全域をエリアとするデジタル無線の設置に向けて, 具体的な計画を今年度に

策定いたし, その際, 個別受信機についても検討を行いたい｡ それから２年が経過したんですが, いま

のところ全く機能しない故障のままの室内受信機, 接触が悪いのか雑音で聞き取れず, 音をなさないの

がほとんどであります｡ 今どのような計画で, このへんの対策をされているのかお示しいただきたいと

思います｡

総務部長 (福山敏裕君) 室内防災行政無線個別受信機の老朽化問題と今後について, お答えいたします｡

個別受信機の用途は, 屋外において, 防災行政無線が全く聞こえない地域への放送や, 火災時での消防

職員等への情報伝達に活用しているところでございます｡ 屋外の状態に関係なく, 防災情報が伝わるも

のですから, 大変重宝をしているところでございます｡ しかし, 定期点検や保全処置などをした場合で
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も, 耐用年数は約１３年となっておりまして, 現在の防災行政無線は, もっとも新しい名瀬地区で約１

４年, もっとも古い笠利地区では２２年経過している状況であります｡ このことから御指摘のとおり,

老朽化に対しての対策を講じることが急務であると認識をしているところです｡

そこで現在, この受信機に変わるものとして考えていますのが, 奄美ＦＭからの防災情報の提供です｡

災害に強いまちづくりを実現するためには, あらゆる手段を利用して, 防災情報を市民へよりいち早く

正確に伝えることは重要なことと考えております｡

今後の計画としましては, 今年度は３支所に設置されております防災施設を統合するための機能整備

を図ります｡ 具体的に申し上げますと, 現在国が緊急時に発する全国瞬時警報システムＪ・アラートに

対応しまして, 住民にいち早く情報を伝えるためには３支所の機能を統合し, 本庁から情報を一斉に発

信できる整備の必要があります｡ それに対応するため, 緊急時の情報を瞬時に受信するための自動起動

機とあわせまして, 制御卓の整備に取り組んでいるところでございます｡ これが整備されますと, 津波・

地震速報等が国から発信されると奄美市の防災無線が自動的に起動しまして, 情報発信から３０秒後に

は住民に伝達できるようになり, 災害等への迅速な対応を図ることができます｡

また, 今, 御指摘がございました雑音で聞きづらいとの対応のことでございましたが, このことにつ

きましてはデジタル化することで解消できるものと思いますが, そのデジタル化に向けた取組としまし

ても, 笠利, 住用, 名瀬の順に年次的に準備を進めていくということで, 現在計画を立てているところ

でございます｡

１番 (師玉敏代君) 防災のですね, そのへんはそういうふうに今から進められるとして, 私がこの中で

一番言いたいのはですね, 合併して議会の模様が, ラジオを前は通して住用の村民は聞いていたんです

ね｡ 笠利のほうも一部有線で, 奄美テレビがありますけれども, ほとんど親子ラジオで議会の模様を聞

いていたと聞いております｡ そして今, それが笠利も住用もないんですね｡ だから市長の施政方針じゃ

ないんですけど, やっぱり３地区が合併して一体感の醸成といいます, やっぱりその自分たちも本当は

ここまで傍聴して聞ければいいんですけど, そういうわけにいきません｡ こういう議会の模様を聞くの

を楽しみにしている老人もいるもんですから, やはりこれがこの今のように整備されて, 議会のこの放

送もできるんですか｡

総務部長 (福山敏裕君) この防災行政無線の今後の活用, どう活用していくかということにつきまして

は, 今後また考えていかなくちゃいけないところでございますが, そこの中で当然議会のこの模様を放

送していくかなども取り上げられていくだろうと思っております｡ 現在, この議会の情報につきまして

は, 今議員ありましたとおり, 議会だより, それから市のホームページ, それと今インターネットを通

じております｡ それと奄美テレビ, 地元２紙等で情報を発信しているというのが現状でございます｡

１番 (師玉敏代君) 私はですね, この宇検がですね, ４月に防災無線に替えてラジオということで, Ｆ

Ｍを開局して, やはり同じように宇検も今の室内無線機では, さっき言ったように１７年も経過して住

用のような同じような状況が発生しているんですね｡ １機買うと５万円ということで｡ ＮＰＯを立ち

上げて放送局を開局して, 日頃は防災, 普段はＦＭ奄美ディＦＭの７７. ５メガヘルツですか, そこに

あわせて普段はラジオを流すと, その時にはまた議会の模様を流したり, また防災瞬時の切り替えをす

るということを聞いたんですね｡ それであれば笠利と住用に中継局なり, 鉄塔を打ち立ててそういった

ことをできないのか, ラジオを通してとかですね, それはできないのかというのをもう簡単でいいです｡

お願いします｡ 時間がありません｡

総務部長 (福山敏裕君) 今宇検村でのＦＭの放送の件でございますが, それにつきましては, エリアと

しましては, 宇検村から流します放送のエリアとしては, 住用地区も入るようでございます｡ また今の

奄美ＦＭディが宇検村のほうでも聞こえるのと一緒でございますが, そこから奄美市のまた情報を発信
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するかということになりますと, これはまた宇検村との協定ということになってくるわけでございます

が, それよりは私たち現在奄美市としては, すでに放送を開始しています奄美ＦＭディを活用して今後

やっていこうということでございますので, よろしくお願いしたいと思います｡

１番 (師玉敏代君) では, 前向きによろしくお願いいたします｡

最後の質問です｡ 教育施設の整備ということで, 遠的弓道場整備のことについて質問いたします｡ ス

ポーツ競技の中で弓道には近的の２８メートル, 遠的の６０メートルの競技があります｡ 現在奄美本島

内に残念ながら遠的の弓道場が整備されていないため, 郡大会, 県大会, 日常的な練習もできない状況

であります｡ この練習できない遠的弓道に対して, 今後この整備をどのようにお考えになっていらっしゃ

るのかお伺いいたします｡

教育部長 (里中一彦君) 遠的弓道場の整備につきましては, これまでも弓道連盟の皆様方から設置につ

いて, 要望を受けておりました｡ また県体大島地区大会が現在の開催順番でいきますと, 隔年で奄美市

開催もあると, そして県体の競技種目であると, このようなことから奄美市におきましても, その必要

性を認めておりまして, 場所等検討しているところでございますけれども, 現在の名瀬総合運動公園に

おきましては, その余裕地がないと, そして笠利・住用地区, 昨年度検討・設置できないだろうかと,

そういった適地はないだろうかということで, 昨年度検討いたしましたけれども, なにしろ遠的場とな

りますと, 安全性ということもございまして, なかなかその適地がないということで大変困っている状

況でございます｡ しかしながら, 今年も郡体奄美市開催でございまして, 今後も隔年で奄美市というこ

とになるだろうと思います｡ 議員もおっしゃいますように, 大島本島内で遠的場がないということでご

ざいますので, 今後もこれらの適地はないものか, 鋭意検討を進めてまいりたいと, このように考えて

いるところでございます｡

１番 (師玉敏代君) この６０メートルという所と, この遠的というその弓道の競技ですので, 大変危険

だと思うんですよね, 場所的にも｡ やはり上に向かって打ってドンですから, この間三儀山のほうの弓

道場の市長杯のとき見てきたんですけども, 体育館の裏から弓道場の間のラインを引いて, そっから６

０メートル計って, そして見える的は一つしかないんですね｡ その的に向かって打っているんですね｡

以前にはその川向こうから弓道の的に向かって打って練習して矢を落としたりと, いろんな危険なもの

があるんですよ｡ やっぱりその練習というのはそこで練習するのはいいんですけども, それも大変危険

だと思うんですね｡ そしてどこで調整して大会に臨むのかということで, やはりそのへんの練習も苦慮

しているみたいです｡ 場所的にもですね喜界と徳之島あるんですね｡ 見てきました, 喜界は｡ 本島内の

やっぱり住用なども場所的にはいいんじゃないかと, そのへんもですね, 場所的には学校の近くにある

んですけども, そのへんなども是非視察していただいて, 体験交流館で柔道やら相撲やら, 子どもの成

長の育成にも今後役に立つと思いますし, いろんな面でいろんな部活の選択肢もありますので, 今後臨

んでいただきたいと思いますが, ひと言よろしくお願いいたします｡

教育部長 (里中一彦君) ただいま, 今, 議員からございました東城小学校下のところのテニス場の場所

という, そこはどうだろうかというふうな連盟のほうからのお話ございましたので, 見てまいりました｡

ただ, あそこでやるとしますと, 現在の東城グランドに入り込まないと６０メーター確保できません｡

そういったところであそこはまた学校施設ということで, 日頃は子どもたちの運動場になっていると,

このようなことから, 併せてまた隔年で住用地区の体育祭が東城と住用地区で開催されていると, この

ようなことから安全性, それから場所等確保については, あの場所においては現在難しいのだろうかな

というふうに判断をいたしております｡ しかしながら先ほども申し上げましたように, 必要なことでご

ざいますので, 適地等さらに検討を重ねてまいりたいというふうに考えているところでございます｡ 御

理解をいただきます｡
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議長 (伊東隆吉君) 以上で, 新奄美 師玉敏代君の一般質問を終結いたします｡

暫時休憩いたします｡ (午後２時３０分)

○

議長 (伊東隆吉君) それでは再開いたします｡ (午後２時４５分)

引き続き一般質問を行います｡

新奄美 多田義一君の発言を許可いたします｡

２番 (多田義一君) 市民の皆様, 議場の皆様こんにちは｡ 新奄美の多田義一でございます｡ 私でいよい

よラストでございます｡ 気合を入れて頑張りたいと思います｡

まず, はじめに, ６月７日小俣町で発生いたしました土砂災害にあわれました被害者の皆様の一日も

早い復旧を心から願うものであり, また市当局におかれましても早急な対応をお願いいたしたいと思い

ます｡

一般質問入ります前に, 私の今日の主題は夢と希望と目標でございます｡ これを念頭におきながら,

一般質問に入りたいと思います｡

平成１６年からの奄振も残すところあと１年となり, ただいま延長に向けて多くの議論がなされてい

ます｡ 奄美の自立的発展は程遠く, まだまだ奄振が必要と思いますが, 本当にみんなが必要と思い必死

に頑張っているのでしょうか｡ 私は大変疑問に思います｡ 自治体と議員と一部の人たちが声を上げてい

るだけに思えてなりません｡ それはなぜなのでしょうか｡ 復帰５０年以上が経過し, 変わり映えのない

奄振と, どんどん人口は減り, 少子化が進み高齢者が増え, 経済は悪化する中, 市民が求めるものと行

政が求めるものの違いがでてきてるのかなと思います｡ 奄振はまだまだこの奄美にとって必要であり,

変革の時期にきていると思われます｡

以前私は奄振について質問いたしました｡ 制度上ハード事業が多く, ソフト事業は予算的に少ないの

が現状で, 今後は企画力を生かし, ソフト事業を増やしていきたいとの答弁をいただいた記憶がござい

ます｡ その思いを実現する時期にきていると思いますが, まず, 奄振延長を勝ち取り, 真に奄美を発展

させる施策を展開し, 島民すべての人が期待してると, その施策の展開を広げることを島民すべての人

が期待していると思います｡ 期待とは望みは薄くとも, 少しの可能性にかける思いであり, 今, 真に必

要なのは奄振ではなく, 市民に夢が必要だと思います｡ その夢の実現のための手段として, 奄振という

制度があり, この制度を使うことにより奄美が発展していくものだと思います｡ 今, 奄美市の経済は疲

弊していくばかりで, 明るい話題があまりございません｡ 今年は一段と悪くなっていると思われます｡

そんなときだからこそ, いい話題を市民に届け, 少しでも希望を持ってほしい, そういう願いを込めて

この質問に入りたいと思います｡

まず, 奄振について, 今, 多くの議論がなされている途中ではありますが, 多くの公式の場に参加し

ている市長に, 現段階での進ちょくといいますか, 手ごたえといいますか, 手ごたえと思いをお伺いい

たしたいと思います｡

次の質問からは発言席で行います｡

議長 (伊東隆吉君) 答弁を求めます｡

市長 (平田�義君) 多田議員の質問に答弁いたします｡

先般来, 奄美群島振興開発特別措置法の延長については, 御質問を受けておりまして, それぞれに答

弁をさせていただいているところですが, おっしゃるとおり今年度で期限切れという状況を迎えました｡

そういう中で国のほうの財政等について, 特にまた県政においても私たちのこの奄美市においても, 財

政という点で大変混乱というか, 厳しい状況に直面しております｡ そういう中であればこそ, 大きな希

望を持って社会のインフラ整備に取り組む必要があろうと思います｡ そういう意味において, 奄美群島
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振興開発措置法の延長には, 群民一丸となって取り組む必要があろうと思います｡

現在, 奄振法の延長に向けては, 奄振法の審議会において, 議論が継続しておるところでございます｡

今月の１８日だったと記憶しておりますが, ２回目の審議会が予定されているようであります｡ 県にお

いては, 開発総合調査のアンケート調査に続いて, 各市町村の首長さんとの懇談等を重ねながら, 次の

奄振法の自立的発展のために, 今後どういう形をとっていくかということの, 基本的な意見を集約して,

奄振法の促進に向けての協議会で合意を得ているところであります｡ それに踏まえて県としては, 事業

計画を作らならきゃいけませんので, それぞれの町村から上がってきました事業を今, 精査し国に概算

要求として要望する準備を進めております｡

奄美のほうにおいては, 広域事務組合を中心にして, この事業が達成できるように, 奄振法の延長に

向けての基礎となる資料等を作り, これからも鋭意その方向で進んでまいりたいと思います｡ 県や国の

振興課との調整もあらかた終わったところであります｡ このような中で, 現段階での私の感想はという

ことではございますが, 奄振法の事業などを見合わせたときには, 午前中も申し上げましたが, 予算額

の関係で満額ＯＫがとれるのかどうかという点は, これは１２月まで尾を引っ張りますので, 今, 申し

上げられませんが, 法の理念としての延長というのは, ある程度高いのではないのかなと, こう思って

おります｡ しかし, 国のほうの皆さんからすると, 奄美の人たちの熱意がどうも冷めているんじゃない

のと, 足りないんではないのかというようなことなども, 要求に対してですね, 言うことなども耳にし

ております｡ そういったこと等もございまして, 先般来, 取り組んでおるところですが, この２４日に

市町村長会や議会議長会, そして関連の団体等を主催者にして, 奄振法の延長, 要求群民総決起大会を

計画したところです｡ この決起集会には, まず国土交通冬柴大臣もなんとか今, その時は外国旅行中で

すが, 旅行の帰り際にルートを変更して, 時間に遅れてもいいから出席したいというような返事をいた

だいておりますので, 出席できるんではないのかなと, このように思っております｡ そして自民党の奄

振小委員会の委員会である保岡先生も, 何とか日帰りでいいから出席していただきますようにと, 依頼

を申し上げたところです｡ その他多くの国会議員も参加されるように, 皆さんそれぞれ時間調整をして

おります｡ 伊藤知事も大変忙しい, 選挙告示前でありますが, なんとかして出席していただくように,

お願いを申し上げましたので, 出席していただけるんじゃないかなとこのように思います｡ そういうそ

うそうたるメンバーを控えて, 大会をいたします｡ 今回は挙党一致ということで, みんなで力を合わせ

ていけるような, そういう盛り上げをつくりたいと, こう思って事務局をしった激励しているところで

ございます｡ こういうことは大会を盛り上げるということだけではなく, これからの奄振についての認

識を深めていただくと, あの厳しい奄振法の延長の問題や, その事業量の確保をするというこの長い間

の歴史のですね, 経過が若い世代には伝わっていないんではないのか, そのために盛り上がりが低いの

ではないのかということを思うときに, なんとかこれを機会として理解してもらうようにしていきたい

と, このように思います｡

これまでも自然環境に配慮した事業, それから畜産整備を畜産の振興を図るための整備事業, サトウ

キビの増産が図れるような整備事業, こういったものを重ねて今, 健康を重視した制度, それから廃棄

物循環社会に向けての取組, こういった点が奄振法の事業の中に取り組んでくることができましたので,

これからも産業, いわゆる産業の振興ということなどを含めて観光や自然遺産を大事にする, そういっ

たことをうたいながら, 新たな方向が見出されればと, こう思っておるところでございます｡ 非公共事

業の枠の問題が常に議論されておりますが, 今後はそういった点では他省庁の事業も奄振法の事業とし

て取り込めるような, そういう形が必要になってきたんではないのかということなども考えておるとこ

ろです｡

奄美市としても, 今, 地産地消ということを強く訴えながら, それらをカバーするようにできる仕事

をということで, 社会資本の整備と併せて, 非公共事業の中に青果市場の整備を進めたいとこういうこ

とで, 今, 取り組んでおるところでございます｡ 今後の学校の問題, 住宅の問題, こういった点がです

ね, 現在全国ひとくくりになっておりますので, 奄美枠としての確保ができるようにとお願いをしてい

るところですが, 今, 少し厳しいのかなと思いながらですが, 取り組んでいきたいとこう思っておりま
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すので, 御理解を賜りたいと思います｡ いずれにしましても群民の皆さんの力強い団結力を示すという

ことが大事ではなかろうかと思っておりますので, よろしくお願いします｡

２番 (多田義一君) 市長ありがとうございました｡ 私もこの質問をした経緯に, まず前提として延長さ

れるものというのが大前提とありました｡ そして２４日の決起大会と群民あげて士気を高めていこうと

いうことだと思います｡ がしかし, その反面ではこの制度上の問題も多くあると思いますし, もう一点

は以前私が一般質問で質問したときに, 当時, 企画のほうですかね, もともとハード整備のほうでつく

られた法整備であり, ソフト事業ではなかなかその予算がおりないというお話がありましたね｡

私なりにそれからいろいろ調べました｡ そうすると, 少し違った回答があらゆるところから聞こえて

まいりました｡ まず, 国の関係者からはもともとはそういう法形態であったであると, がしかし, ずっ

とこの法は改正されてきてます｡ 常に新しく最終的に改正されたのが平成１８年３月３１日ですね｡ こ

れが今のところ最終なんですが, なぜ変えてきてるのか, 国のほうは法をなぜ変える必要があったのか,

ここが僕は一番のキーポイントだと思います｡ これを従来どおりハード整備だと認識をしたまま, 今ま

でのように予算要求をしているといつまでたっても変わらないというのが現状であって, 国の関係者の

方はハードの予算, ソフトの予算という形で具体的に色分けをしているわけではないと｡ ソフト事業の

要求があればそこについて大いに議論をしていきたいと｡ ただし今までそのような要求がなかったとい

うんです｡ あまり来なかったと｡ これが現状ではないかというお話を聞きました｡

市長, あの時にこれからは企画力が問題であると, 今から企画力を高めて真に奄美に必要な制度に変

えていきたい, そのように答弁をされてますが, 一点だけ, なんでこの法がこのようにこまめに改正し

てきているのか, そのへんの認識をちょっとお聞かせください｡ なんで変わってきているのか｡ その行

政なりに考える部分でよろしいです｡ 今までの思いでよろしいです｡ なんでこの法律こう頻繁に変わっ

てきているのか, 今までもう多分すごい回数で法改正がされているんですよね｡ なぜ変わってきている

のか, そのへんの認識だけで結構です｡ よろしくお願いします｡

市長 (平田�義君) 法改正がたびたび繰り返されているということなんですが, まず復帰してすぐは振

興, 奄美の振興法ですか, それから変わって振興開発事業ということで現在もそういう名前になってお

るんですが, 事業の計画は国としては１０年スパンで一応考えておりますよと, ただし, １０年では長

すぎる点もあろうかということで, 法の改正を５年ごとに区切って検討するということをとっていこう

ということだという具合に説明を聞いております｡ 離島振興法とか沖縄振興法が１０年なもんですから,

１０年にしてくださいという要望もしましたが, やはり１０年よりも５年のほうがいいんではないかと

いうのが, 国土交通省の見解でありました｡

これまでは, 建設省, 自治省, 農林省と運輸省が主な省になっていたわけですが, 今それらが行革で

統合されたりしておるところですが, ただこれまでの中に厚生省予算というのがですね, 奄振で取り入

れられたのが今の県病院の改築のときです｡ 大変苦労してこの予算を, 国の補助事業を取り入れたとい

うことがあります｡ それからもう一つは, 振興会館という名称になったいきさつもそうなんですが, 文

部省だけではなくして, 建設省のいわゆる奄振の予算が入ってきたということになっております｡ そう

いった点では, 一つの事業をやることによってその枠を広げていくということも大事ではないのかなと,

こう思っているところですが, 学校の改築の予算, それからさっきも申し上げましたように, 住宅の予

算, これが一応奄振法の中でうたわれはするんですが, 枠が明確になっていないということがあります

ので, こういった点をもう１回元へ戻すという努力はしていかなきゃならないと, こう思っております｡

それで, 全般, 交付金化の話が出たときに, いろいろ議論が出てきた中に, 奄振法の予算の大枠とい

うか, ほとんどが社会資本整備ということで, 農林省と国土交通省が掌握している事業が多いというこ

とで, その他の省にまたがる非公共事業は枠を設けるということは大変厳しいということだという理解

をいたしております｡ ではなぜ枠が増えないかというと, 国の省庁の縦割りといえば縦割りなのか, そ

れは向こうの仕事じゃないかという話にやっぱりなるのかなと思います｡ そこらへんは県のほうが計画

�����



を, これまではこの５年の前までは国土交通省ないし, 国土庁が事業計画を組み立てたわけですが, そ

れが今度は事業計画は県のほうに移りましたので, 県のほうでそのことを組み立てていかなければなら

ないわけですが, 当時の須賀知事としては, 非公共事業の枠を広げるということは至難のことであると

いうことで説明を受けておりますので, いろいろと工夫を凝らして交渉はされたんでしょうが, なかな

かその省庁の関係で難しいということではないのかなと, こう思っております｡ そういった点で先般の

企画力の問題ということと, 情報の収集という点では, 各省のそれぞれの事業をどう情報をキャッチし

て取り入れていくかということが, 地方自治体に求められているということを申し上げたかったという

ことですので, 御理解賜りたいと思います｡

２番 (多田義一君) 私のこの２番目の中身についての, その考える時期にきているのではというのは,

今, 市長のでおよそ僕なりに理解できましたので, 今度はちょっと奄振について, その補助率の問題,

沖振法とは概略はそんなに変わりはしないんですよね｡ そのうたわれている文言はそんなにかわらない

んですが, 沖振法と奄振の決定的な違いは補助率なんです｡ 平成１８年度奄振で, ３０億８, ８００万

とんで８万７, ０００円ですね｡ この負担が９億３, ６９５万３, ０００円という形で出てますが, 実

際もらえるだけじゃなく, 負担の問題, 負担率の問題がかなり大きなウエイトとして今, のしかかって

いると思います｡ 現にある鹿児島県の職員の方は, 今, この離島のほうを含めて奄振に対して思うよう

に予算請求ができないと, 要求ができないと｡ それはなぜかというと, 負担がやはり重くのしかかって

きている現状があるのではないかと｡ これをこのまま放置して, ５年引っ張って１０年引っ張ろうが１

５年引っ張ろうが, これは思い切った制度変更にはならないと思うんです｡ この率の問題は今, 議論さ

なれているのかどうか, そのへんお分かりであればちょっとお聞かせください｡

市長 (平田�義君) これまで奄振事業の補助率かさ上げということは随分議論をしてまいりました｡ そ

の中で国のほうが補助率の恒久化という法を制定して, それを全部並べられてしまったということです｡

ですから, あとは裏負担のほうの条件をどうするかということで, 奄振債というのも出てきましたし,

それからいろんな形での予算の確保ということでは, 残された課題です｡ 例えばタラソなどは, １０分

５なんですがね, 県が１割１０分の１を持つということだったらそれは持てないということでしたので,

じゃあ裏負担をどうするかという起債の段階のほうで, いろいろと相談しまして, 辺地債やらいろんな

枠があって, あとで交付金が出るという制度になっております｡ 奄美市が負担すべき金は私は１割くら

いになったのかなと思って見積もっているんですが, あのケースは非公共事業の中でそういう対応がと

れたんですが, 公共事業の中ではなかなか辺地債や過疎債, 組み合わせながら議論をするわけなんです

が, なかなかそうもいかないと｡ 沖縄のほうの話を性格に聞いたわけじゃございませんが, 北部広域事

務組合の事務局長といろいろ話を聞いた時点では, やはり裏負担のほうの振興の交付金があるというこ

とで, それを単独事業にどうっと入れているもんですから, 最終的には負担がゼロになっているという

ような話も聞きましたので, そこらへんが違っているのかなとこう思います｡

また難しいことで, 学校の建築などは, ７. ５とこうなっておるんですが, 奄美が５. ５と, １０分

のですね, なっておるんですが, その基地周辺交付金を抜けた感じでは国のほうが, その補助対象額と

いう分があるわけですよ｡ 事業枠の中の｡ それが奄美のほうは緩めていただいておりますので, 結果と

してはそんなに違わないような補助金になっているということもあります｡ ですから, 一概にこうとい

うことがなかなか申しにくいんですが, 個々の事業において, そこらを対応していくということは必要

なことだということだけは認識しておりますので, 十分注意しながら事業を進めていくという努力をし

なきゃならないということだと思います｡

２番 (多田義一君) 確かにその補助率の問題は, 僕もこう調べていくうちに少し分かったことがござい

まして, 港湾関係は補助率がすごい高いですよね｡ その道路整備, それこそ本当にハード事業ですよね｡

ハードと言われている事業は高いんですよ｡ がしかし, ほかの事業にちょっとスライドしてくると補助
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率が低くなってきてるんですよね｡ 予算総枠の中で見ると, やはり補助率の高い事業にどうしても金額

がたくさん入ってるって, それは裏を返すとやっぱり自治体負担を少しでも軽減しようという, 各自治

体の努力の表れだと思うんですよ｡ てことはですよ, この根本的な部分を改善しないと, いつまでたっ

ても僕はそういう, 結局港湾とかその面整備のほうにどうしてもやっぱ負担のほうを優先してしまって

いくんじゃないのかなという, すごい不安感を持ちました｡ であれば, 本当にこの制度を奄美復興, ほ

んと自立的発展に向けた制度に, もう思いっきり本当に議論していただいて, こうなんだ, 地元はこう

考えているんですよと, そういう意見を是非この機会に強く要望していただきたいなと, でなければど

んだけ引っ張っても変わらないんですよね, ずっと｡ だと思うんですよ｡ どうなってこの制度はこうい

うふうになっているのかという根本的な部分はやっぱり資本整備がやっぱり昔はなかったわけですから,

それはいいと思うんです｡ しかし５０年以上経っている今も同じようなやり方を続けているということ

に, やっぱり時間の差をどうしても感じてしまうんですよね｡ そのへんの論議を是非こう的を絞ってし

ていただきたいなということを要望したいと思います｡

そしてもう一点, 最後に, 恐らく本年度中にその延長かどうかということは決定されると思うんです

が, 年度内にですね｡ 年度内に決定され, 来年の５月前後に基本計画を国に上げる, そういう流れにな

ると思いますが, てことは逆算してみますと, 今の段階でその基本計画策定に取り組んでないといけな

いという時期になすますよね｡ これもう内容は結構ですので, 今現時点で取り組まれているのかどうか,

基本計画策定のそのいろんな各事業の予算要求に向けた動きを現時点でしているのかどうか, それだけ

で結構ですので教えてください｡

企画部長 (塩崎博成君) 平成２１年度の奄振事業の要望につきましては, それぞれの自治体においてと

りまとめをし, 県のほうのヒヤリングを受けておりますので, 次期奄振が延長されるという前提のもと

で, 今, 取組をなしているところでございます｡

２番 (多田義一君) じゃあ今, 取り組んでいるということで理解しました｡ この要求は大変重要な要求

であり, この５年の基礎を作る基本方針となると思います｡ 是非ですね, ソフトの拡充も当然ですが,

奄美本島内の方々に本当に夢と希望を与えられるような, 奄振のほうにこう本当に総力をあげて, 私ど

もも一緒だと思いますが, 総力をあげて取り組んでいただきたいと強く要望して, 次の質問に移りたい

と思います｡

続いて, 佐大熊併存住宅についてでありますが, 佐大熊町に大きく貢献してきた併存住宅ですが, 建

物の老朽化が進み, いよいよ解体する時期に差し掛かってきているのかなと思います｡ がしかしそのテ

ナント, 要は地権者との交渉など, いろいろ課題が多く残っていると思いますが, 現段階でのそのスケ

ジュール等, またはその地権者との話合いなどどうなっているのか, お伺いいたします｡

建設部長 (平 豊和君) 併存住宅の解体につきましては, 議員御指摘のとおり, １階店舗部分の権利者

との協議がまだ未解決でありますので, スケジュールが立っていないのが実情でございます｡

２番 (多田義一君) 私が聞いている中では, ２１年度, もしくは２２年度ぐらいには解体したいという

お話を以前はチラッと聞いた覚えがございますが, 地権者とのその金額的な話合いとか, いろいろある

と思います｡ その中で, もし地権者とのお話がきっちりついたとそ想定して, その今, 財政状況が厳し

いと思いますが, その中で解体をしないといけないんですよね, まず｡ あの建物を解体しないといけな

いんですが, その予算措置はどのように考えているのか, またその後の解体後の計画があればお示し願

いたいと思います｡

建設部長 (平 豊和君) 解体にかかる予算措置についてでございますが, 昨年１１月に県と協議を行っ

た中で, 解体のみでも老朽住宅除却事業が適用できるとの回答を得ておりまして, 解体費用の２分の１
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は国庫補助金が充てられるものと考えております｡

また, 跡地利用を含めた今後の計画についてでございますが, これまでの議会答弁でも申し上げてき

ておりますとおり, この併存住宅の解体には多額の費用がかかることや, 先ほども答弁いたしました１

階店舗部分の権利関係など, 解決しなければならない課題がいくつかありまして, 今後ともその解決に

向けて鋭意努力するとともに, 建て替えを含めた跡地利用についても, 平成２２年度以降の次期地域住

宅計画を策定する中で検討してまいりたいと考えております｡

２番 (多田義一君) 私は個人的にはもう本当にあの地域には住宅は必要と思いますが, 住宅全般として

奄美市に６００世帯を超える世帯の方たちが市営住宅の申込みとして希望している中でございますが,

今, 足りてないのが実情ですよね｡ その市営住宅, 公営住宅としては僕は足りてないと思います｡ そう

いう中で, 前も一度聞いてますが, 当局としてその住宅の必要性, どのようにお考え持っているのかお

聞かせください｡

建設部長 (平 豊和君) 市営住宅の必要性と, 現状についてお答えいたします｡

現状についてでございますが, 名瀬地区におきましては, 現時点で６８１世帯の方が空き家待ちをし

ている状況であります｡ 名瀬地区の過去３年間の空き家待ち状況は, 平成１７年度が４２２世帯, １８

年度が５４２世帯, １９年度が６７０世帯と増加をしております｡ 平成１７年度に空き家待ちで入居を

された世帯は５１世帯, １８年度が９７世帯, １９年度が９０世帯となっております｡ このような状況

から, 市営住宅の戸数の不足につきましては, 十分認識いたしておりますが, 空き家待ち入居希望者の

ニーズに応えられていないのが現状でございます｡

２番 (多田義一君) 年々増えてきているんですね｡ 平成１７年度４２２ということは, もう２年間で２

００以上増えているということになりますが, これは何を示すかというと, やはりその地域経済でした

り, 家計の圧迫など多く, いろんな要因があると思いますが, この市営住宅に入れない方たちが, もし

本当に生活困窮で困っている人たちであれば, 恐らく国保も滞納していく可能性が高いでしょうし, 市

県民税ですね, ほかにも払いたくても払えない方たちがいっぱい出てくるんだと思うんですよ｡ これが,

この数っていうのは結局それを表しているような気がするんですが, 私はその市営住宅を早急に整備し

ていかないといけないという観点からこのような質問をさせてもらってますが, 今度はですね, 佐大熊

にちょっと特化しまして, 佐大熊地域での人口における, 世帯数ですかね, 人口ですね, 人口における

高齢者の比率と子育て世代の比率をお示しください｡

建設部長 (平 豊和君) 佐大熊における高齢者比率でありますが, ６月３日現在, 奄美市全体の人口,

４万８, ４５４人に対しまして, ６５歳以上の老年人口は１万１, ８６１人で, 老齢人口比率は２４.

５パーセントであります｡ 佐大熊地区におきましては, 人口２, ２６２人に対して６５歳以上の老齢人

口は５７３人で老齢人口比率は２５. ３パーセントであります｡ また子育て世代と言われる２０代から

４０代については, 奄美市全体で１万４, １０２人で２９. １パーセントとなっておりまして, 佐大熊

地区におきましては, ７１３人で３２パーセントとなっております｡

２番 (多田義一君) 佐大熊の今, 高齢者の比率と若者の比率, 子育て世代の比率を出していただきまし

たが, この６５歳, 以上でした｡ 恐らく一番多いのは５０代だと思われますが, その５０代の方の構成

比率が今, 手元にあれば５０代までお示しください｡

建設部長 (平 豊和君) 大変申し訳ございません｡ ５０代については, 資料を持ち合わせておりません｡

２番 (多田義一君) ５０代, 今, 資料がないということですが, 実は佐大熊で一番多い世代は５０代
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であります｡ てことはこの５年ないし１０年で, この６５歳以上の比率はかなり上がるということです

ね｡ 上がるんです｡ 佐大熊, あの地域で言うと｡ で, 若者の世代は佐大熊で７１３名の３２パーセント｡

これは一見高いように見えますが, 私こっちに, ここにですね, 伊津部小学校の生徒数の統計です, こ

れは｡ 平成元年９６３名, ２７学級です｡ ところが平成１０年, ５２６人の１９学級です｡ そして平成

１９年度, 今年です｡ ３４５名の１３学級です｡ てことはですね, かなりのペースでその佐大熊, もし

くは伊津部小地域の子どもたちは減少しているということになります｡ これは一概にその地区の出生率

がうんぬんとかっていう問題ではないんですが, 恐らくよそに引越しされたり, 結局市内の中で動いて

いると思われますが, このままおいてますと伊津部小学校, 年々減っていきます｡ それはなぜかという

と, 伊津部小区域はもう開発する場所がないんです｡ 既存の住宅, これを生かすしかなく, 私がなぜ高

齢者の比率を出したかというと, ある方に佐大熊の高齢者の方に一度, お呼びされて行ったことがあり

ます｡ そのおばあさんは８０歳を超えておりますが, ３階に住まれてて買い物行くのにタクシーで行っ

ています｡ 買い物に行くのにですよ, わざわざタクシーです｡ なかなかバス停までの距離, いろんなこ

とを考慮した時に, そのビルの下まで来てくれるのはもうタクシーしかいないと, そういうことで少な

い年金の中からタクシー代を払ってまで買い物に行かないと, 現状, 行かないといけないちゅう現状な

んですよね｡ ですが, 昔は佐大熊は併存住宅の時代には１階部分にスーパーがありました｡ このスーパー

があったときには, 多分地域の方々は, そのすばらしいその地域環境に気付かなかったと思いますが,

なくなってだいぶ皆さんお困りになっていると思います｡ それが高齢者が増えるにつれて, どんどんこ

の地区は疲弊していくものだと, 僕は思っておりますが, そこで佐大熊地区を一つのモデル地域に指定

して, 先ほどの併存住宅を壊した跡に, 高齢者向け世帯と子育て世代を併用した形の市営住宅, また１

階部分にやっぱりそのスーパーさんとかを誘致して, 買い物ができる, お年寄りが安心して暮らせる,

そういうお年寄りと子どもをですね, 安心安全な生活ができるような地域に, 佐大熊をモデル指定して

やれないかどうか, これを強くちょっと要望したいのですが, どうでしょう｡

建設部長 (平 豊和君) 佐大熊地区を高齢者と子育て世代に住みよい環境を両立させるためのモデル地

域のような取組ということではないかと思うんですが, 佐大熊地区では, 平成１４年にタイヨー佐大熊

店が閉鎖して以来, 地域の住民の皆様, 特に高齢者の方の買い物等の日常生活や, 市営住宅の段差, 階

段の昇り降りについても御不便をおかけしていることにつきましては, 十分認識をいたしております｡

高齢者に対しては安心して生活ができるようなユニバーサルデザインを導入し, 身体への負担を軽減し

たり, 団地内への老人福祉施設等を併設するなどの環境整備を進め, 子育て世代に対しては安心して子

どもを育てることができる保育所等を併設した住宅の整備などが図れましたら, 高齢者や子育て世代に

とっても, 住みよい環境になるのではないかと考えております｡ 言うような御提言になりますので, 将

来の研究課題とさせていただきたいと思っております｡

２番 (多田義一君) 今の答弁にもありましたが, 子どもとお年寄りが一緒に共存できるというのは, とっ

ても今, すばらしくて, 全国でも市営住宅ではないんですが, 民間のほうでそのような取組, 癒しとか

ですね, 求めたりそういうふうな取組が多くなされています｡ 恐らく公営住宅では類を見ないようなお

話だと思いますが, 僕はこの佐大熊においてはこれをするしかないと思うんですよ｡ 選択肢が少ないの

ではないかと, ほかにいく選択肢が｡ まず高齢者は間違いなくこの地区は増えていく, 全般的に増えて

いきますが, ここは住宅で階段の昇り降りがいっぱいあります｡ ５階に住まわれている方もいらっしゃ

いますし, いまだエレベーターの設置は佐大熊では１棟もございません｡ そういう中で, 皆さんどうし

て買い物に行っているのか, 疑問になったことないですか｡ やっぱりタクシーを使ったりしてるんです

よね｡ もしくは頻繁に走っているわけではないバスですよ｡ バスを利用して買い物に行ったり, そうい

う方たちがどんどん増えてきて, 子どもたちはどんどん減っていく｡ これを１０年放置すると僕はとん

でもないことになると思います｡ この佐大熊で言うと｡ ですので, 悪くなる前に, ひどくなる前にやは

り行政として, 政策を打ち出し手を打っていくというのが, 僕は行政の役割だと思いますが, 市長はど
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のようにお考えですか, 今のお話を聞いて, 部長の答弁と現状を踏まえて｡ ちょっとお聞かせください｡

市長 (平田�義君) 私なりに佐大熊の地域環境, 人口の変異はかなり承知しているつもりでおります｡

毎年行われます黒潮祭りなど見ておりますと, その線がよく伺えるような気がいたします｡ そういった

点では, その一つの地域を重点的に, 何らかの目的を持って開発というか, 活性化させていくというこ

とは非常に夢のある話でございます｡ じゃあどういう形で取り入れるかというと, 現実の問題は財政の

問題になってくるということなので, これをどうしていくかということだろうと思います｡ そういった

点では例えば, 田雲団地を建設したときに今, 佳南園に委託しております, デイサービスセンターです

ね｡ あれなどもですね, 当初その住宅事業の中での予算でできるということで進めたんですよ｡ 最終に

なって駄目だとなりまして, あれは単独事業でやらざるを得なくなったということなんです｡ そのよう

に, やはり地方の財政というのは, 中央の財政出動に依存しているわけなんで, なかなか夢の実現がで

きないということだろうかなと思います｡

佐大熊の地域を目に見えて訴えるということでは本当に, なんと言いますかね, こう掻き立てられる

というかそういう思いはするんですが, 現実と照らし合わせるときには厳しいのかなという話になって

くると｡ 今, 実際の話が担当職員のほうは古い住宅の建て替えに入りたいということを申しております｡

それは必要に迫られた状況だという認識はします｡ ところが実際に今度はこう空き家待ちのことを聞き

ますと, 佐大熊の住宅は家賃が低いから佐大熊に行きたいという要望がお年寄りにあるということにな

りますと, 実際にその人を受け入れる現実の問題として, そういう家賃の低い住宅ということの確保も

またこれ, 必要に迫られているという, こういう矛盾というか, 陥っているというのが本当です｡ 今後

高齢者住宅を増やしていくということの努力はしていかなきゃなりませんが, そういった点では佐大熊

の今後の住宅政策においては, 本当になんと申しますか, 夢の語れるということと, 現実の問題をどう

かみ合わせていくかということで, 対応していきたいとこう思っております｡

２番 (多田義一君) 確かに, その家賃の問題, あると思いますが, 私は個人的な考えなんですが, その

家賃の安い高齢者向けの住宅と, 今, 特公の家賃の高い住宅がありますよね｡ 家賃の高い住宅を組み合

わせるとかですよ｡ その１棟でバランスを保てるように, 安い人たちだけを入れるのじゃなくて, その

バランスですよね｡ その賃収のバランスを考えると僕はクリアできると思うんですよ｡ これはクリアで

きると思うんですね｡ あとは事務的な部分でいかに国からお金を引っ張るか, 県に補助を付けてもらう

かというのは, それは僕たちよりかもプロですから, 皆さんのほうが｡ そのへんは本当に考えていただ

いたら僕は実現できると思うんですよ｡ ただ, あとは考えるか, やるかやらないかの問題だと思うんで

すよね｡ やるとなればそれなりの予算の引っ張り方は, 僕はあると思います｡ そのへんの経験上, 皆さ

んは絶対プロなんで, そこは本当に奄美市職員として, 僕はやっていただけると信じておりますので,

是非前向きに, 本当に前向きにですよ, 検討していただきたいと, これは大きな問題になると思います

ので, 是非よろしくお願いしたいと思います｡

それでは, 続いて教育行政について御質問いたします｡

平成２２年度からですかね, 小学校の事業に英語が必修科目として入ってきますが, これは小学校の

先生に全国でですね, アンケートを取った結果, ６割の先生方がその授業を教えるのにちょっと不安を

感じると, 大丈夫なのかなと答えている先生が, 実に６割を超えていると聞いております｡ この奄美で

も同じことが言えると思いますが, 本当に先生だけじゃなく, 子どもたちにも負担がかかると思います｡

それで, お伺いいたしますが, 教育委員会としてどのように考えているのかお伺いいたします｡

教育長 (徳永昭雄君) 小学校時代から英語教育を行うことについて, お答えいたします｡

平成２３年度からでございます｡ 英語学習が小学校の５年生６年生において, 週１時間の実施になり

ます｡ 子ども一人ひとりが豊かな国際感覚と確かな英語力を身に付けることは, 国際化の進む現代社会

を生き抜くうえで, 大変重要な課題であるととらえております｡ 小学校英語の狙いは, 言語や文化につ
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いて体験的に理解を深め, 積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度を育成し, 基本的な表現に

慣れ親しませながら, コミュニケーション能力の素地を養うことであります｡ つまり, 話す, 聞くとい

う音声言語が中心であります｡ 小学校英語は中学校段階での文法討論前倒しではなく, 日本と外国との

生活習慣, 行事などの違いを知り, 多様な見方や考え方があることを気付くことを目的としております｡

このように英語学習によって児童は, 異質なものを需要尊重する態度を養い, 自分を正しく表現できる

能力を身に付けていくものと考えております｡

指導体制でございますが, 指導については年間活動計画に基づいた学級担任が中心となって行ってい

きます｡ 英語が得意でない担任は, ＡＬＴや地域人材の活用を図り, 英語の発音ではＣＤ, ＤＶＤの音

声教材を使って授業を円滑に進めたいと考えております｡ 本市では各学校でのＡＬＴの活用充実をさら

に図り, 総合的な学習時間における国際理解教育の推進に努めていきたいと考えております｡ さらには,

中学校のスムーズな接続ができるように, 英語に親しみながら楽しく活動する授業の在り方を教育委員

会が各校と連携を図りながら, 共通実践していきたいと考えております｡ また, 英語教員の指導力向上

研修を通して, 英語教員の指導力の向上を図り, 小中併設校や隣接小中学校での中学校英語教員の活用

によって, 小学校英語の充実を進めていきたいと考えております｡

２番 (多田義一君) その重要性というのは, 私も理解しているわけでございますが, １点だけですね,

今, 奄美市にＡＬＴが何名かいらっしゃると思います｡ もし, この２３年から週１回入ったとして, 先

ほどの教育長の話の中で, ＤＶＤもしくは学級担任等の授業になると, その中で足りない部分というか,

不安な方とかそういう方の補助としてＡＬＴないし, その地域の英語に長けた方たちを招いていくと｡

実際この取り組んだとした場合に, 奄美市としてもし万が一, 人が足りないと, 人材が不足であるとし

たときには, そのＡＬＴの増員も考えられるのか｡ またそうなったときに, これ国が始めるという制度

であって, これに伴うＡＬＴの費用負担はやっぱり地元がしないといけないのか, そのへんの話まで,

具体的になっていれば, 示すだけで結構です｡ よろしくお願いします｡

教育長 (徳永昭雄君) 現在, 名瀬・住用・笠利地域にそれぞれ一人ずつＡＬＴを配置しております｡ 名

瀬地区のＡＬＴはアメリカのほうから来ていただいている人でございますが, 他の２地区につきまして

は, それぞれ居住されている外国の方がされております｡ ということで, 地域人材については, いろん

な方がいらっしゃいますので対応できるものと思っております｡

２番 (多田義一君) 是非もう, もしやると決まったのであれば, そのアフターですよね, 先生方のアフ

ター, また生徒たちのちゃんとフォローはですね, やっていただけるような体制を市としてですね, ま

た教育委員会としても固めていってもらいたいと, このように強く要望しておきます｡

次にですね, 学力向上についてでありますが, 一見この学力向上についてどう考えているのかって,

僕のことをばかじゃないかと思った方もいると思いますが, なぜこのような質問をしているかというと,

５月にありました学力向上推進委員会, これが文化センターでありました｡ 教育長など, 学校教育課の

先生方たくさん出てらっしゃいましたが, 私もこの会に参加させていただきました｡ 当然奄美地区の代

表校の, 代表校と言いますか, 実践校の中でのいろいろな取組を紹介され, すごくためになった勉強会

であったと思います｡ が, 私の中ではとっても疑問点がありまして, 奄美, この奄美市地区の中では学

力が, 県平均, 全国平均よりかも低いというふうな資料がありました｡ そもそもなんで比べる必要があ

るのかなと, 全国平均と県平均と比べる必要性と, もし比べるのであれば, 当然ながらその追跡調査も

している資料まで出していただかないと, なんのために, どういう目的があって比べてるんですよとい

うのが, 明確にされてない｡ そんな中で, 周りが一生懸命学力を上げると, 勉強するのは私たちじゃな

いんですよね｡ 子どもたちなんですよ｡ 勉強するのは子どもたちで, それを周りの方たちで, 確かに話

合いも大事かもしれませんが, 僕はそこにすごく疑問を感じて, 教育委員会として学力向上とはなんな

のか, 僕は個人の目的の違いだと思います｡ 単純にどれだけ子どもたちに夢を持たせ, 目標を持たせて
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学力を付けないとなんでいけないのか, なんで勉強をする必要があるのかということを周りで環境をつ

くっていかないと, いくらその夢を与えず勉強せえ勉強せえと言ったって, それは学力も落ちますよ｡

そのお話だったら僕も大変有意義な会であったと思いますが, 実際そういうお話じゃなかったように,

僕はちょっと感じました｡ あとは, 教育長とかいろんな先生方がやっぱり夢を持たすと, 子どもたちに

やる気を与えると, 大変すばらしいお話もありましたが, その教育委員会としてですね, 教育長として

の見解でもいいです｡ 学力向上をどのように考えているのか｡ すみません, 時間がちょっとないもので

すから, 教育長の思い, 思いをその中からちょっとお願いしたいと思います｡

教育長 (徳永昭雄君) いろいろ語りたい思いがあります｡ ２８日の学力向上委員会は, 学力を上げるに

はどうしたらいいかということで行いました｡ 確かに, 学力をする前に自分の生活をしていくためには

学力以外にやらなければいけないことはあると思います｡ 例えば, 他人を思いやる心とか, どうして技

術を付けけていくのかとか, そういうのをしていく, その素地を作るのが学力であると思います｡ 学校

というのは勉強を教えるところです｡ 当然学力を付けていかなければなりません｡ 例えば, お母さんが

ですね, 学校に来て, うちの子どもはあいさつもできないから, あいさつを教えてくださいと, 本当は

あいさつを教えるのは保護者だと思います｡ 学校では勉強を教えるところです｡ そのへんのはき違いが

たまにあるということも事実だと思っております｡ 子どもに学力をつけさせるというのは, それは武道

にしろスポーツにしろですね, やはり他人と切磋琢磨して実力を付けていく, それが学力にも同じじゃ

ないかと思っております｡ ただ, 学力学力と言いますと, それはおかしなことになってしまいます｡ と

にかく, やはり道徳が大事だとか, それが一番のメインだと思いますけれども, その中にも学力がある

んだよということをもっと教えていきたい｡ 語りたいことはいっぱいありますけれども, このへんで終

わります｡

２番 (多田義一君) 大変恐縮です｡ 教育長も語りたいことはいっぱいあるんだろうなと僕も思ってまし

た｡ 是非しゃべっていただきたかったんですが, 少し時間のほうが押し迫っておりますので, 私なりに

本当に学力向上というのは大変重要であると認識しております｡ しかし, 実際に勉強するのは子どもた

ちであって, それを親, 周り, 環境がいかに勉強させるように向けるのか, それとやっぱり子どもたち

に夢ですよね｡ 将来こういうことをしたいと, ここに行くための手段として勉強, 学力というのを付け

ないといけないと, 奄振と一緒ですよ｡ 何を目的持つかということですよね｡ これは手段なんですよ,

一つの, 学力ってのは｡ 生き抜くための力なんですよね｡ そこをやはり私も一保護者として, 子どもと

はそういう姿勢で向き合いたいと思うし, また周りの子どもたちにもそれを伝えていきたいなと, その

ように強く思います｡

それでは, ４番目の市の政策についてお伺いいたします｡ もう端的に聞きますが, 施政方針が打ち出

され様々な施策が打ち出されていると思いますが, まずここで質問いたしますが, 本年の最重要課題に

対し, その施策と今後の見通しについて御質問いたします｡

企画部長 (塩崎博成君) それではお答えをいたします｡

本年度の最重要課題に対してのその政策の見通しについてでございますけれども, 奄美群島振興開発

特別措置法に, 延長に向けた取組がございます｡ 今年度末で期限切れとなる奄振法の延長に向け, 広域

事務組合が主体となり, 群島内, 各市町村ごとの現状分析や自立度評価などを精査し, 制度改正等の要

望に向け現在取組をいたしております｡ それから, 中, 長期的な取組といたしましては, 奄振法の主た

る目的は, 自立的発展のための基盤整備であり, 奄美群島の有する自然・文化・歴史などの, 地域特性

を生かした産業の損失により雇用の場を確保し, 地域を活性化させることが必要なことであると考えて

おります｡

次に, 平成２０年度の施政方針における重要課題についてでございますけれども, 厳しい財政状況か

ら御承知のとおり, 長期視点に立つべく策定した財政健全化計画に連動した予算編成に努めており, 主
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要施策に掲げた事務事業はいずれも重要課題ということで認識をいたしております｡

２番 (多田義一君) 多分時間のほうがゼロになると思います｡

市長にこの間お渡ししましたよね｡ 私はいろんなヒントがあると思います｡ そして奄振の文言の中に,

１３項目の中にもいろいろなヒントがあると思います｡ その中で, やらされているのではなく, 自分た

ちで進んでやるというその発想を持って, 職員の皆様方にも是非頑張って取り組んでいただきたいと思

います｡

これで私の一般質問を終わります｡

議長 (伊東隆吉君) 以上で, 新奄美 多田義一君の一般質問を終結いたします｡

以上をもちまして, 一般質問の日程はすべて終了いたしました｡

○

議長 (伊東隆吉君) 日程第２, 鹿児島県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙を行います｡

鹿児島県後期高齢者医療広域連合議会議員は, 県内全市町村の長及び議員のうちから, 市長区分６人,

市議会議員区分６人, 町村長区分４人, 町村議会議員４人から構成されています｡

今回, 市議会議員区分に二人の欠員が生じたため, 候補者受付の告示を行い届出を締め切ったところ,

３名の候補者がありましたので, 広域連合規約第８条第２項の規定により, 選挙を行います｡

この選挙は, 同条第４項の規程により, すべての市議会の選挙における得票総数の多い順に当選人を

決定することになりますので, 会議規則第３２条の規定に基づく, 選挙結果の報告のうち, 当選人の報

告及び当選人の告知は行えません｡

そこで, お諮りいたします｡ 選挙結果の報告については, 会議規則第３２条の規定にかかわらず, 有

効投票のうち, 候補者の得票数までを報告することとしたいと思いますが, 御異議ありませんか｡

(｢異議なし｣ と呼ぶ者あり)

異議なしと認めます｡

したがって選挙結果の報告については, 会議規則第３２条の規定にかかわらず, 有効投票のうち, 候

補者の得票数までを報告することに決定しました｡

選挙は, 投票で行います｡

議場の閉鎖を命じます｡

(議場閉鎖)

それでは, ただいまの出席議員数は２６人であります｡

候補者名簿を配付いたさせます｡

(候補者名簿配付)

候補者名簿の配付漏れはありませんか｡

(｢なし｣ と呼ぶ者あり)

配付漏れなしと認めます｡

投票用紙を配付いたさせます｡

(投票用紙配布)

念のため申し上げます｡ 投票は単記無記名です｡

投票用紙の配付漏れはありませんか｡

(｢なし｣ と呼ぶ者あり)

配付漏れなしと認めます｡

投票箱を改めさせます｡

(投票箱点検)

異常なしと認めます｡

ただいまから, 投票を行います｡
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点呼に応じて順次投票を願います｡

(投票)

投票漏れはありませんか｡

(｢なし｣ と呼ぶ者あり)

投票漏れなしと認めます｡

投票を終了いたします｡

議場の閉鎖を解きます｡

(議場開鎖)

開票を行います｡

会議規則第３１条第２項の規定によって, 立会人に�嘉瑞人君及び平 敬司君を指名します｡

両君の立会いをお願いします｡

(開票)

選挙の結果を報告します｡

投票総数２６票, これは先ほどの出席議員数に符号いたしております｡

そのうち有効投票２６票, 無効投票０票,

有効投票のうち,

上門秀彦君 １１票

山下ひとみ君 １０票

新宮領進君 ５票

以上のとおりです｡

お諮りいたします｡

議案等調査のため, 明日６月１３日から６月１５日まで休会にしたいと思います｡

これに御異議ありませんか｡

(｢異議なし｣ と呼ぶ者あり)

御異議なしと認めます｡

６月１６日, 午前９時３０分本会議を開きます｡

本日はこれをもって散会いたします｡ (午後３時５８分)
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６月１６日（５日目）

○  出席議員は，次のとおりである。

１ 番 師　玉　 敏　代 君 ２ 番 多　田　 義　一 君

３ 番 橋　口　 和　仁 君 ４ 番 　　　 嘉瑞人 君

５ 番 戸　内　 恭　次 君 ６ 番 平　田　 勝　三 君

７ 番 向　井　 俊　夫 君 ８ 番 奈　良　 博　光 君

９ 番 朝　木　 一　昭 君 10 番 竹　山　 耕　平 君

11 番 伊　東　 隆　吉 君 12 番 里　　　 秀　和 君

13 番 泉　　　 伸　之 君 14 番 関　　　 誠　之 君

15 番 三　島　　 　照 君 16 番 崎　田　 信　正 君

17 番 奥　　　 輝　人 君 18 番 平　川　 久　嘉 君

19 番 渡　　　 京一郎 君 20 番 竹　田　 光　一 君

21 番 栄　　　 勝　正 君 22 番 世　門　 　　光 君

23 番 平　　　 敬　司 君 24 番 大　迫　 勝　史 君

25 番 与　　　 勝　広 君 26 番 叶　　　 幸　与 君

○  欠席議員は，次のとおりである。

な し

○　地方自治法第１２１条の規定により会議に出席した者は，次のとおりである。

1 市 長 平 田 隆 義 君 3 副 市 長 濵 田 龍太郎 君

4 教 育 長 德 永 昭 雄 君 5
住 用 町
地 域 自 治 区 長 森 米 勝 君

6
笠 利 町
地 域 自 治 区 長 朝 山 三千丸 君 7 総 務 部 長 福 山 敏 裕 君

10 総 務 課 長 川 口 智 範 君 11 財 政 課 長 則 敏 光 君

17 企 画 部 長 塩 崎 博 成 君 19 企画調整課長 瀬 木 孝 弘 君

20 市民福祉部長 福 山 治 君 23 環境対策課長 徳 田 照 久 君

32 福祉事務所長 大 井 進 良 君 35 産業振興部長 赤 近 善 治 君

36 商工水産課長 前 里 佐喜二郎 君 38 農林振興課長 小 浜 忠 弘 君

43 建 設 部 長 平 豊 和 君 44 都市整備課長 田 中 晃 晶 君

45 土 木 課 長 東 正 英 君 46 建築住宅課長 大 石 雅 弘 君

52 教 育 部 長 里 中 一 彦 君 53 教委総務課長 福 和 久 君
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○　職務のため会議に出席した者は，次のとおりである。

70 議会事務局長 松 田 秀 樹 君 71
次 長 兼
調査係長事務取扱 山 﨑 實 忠 君

73 議 事 係 長 森 尚 宣 君 75 議 事 係 主 事 重 田 俊 彦 君
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農林振興課長 (小浜忠弘君) 予算に関する説明書の１４ページをお願いします｡

６款農林水産業費, １項農業費, ３目農業振興費, １３節委託料の設計業務４２０万円の内容につき

まして御説明申し上げます｡

これは平成２１年度から２２年度にかけて, 整備を予定しております奄美市地方卸売市場建設に係る

基本設計業務委託費を計上するものであります｡

この基本設計の内容につきましては, 基本構想に基づき施設の規模など, 概算設計を行うものであり

ます｡ 具体的に申しますと建築計画, 構造計画, 各設備計画, 概算工事費等の基本となる設計を行うも

のであります｡

次に, 選果場施設整備推進協議会について御質問でございますが, １４ページの６款農林水産業費,

１項農業費, ４目果樹園芸振興費, １９節負担金, 選果場施設整備推進協議会負担金２６万９, ０００

円の内容説明を申し上げます｡

この協議会は, 平成１９年１月に設立し, 会議では選果場施設の規模, 場所, 設計, 選果機の選定,

運営, 負担金, 視察報告など, 課題及び問題点や果樹選果場を整備するために活動実施計画の作成及び

生産流通体制の基礎づくりにつきまして, 県と協議して行っております｡ 協議会の事務局は, あまみ農

協大島事業本部にあります｡ 組織団体と委員数につきましては, 生産者９名, 大島支庁農政普及課１名,

大島本島内の５市町村の農政関係課長７名, あまみ農協大島事業本部から３名の, 計２１名で構成され

ております｡

協議会の会議の開催回数でございますが, 平成１９年度には２回開催しております｡ また, その下部

組織としまして, 農協, 生産者や担当職員などで構成する作業部会での検討会を５回行っております｡

また, 鹿児島県内の選果場の視察研修も実施し, よりよい選果場を建設するために, 検討を重ねている

ところでございます｡ 平成２０年度につきましては, 協議会としての開催を２回程度計画しております｡

作業部会等につきましても５回開催する予定となっております｡ 主に設備機械, 品質を判定する内部計

測装置：光センサー, 外観を判定する形状計測装置：カラーグレーダーなどの導入に向けて, 専門家を

派遣して地元での研修会, 先進地研修を計画しております｡

上記の予算に関連して, 隣接のスモモ, ポンカン, タンカン, パッション, パパイヤなどの不合品で

すね, これの加工構想はないかという御質問でございますが, 選果場の建設につきましては平成２２年

度に建設を計画しております｡ 施設が稼働することにより, 議員御指摘のとおり, 規格外品等も発生す

るものと考えられております｡ その対応につきましては, 奄美市地方卸売市場のスペースを利用して,

加工設備等の導入ができないか, 検討を進めているところでございます｡

土木課長 (東 正英君) １６ページの８款４項２目港湾改修事業費, ２２節補償・補てん及び賠償金の

建物移転補償費１, ２６８万１, ０００円の減額につきましては, 赤木名港改修事業に伴います前田地

区にありますセメント圧送管の移転補償費で, 臨港道路築造に伴いまして水路の改修を計画しており,

その際, 支障になるため計上しておりましたが, 協議の結果圧送管の移設が困難となったために減額し,

１５節工事請負費に組み替えるものでございます｡ 今回の組み替えによりまして, 臨港道路護岸の上部

工１００メートルが完成となります｡

企画調整課長 (瀬木孝弘君) おはようございます｡ それでは, 県が窓口となるふるさと納税制度との摩

擦を生じないかとのお尋ねでございます｡

まず, 奄美市におけますふるさと寄附金の受入方につきましては, 次の３通りの方法を考えておりま

す｡

まず, 出身者, 奄美ファン, 企業など, 寄附者の意志を踏まえた受入れの在り方といたしましては,

まず, ふるさと納税制度による方法, この場合につきましては, 住民税の一部として扱われますので,

県と市町村の両方へ納税がされます｡ 次に, 本市の世界自然遺産登録のための寄附条例に基づく方法で
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は, 寄附の対象者は本市が進めます自然景観や生物多様性地域の保全や, 希少動植物の保護に関する事

業に賛同する方々を対象にした特定の目的寄附金として, 全額奄美市で受け入れるものでございます｡

ふるさと納税制度とは別に, 奄美市独自の制度として明確に区分をしていく必要がございます｡

三点目には, 県のふるさと納税制度及び今回上程をしております世界遺産条例の事業目的を, 事業目

的に指定をしない寄附希望者には, これまで同様奄美市への寄附金として受け入れることとなることが

可能でございます｡ このように制度としては, 区分できるものと考えておりますが, 御質問のように奄

美出身者が世界遺産登録に基づいて寄附をする場合には, ふるさと納税制度と重なり, 摩擦を生じるこ

とは懸念されております｡ 募金活動にあたりましては, 制度の違いを十分に説明をいたし, 出身者への

広報につきましては, できるだけふるさと納税制度を活用していただくことで, 協議会では申し合わせ

をいたしているところでございます｡ この件につきましては, 県との摩擦が生じないよう, 配慮をして

いく必要があろうかと思っております｡

次に, ふるさと納税制度との違いを, どう広報するのかというお尋ねがございました｡ 世界自然遺産

登録のための推進寄附条例は, 奄美市長が条例制定権に基づき提案しているものでございます｡ 申し上

げましたように, 奄美市出身者にはふるさと納税制度による奄美市を指定する広報活動に努め, 世界遺

産条例につきましては, 出身者以外の奄美ファンや企業, それからまた趣旨に賛同する方々など, 国内

外へ向け, 幅広い広報活動を進めていくことが必要ではないかと考えております｡ 概要でございます｡

よろしくお願いいたします｡

続きまして, 議案第６１号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画についてのお尋ねがございました

ので, 御答弁申し上げます｡

まず, 辺地計画, 過疎計画の基本的な考え方について述べさせていただきたいと思います｡ 辺地地域,

過疎地域の指定を受けた地域におきましては, 該当する事業につきまして有利な起債である辺地債, 過

疎債を充当することの措置が講じられることとなっております｡ 市が事業を実施するにあたりまして,

財源として補助金や市債が賄われることになりますが, 市債の中でも辺地債は, 原則充当率が１００パー

セントでございまして, 元利に対しまして地方交付税の８０パーセントの措置を受けることが有利な起

債でございます｡ この特別措置を受けるためには, 総合整備計画を策定し, 分野別に事業費枠を確保し

ておく必要がございます｡ このように今回辺地総合整備計画につきましては, ５年間の計画となってお

りますが, 計画に計上したことをもってすべての計画を実施することを約束するものではないことに,

まず御理解をいただきたいと思います｡ 当然のことといたしまして, 事業の必要性, それから緊急性,

熟度, それから峻別や市の財政状況のもと, お示しいたしております事業実施計画や財政健全化計画と

整合性を図りながら進めていくことになりますことに御理解をお願いいたします｡ その上で, 平成２２

年度までの計画期間の進ちょく状況はどうかとのお尋ねでございますが, 現時点で実施計画や財政健全

化計画との比較で申し上げますと, ３地区とも道路や農道, 林道, 教職員住宅, 下水道処理施設につい

ては厳しい財政状況を考慮しますとおおむね計画どおり推進できているものと思っております｡

学校給食施設につきましては, 笠利地区給食センターの整備が予定されておりますが, 名瀬地区にお

きましては今後の計画を想定して載せております｡

名瀬地区の観光・レクリエーション施設につきましては, 今後, 港や公園の整備を見込んでおります

が, これを除きますと癒しの島形成事業として整備をいたしましたタラソ施設や海洋展示館の改修がで

きております｡

笠利地区におきましては, 公園整備や海岸整備等のあやまる園地総合整備事業を見込んでいるところ

でございます｡

また, 地場産業振興施設や農林漁業近代化施設につきましては, 奄美農業創出整備事業でビニールハ

ウスや硬質プラスチックハウスなどの生産施設の整備が進められておりますし, 一部の事業においては

緊急性や熟度等から実施計画では先送りや未計上の事業も確かにございます｡ なお, 来年度は名瀬中央

青果市場の老朽化に伴い, 移転新築を見込んでいるところでございます｡

次に, 御質問の名瀬・笠利辺地の観光・レクリエーション施設や, 地場産業農林漁業近代化施設の占
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める事業費は, 確かに多いとは申せませんが, 辺地債を充てられる事業がハード事業に限られておりま

して, また, 計画策定の段階で, 財政上辺地債が有利であるのか, 辺地債が充当できるのかなどの検討

の結果, 積み上げたものでございます｡ 今後, 辺地総合計画での整備が有利であると判断された場合に

は, 事業の必要性, 緊急性, もちろんのこと市の財政状況とも照らし合わせながら, 毎年度見直しを行

い, 対応していくこととなります｡ 御理解をお願いをいたいます｡

７番 (向井俊夫君) 一番最初にしました４２０万円, これは新しく移設する青果市場の設計ということ

で了承しました｡ それに関しまして, その施設の場合のそういう事業に関しまして, 今ちょっと, 総合

整備計画の中でその予算措置ですか, 辺地債, これが充当できるんですか｡ 施設とかそういう場合は,

新規じゃなくて, それでも大丈夫なんですか｡ そこらへんを一つ｡

それと, 先ほどちょっと, 加工施設, 選果場に隣接して加工施設, これも考えていただきたいなと｡

これは長い間私たちの議会の中でもですね, そういうＳ玉とか, 本当に捨ててるようなものもタンカン

とか, スモモとか, そういうのを何とか農家の方が, やっぱりお金に代えられるようなね, そういう施

設, 加工場, それが大事じゃないのかなということは長いこと言われてきたわけですね｡ これはもう大

事なことですので, 是非先々の将来の構想としてね, これを考えて, きちっとしたものを考えていただ

きたいという思いがあります｡

ただですね, そういう中で, 今まで自力でですね, 民間の方々がタンカンジュースだ, それからプラ

ムのジャムとか, いわゆるジュースとか, そういう加工場ですね, 民間の力でやってきている方々がい

るんですね｡ そういう方々が今度はこういう公の施設ができたとき, 経営面でかなり圧迫を受けるんじゃ

ないかと, そういう心配もあるんですね｡ これはもうはっきり申し上げまして, タラソ施設ができた｡

市内でサウナを持っている, 私たちのホテルとか, 近くのホテル, これはかなり売上げが減ったわけで

す｡ 私とこなんか３分の１ぐらい売上げが減りましたからね｡ それだけで, もし事業やっているところ

なんかにすれば死活問題なんですね｡ ですから, こういう加工場にしても, 安直に踏み切るんじゃなく

て, 例えば市内で, そしてこの群島内で, そういうジュースとか, ジャムとか, そういうのを作ってい

らっしゃる民間の皆さんに, 原料を提供できると, 加工したものですね｡ 一番大変な, 要するに金のか

かる部分なんですが, これを公のほうでやって, そして原料提供して, 後の味付けだ何だ, 加工という

のは最終的な加工商品化というのを民間の皆さんにやっていただく, 一番大本を決定できるような, そ

ういう施設であってほしいなと｡ 民間を圧迫するような施設であったら, これはもうね, 本末転倒, 全

くおかなしな話になると思う｡ かといって生産者, 要するに今までお金にならなかったような, そうい

う不合品とか, Ｓ玉, それをお金に換えていくということ, これはもっと大事なことだと思うんですね｡

ですから, そこらへんをしっかり, いろんな業者の方とも, やっぱり話進めながら, じゃ, どうすれば

みんな成り立っていけるのかということもね, やっぱり考える必要があると思うんですよ｡ もし, 方向

が間違えるようであったら, 私はまたね, この場でばしばし指摘しながらね, 方向性正していかんとい

かんというつもりです｡ これは商工会議所とか, 民間のそういう経済団体という立場からのね, それは

またしっかり見極めながらいきたいと思っております｡ そこらへんで何かまたお考えあれば, 答弁くだ

さい｡

そして, 後の赤木名港の問題, これはもうその答弁で分かりました｡ 大変理解ができました｡

ふるさと納税制度と, この世界自然遺産登録のための寄附ですね, これをやっぱり, きちっとすみ分

けして, 特に本土に在住する奄美出身の方というのは, やっぱり島を思う気持ち, ふるさとを思う気持

ちで奄美のために何かやりたいという, そういう気持ちで寄附をなさってくださると思います｡ ですか

ら, それが世界自然遺産, これが奄美のためにどれだけプラスになるかと, ただ環境保全だ何だという

部分だけじゃなくて, 全体的にどのような経済効果をもたらして, 島が豊かになっていくかという, そ

こらへんの部分もですね, きっちりやっぱり分かっていただく必要があるのかなと｡ 今, 奄美諸島の中

で, その世界自然遺産の経済効果とか, それはいろんな場でですね, 論じられておりますが, かなり理

解は進んでいるかと思います｡ なかなか本土のほうでそういう勉強会を持つという機会がないもんです
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から, これからもっと, そういう意味でのこの世界自然遺産登録のための基金という意味合い, これを

もっと周知徹底していく必要があるんじゃないのかなという思いがあります｡ 県が窓口になるふるさと

納税制度, これはもういろんなマスコミだ何だでですね, 取り上げられまして, こちらのほうのＰＲと

いうんですか, これは周知徹底できて, どういう趣旨だというのが分かってくるかと思いますんで, 地

元にね, やはり直接影響が出てくる, この世界自然遺産基金ですね, こちらの周知徹底, これを是非当

局のほうにもしっかりＰＲするようにお願いしたいと思います｡

それと, あと, 一番最後の議案第６１号ですが, 将来においてこれは必ずしもここに掲げてあるから

すると言うんじゃなくて, その時代背景, それをしっかり見極めながら, 変更もあり得るというふうに

とらえてよろしいわけですね｡ というのが, ただここで総合整備計画書の中で出てきた数字の中からい

きますとですね, 旧名瀬地区におきましては, 観光・レクリエーション施設, そして地場産業振興施設,

農林漁業経営近代化施設, この三つ生産性が伴うのかなということで, それが全体の中の事業費の中か

らしますと１６. ６３パーセントなんですね｡ ですから, そこらへんはちょっと数字的に少なかったの

かなという思いがありました｡ 笠利地区においても, やはり地場産業振興施設, そして観光・レクリエー

ション施設, これを合わせまして１７. ９パーセント, 数字的に１０パー台と｡ 住用に至っては, そう

いう施設予算というのが, 全然計上されてないもんですからね, 住用はおいてけぼりになってるんじゃ

ないのか｡ もう一つ, 地元農家のほうの要望とか, そういうのもなかったのかという思いがあります｡

そこらへんに関して答弁があればお願いいたします｡

産業振興部長 (赤近善治君) 中央卸売市場, いわゆる青果市場の件でありますけど, 青果市場につきま

しては, 奄振事業の非公共で建設できるよう現在事務は進めてるところでございます｡ 起債につきまし

ては, 合併特例債を一応予定をしております｡ 選果場につきましては, ２２年度に建設を計画しており

ますけれども, 農林水産省の補助メニューであります経営構造改善事業, この事業で建設したいなとい

うふうに考えております｡ この裏の負担の分は辺地債を運用したいというふうに考えているところでご

ざいます｡

先ほど議員から加工所のことにつきまして民間を圧迫してはいけないという御意見がありましたが,

正に公共施設ですので, 民間の方々と共存共栄できるような運営等をしてまいりたいと, 御提案のよう

に, その加工施設を民間の方に任せられるのかどうか, そういう件もまた検討しますし, 原材料を供給

するというようなことも, また考えてまいりたいというふうに思っておりますので, よろしくお願いし

ます｡

企画調整課長 (瀬木孝弘君) 先ほど向井議員さんから, 名瀬地区, それから笠利地区の産業関連施設の

占める割合について御紹介ございました｡ 先ほども答弁させていただきましたが, 確かに多いとは認識

をいたしておりません｡ ただ, 計画の段階で, 構想の段階で私ども企画調整課が取りまとめております

ので, 今後, 事業実施計画などとですね, 毎年の見直しの中で, その熟度やその必要性に基づいて改め

て計上をさせていく機会があろうかと思っております｡ なお, 申し上げておりますように, ハード事業

に限られているということがございますので, その他, 非公共ソフト関係でですね, 産業振興関係につ

いては約数億円の事業も見込まれておりますので, 御理解をいただきたいと思います｡ なお, 住用地区

につきましては, 今回は事業費が当初計画を上回ったための数字だけの変更, 増額変更でございますが,

決してこの計画はないというわけでございますので, 当然住用地区の簡易水道の再編統合等については,

過疎計画のほうで, 今回６０号でお示ししているような内容もございますので, 申し上げておりますよ

うに, 都度, その事業の必要性等は毎年見直しをかけながら対応させていただくということで御理解を

いたしたいと思います｡

先ほどちょっと答弁漏れがございましたが, お尋ねの趣旨で, 進ちょく状況の中でですね, お尋ねの

ございました, 私どもといたしましては, 計画期間の折り返しにあたる現段階ではございますが, 総合

計画では先ほど申し上げておりますように, 予想される事業の総額を計上しております｡ 従いまして,
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このことを基本に考えておりますと, おおむね大きな支障なく, 計画どおりに進ちょくはしてきている

ものというふうに考えています｡

７番 (向井俊夫君) はい, ありがとうございます｡ 青果市場, 選果場, 加工場, ここらへんが十分連携

して, 連動して動くようになれば, 奄美のですね, そういう果樹とか, 農業関係, これの生産意欲とい

うのが, また変わってくるんじゃないのかな｡ そういう意味では大変ね, 期待ができる部分なのかなと

いう思いがあります｡

一つ, 本当に心配なのは, そういう施設ができたために, 今まで一生懸命頑張った民間のね, 企業者

の皆さんを圧迫するということがね, ややもしたら生じてくると｡ 今まであった官設民営だとか, 官設

でなされた施設, それが逆に民間を圧迫しているという事例がたくさんありますんでね, いよいよなっ

たら, そういう全部の事例集めて, どれぐらい民間が痛い思いをしているかという事例もね, 数字的に

きちっと出して, それはお話申し上げてもよろしゅうございます｡ そういうことで, 何もかも錦の御旗,

この御紋が目に入らぬかというような政治姿勢じゃ駄目だということをね, 肝に命じて, やはり大切な

ものは大切に, こういうことだから, 民間の方にもこれはメリットがありますよと, きちっとやっぱり

答えが出せるようなね, 施設, それを造っていただきたいなと｡ これは私どももまたいろいろ気が付い

たことを指摘しながら, いい方向に進むようにですね, 応援していきたいと思っております｡

それと, 総合整備計画ですが, これは企画のほうでですね, どの起債を使ったら, 有利なのかと, い

ろんな角度から検討しながら進めていかれると思います｡ それに関しても私どもでまた, 議会サイドで

も気付いたこと等あればですね, また, 御提言申し上げながら, 一緒に奄美市の新しい方向性, 生産性

の上がる, そして税収が上がってくるように, 今種まきをしておかないとね, これからもっともっと大

変な時代がやってまいります｡ そういう意味では今しっかりした, やはり計画を立てて, 税収につなが

るような種まき, これができるような企画を組んでいただきたいということをお願いしまして, 私の総

括質疑を終わらせていただきます｡ ありがとうございます｡

議長 (伊東隆吉君) 次に, 日本共産党 崎田信正君の発言を許可いたします｡

１６番 (崎田信正君) おはようございます｡ 日本共産党の崎田信正です｡

向井議員からも質疑ありましたが, 私も議案第５３号 奄美市世界自然遺産登録推進のための寄附条

例の制定について, 中身に触れて３点ほど質疑をしたいと思います｡

普通, 寄附というのは, 寄附者の自主的な意思で実施をされるものであります｡ 今回寄附条例として

提案されておりますが, 第１条の目的をもって条例をつくることになったと思いますが, お金を扱うと

いう条例です｡

そこで質疑をしたいのは, まず１点は, 基金の目標額というのが想定をされているのか｡

二つ目は, その目標額と関連をするわけですが, 条例の第３条で第１条の寄附金により実施する事業

うんぬんとあります｡ この事業はだれが, どこで決めるのか｡ 寄附の額によって事業の規模が左右され

ないのか｡ これをお尋ねしたいと思います｡

３点目は, 世界自然遺産の範囲はまだ決まっておりません｡ 奄美群島全体を対象としたものを想定を

することになればですね, 奄美市単独での事業展開では, 効率がとても悪いんじゃないかなと思います｡

１２市町村足並み揃えることが必要ではないかと思いますが, こういった話し合いがどうなっているの

か｡ その３点についてお示しをいただきたいと思います｡

議長 (伊東隆吉君) 答弁を求めます｡

企画調整課長 (瀬木孝弘君) ただいま議案第５３号についてのお尋ねでございました｡ 基金の目標額と

いうのは想定しているのかという点にお答えをいたします｡ まず, 基金の目標額につきましては, 現時
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点では設定をいたしておりません｡

それから, 第３条で第１条の寄附金により事業を実施するに際して, 事業はだれがどこで決めるのか｡

寄附の額によって事業規模は左右されないかとのお尋ねでございますが, 私どものほうは, 今回の寄附

金条例では寄附された額を基金として管理をしていくことで上程を, 本則をまとめております｡ 従いま

して, 実際に事業を実施していく際には, 予算に計上いたし, 議案として議会の審議をしていただくこ

とを予定して, もちろんのこと予定いたしております｡

それから, 御質問のように寄附金の額に応じて事業規模が左右される可能性はあるものと考えており

ます｡ ただ寄附の額だけでは事業を実施するということについては, 難しい点も想定をされております

ので, 補助事業での対応や, それから一般財源を追加して事業化に努めることも予想をしておりますの

で, 御理解をいただきたいと思っております｡ なお, 募集にあたりましては, 寄附金の申込用紙の中に,

メッセージ欄等も予定しておりまして, 寄附者からの第３条の事業の種類に関しまして, より具体的な

事業提案も受けてまいりたいというふうに考えております｡

それから, 奄美群島全体でのとらえ方, あるいは事業展開という点についてお答えをいたします｡ ま

ず, 結論から申し上げますと, １２市町村で条例の取組の話合いはこれまでされておりません｡ ただ,

御質問のように１２市町村で足並みを揃えて進めていくことについては, それにこしたことはないもの

というふうに考えておりますが, 今回, 奄美市が率先して条例を制定していくことで, 奄美群島の世界

自然遺産登録という, 群島全体への取組への気運醸成, それから波及効果はそれなりに期待できるもの

ではないかというふうに思っております｡

もう１点申し上げたいことは, まず, 条例の制定につきましては, それぞれの市町村の区域の範囲に

適用されるものでありまして, 地方自治法に基づいて提案をしているものでございます｡ 従いまして,

基本的には行政区域内の事業において基本的には対象になるということでございますが, 例えば隣接の

市町村との共同事業等については, 奄美市の責任において協力していくことは可能だと考えております｡

１６番 (崎田信正君) 寄附の目標額は想定していないということですが, 第３条で, 寄附金の事業うん

ぬんとありますけど, 大体どれぐらいの, これからお金が必要になるのか｡ そういったのは想定をある

程度してですね, こういうのは提案されるべきものだというふうには思うんです｡ 条例ですから, 人か

ら大切なお金を預かるわけですからね, こういったものをきちんと管理することは必要なことだと思い

ますけれども, 事業から, これからどうやっていくのか｡

それと, 近隣市町村との話合いもまだ進んでいないということですね｡ 大和村でも, いろいろ今問題

が出てますし, 隣の龍郷もいろいろありますので, そういったときに, せっかく人から集まった寄附金

を集めてですよ, 事業を展開するときに, やっぱり最大限の効果を発揮できなければいけないと思うん

ですよ｡ そうしないと寄附される方にも申し訳ない｡ そういった意味では, １２市町村全体での取組を

どうしていくのかというのが, 大変重要なことだと思います｡

それと, もう１点聞きたいのは, 寄附は自主的なものでありますけれども, こういった形で進んでいっ

たときですね, ややもすると強制的な雰囲気になりかねないことも心配をするわけですが, そのことに

ついて, 何か気にかけていることはないのか｡

最後ですが, 質問通告を出してからですね, １２日の朝日新聞のところにですね, タンギョの滝を見

下ろす高台の樹木が, 市によって伐採されていたことが分かったと｡ 自然保護活動家から自然への配慮

が不十分なのではとの批判の声も出ているというのが, １２日付けの朝日新聞の記事で取り上げられて

おります｡ 登録推進のための寄附条例ということで, 当局の思いが伝わっていると思いますけれども,

この世界自然遺産登録で, 当局が期待しているものは何なのか｡ このことを説明をお願いしたいと思い

ます｡

市長 (平田�義君) 私も明確には把握しておりませんが, 奄美の亜熱帯地域における動植物の固有性と

ういうのが, 学術的にも高く評価されていると｡ そしてそれがいくつかにおいて絶滅の危機にあると｡
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これらを保存と言うんですかね, する必要があるという, 多くの皆さんの意見があります｡ そういう意

味において, 私たちはそれにこたえるべき努力をするべきではないかと, このように思っております｡

世界自然遺産登録に是非その実現をお願いしたいということにおきましては, 町村会長と私で, 環境庁

にまいりまして, 局長段階と申しますか, 宛ては長官なんですが, 面談なども申し込んでお願いをいた

しておるところです｡

もう１点, 我々この地域は, 林業によって業をしている方がおります｡ この方たちとの共存ですね,

どう図っていくかということになろうと思います｡

もう一つは, 動植物の中でいくつかのことにおいては, 地域の農業や住民の生活にかかわってくる,

場合によっては害を及ぼし得るものなども含んでおるんではないかという危ぐもいたしております｡ そ

ういった点では, やはり人と自然の共生ということを, どう図っていくかということなどがあるんでは

ないのかなと, このように思います｡

そういう意味において, この世界自然遺産登録を進めるためにおいての基金をお願いしたいというこ

とは, ふるさと納税制度とは若干趣が違いまして, ふるさとへの寄附金ではない｡ これが自然遺産に登

録するまで, また, 登録された後の問題等において, さっきから申し上げておりますように, 世界の人々

へ奄美市が責任を果たし得るようにするために, どのようなことが望まれてくるかということなどを考

えたときには, 奄美市の一般会計で支えるということは厳しい状況が予想されるんではないか｡ そうい

うこと等に対応するためには, 話を大きくすれば, 世界の人々からの寄附金もお願いしてもいいんでは

ないかということが発想であります｡ 実際具体的には, ふるさと納税ができましたので, 一般個人が寄

附をした場合には, ふるさと納税のほうの認識になり得ると思うんですが, どちらかとしては企業を中

心にして, この寄附金をお願いしたほうがいいのではないかということなどを, 今考えておるところで

ございます｡

上限を定めて寄附金を募るべきではないかという御意見でありますが, どういう状況に置かれるのか

が, ほとんど予測できませんので, お金が要るだろうということは予測できますが, どの程度の仕事に

かかわってくるのかは, まだ分かりません｡ そういった点では, 上限を設けないでと, それからその後

の, もし登録になった後, 管理運営に対してのお金というものも相当掛かるやに聞いております｡ そう

いった点などでは, 上限を定めないようにということでいきたいと, こう思っております｡

予算の執行については, 奄美市の予算に計上して執行していくということになるんではないかと, こ

のように考えているところであります｡

また, 群島一円というお話もありました｡ 寄附金をお願いするときには, そういう点も効果があるん

ではないかなと思うところですが, 予算執行の段階において, 非常に難しい問題が出てくるのではない

のか｡ 各島々に個性的なものを抱えておりますから, どれを優先すべきかということの決定をするとき

に, 大変混乱を生じる恐れもあるんではないかという思いも推測しております｡ そういった点では, 奄

美市地域における範囲内においては, 奄美市で責任を持とうということのほうが, 運営もしやすいんで

はないかと, こう判断をいたしまして, このような形でお願いを申し上げているところでございますの

で, 御理解賜りたいと思います｡

企画調整課長 (瀬木孝弘君) 募金募集活動におきまして, 強制的なことにならないのかという御懸念で

ございますが, 基本的には寄附者の意思, それから寄附者の自発的な行為によって寄附はなされるべき

ものであり, 私どもとしては篤志的な行為だというふうに受け止めておく必要があろうかと思います｡

したがいまして, 御懸念のようなことがありますれば, 当然私どもとしては対応を講じていかなくては

いけないと思っております｡

１６番 (崎田信正君) 寄附はね, 上限ということじゃないですよ｡ 世界遺産登録をするのに, いろんな

準備作業も要る, 確か要ると思うんです｡ そのときに, こういった事業もやりたい, こういった事業も

やりたい｡ そういったとき, 奄美市の財政も厳しいと言われているわけですから, それと関連して最低
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これぐらいの目標額は必要じゃないかという意味で聞いているわけでね｡ 上限を決めて, そこまでいけ

たら終わりだということじゃなくて, 最低, こういった事業はしないといかんと, そういったときに,

このぐらいの目標額はどうしても集めたいです｡ それからどんどん上になれば, それに越したことはな

いわけでありますから, そういった意味で聞いていると｡ そういったことで, また, 最低目標額を, 逆

に決めてしまえばね, やはり寄附を集めないといかんというようなことで, 強制的な動きになったらい

かんのじゃないですかということで, 関連して聞いているわけでありますけどもね｡

市長が言われた, その希少動物の保全・保護というのが最優先だというふうに受け止めましたけれど

も, そういった意味では, この朝日新聞で書かれているようなことも非常に問題かなと思うんですが,

そういったことをやるときに, 事業の展開ですね, 奄美市だけで予算を執行できる範囲ということにな

れば, その事業の中身も, 本当に期待される効果を上げるような事業ができるのかという心配もありま

すので, それは是非１２市町村との関係で, 答弁があれば｡

市長 (平田�義君) 説明不足になってしまいましたが, 私の認識としては, この事業は奄美市で予算を

組んでやる事業ではない｡ 国の予算ですね, まずは｡ それを執行するのは県のほうでやるんじゃないか

と｡ したがいまして, 町村にまたがる問題の解決については, 国や県で責任を持って解決していただく

ものと, このように理解しておりますので, そうでないケースも出てくるかも分かりませんが, 原則は

そうだと｡ そういう中で奄美市がこれは負担したほうがいいとか, せざるを得ないとかいうものがあれ

ばやっていこうということでありますので, 御理解賜りたいと思います｡

議長 (伊東隆吉君) 次に, 日本共産党 三島 照君の発言を許可いたします｡

１５番 (三島 照君) こんにちは｡ 日本共産党の三島 照です｡

私はさっそくですけど, 議案第５４号 奄美市まちづくり整備基金条例について, ２点, この問題で

お聞きしたと思います｡

今, 非常に財政が厳しい中でですね, なぜあえて末広・港に限定した基金なのかということです｡ 第

２条で基金に積み立てる額は, 一般会計歳入歳出予算で定めるとなっています｡ ２０年度は２, ３７８

万２, ０００円が積み立てられるというふうに予算計上されておりますけど, ２１年以降も毎年, こう

いう形でやっていくのかどうかが１点｡

もう１点はですね, これからこのほかのいろんな改良事業などの計画を, 一つ一つ見てもですね, 突

発的には赤木名の整備, まちづくりの整備ですね｡ そしてこれから, この前からも本会議でも話題にな

りました小宿の土地区画整理事業, こういう形で出てくると思うんですけど, なぜ末広・港土地区画整

理事業に限定されるのか, まず, この２点についてお答えください｡

議長 (伊東隆吉君) 質疑は一括です｡

１５番 (三島 照君) ごめんなさい｡

それでは, 大きな２番目, 議案第６１号の総合整備計画の変更についてです｡ 先ほどの向井議員の答

弁にもありました｡ しかしですね, 当局は３月の関議員の答弁に対して企画部長はですね, 今般の財政

健全化計画では, 平成２４年までは財源不足を生じることを示しております｡ 実質収支がプラスに転じ

るのは, 平成２５年以降からと予測していると答弁しています｡ しかし, この一つは末広・港区画整理

事業が進めばですね, この１０年間で約１００億円, 一般財源だけでも６８億円の財源が必要になって

くる｡ 合わせて今回のこの事業ではですね, 総額事業費が１４８億２, ３００万円, 膨大な金額がここ

に予定されています｡ そして, 先ほど辺地債は１００パーセントと答弁されてましたけど, しかし, 一

般財源の８６億５, ０００万円, ８億６, ５００万円に対して辺地債対策事業は６１億１, ７００万円

が計上されています｡ そういう状況を見ましてもですね, 私はほぼ８億円強が, 独自財源の持ち出しに
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なるんではないかということを思いますので, この点をどうされるのか｡

そして, 下の主な整備計画が入ってます｡ これについてそれぞれどういう施設がどこに計画されてい

るのかということですね｡ 例えば名瀬では学校給食施設, ７億２, ０００万円, 観光・レクリエーショ

ン施設が６億３, ０００万円, 地場産業振興施設が７億２, ０００万円, 農林漁業経営近代化施設が２

億５, ０００万円, 笠利では学校給食施設が５億４, ８００万円, 地場産業が１, ７００万円, 観光・

レクリエーションが７億６, ０００万円, ここらのこの事業をどこにどういう施設を計画しているのか,

この財政が厳しいときになぜ今必要なのか, 根拠を明確にしていただきたいと思います｡

企画調整課長 (瀬木孝弘君) それでは三島議員さんから御紹介のありましたように, 現行の名瀬辺地及

び住用辺地計画につきましては平成１８年度に, また笠利辺地につきましては１９年度に向こう５年間

に実施することが予想される事業の, 分野別事業費ごとの総額を示したものでございまして, 計画書に

計上したことをもってすべての計画を実施することを約束するものではございません｡ 当然のこととい

たしまして, 事業の必要性や緊急性, 熟度や市の財政状況のもと, 峻別を行いながら毎年事業実施計画

や財政健全化計画とすりあわせをしながら進めていくことになっておりますことにつきましては, 先ほ

ど向井議員さんの答弁でもお分りいただいたとおりでございます｡

まず, 今回の計画変更の内容でございますが, 名瀬辺地の学校給食施設はどこかとのお尋ねでござい

ますが, 今回の変更は学校給食備品整備事業の増額が見込まれることからの変更でございます｡ したが

いまして, 学校給食施設につきましては, 今後の計画を想定して載せておりまして, 現段階では未定で

ございます｡

それから, 次の観光・レクリエーション施設から以下のお尋ねの施設は, 現行事業費でございまして,

変更の増額はございませんが, まず, 観光・レクリエーション施設の主なものは, 先ほどの答弁でお分

りのように, 癒しの島形成事業として整備をいたしましたタラソ施設と海洋展示館の改修に係るもので

ございます｡

それから, 地場産業関連施設につきましては, 名瀬中央青果市場の老朽化に伴い, 地方卸売市場とし

て移転整備を予定しているものが主なものでございます｡

次に, 農林漁業近代化施設につきましては, 申し上げましたようにビニールハウスや硬質プラスチッ

クハウス, いわゆる奄美農業創出事業を導入して整備を進めているものに関するものでございます｡

次に, 笠利辺地の件でございますが, 学校給食施設につきましては, 笠利町学校給食センターの施設,

機械設備の老朽化に伴い, 新築するための事業を載せてあります｡ これにつきましては関係設計費につ

いて今回の補正予算で計上をさせていただいているところでございます｡

地場産業施設の１, ７１４万円は何かというお尋ねでございますが, 笠利地区の有機農業支援センター

のたい肥製造に必要な木質系破砕機を整備するために計上したものございます｡ また, 観光・レクリエー

ション施設は, 赤木名地区のまちなみ環境整備事業, それからあやまる園地総合整備事業を見込まれて

いるところでございます｡ 事業の実施にあたりましては, 当然のこととして予算に計上いたし, 議会の

議決を得る必要が出てくるものと考えております｡

都市整備課長 (田中晃晶君) ２０年度の予算は幾らかについてでございますが, 取得予定の物件は２６

か所, うちさら地として６か所, 建物として２０か所程度の予定でございます｡ この物件の使用に伴い

まして, ２０年度の金額といたしましては, 土地使用料として９件２６５万６, ０００円, 建物の使用

として約３９件１, ８９２万８, ０００円, 合計いたしますと, ２, １５８万４, ０００円を見込んで

おります｡

次に, ２番目のなぜ, 末広・港土地区画整理事業に限定するかということでございますが, この基金

は末広・港土地区画整理事業で先行取得した物件から得た使用料を財源とするものであることが一つで

す｡ この物件を取得する際に, 国庫補助事業によりまして補助金で取得をしているために, この物件か

ら発生いたします使用料から補助金の率分相当分は国に返還をし, 清算する必要がございます｡ このよ
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うなことから, 徴収する使用料を確実に確保し, 明確に収支を管理していくためにはこの末広・港土地

区画整理事業に限定した基金として定めるだけだというふうに考えております｡ つまり, 収益につきま

しては事業の目的を達成する事業に還元をする｡ つまり受益と負担の原則によります｡

１５番 (三島 照君) それじゃ, これからも, この２０件の使用料の２, １５０万円ぐらいが入ってい

くということで, その関係で末広・港に限定しているということでいいんですか｡ 一般会計から積み立

てるいうわけではないんですね｡ それで言えば, もう一つ, 今回のこのあれでは, 一般会計, ああそう

か, そこだけ, はい｡ そこだけ｡

都市整備課長 (田中晃晶君) 一般会計からの導入はございません｡

１５番 (三島 照君) はい, それじゃですね, 後で細かいことはお聞きしたいと思うんですけど, 産業

経済委員会がありますから, どうしても委員会が違うので一つお聞きしたいことは, この６１号でです

ね, 学校給食施設が老朽化してきたということになって, 備品整備ということで, 特に名瀬ではそれに

約７億円, 笠利では５億４, ０００万円ということで計上されてるんですけど, これは今現在の学校の,

私の思いが間違ってたら言うてもろたらいいです｡ 学校で今自校炊飯していますよね｡ 自校方式ですよ

ね, 学校｡ お米だけは給食センターで, ご飯は炊いて, おかずやらは全部ほぼ自校炊飯式ですよね｡ こ

れとの絡みでは, こういう莫大な金を掛けて造るいうことは, これ, 自校炊飯がなくなるいうことです

か｡ この違いをちょっと説明してください｡

議長 (伊東隆吉君) よろしいですか, 三島さん, ３回で終わりですよ｡

(｢いいです, いいです｣ と呼ぶ者あり)

議長 (伊東隆吉君) 答弁を求めます｡

教育委員会総務課長 (福 和久君) 三島議員にお答えいたします｡

自校方式のですね, 備品の冷凍冷蔵庫とか, ガス器具の設備が, 名瀬のその辺地に加わっております｡

また, 将来的に自校方式は今ですね, ウェットシステムということがありまして, 常に床が水に濡れた

状態, そして将来, 平成９年４月１日, 文部省体育部局長通知により, 学校給食衛生管理の基準が新た

に制定され, その中で, 早急に計画を策定し, 改善を図ることが必要な事項として, 施設の新築, 改築,

改修にあたって, ドライシステム, 常に床が乾いている状態を導入することと通知されております｡ 名

瀬, 住用地域の全学校給食調理室は, 常に床が濡れた状態, ウェットシステムであります｡ このような

作業環境では従来の食中毒, 伝染病の危険に加え, Ｏ－１５７をはじめとする新たな食中毒菌汚染に対

し, 無力であります｡ 細菌汚染を防ぐには, 衛生管理面の改善が急務であり, 調理室におけるドライシ

ステムが最重要な前提条件として, 至急給食センターを将来的には整備する必要があるために計画を上

げてあります｡ しかし, 整備するにあたり, 職員組合とも話合いが不可欠であり, 緊急の課題でもある

と考えているところでございます｡

議長 (伊東隆吉君) 次に, 民主党 平田勝三君の発言を許可いたします｡

６番 (平田勝三君) おはようございます｡ 民主党の平田勝三でございます｡ さっそく質疑問に入りたい

と思います｡

議案第４８号 平成２０年度奄美市一般会計補正予算 (第２号) についてでありますが, ９ページ,

２歳入, １３款使用料及び手数料, １項使用料, ５目商工使用料, １節商工使用料, 並びに歳出のほう
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にも計上してあります末広駐車場の件について伺います｡

一つに末広駐車場の指定管理についてでございますが, 指定管理者からの申し出により, 取消し後,

３月３１日付けで告示がされているようでありますが, ５月２０日付けの専決第２１号の補正予算の中

にはないようですけれども, 専決処分, これまでですね, ２１件の中の数件, 何件かは, 重要な案件が

入っておったわけですけども, その中にはなくて, なぜ議案第４８号の今回の第２号に出されたのか,

素朴な質問ですが教えていただきたいと思います｡

二つ目に, 指定管理者の指定にあたっては, あらかじめ議会の議決を得るというようになっているよ

うでありますけども, 指定管理者の終了取消しの場合は, 議会議決等は行わないのか伺います｡

次に, 二つ目に議案第５３号 世界自然遺産登録推進のための寄附条例の制定について伺います｡ 寄

附金の額についてでありますが, 先ほど市長さんのほうから上限はない, 定めないというお話がありま

したが, 下限と言いますか, 一口幾ら, 例えばですね, そういった下限も制限あるのか, 教えていただ

きたいと思います｡

また二つ目に, ネガティブな発想はあまりよろしくないとは思いますが, 仮に世界自然遺産登録がで

きなかった場合の, この寄附金の使途はどのようになっていくのか, 教えていただきたいと思います｡

三つ目の議案については, 先ほどの三島議員と重複いたしますので, 省略をさせていただきたいと思

います｡

議長 (伊東隆吉君) 答弁を求めます｡

商工水産課長 (前里佐喜二郎君) 末広駐車場についてお答え申し上げます｡ 末広駐車場につきましては,

平成２０年３月２６日付けで指定管理者から指定管理辞退届が提出されました｡ これを受けて新たな指

定管理者の募集時期の検討や, 直営方式での施設管理業務委託者の選定及び委託期間等について検討を

いたしましたが, 方針の決定に時間を要しましたことから, 今回の提案となったところでございます｡

御承知のとおり, 末広駐車場は, 中心商店街利用者にとって必要不可欠な施設でございます｡ 新たな指

定管理者の選定には, 事務手続に時間を要することや, 駐車場の臨時的な休業は利用者や商店街に御迷

惑をおかけする恐れがあり, 営業を継続する方法で関係各課と協議を行うとともに, 商工関係団体から

の意見の集約に努めたところでございます｡ 平成２０年度はこれらを踏まえて中心商店街利用者の利便

性を考慮する考えに立ちまして, 直営方式による施設管理業務を実施することといたしましたので, 御

理解をお願いしたいと思います｡

次に, 指定管理者の取消しについての議会議決等の考えについての御質問でございますが, 指定管理

者の指定につきましては, ｢地方自治法第２４４条の２第６項及び名瀬市公の施設に係る指定管理者の

指定手続等に関する条例第５条｣ により, 議会の議決を得なければならないと定められておりますこと

は御案内のとおりでございます｡ 指定管理者の取消しにつきましては, ｢同法２４４条の２第１項｣ 及

び ｢同条例第９条第１項｣ に, 指定の取消しの規定がございますが, 議会の議決は要しません｡ この手

続きにつきましては, 指定管理の指定の取消しの手続につきましては, 奄美市公の施設に係る指定管理

者の指定手続等に関する条例第９条第３項により, その旨を告示することになります｡ 今回の指定管理

者の指定の取消しの手続につきましては, 地方自治法及び奄美市条例の規定により, 適性に処理いたし

ておりますので, 御理解をお願いしたいと思います｡

企画調整課長 (瀬木孝弘君) 世界自然遺産登録推進のための寄附条例につきましてお尋ねでございまし

た｡ 寄附金の下限についてのお尋ねでございますが, まず, 寄附金の下限につきましては, 住民税の控

除額が５, ０００円以上となっておりますことから, 原則１口５, ０００円ということで, 検討を進め

ております｡ ただ, １口５, ０００円ということにこだわらず受け入れることができないか, このあた

りについても併せて進めてまいりたいと考えております｡

それから, 仮に世界自然遺産登録が不可能となった場合の寄附金の使い道はとのお尋ねでございます
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が, 御案内のとおり, 今回の条例につきましては, 自然遺産登録の推進のための条例でございまして,

まず御理解をいただきたいと思っております｡ このようなことから, 現段階では不可能になることは想

定はいたしておりません｡ 例え, 不可能となった場合でも, 条例に記載しております目的に合致した事

業, 列記してございますが, これについては, この事業に使うことについては, 何ら支障はないものと

考えております｡ と申しますのも, 自然遺産登録になる, ならないとは別に, 現在環境省におきまして

奄美群島を世界自然遺産登録の候補地と位置付けて, 国立公園化へ向けた作業を実施しております｡ 奄

美にとっても, もちろん貴重な財産であることに変わりはないものでございまして, これら資源の保護

と共生については, 自治体にとりまして, 常に考慮して施策を推進していかなければならないものと認

識をいたしております｡ このようなことから, 例え自然遺産登録が不可能になりましても, 自然保護の

ための寄附金条例等の名称で, 寄附条例の存続も想定はされております｡ 要はこの取組が後々検証され

まして, 評価の対象になるものと考えているところでございます｡

商工水産課長 (前里佐喜二郎君) 先ほどの答弁の中で, 条例名を一部名瀬市の条例と申し上げました,

奄美市条例でございますので, 訂正をお願いいたします｡

６番 (平田勝三君) 指定管理の取消しに至ったことについては, しんにむを得ないという理由があった

かと思うんですが, 今後ですね, 新たに公募をするのか, そういった考えがあればまた教えていただき

たいのと, 後, 公募の際ですね, 維持継続を考えた場合, その施設管理運営のかかわる, その分担金と

言うんですか, それも変更も, 変更という, そこに問題があったのもあるかと思うんですが, そのふき

んも変更する必要もあったとは思いますが, どのようにお考えでしょうか｡

商工水産課長 (前里佐喜二郎君) 末広駐車場の今後の方針ということです｡ ２０年度は先ほど申しまし

たように直営で委託をしてまいりたいと考えておりますが, ２１年度は今年度中に指定管理者の指定に

向けた手続を取って, ２１年度４月から指定管理者制度を導入したいと考えております｡

あと, 分担金の変更については, 協定書の中で変更も含めて協定書の中でうたってありますので, 万

が一, きついよというようなことであれば, 協定書の協議の中でしていくことになろうかと思います｡

議長 (伊東隆吉君) 再々質疑ありますか｡

６番 (平田勝三君) 分かりました｡ ありがとうございました｡

最後ですが, 世界自然遺産登録を１口５, ０００円を考えているということでしたが, 規約, この中

身にもありますように, 継承を願う人々というふうにありますので, 奄美市内外からの幅広い募金を募

ることになると思うんですが, 多くの方から賛同を得るということになれば, １口５, ０００円じゃな

く, もう少し下げて, 多くの人からの基金を集めるという考えがあってもいいんじゃないかと思うんで

すが, 一般の方, 先ほどちょっと聞き逃したんですが, 企業に向けて考えているという話だったんです

けど, 継承を願う人々と一般の人もいるわけですね｡ そうすると５, ０００円というと, やっぱり大き

なウエイトを占めると思うんですけども, 額が｡ それであればもう少し下げてですね, 幅広く出しやす

い金額にしたほうが, この趣旨にもつながっていくんじゃないかと思います｡ そうすることで, 一般市

民と一体感が持てるんじゃないかなという思いがしますが, そのふきんはいかがでしょう｡

企画調整課長 (瀬木孝弘君) 今, 平田議員から御質問がありますが, 原則１口５, ０００円と申しまし

たのは, ふるさと納税との絡みで申し上げておりまして, おっしゃるような５, ０００円に限らないで

ですね, 御意思を受ける方向で今検討は進めております｡

議長 (伊東隆吉君) 次に, 無所属 戸内恭次君の発言を許可いたします｡
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５番 (戸内恭次君) 市民の皆さん, 議場の皆さん, おはようございます｡ 質議に入ります前に, 少しお

時間ください｡

小俣町で土砂災害, また同じく小俣町で火災に遭われた皆様に, 心からお見舞い申し上げます｡ そし

てまた, 先日, 岩手・宮城内陸地震でたくさんの被害が出ております｡ 御冥福とまた１日も早い日常生

活に戻られますことを祈念申し上げます｡ また, 奄美市におかれましても, この小俣町の皆さんに温か

い支援の手を差し伸べていただきたいと願うばかりでございます｡ 質議に入ります｡

同僚議員が質問をいたしておりますので, 重複しないようにするつもりでございますけれども, 議案

第５３号 奄美市世界自然遺産登録推進のための寄附条例, 先ほどお話伺っていますと, ふるさと納税

との兼ね合いについてですね, その企業を中心とするところの条例をつくって, 寄附をお願いをする場

合はという話で, やはり向井議員が心配しますように, ふるさと納税, 県が進めている方法とですね,

バッティングするというようなことで, どうも答弁の中に一歩下がったような表現がございますので,

私はこの点について, そうではないと, 県は県で, 独自に納税を, ふるさと納税を進めればいいわけで

すし, 奄美市は奄美市で, それこそ奄美市らしい, あるいは奄美市, 奄美らしい条例ではないのかと思

いますので, この点ですね, 是非県の方向に遠慮することなく, 個人からも寄附を集めていただき, 大

いに世界遺産登録へ進んでいただきたいと思いますが, その点についてお尋ねを申し上げます｡

それから, 希少動植物保護についての条文がございますけれども, ここにヤギですとか, 犬, 猫の退

治ということなんかも含まれているのかどうか, この点をお聞きしたいと思います｡

次に, 議案第５４号 奄美市まちづくり整備基金のことでございます｡ 私は基本的に末広・港土地区

画整理事業については, これは市の財政を圧迫するし, あるいは今現在営業している皆様方が, 不安な

状態で過ごしておられると, そういうことで, この末広・港土地区画整理事業を根本から見直さなけれ

ばならないし, あるいは凍結をして, もう一度議論をし直さなければならない立場を考えております｡

そこで, お尋ねでございますが, 平田市長はこの末広・港土地区画整理事業に, 本当に奄美市のために

なる, 市民のためになる, そういうお気持ちをお持ちなのかと, 私は疑問でございますのでお聞きした

いと思います｡

今, 奄美市の市民の声を聞きますと, 悲鳴のような声が聞こえます｡ これは景気対策は一体どうなっ

ているんだろうと, このままどんどん人口が減り続けて, 奄美市はどうなるんだろうかと, こういうこ

とを心配しております｡ そこで, 市長の政策を疑問視する方がおられますし, また私たちの市議会議員

に対する資質の問題も問う人たちも出てまいっております｡ 何とかこういう緊急な経済, 景気対策をし

ていただきたいと思うときにですね, この１００億円もの事業投資する区画整理事業が, 本当にいいの

かどうか｡ 小宿では, 是非やってほしいという声が上がっております｡ こういう予算はそういう実効性

のある費用対効果を考えたときに, 小宿の区画整理事業に投入すべきではないのかと思いますので, こ

の件もお尋ねを申し上げておきます｡

条例制定のことについてということでございますが, 私はこの条例制定そのものの基本的なところに

疑問を感じまして, 先ほど申し上げました｡ ですから, こういう条例をつくることについて, 疑問を持っ

ておりますので, これが, この条例が, 本当に奄美市のためになるのかどうかと, そこをどうお考えな

のかということをお聞かせいただければと思います｡

議長 (伊東隆吉君) 答弁を求めます｡

市長 (平田�義君) 末広・港町の土地区画整理事業については, もう１０年以上の経過を経ております｡

その間, 反対者の意見もあることは承知しております｡ しかし, まだ声は出さなくても, 賛成して私た

ちに是非推進してくれということで, 申し出もあるわけであります｡ 相反してるというよりも, 担当の

ほうでの調査では, ８０パーセント以上の人たちが, そういう立場に置かれているということでありま

す｡ ２６件の先行取得土地があるわけでございますが, 報告では順調に仕事が進んでおるということで
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あります｡ このことは賛成をしていただいているということと, 私は理解いたしております｡ その中で,

この土地の先行取得にあたって, その空き地を第１番目に購入しようということでしたが, それでは公

共用地に供する面積が足りないので, 建物の建っている土地も購入していこうということになっている

わけですから, その建物の建っている土地を購入したときには, 建物を壊さなければならないというの

が原則でありますから, それを壊すことは, まちの今ある賑わいに影響を及ぼすだろうということであ

ります｡ 事業を推進するのには数年間かかりますから, その間, その建物を活用したい人がおれば, そ

の人に活用していただく, そして, 公共財産でございますので, 使用料をいただこうということであり

ます｡ 私はこのことは, 奄美市民のために, またその地主, また建物を利用している人には大変有意義

なことではないかと, このように思いまして, 鋭意努力をしてきたところです｡

企画調整課長 (瀬木孝弘君) それではお答えいたします｡

まず, 議員さんの御質問を事前に確認をさせていただいておりますことを含めまして, 答弁をさせて

いただきたいと思っておりますので, 御理解をお願い申し上げます｡

まず, 今回上程をいたしております議案第５３号につきましては, 目的を自然遺産登録に向けた希少

動植物等の保護に関する事業などに, 寄附金を活用できる事業の種類を定めて明示をいたしております

ことは, 御理解いただいていると思います｡ したがいまして, 寄附金を活用する事業につきましても,

今後予算に計上いたし, 議会の承認を得た上で実施することとなっております｡ この件から, 他の会計

への繰上運用等の規定は設けていないことにつきまして御理解をいただきたいと思っております｡ もち

ろんのこと, 寄附金を活用した事業の実施の状況等につきましては, 寄附者への返礼の一つとして市の

ホームページや, その他の広報紙等で公表をする予定といたしているところでございます｡ 含めまして,

運用状況につきましても, 条例で規定しておりますように公表は当然のことかと考えております｡

次に, 奄美らしい独自性のある寄附の集め方をというお尋ねかと思いますが, 先ほど来申し上げてお

りますように, 世界遺産登録のための寄附条例につきましては, 奄美市長が条例制定権に基づきまして,

明確に寄附条例として設置をするものでございます｡ また, そのような観点から, 基本的にはふるさと

納税制度を活用した寄附の在り方につきましては出身者を対象に, それから, 重ねて申し上げ, 答弁し

ておりますように, 世界自然遺産登録推進のための寄附条例につきましては, 県外の奄美ファン, それ

から団体, 企業など, 広く国内外で, 対象にしたいということが基本でございます｡ もちろん, 内容に

よっては出身者の方が, 世界自然遺産登録で寄附をしたいということが出てきますれば, 当然, これを

拒むものではございません｡ 要は, 寄附者の意思を尊重しながら対応することになっていくものと考え

ておりますが, いずれにいたしましても寄附者側におきましては, 選択肢が広がったと同時に, この制

度の分かりにくさということも, 確かにあろうかと思っておりますので, 当然, 制度の趣旨やその運用

については, 十分説明をしてまいりたいと思っております｡

それから, ３点目にノヤギや野猫, それかた野犬等についてのお尋ねでございますが, この寄附条例

によって実施をします事業の中で, すべてが申し上げた駆除事業に使えるものとは考えておりません｡

当然, 今後, 環境省, あるいは県を通じて, 奄美市のほうへ提出してまいりますでしょうし, 国立公園

へ向けた自然区域, あるいは保護の設定などが, 今後予想されておりますので, このような状況を見な

がら, 適宜対応していくことになろうかと思います｡ したがいまして, 生活環境としての街中, 例えば

街中での野猫や野犬のほうに使えるかどうか, その点については, 現時点でははっきり答弁できないと

ころであります｡ 御理解をお願い申し上げます｡

５番 (戸内恭次君) 先ほどの答弁の中で, 末広・港土地区画整理事業でですね, 購入した賃貸物件から

の収益については, 国へ本来は返却しなければならないけれども, こうして条例をつくることによって

返却をしなくても済むようになるというような答弁があったかと思いますが, これが私の理解の間違い

なのか｡ なぜこういう条例をつくるかという疑問点においてですね, これ, もう一つ, 答えていただき

たいと思います｡
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それから, 末広・港土地区画整理事業, 根本的な問題なんですが, 先ほど市長は, 声なき推進者と言

われましたけれども, 私のところには声なき反対者のほうが圧倒的に多くて, また一般市民からすれば

ですね, 今どきどうして, こんな厳しい財政の中でやるのかという声と, １６メーターも通すことによっ

て, 高齢者にとってはむしろ使い勝手の悪いまちになるのではないかということと, ますます疲弊をし

ていくのではないかという, それこそ行政に盾突くことのできない, 声なき声のほうがはるかに大きい

と思います｡ そしてまた, 商店主の皆さんもですね, やはりこの狭い地域の中で, 対立的なことを表面

化するわけにはいきませんから, 遠慮がちにしているということでありますが, やはり心の中ではこの

開発が進んでいきますと, 追い出されてしまうというようなことになるということで, なぜ行政によっ

て自分たちの生活が脅かされなければならないのかと, 自然災害ならまだしも, そういう声も聞こえま

すので, その点について, 責任を持って, 必ず活性化できますということがおっしゃることができるの

かどうか｡ この基金条例以前の問題として, このお尋ねを申し上げたいと思います｡

議長 (伊東隆吉君) 整理しましょうね｡ 静粛にしてください｡ 議員にお尋ねいたしますけれども, 通告

の内容等は, このまちづくりの整備基金条例の制定, これについての質疑に限られていただきたいと思

いますが, そのへん, 御理解の上でこれに限定していただきたいと思いますけれども, 少し派生しすぎ

ている感があるように思いますが, いかがですか｡

５番 (戸内恭次君) はい, 承知をいたしました｡ 当初, ２回目の質問の中で, 当初申し上げた件につい

て, 御質問させていただきます｡

都市整備課長 (田中晃晶君) 先ほど, 三島議員のほうにお答え申し上げましたが, 条例を設けることに

よって, 国に返さなければいけないと, 返さなくてもよいとか, そういう問題じゃございません｡ その,

使用料で得た財源を, 我々はそれに必要な維持管理費相当分の費用と, それから先ほど申し上げた国か

らの補助事業でいただいておる率分がございますので, その分を差し引いた形で返還というののために,

それを明確にするために, このまちづくり条例を制定したものであります｡

５番 (戸内恭次君) 今のお話ですと, 国へ返却をしなければならないことは大前提であるけれども, そ

の基金を維持するために, 諸経費について差し引いた分を返却をするということだと思いますが, そう

いうことでよろしいのでしょうか｡ そういうことですね｡ はい, 以上このことについてお答えいただけ

ればと思います｡

都市整備課長 (田中晃晶君) はい, そのような処置でございます｡

議長 (伊東隆吉君) ほかに質疑はありませんか｡

(｢なし｣ と呼ぶ者あり)

これをもって質疑を終結いたします｡

議案第５０号から議案第６１号, 議案第６３号及び議案第４８号 平成２０年度奄美市一般会計補正

予算 (第２号) 中の関係事項についての１４件は, これを総務建設委員会に, 議案第４９号, 議案第６

２号及び議案第４８号 平成２０年度奄美市一般会計補正予算 (第２号) 中の関係事項についての３件

は, これを厚生委員会に, 議案第４８号 平成２０年度奄美市一般会計補正予算 (第２号) 中の関係事

項についての１件は, これを産業経済委員会に, 議案第４８号 平成２０年度奄美市一般会計補正予算

(第２号) 中の関係事項についての１件は, これを文教委員会にそれぞれ付託いたします｡

本定例会において受理いたしました請願・陳情は, お手元に配付してあります文書表のとおり, それ

ぞれ所管の常任委員会に付託いたしましたので, 御報告いたします｡

お諮りいたします｡
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各常任委員会審査及び報告書整理等のため, 明日１７日から２６日まで休会といたしたいと思います｡

これに御異議ありませんか｡

(｢異議なし｣ と呼ぶ者あり)

御異議なしと認めます｡

よって, 明日１７日から２６日まで休会とすることに決定いたしました｡

２７日午前９時３０分, 本会議を開きます｡

本日はこれをもって散会いたします｡ (午前１１時０８分)
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６月２７日（６日目）

○  出席議員は，次のとおりである。

１ 番 師　玉　 敏　代 君 ２ 番 多　田　 義　一 君

３ 番 橋　口　 和　仁 君 ４ 番 　　　 嘉瑞人 君

５ 番 戸　内　 恭　次 君 ６ 番 平　田　 勝　三 君

７ 番 向　井　 俊　夫 君 ８ 番 奈　良　 博　光 君

９ 番 朝　木　 一　昭 君 10 番 竹　山　 耕　平 君

11 番 伊　東　 隆　吉 君 12 番 里　　　 秀　和 君

13 番 泉　　　 伸　之 君 14 番 関　　　 誠　之 君

15 番 三　島　　 　照 君 16 番 崎　田　 信　正 君

17 番 奥　　　 輝　人 君 18 番 平　川　 久　嘉 君

19 番 渡　　　 京一郎 君 20 番 竹　田　 光　一 君

21 番 栄　　　 勝　正 君 22 番 世　門　 　　光 君

23 番 平　　　 敬　司 君 24 番 大　迫　 勝　史 君

25 番 与　　　 勝　広 君 26 番 叶　　　 幸　与 君

○  欠席議員は，次のとおりである。

な し

○　地方自治法第１２１条の規定により会議に出席した者は，次のとおりである。

1 市 長 平 田 隆 義 君 3 副 市 長 濵 田 龍太郎 君

5
住 用 町
地 域 自 治 区 長 森 米 勝 君 6

笠 利 町
地 域 自 治 区 長 朝 山 三千丸 君

7 総 務 部 長 福 山 敏 裕 君 10 総 務 課 長 川 口 智 範 君

11 財 政 課 長 則 敏 光 君 17 企 画 部 長 塩 崎 博 成 君

19 企画調整課長 瀬 木 孝 弘 君 20 市民福祉部長 福 山 治 君

22 市民課長(名瀬) 幸 廣 光 君 31 いきいき健康課長 吉 富 進 君

32 福祉事務所長 大 井 進 良 君 35 産業振興部長 赤 近 善 治 君

36 商工水産課長 前 里 佐喜二郎 君 43 建 設 部 長 平 豊 和 君

44 都市整備課長 田 中 晃 晶 君 52 教 育 部 長 里 中 一 彦 君

55 生涯学習課長 圓 順 次 君 57
地 域 教 育 課 長
（ 住 用 ） 松 下 啓 徳 君

60
農 業 委 員 会
事 務 局 長 勢 田 哲 央 君 65

監 査 委 員 会
事 務 局 長 稲 田 義 仁 君
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○　職務のため会議に出席した者は，次のとおりである。

70 議会事務局長 松 田 秀 樹 君 71
次 長 兼
調査係長事務取扱 山 﨑 實 忠 君

73 議 事 係 長 森 尚 宣 君 75 議 事 係 主 事 重 田 俊 彦 君
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議長 (伊東隆吉君) 出席議員は２６人であります｡

会議は成立いたしました｡

これから本日の会議を開きます｡ (午前９時３０分)

○

議長 (伊東隆吉君) 教育長が鹿児島へ公務出張のため, 本日欠席いたしますので御了承願います｡

本日の議事日程は, お手元に配付してあります日程第２号を予定いたしております｡

日程に入ります｡ 日程第１, 議案第４８号から議案第６３号までの１６件について, 一括して議題と

いたします｡

本案に対する各委員長の報告を求めます｡

最初に厚生委員長の審査報告を求めます｡

厚生委員長 (向井俊雄君) おはようございます｡ 厚生委員会は６月１７日, １日間開会いたし, 慎重に

審査をさせていただきました｡ 当委員会に付託されました議案第４８号, 議案第４９号, 議案第６２号

の３件についての, 主な質疑についての審査報告をいたします｡

議案第４８号 平成２０年度奄美市一般会計補正予算 (第２号) について, まず１３ページ, ３款１

項１目社会福祉費, ２０節中国残留邦人等支援給付金２, ９４０万９, ０００円は, 本年４月からの支

援給付制度が創設され, 現在, 本市に永住帰国している１１世帯１７名の方への支援給付であります｡

生活保護と同様に, 生活支援給付, 住宅支援給付, 医療支援給付など, ７種類の給付があり, 国が４分

の３で本市が４分の１の負担割合でございます｡

同じく１３ページ, ３款１項７目１５節工事費, ひまわり寮５２２万８, ０００円は, ボイラーの耐

久年数が過ぎており, 鹿児島県検査事務所より取り替えを実施するように指摘を受けての入居者共同浴

室用ボイラー設備改修工事であり, 高森寮とも共有使用になっているところでございます｡ また, この

建物の老朽化と耐震化と安全性についての質疑があり, 今後の課題でございます｡ その他に, 肺炎球菌

の予防接種の助成, 救急診療所の営繕工事, 笠利地区のし尿タンクの質疑がありましたが, この際省略

いたします｡

次に, 議案第４９号 平成２０年度奄美市国民健康保険事業特別会計補正予算 (第２号) について報

告いたします｡ まず, 国保の徴収率の質疑があり, １８年度は８８. ０２パーセント, １９年度は８８.

１４パーセントで０. １２パーセントのアップになっており, ９０パーセント未満のペナルティが約６,

０００万円ぐらいあるが, 新制度により対前年度費０. １２パーセントのアップということで, 約３,

０００万円ぐらいのお返しがいただける予定でございます｡ しかし, 従来は現年度だけの徴収率だけで

判断されていましたが, 今年度より徴収率は過年度も含めて徴収率を判断することになり, 今後はその

対策が大変でございます｡ また, 累積赤字が約６億円あり, 非常に厳しい状況にあります｡

委員より, 未収の１２パーセントに対しての減免に関しての質疑もありましたが, もし今後, 減免を

画一的にやってしまえば, 奄美市の国保の納税者の需要からして, 約７割弱が軽減の対象者で, ７割,

５割, ２割の軽減を受け, 減額をした上に減免となると, 保険制度そのものが存在しなくなる恐れがあ

るとのことでございます｡ 委員から, 今後納付にあたっては不公平さがなくなるように要望がございま

した｡

次に, 議案第６２号 鹿児島県後期高齢者医療広域連合を組織する地方公共団体の減少については,

特段の質疑もございませんでした｡

これら３件の議案につきましてはお手元に配付いたしました審査報告書のとおり, いずれも全会一致

で原案のとおり可決すべきものと決しました｡

以上で厚生委員会の審査報告を終わりますが, 御質疑がございましたら他の委員の御協力を得てお答

えいたしたいと思います｡

議長 (伊東隆吉君) 次に, 産業経済委員長の審査報告を求めます｡
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産業経済委員長 (与 勝広君) おはようございます｡ 産業経済委員会は６月１７日午前９時半から開会

され, ６人の委員出席のもと, 慎重にかつ活発なる審査が行われました｡ 産業経済委員会に付託されま

した議案第４８号 平成２０年度奄美市一般会計補正予算 (第２号) 中関係事項分を審査いたしました｡

この議案につきましてはお手元に配付しております産業経済委員会審査報告書のとおり, 原案どおり

可決すべきものと決しました｡

以下, 審査の内容について御報告させていただきます｡

当局の補足説明の主な内容については, 奄美市中央卸売市場建設に係る基本設計業務委託費について,

また, 住用城地区の字図調査による土地台帳調査業務委託料について, また, 商工水産課については末

広駐車場の指定管理者の辞退に伴う予算措置, さらには指定管理者辞退の経緯や, それに伴って２０年

度は直営方式によるための予算措置等について, また, 地域ＩＣＴ利活用モデル構築事業の内容充実の

ための事業変更に伴う増額については, 奄美の健康的な暮らしに根ざしたビジネスモデル構築事業とし

て, 新規にワンポイントアドバイス等の新設などの補足説明がありました｡

委員からの主な質疑は, 指定管理者辞退となった末広駐車場の管理運営について, また, 指定管理者

の選定方法や不測の事態に係る運営の在り方について, 相違工夫できるのが指定管理者だが審査方法な

ど考え直さなければならないなど, 選定に疑問の声や施設サービスの低下を招かないように等々の意見

と要望が集中いたしました｡ その他, 選果場については, また地域ＩＣＴ利活用モデル事業, 住用地区

城地区の字図整備に関する中山間総合整備事業等々の質疑が行われましたが, この際省略させていただ

きます｡

以上をもちまして, 産業経済委員会に付託されました議案第４８号 平成２０年度奄美市一般会計補

正予算 (第２号) 中関係事業に関しての審査結果の報告を終わりますが, 御質疑がありましたら, 他の

委員の協力を得てお答えしたいと思います｡

議長 (伊東隆吉君) 次に, 文教委員長の審査報告を求めます｡

文教委員長 (渡 京一郎君) おはようございます｡ それでは文教委員会に付託されました議案第４８号

平成２０年度奄美市一般会計補正予算 (第２号) 中関係事項の審査結果について御報告いたします｡

この議案につきましてはお手元に配付してあります文教委員会審査報告書のとおり, 原案どおり可決

すべきものと決しました｡

以下, その審査の経過について御報告いたします｡

議案第４８号 平成２０年度奄美市一般会計補正予算 (第２号) 中関係事項分については, 教育委員

会総務課長, 学校教育課長, 生涯学習課長, 文化課長より, それぞれ補足説明を受け, 質疑に入りまし

た｡

委員より, 学校教育振興費でキャリア教育実践プロジェクトとはどのような教育内容か, どのように

なっているのかとの質疑があり, キャリア教育事業は文科省の委託事業になっており, 中学生に職場体

験学習を５日以上実施しようという事業で, 今年度から奄美市で受けているとの答弁がございました｡

次に, 幼稚園費の幼稚園教諭の賃金についての中で, 名瀬地区公立幼稚園が２年保育になって２年目に

なるが定員は足りているのかとの質疑に対し, 名瀬幼稚園については３学級１０５名の定員枠内で今募

集がされておりますが, 人数が足りない段階である｡ 朝日幼稚園については２学級７０名で定員オーバー

する申込みがあり, ７０名で打ち切っている状況である｡ 小宿幼稚園については２学級７０名であるが

現在のところ５０名前後の園児が入園しており, 小宿幼稚園については定員の枠がまだ空いているとの

答弁がございました｡ ほかにも, 学校給食運営費, 学校教育振興費, 芸術文化活動費など質疑がござい

ましたが, この際省略いたします｡

以上をもちまして文教委員会における議案審査の報告を終わります｡

なお, 御質疑がございましたら他の委員の御協力を得てお答えしたいと思います｡
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議長 (伊東隆吉君) 次に, 総務建設委員長の審査報告を求めます｡

総務建設委員長 (栄 勝正君) おはようございます｡ 総務建設委員会は去る６月１８日午前９時より開

催され, 熱心な議論がなされました｡ 議事審査に入る前に暫時休憩し, 小俣町の土砂崩壊災害現場の視

察に行き, 当局と住民の説明を受けました｡ その後, ９時４０分に再開し, 総務建設委員会に付託され

ました議案第４８号 平成２０年度奄美市一般会計補正予算 (第２号) 中関係事項について, ほか１４

件につきまして, 審査の結果を御報告いたします｡

これら１５件の議案につきましてはお手元に配付してあります総務建設委員会審査報告書のとおり,

すべて原案どおり可決すべきものと決しました｡

その審査の経過について, 議案審査の順にしたがって御報告いたします｡

議案第４８号 平成２０年度奄美市一般会計補正予算 (第２号) 中関係事項についてであります｡ １

２ページ, 議会費４節共済費の９９万９, ０００円は４月から１００分の１５. ５から１００分の１６.

５に引き上げられた議員１人当たり３, ２００円増の１２か月分である｡

安全安心対策費１１万７, ０００円はモデル地区として末広地区住民への謝金であります｡

企画費６目の１１節から１５節までの節に本市の集落内の空き家を改修し, 住居として貸し付けるた

めの改修事業費を計上したもの, 事業費は１, １８５万円であります｡

１６ページ, １５節工事請負費４４万７, ０００円の増額については山間港の港湾施設内地に街灯を

４基設置するためのもの, まちづくり整備基金費は末広・港土地区画整理事業において, 平成１８年,

平成１９年度予算にて用地先行取得物件を貸店舗, 貸住宅, 駐車場として活用して生じる予算内訳であ

り, ２５節の積立金１, １８２万３, ０００円は平成２０年度使用料の歳入分２, １５８万４, ０００

円と, 平成１９年度からの使用料の繰越金２１９万７, ０００円と利子１, ０００円の合計２, ３７８

万２, ０００円となり, 必要経費１, １９５万９, ０００円を差し引いた残額の益金をまちづくり整備

基金として積み立てるもの｡

委員から, 老朽住宅の件, 安全安心協議会の件, 自治会結成の件, 塩浜地区コミュニティプラザの件,

ＮＰＯの件, まちづくり基金の件, 合併特例交付金の件, 消防車購入１億９, ０００万円の件などの多

くの質疑がありました｡

次に, 議案第５０号 平成２０年度奄美市公共下水道特別会計補正予算 (第１号) について, 公債費

３億４, ２６５万３, ０００円の増額は９月に予定している公的資金繰上償還の伴うもの｡

委員から, 繰入金や５年間の計画などの質疑がありました｡

次に, 議案第５１号 平成２０年度奄美市農業集落排水事業特別会計補正予算 (第１号) について,

公債費の元金５７万円の増額は９月に予定している補償金免除及び公的資金繰上償還に伴うもの｡

委員から, 今後５年間の計画, 合併浄化槽と農業集落排水事業の違いなどの質疑がありました｡

議案第５７号 奄美市農業集落排水処理施設の一部を改正する条例に制定については格段の質疑はあ

りませんでした｡

次に, 議案第５２号 奄美市監査委員の一部を改正する条例の制定について, 地方公共団体の財政の

健全化に関する法律の交付に伴い, 地方公共団体の長は地方公共団体の財政の健全化, 並びにその算定

の基礎となる事項を記載した書類をその監査委員の審査に付し, その意見を付けて議会に報告し, 公表

しなければならないと規定されていることから, 監査委員条例にこれらの条項を追加するもの｡

委員から, 健全化判断比率, 資金不測比率についての質疑がありました｡

次に, 議案第５３号 奄美市世界自然遺産登録推進のための寄附条例の制定について, 特異な奄美の

自然景観及び生物多様性地域の保全, 並びに希少野性動植物の保護を図るため, 世界的にも重要な体系

地域の継承を願う人々から寄附金を募り, 世界自然遺産登録を推進することを目的とする条例であり,

委員から, 寄附の内容や氏名, 金額などの公表についての質疑がありました｡

次に, 議案第５４号 奄美市まちづくり整備基金条例の制定について, 末広・港土地区画整理事業に
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おいて, 公共用地にするため３. ２ヘクタールの区域で先行取得した土地の物件から発生する使用料を

財源として, 基金に積み立てようとするものである｡

次に, 議案第５５号 奄美市営住宅等条例の一部を改正する条例の制定については, 名瀬西仲勝地区

で建設している１棟６戸の公営住宅が８月末に完成することに伴い, 必要の整備を図ろうとするもの｡

議案第５６号 奄美市営住宅等管理条例の一部を改正する条例の制定について, 市営住宅より暴力団

排除を一層明確にし, 暴力団員の入居を拒否するための所要の規定の整備を図ろうとするもの｡

委員から, 現在入居している暴力団の数, 市の職員の入居者などの質疑がありました｡

次に, 議案第５８号 新たに生じた土地の確認について, 議案第５９号 字の地域の変更について,

名瀬大字知名瀬が字平松に隣接する国有地の地先公有水面埋立工事が竣工し, 当該埋立地を本市の区域

内の土地と確認し, 併せて名瀬大字知名瀬に編入しようとするものである｡

次に, 議案第６０号 過疎地域自立促進計画 (後期) の変更について, 役勝地区簡易水道事業におい

て, 浄水施設給水管及び機械設備などの老朽化が進み, 漏水や断水が頻繁に発生している状況から西仲

勝簡易水道事業と統合再編し, 生活用水の安定的供給を図るため, 事業化に際し, 過疎債で対応できる

よう過疎地域自立促進計画と変更するものである｡

次に, 議案第６１号 辺地に係る公共施設の総合整備計画の変更について, 平成２０年度予算におい

て, 事業費総額に不足が生じた分野について辺地債で対応できるよう措置を講ずるもの｡

委員から, 給食センターの計画などについての質疑がありました｡

次に, 議案第６３号 奄美群島広域事務組合規約の一部変更について, 佐大熊地域に救急用のヘリポー

トを建設するに際し, その建設負担金の支払い方法の変更を行うため, 建設時の負担割合にヘリポート

の使用人口割を新たに取り入れ, 使用実績の多い市町村と少ない市町村の建設負担金の不平等感を解消

しようとするもの｡

なお, 質疑がありましたら他の委員の御協力を得て答弁したいと思います｡

議長 (伊東隆吉君) これから, 各委員長報告に対する質疑に入ります｡

質疑はありませんか｡

(｢なし｣ と呼ぶ者あり)

これをもって質疑を終結いたします｡

これから討論に入ります｡

通告のありました順に発言を許可いたします｡

はじめに, 反対者の発言を許可いたします｡

１５番 (三島 照君) おはようございます｡ 私は日本共産党の三島 照です｡

私は議案第５４号 奄美市まちづくり整備基金条例の制定について, 反対の立場で討論をいたします｡

少し, 反対の理由を述べます｡

私は今回のこの条例制定は, 基本的にはこの末広・港土地区画整理事業が順調に進んでないというこ

とを表したことではないかと考えています｡ そういう立場で反対いたします｡ なぜかと言いますと, 前

回の本会議でも, この事業を進めるにあたって奄美市は全国で１９の枠に入る国の直轄事業として, こ

の中心市街地活性化に積極的に取り組んでいる市町村を対象にした調査・分析, 現地とのヒアリング,

専門家による助言等を通じて, 地域の自主的な取組を支援する国の直轄事業ですというふうにこの前答

弁されています｡ その中で, 奄美市が平成１９年度のこの事業に応募し, 全国でも１９の枠に入ること

ができ, 実施に至ったというふうに言われています｡ こういうすばらしい事業がせっかく導入されても,

この事業の調査結果報告等を前回の答弁でもありましたように関係者, 恐らくあれからどうなったか分

かりませんけど, 雛壇に座っておられるどれだけがこれを読んで, 疑問を感じ, そうかというふうになっ

たかということでは疑問です｡

なぜそう思うかというと, この答弁書の中で, この以前から指摘されてきた内容が改めて述べられて
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いるとの御指摘ですが, 外部の専門家が疑問を先入観を持たずに見た指摘であることを御理解ください

というふうに答弁されました｡ 当たり前のことです｡ 外部の専門家が疑問を, 先入観を持たずに調査・

研究したからこそ, 私は今後の本当の意味でこの奄美市が活性化, この区画整理事業を成功させるため

にはこういう人たちの意見を真しに受け止めるべきではないかというふうに思っています｡ そこで, こ

の意見書から何点かしばらくの間, 私の受け取ったことだけ出していきたいと思います｡

今回の報告書の１５８ページでは, この意見交換会は基本的な認識を図るために関連する庁内の多く

の方々に集まってもらったというふうにこの事務局から説明をされて, それで関係庁内の皆さんが集まっ

て議論してます｡ その議論の中心は大きく分けて３点｡

第一はこの中心商店街の活性化が第一の目的ではなく, 中心市街地を活性化することによるまち全体

の再生, まちの中での中心市街地の位置付けと役割を明確にし, 整備すべき都市機能について幅広い視

点から検討していく, ここが大きなこの区画整理事業のテーマだということを前提に各部署が集まった

中で第一は｡

二つ目は中心市街地の活性化対策に加えて, 郊外部の開発規制を同時に実施する点というふうになっ

ています｡ これはもう, 今, 朝日地区はじめ, どんどん大型店が奄美に入ってきています｡ これに対応

する中心市街地のこの整備事業の中身は何も議論されていないというのが現状ではないかと思います｡

３点目は事業の実効性が強く求められ, 目標数値を明確に示す必要がある点, 事業の実効性を高める

には各事業の運営主体を明確に定める必要があり, この事業機関や成果を具体的な数値で押さえていく

必要がある｡

これらの３点を具体化するため, 体制づくり, 協議会の組織, 各事業主体, 関連部門の連携体制など

についても明確に設置する必要がある｡ これらの３点をこれらの基本的な考え方を十分に意識した上で,

合併町村との機能的な連携も含めて, 中心市街地活性化基本計画の策定を実施していただきたいという

ことが言われてですね, その後で, 各部署で報告がされています｡ 紬観光課やほとんどの部署が, 健康

増進課, そして建築住宅課, そして土木課, それぞれが意見を述べています｡

そうして, この中でですね, 最終的にそういった皆さんの意見を踏まえて, この調査発表に来られた

今井さんはですね, 一言で言うと, 現在は国の方針も中心市街地に人を住まわせるという流れがある｡

これは１６０ページに書いてます｡ 中心市街地の人口政策をどうするかが大きな課題である｡ そうして,

中心部の持ち家比率も奄美市は同規模の都市と比べても低いというふうに指摘をされています｡ しかし

それに対する討論も意見も何も出ていません｡ そして, １６１ページではですね, そういった皆さんの

討論を受けて, この方はですね, いわゆる奄美市は人口が減って高齢化が進む, そういう環境の中で中

心商店街を本当に実のある商店街にしようとするために, 歩行者を中心とした道路整備に転換していく

ことが重要であると, このように答えています｡ 提案をされています｡ そうして, この間の感じたこと

は, 基本的にハード整備で終わる, 広場整備にハードを整備する際には必ずその運営方法, ソフトの構

築を行い, 事業主体と地域生活者がうまく連携するような仕組みを作ることが必要である｡ そうして,

１６２ページにはですね, この事業を実施していく体制づくりについても, 十分に検討して行く必要が

あるということで庁内の幅広い部署の情報連携をお願いしたいというふうに述べています｡ そうして,

後はですね, １６４ページではですね, この商業を成り立たせるために｡

(｢反対討論だからこれは｣ と呼ぶ者あり)

１５番 (三島 照君) その理由を述べて, 後で言います｡ 理由を述べて, 最後に言います｡

こういうことは, この事業を成功させるためには行政がやる部分も多いけど, 市民商業者等がやる部

分も多い｡ 例えば, 道路の問題で言えば, 人が歩ける環境づくりが大きなポイント, 商店街を車が通る

ことは, 商売にとってプラスメリットは何もないいうふうに言われてます｡ 私はこういう提案をせっか

く国の事業として金を掛けて, 報告書を分厚い報告書を作られてます｡ しかし, この人の提案してる中

心点は, わずかこんだけの部門で整理されているんです｡ これを受け止めてしっかり議論して着工して
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いく｡ それが私は奄美市の責任でもあるし, しかも平成１７年にこの商店街が出したまちづくり提案書

も, ほぼ内容的には似たような内容で提案されているんです｡ これも平成１７年度に受け取って以来,

ほとんど議論をせずに地元に返されているんです｡ これを議論されてたら, この今井さんの報告はもっ

と変わってたと私は思ってます｡

しかもこの事業は, この基金条例をつくることについては, いわゆる測候所がまだ全くめどがたって

いない｡ しかし１９８億円の中には測候所を賠償する約６億円近い金額もプラスされていません｡ だか

らこの事業は今後ますます増えていきますし, しかも２６件については後検討し, 買収の予定が今年度

前期でめどがたっていますと答弁されています｡ この２６件の先行取得物件の中でも, 既に２, ３件の

方々が今のままではもう承諾しませんということで, 承諾書にはんこを押すのを拒否しているという点

で考えたら, この事業は当面進行しない｡ だから集まった, 今まで買収した土地のその住宅や土地の金

を積み立てようと, 積み立てて, 時間かかっても残しとこうという状況で, それが今のこの事業の現状

だと私は思っています｡

そういう観点からですね, この事業は, 私は本会議のたんびに言ってます｡ こういうことをしっかり

議論をされて, これならいけると, みんな頑張ってくれ, 力貸してくれ, 言える状況ができるまでは,

当面, 当然凍結をすべきである｡ そういう観点から, こういう中途半端なまちづくり条例の積立条例５

４号について, 私は反対を表明して討論を終わります｡

議長 (伊東隆吉君) 次に, 賛成者の発言を許可いたします｡

１０番 (竹山耕平君) おはようございます｡ 私は奄美興政会 竹山耕平でございます｡

私は議案第５４号 奄美市まちづくり整備基金条例の制定について, 賛成の立場から討論いたします｡

末広・港土地区画整備事業については本議会の中でも当局から答弁のあったとおり, 現在も用地先行

取得が実践され, 計画どおりに事業が推進されているものと思っております｡ 事業により先行取得した

物件を使用していくには, テナントの方々にとってもすぐに物件を明け渡すのではなく, 引き続き商売

を続けていくことが可能となるため, とても喜ばしいことであり, 事業の目的に適した有意義な活用方

法だと私は思っております｡ 物件を使用することに際し, 徴収する使用料は当然収入と支出を明確に,

かつ透明性をもって管理していかなければならないものであります｡ 特に物件を使用するに当たり発生

する収益金については, 今後国と精算していく必要があるとのことから, その財源をより分かりやすく

するために, 一般会計とは別の通帳を作り, 管理していくことは必要なことであると思っています｡ そ

のために今回末広・港土地区画整備事業に限定したまちづくり整備基金を制定し, この基金の中で収入

財源をより明確に管理し, 支出についてもより適性に執行していくことは当然の義務でありますので,

私は議案第５４号 奄美市まちづくり基金条例の認定に賛成の立場を表明し, 討論といたします｡

議長 (伊東隆吉君) 次に, 反対者の発言を許可いたします｡

５番 (戸内恭次君) おはようございます｡ 無所属の戸内恭次でございます｡

私は議案第４８号と議案第５４号に反対する立場から討論をさせていただきます｡

まずはじめの, 議案第４８号については, 議案第５４号 奄美市まちづくり整備基金条例の制定につ

いて, まず通過を, 皆さんの同意を得なければならない項目が入っていますので, これについて, まず

反対をする｡ その理由は, 先ほど申し上げましたこの条例が, 私は反対をする立場である項目が入って

いるということによる第４８号についての反対理由でございます｡

続きまして, 第５４号について, この奄美市まちづくり整備基金条例の制定についてと書いてござい

ますが, この設置目的には奄美名瀬都市計画事業, 末広・港土地区画整理事業の円滑な推進を図るため,

奄美市まちづくり整備基金を設置する｡ いかにも奄美市全体のまちづくりを整備基金するかのようなネー

ミングをしてありますけれども, これは末広・港土地区画整理事業の円滑な推進を図るためと, いわゆ
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る特定財源化されているわけでございます｡ こういうことで, 私は先ほど竹山議員から言われたように

ですね, この基金は分かりやすく, 別途通帳を作って管理するためにという, 大きな理由がございまし

たけれども, これは当然市の財産, 税金は, どういう理由があろうとも同じでやるわけでございます｡

わざわざ基金を, 基金条例を制定をして基金を作らなくても, 当然これは管理されるべき問題でありま

す｡ この前の委員会で私も質疑をいたしましたけれども, 正にこの条例は不必要であるということを確

信をいたしました｡ 一つには何ら, これを設定しなければならないという法的根拠がないということを,

行政の皆様がお認めでございます｡ 分かりやすくとか, あるいは厳格な推進を図るため, 便宜上この条

例が必要であるというだけのことであり, あえて条例化する必要はないと思っております｡ また, そう

いうことを答弁いただきました｡

次の理由としてですね, こうした条例をつくって基金を積立るということは, ９８億１, ０００万円

の整備区画整理事業の更に予算オーバーをするという事業計画に実質上なってしまうということです｡

市民の皆さんも, あるいは議会の皆さんもですね, ９８億１, ０００万円で, 恐らくこの予算内で事業

は進むと認識をされておられると思うんですが, この基金が年間１, ０００万円を超す基金を積み立て

るというような形になっておりまして, １, ０００万円と言いましてもですね, 予算オーバーをしてい

くということであります｡ またこれに関連してですね, 先ほど他の議員からありましたけれども, 測候

所の跡地を買うための予算はこの９８億１, ０００万円の中にはないわけでございます｡ ですから, さ

らにこの区画整理事業をやることによって膨らんでいく, 財政圧迫をする｡

もう一つは, ＡｉＡｉ広場として利用している所も, 区画整理事業の中に入っております｡ そして既

に駐車場として貸して, そして収益を上げている港町の約５００坪の駐車場についても既に市が購入し

ているわけでございます｡

こういうふうに考えていきますと９８億１, ０００万円という区画整理事業だと言いながら, 既にそ

の区画整理事業の中には, 思い出しましたけれども, 競売物件もございましたので, かなりの予算オー

バーを既にしております｡ そういうふうに予算がどんどん膨らんでいく｡

もう一つ委員会で質問をして分かったことでございますが, 測候所跡地はどういう買い方をするのか

と言いましたら, 予算はまちづくり交付金第２があるということでございます｡ ４３ヘクタールの奄美

市全体のまちづくり交付金事業と言いながら, それはまた区画整理事業の予算にも取ってしまう｡ こう

いうふうにしてですね, 市民福祉の予算を圧迫しながら, また将来いただくべきまちづくり交付金事業

の予算も使いながら, この区画整理事業にどんどん予算をつぎ込んでいくと｡ 私どもが当初予算したこ

とよりもですね, こうして議会に出てみますと, なるほど公共事業は小さく産んで大きく育てるという

言葉がありますけれども, それを正に実践しているこの末広・港土地区画整理事業であるということが

分かったわけでございます｡

さらに, この区画整理事業は合意形成はまだできておりません｡ 奄美市は旧名瀬市は, 積極的に商店

街の皆さんにアンケート調査をしておりません｡ そういうことからも, 自主的にアンケート調査をされ

た結果では７４パーセント, ７６パーセントという商店街の皆さんが反対をしているという結果しかあ

りません｡ そういう意見での合意形成がなされていない｡ 商店街の皆さんはむしろこの事業が進むこと

によって不安に怯えている｡ 自分たちの将来設計は成り立たない, どうなるんだろう｡ また隣が壊され

た, かなり高いところで取り引きがされたらしい, こういう話を聞きながらですね, 非常に揺れ動いて

おります｡ 購入してもらいたいとか, そういう方もあります｡ そういうことでですね, この計画という

ものはまだまだ市民の合意を取りつけていないし, これからまだまだ予算を圧迫していくという事業が

明白になっているわけであります｡ このまま見過ごすわけにいかないと, そういう立場でございます｡

今私たちが取り組むべき問題は, この疲弊した奄美経済をどう立て直すかであります｡ 人口を増やさ

なきゃなりません｡ 皆さんがタクシーに乗ったり, いろいろ代行車に乗ったり, 話を聞いて, 皆さん既

に大変な状況であるということはお分りだと思いますけれども, 正に悲鳴にも似た, その声が聞こえま

す｡ 私はそういう意味で今回この計画をまず凍結をして, 緊急的に奄美市経済を浮揚させるための政策

を打ち出すべきであり, 正にそれよりももっと緊急を言っているのは, 小宿地区が常に区画整理事業を
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早くやってほしいと言っているわけでございますが, 順番から言えば, この区画整理事業は休憩をし,

ほかに事業費を充てるべきであると｡ 市民の皆さんが要求している経済活性化をお願いをしたいという

意味でございます｡

また, この区画整理事業がどんどん進んでまいりますと, 本土型の広い道路があるまちづくりになっ

てしまいます｡

(｢何に対して反対か, よくわからないです｣ と呼ぶ者あり)

５番 (戸内恭次君) 分かりました｡ ちょっと, 私も熱が上がり過ぎましたので, 冷静にしゃべってみま

す｡

議長 (伊東隆吉君) 申し上げますけれども, 今議員のほうからも指摘がありましたが, ５４号のこの件

の条例案に対しての反対のことでございますので, そこのところにですね, 集中していただきたいと思

います｡ 少し, 話が拡大し過ぎると思いますけど｡

５番 (戸内恭次君) 分かりました｡ 話はですね, 今こうしたことを申し上げないとこのまちづくり整備

基金条例について反対する理由にはならないと, こう考えたから申し上げたわけでございますが, 今申

し上げたもろもろのことからですね, このまちづくり整備基金は要らないと, こうしたことをすること

がですね, 市民にとってプラスになるとは思えない｡ 奄美市にとってプラスになるとは思えない｡ そう

いう立場から, この５４号については否決されるべきものであると考えますので, 皆さんの御協力をお

願いをいたします｡ ありがとうございました｡

議長 (伊東隆吉君) ほかに討論はありませんか｡

(｢なし｣ と呼ぶ者あり)

これをもって討論を終結いたします｡

これから採決を行います｡

採決は分割して行います｡

最初に, 議案第４８号 平成２０年度奄美市一般会計補正予算 (第２号) について採決をいたします｡

本案に対する各委員長報告は原案可決であります｡

本案は, 各委員長報告のとおり, 決定することに賛成の諸君の起立を求めます｡

(賛成者起立)

起立多数であります｡

よって, 議案第４８号は, 各委員長報告のとおり, 原案可決すべきものと決定いたしました｡

次に, 議案第５４号 奄美市まちづくり整備基金条例の制定について採決をいたします｡

本案に対する委員長報告は原案可決であります｡

本案は, 委員長報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます｡

(賛成者起立)

起立多数であります｡

よって, 議案第５４号は, 委員長報告のとおり, 原案可決すべきものと決定いたしました｡

次に, 議案第４８号及び議案第５４号を除く議案１４件を一括して採決いたします｡

この議案１４件に対する各委員長報告はいずれも原案可決であります｡

議案１４件は, 各委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか｡

(｢なし｣ と呼ぶ者あり)

御異議なしと認めます｡

よって, 議案第４９号から議案第５３号及び議案第５５号から議案第６３号までの１４件については,
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各委員長報告のとおり, いずれも原案可決すべきものと決定いたしました｡

○

議長 (伊東隆吉君) 日程第２, 陳情第２号 小宿地区区画整理事業早期実現に関する陳情を議題といた

します｡

本案に対する総務建設委員長の審査報告を求めます｡

総務建設委員長 (栄 勝正君) 総務建設委員会に付託されました陳情第２号 小宿地区区画整理事業早

期実現に関する陳情について, 審査結果を御報告いたします｡

陳情第２号の陳情者の住所氏名は, 奄美市名瀬小宿町１０１２番地, 小宿町内会会長 荒田利満氏で

あります｡

趣旨は, 道路幅が狭く, 車の往来や歩行者の交通安全上, 非常に危険である｡ 小学校付近は土地が下

がっており, 台風時, 豪雨時には浸水する｡ 古くて小さい家が並んでおり, 火災が大火になる恐れがあ

る｡ くみ取り式便所が多く, 環境的不衛生である｡ 若い世帯の出身者や居住希望者を受け入れる住宅環

境にないなど, 町内の９８パーセントの同意を得ているということである｡

当局の見解と町内会代表の説明なども受け, 慎重審査の結果, 全会一致で採択すべきものと決しまし

た｡

なお, ただいま御報告いたしました陳情第２号につきましては, 採択と決した場合は会議規則第１３

４条第２項の規定により, これを市長に送付することを適当と認め, その処理の経過及び結果について

報告を求めたいと思います｡

議長 (伊東隆吉君) これから委員長報告に対する質疑に入ります｡

質疑はありませんか｡

(｢なし｣ と呼ぶ者あり)

これをもって質疑を終結いたします｡

これから討論に入ります｡

討論はありませんか｡

(｢なし｣ と呼ぶ者あり)

これをもって討論を終結いたします｡

これから採決を行います｡

陳情第２号に対する委員長報告は採択であります｡

委員長報告のとおり採択することに御異議ありませんか｡

(｢異議なし｣ と呼ぶ者あり)

御異議なしと認めます｡

よって, 陳情第２号 小宿地区区画整理事業早期実現に関する陳情は, 委員長報告のとおり採択する

ことに決定いたしました｡

○

議長 (伊東隆吉君) 日程第３, 請願第５号 教育予算の拡充を求める意見書の提出を求める請願を議題

といたします｡

本案に対する文教委員長の審査報告を求めます｡

文教委員長 (渡 京一郎君) それでは, 文教委員会に付託されました請願第５号 教育予算の拡充を求

める意見書の提出を求める請願について御報告いたします｡

請願第５号の請願者の住所氏名は, 奄美市名瀬安勝町３０の７, 鹿教組奄美地区協議会議長 上田久

夫さんであります｡

この請願につきましてはお手元に配付してあります文教委員会審査報告書のとおり, 全会一致で採択
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すべきものと決しました｡

以下, その審査の経過について御報告いたします｡

請願第５号 教育予算の拡充を求める意見書の提出を求める請願については, 各委員より, 教職員の

勤務務の実態や超過勤務費等について質疑がありましたが, 省略いたします｡

この請願第５号につきましては, 採択と決した場合, 後刻文教委員長名で意見書の提出を予定してお

りますのでよろしくお願いいたします｡

以上をもちまして, 文教委員会における審査の報告を終わります｡

議長 (伊東隆吉君) これから委員長報告に対する質疑に入ります｡

質疑はありませんか｡

(｢なし｣ と呼ぶ者あり)

これをもって質疑を終結いたします｡

これから討論に入ります｡

討論はありませんか｡

(｢なし｣ と呼ぶ者あり)

これをもって討論を終結いたします｡

これから採決を行います｡

請願第５号に対する委員長報告は採択であります｡

委員長報告のとおり採択することに御異議ありませんか｡

(｢異議なし｣ と呼ぶ者あり)

御異議なしと認めます｡

よって, 請願第５号 教育予算の拡充を求める意見書の提出を求める請願は, 委員長報告のとおり採

択することに決定いたしました｡

○

議長 (伊東隆吉君) 日程第４, 議案第６５号 教育予算確保に関する意見書の提出について議題といた

します｡

お諮りいたします｡

本案は提案理由の説明を省略したいと思います｡

これに御異議ありませんか｡

(｢異議なし｣ と呼ぶ者あり)

御異議なしと認めます｡

よって, 本案は提案理由の説明を省略することに決定いたしました｡

これから本案に対する質疑に入ります｡

質疑はありませんか｡

(｢なし｣ と呼ぶ者あり)

これをもって質疑を終結いたします｡

これから討論に入ります｡

討論はありませんか｡

(｢なし｣ と呼ぶ者あり)

これをもって討論を終結いたします｡

これから採決を行います｡

議案第６５号は原案のとおり可決することに御異議ありませんか｡

(｢異議なし｣ と呼ぶ者あり)

御異議なしと認めます｡

よって, 議案第６５号 教育予算確保に関する意見書の提出については, 原案のとおり可決すべきも
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のと決定いたしました｡

ただいま可決されました意見書の提出先については, 議長に一任願います｡

○

議長 (伊東隆吉君) 日程第５, 議案第６４号 名瀬・沖永良部両測候所の存続を求める意見書の提出に

ついて議題といたします｡

提出者に提案理由の説明を求めます｡

２１番 (栄 勝正君) 議案第６４号 名瀬・沖永良部両測候所の存続を求める意見書について, 提案理

由の説明をいたします｡

奄美群島は, 県本土から航路距離で３７７キロメートルから５９２キロメートルに離れた外海に位置

し, 南北約２２０キロメートルの海域に広く点在している群島である｡ 自然の脅威から地域住民の生命

と財産を守り, 農林水産業, 交通, 観光, 産業などの経済活動や暮らしに必要な情報を提供し, さらに

台風常襲地帯である奄美地域の防災対応に重要な役割を果たしている｡ このようなことから, 今後とも

地域防災情報を的確に提供し, 奄美地域の防災対応力を維持するため, 名瀬及び沖永良部両測候所の存

続について, 特段の配慮を強く要望するものであります｡

何とぞ, 意見書の提出に御賛同いただきますようお願い申し上げまして, 提案理由の説明を終わりま

す｡

議長 (伊東隆吉君) これから質疑に入ります｡

質疑はありませんか｡

(｢なし｣ と呼ぶ者あり)

これをもって質疑を終結いたします｡

これから討論に入ります｡

討論はありませんか｡

(｢なし｣ と呼ぶ者あり)

これをもって討論を終結いたします｡

これから採決を行います｡

議案第６４号は原案のとおり可決することに御異議ありませんか｡

(｢異議なし｣ と呼ぶ者あり)

御異議なしと認めます｡

よって, 議案第６４号 名瀬・沖永良部両測候所の存続を求める意見書の提出については, 原案のと

おり可決すべきものと決定いたしました｡

ただいま可決されました意見書の提出先については, 議長に一任願います｡

議長 (伊東隆吉君) 暫時休憩いたします｡ (午前１０時３２分)

○

議長 (伊東隆吉君) それでは再開いたします｡ (午前１１時１７分)

暫時休憩いたします｡ (午前１１時１７分)

○

議長 (伊東隆吉君) それでは再開いたします｡ (午後１時３０分)

お手元に配付してあります日程第２号追加の日程に入ります｡

日程第６, 議案第６６号 平成２０年度奄美市一般会計補正予算 (第３号) についてを議題といたし

ます｡

市長から議案第６６号について, 提案理由の説明を求めます｡
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市長 (平田�義君) 今回の最後の議案になります｡ ６月議会本当に御苦労様でございました｡ もう１件

積み足しますので, よろしく御審議をお願いいたしたいと思います｡

ただいま上程されました議案第６６号の提案理由を御説明いたします｡

議案第６６号 平成２０年度奄美市一般会計補正予算 (第３号) の主な内容につきまして御説明をい

たします｡

今回の補正予算は, 先ほど可決していただきました一般会計補正予算 (第２号) に計上が間に合わず,

なお, 急を要する案件について, 一般会計補正予算 (第３号) として追加計上するものであります｡

予算の内容につきましては, 奄美体験交流館の指定管理者が本年６月末に辞退することを受け, 市の

管理運営に移行することに伴う経費及び笠利町のふれ愛の郷における温水機取替え工事費のそれぞれに

関係する所要額を計上いたしております｡

第１表, 歳入歳出予算補正にありますとおり, 歳入には体験交流館に係る使用料及び手数料７６０万

５, ０００円と諸収入５４万３, ０００円, またふれ愛の郷温水機取替え工事に係る県補助金の合併特

例交付金５８０万円のほか, 繰越金３３９万５, ０００円を計上いたしております｡

歳出については, 衛生費の保健衛生費において, ふれ愛の郷に係る工事請負費５８０万円を計上し,

教育費の保健体育費において, 体験交流館の本年７月以降に係る指定管理料を減額するとともに, 今後

新たに必要となる管理運営費用の所要額を計上するものであります｡

今回の補正予算で１, ７３４万３, ０００円を追加計上することにより, 平成２０年度奄美市一般会

計予算の総額は２７９億６, ６８１万５, ０００円となります｡

第２表, 債務負担行為の補正につきましては, 平成２１年度までとなっている奄美体験交流館指定管

理料に係る債務負担行為を, 本年７月から廃止するものであります｡

以上をもちまして議案第６６号の提案理由の説明を終わりますが, 何とぞ御審議の上議決してくださ

いますようお願いをいたします｡

議長 (伊東隆吉君) これから質疑に入ります｡

質疑はありませんか｡

(｢はい｣ と呼ぶ者あり)

質疑がありますので, 師玉敏代君の発言を許可します｡

１番 (師玉敏代君) こんにちは｡ １点だけですけども, 奄美体験交流館の件についてです｡

先日全員協議会の中で, １９年度の収支が３００万円ほど赤字という説明を受けました｡ それで先ほ

どの資料の中でも, １９年度の未払金の３００万円代が, それの赤字なのか, その１点｡

そして２０年度に第１次四半期の４９９万円の指定管理を払ってますけど, その歳出の中で, 今度マ

イナスの４４６万４, ０００円が出ております｡ これも未払金と考えていいのか｡ そしてそれをプラス

した中での今回の補正予算の体験交流館の需要費１, ５００万円代が上がってますけど, 前回を足して

も４～５００万円ほど, 需要費が高くなっておりますので, そのへんの説明をお聞かせいただきたいと

思います｡

議長 (伊東隆吉君) 答弁を求めます｡

生涯学習課長 (圓 順次君) 平成１９年度の体験交流館の決算書で３２８万１, ７５９円の未払金が出

ておりますが, これは３月３１日でこのピース商事が会計を締めております｡ しかし, ３月分の債務,

この未払金は４月になって払われているわけでありまして, いわば第１四半期ごとの指定管理料を回転

させるような形でこの未払金などを処理いたしております｡ そういった関係で会計上は３月３１日で切っ

て７, １０５円の黒字計上をしてありますが, 払うべきお金は右側のとおり３２８万１, ７５９円残っ

ておったということであります｡ これは４月において指定管理料が入ったときに払われていくものであ
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ります｡ そして, 平成２０年度の４月から６月の段階で４４６万４, ２３０円のマイナスが出ておりま

すが, 現時点でこれは未払になっておりまして, この未払金と今度提出いたしております補正３号につ

いては何ら連動はいたしておりません｡

１番 (師玉敏代君) このマイナスの４４６万４, ０００円というのは, あくまでも未払金ではないとい

うことですか, 未払金ですか｡

生涯学習課長 (圓 順次君) 未払金でございます｡

議長 (伊東隆吉君) 再々ありますか｡

１番 (師玉敏代君) この未払金というのは前回協議会の中で, こういった負債に対しては第１四半期分

の歳入の中で４９９万円いただいてますから, それに対する支払い, 負債のものについては相手側のほ

うで一筆書いて, こちらには責任は被らないという説明を受けてますけど, それでよろしいんでしょう

か｡

生涯学習課長 (圓 順次君) 議員おっしゃるとおりでございます｡ ４月, ５月, ６月分は請求が７月に

なったといたしましても, ６月までに生じた債務はピース商事が責任をもって処理することになってお

ります｡

議長 (伊東隆吉君) ほかに質疑はありませんか｡

２３番 (平 敬司君) １点だけ伺いたいと思います｡

前の全員協議会での説明の中では, まだ直営という形だけを示されて, この運営主体がね, どうなる

のかを示されませんでした｡ このピース商事が抱えてきた職員, これから直営となりますこの職員の配

置, この運営主体をどうしていくのか｡ その１点をお願いします｡

議長 (伊東隆吉君) 答弁を求めます｡

生涯学習課長 (圓 順次君) ７月１日から直営になるわけでありますが, 利用者へのサービスが低下が

ないように, 引き続きサービスが提供できるように, そのためには現在ピース商事のもとで働いておら

れます従業員の方々を, ノウハウがありますので, 引き続き雇用したほうがいいだろうとも考えており

ます｡ 社員として, 男性社員が１人, 女性社員が１人, 受付１人, パートでございます｡ あと, 清掃婦

が４名, 夜警の方が１人ということで, ８名体制でありますが, 基本的に一人の方を除いては引き続き

雇用と考えておりまして, そのほうが一番スムーズになると思います｡ そちらのほうに住用総合支所の

地域教育課のほうが配属, ３名おりますが, 体験交流館のほうに行きまして, 管理者として現金の授受,

そういった管理面を担当いたします｡ ですから, 体制といたしましては, 今までどおりのピース商事の

管理体制, 事実上の運営をしておりました３名の体制はそのまま維持しつつ, 地域教育課がまた配属に

なることによって, 管理面は担当いたしますが, 分母が大きくなりますので, 奄美体験交流館の管理運

営に対しても幅が出て, スムーズに運営されるものと思っております｡

また, さらには地域教育課３名の職員でありますが, 現在の業務も大変なところがございますので,

もし, 体験交流館のこの臨時職員等が時間的な余裕があったりしましたら, 地域教育課の仕事のお手伝

いも少ししていただきたいと考えておりまして, 分母が３から６になるということで, カバーし合いな

がら, スムーズにこの二つの業務が遂行されるのではないかと考えております｡
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議長 (伊東隆吉君) 再質ありますか｡

それでは栄 勝正君｡

２１番 (栄 勝正君) 簡単に一つ二つ質疑をしたいと思います｡

ただいまの平議員の質問とも関連するんですけども, この正職員, 分母が大きくなるということなん

ですけれども, 正職員の配置なんですけれども, 現在は地域教育課は中央公民館で配置されているとい

うことを聞いております｡ これがまた, 体奄美体験交流館に行くということなんですけども, また来年

４月から指定管理者になった場合, またもとに戻るのか｡ 市民は大変戸惑うんじゃないかなと, いろい

ろな相談があるごとにどこへ行っているのか｡ あるいはまた, 住用総合支所とのいろいろな関連のこと

などで, そういう支障はないのかですね, お聞きしたいと思います｡

それから, こういうことが起こって, 大変行政も市民も戸惑っていると思うんですけども, このよう

なことが起こらないためにもですね, やはり財務とか資産調査, 今後調査すべきじゃないかなと私は思っ

ております｡

それから, これは全体に言えることなんですけども, 補償金とか, あるいは不動産の補償金制度とか,

あるいは不動産の設定とかですね, 抵当設定とかいうのも考える時期にきているんじゃないかなと思い

ますけれども, 以上, 質疑をいたしておきます｡

議長 (伊東隆吉君) 答弁を求めます｡ 今の３点｡

教育部長 (里中一彦君) お答えいたします｡

最初の住用の地域教育課の事務所が変わることによって, 市民の皆さんに戸惑いが生じるんじゃない

か｡ また, 不便を来すんじゃないかということでございます｡ 確かに事務所が地域教育課におきまして

は, 本年４月から, これまでの住用総合支所から住用の公民館のほうに事務所を移したところでござい

ます｡ これは住用の地域教育課の職員の数が今年度減少したために, 相互に公民館のほうに移して, 公

民館の職員等共々やったほうが業務としてスムーズに運営できるんじゃないかと, このようなことで移

転をしたところでございます｡ 今回の場合, 先ほどうちの職員が言いましたけれども８名, これまでピー

ス商事が指定管理を請けていた従前のままの職員の数を, 今回議会のほうに上程をしているわけでござ

います, 予算としてですね｡ それに加えて, やはり現金収受があると, あるいはまた管理の問題がある

と, このようなことで事務所そのものを移したほうが体験交流館としての運営としてはスムーズにいく

んじゃないだろうかと, このような総合的な判断のもとにこのようなことを考えているところでござい

ます｡ 確かに利用者, あるいは市民の方々への戸惑いも生じるかと思います｡ これはあくまでも緊急的

な措置ということでございまして, このことがまた来年度の指定管理に向けて, 今後作業を進めてまい

りますので, その後, また正常な形に返っていくものだろうと思います｡ その間, 戸惑いも生じるとは

思いますけれども, そのようなことがないように努力をしてまいりたいと思っているところでございま

す｡

また, 指定管理者の財務の確認を十分行うべきじゃないかということでございまして, 現在の協定の

中ではこれらのものは指定管理を行うときそのような運用の指針でございますけれども, 今後このよう

なことが生じましたので, 私どものほうにおいても, 十分議員の御提言も踏まえながら進めてまいりた

いと, このように思っているところでございます｡

３番目につきましては, 企画のほうから答弁をすると思います｡ よろしくお願いします｡

企画調整課長 (瀬木孝弘君) ただいま指定管理に係わります業務履行の完全ならしめるための提案と受

け止めておりますが, 補償金や不動産の抵当権の設定等の, 今提案がございました｡ まず, 私どものほ

うでこのような制度について調査を緊急に行いましたが, 全国でも議員御提案の補償金や, それから連

帯保証人の連名, それから違約金の設定などを交互に行っている所もわずかではありますがございます｡
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ただ, この指定管理業務に際しまして, 特に指定管理者を交互に, ＮＰＯとかですね, 営利企業以外の

団体も応募することも想定されておりまして, この点から申し上げますと財務基盤や信用力が極めて低

い団体にとってのかかわり方, そのあたりも大変参加が難しくなる帰来も想定されます｡ したがいまし

て, 御提案のことを含めまして, まずはこの業務履行の完全ならしむるための方策を全体の指定管理を

導入する窓口として, 企画のほうで検討して進めてまいりたいと思っているところであります｡

後, 現在の基本協定のマニュアルによりますと, 事業終了後３０日以内に収支報告を求めておりまし

て, これが年１回となっておりますので, このあたりが妥当であるのかどうかを含めましてですね, 例

えば半期ごとに行うなど, より指定管理の財務状況, あるいは利用の状況を含めまして, やはり担当課

として扱うべき課題もあるかと思っております｡ 以上のようなことを今後早急に検討してまいりたいと

考えております｡

２１番 (栄 勝正君) 先ほどの地域教育課の事務所の問題なんですけども, やはり住用のですね, 駐在

員さん, 並びに学校関係者にもですね, やはり戸惑いも少しは生じるかもしれませんけれども, また来

年は戻るということなんですけれども, やはりある程度周知, 広報を徹底してもらってですね, あっち

行きこっち行きがないようにですね, 本庁かと思ったらまた公民館, 公民館と思ったらあっち行ったよ

ということでですね, 戸惑いがないように, 十二分に周知広報をお願いしたいと思います｡

それから, 今回のこの体験交流館で四半期の指定管理料が支払われていると思うんですけども, 例え

ば６月までなんですけども, ５月, ６月電気料が滞っているとかいうことで, その指定管理者が払えな

い場合などが出てくるんじゃないかなと, 私懸念してるんですけども, そのためにもやはりある程度の

保証金とかいうのは必要じゃないかなと思っております｡ いくつか, いろいろとあちこち, 三儀山の施

設をはじめ, 指定管理者がなされているんですけども, ＮＰＯ法人あるいは株式会社いろいろあるんで

すけども, やはり, 急にこういうふうになった場合ですね, 代表者がなった場合, 本当にその後, 四半

期などが払われとったら, 金額が大きければ大きいほどどうなるのかなと心配をして, また我々の税金

からそういうのが投入されるんじゃないかと思ってるんですけども, そのへんについては, 今回は大丈

夫だということも聞いているんですけども, もう１回見解をお願いいたします｡

財政課長 (則 敏光君) ただいまの件でございますが, 数か月に１度の財務状況を確認いたしまして,

今回６月までの財務状況を確認いたしまして, これが本当に未払費用なのか, 単なる赤字なのかですね,

未払経費であればこれは３か月分は指定管理料が払い済でございますので, 責任を持ってそこから支払っ

ていただく｡ 通常の赤字, 単なる赤字であれば, これが指定管理関係, いわゆる委任関係です｡ 民法の

委任契約関係に準じた関係から直接生じる債務関係であるのか｡ あるいは業者の私的な投資に基づく債

務であるのか｡ そういったものの性格を十分に見極めてですね, 通常の委任関係から発生したものであ

れば, こちらのほうが代弁済をしたうえで求償権を行使するという形になろうかと思います｡ それ以外

のものにつきましては業者の当然の負担という形でございますので, 未払経費か赤字かをまずは見極め

たいというふうに思っております｡

議長 (伊東隆吉君) よろしいですか｡ 再々ありますか｡

２１番 (栄 勝正君) 今日現在は分からないだろうと思いますけれども, また, いずれにしても四半期

分は指定管理料は支払っているわけですし, 四半期分のいろいろな維持管理に対してですね, また我々

の税金が使われるということがないようにですね, ピース商事ともうまく折衝してですね, このまま是

非払ってもらいたいと, 私は強く要望して終わります｡

議長 (伊東隆吉君) ほかに質疑はありませんか｡

(｢なし｣ と呼ぶ者あり)
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これをもって質疑を終結いたします｡

お諮りいたします｡

本案は委員会付託を省略したいと思います｡

これに御異議ありませんか｡

(｢異議なし｣ と呼ぶ者あり)

これから討論に入ります｡

討論はありませんか｡

(｢なし｣ と呼ぶ者あり)

これをもって討論を終結いたします｡

これから議案第６６号について採択いたします｡

お諮りいたします｡

本案を原案のとおり可決することに御異議ありませんか｡

(｢異議なし｣ と呼ぶ者あり)

御異議なしと認めます｡

よって, 議案第６６号 平成２０年度奄美市一般会計補正予算 (第３号) は, 原案のとおり可決され

ました｡

○

議長 (伊東隆吉君) お諮りいたします｡

議会運営委員会から申し出のありました議会運営に関する事項及び議長の諮問に関する事項の調査等

を行うため, これを閉会中の継続審査とすることに御異議ありませんか｡

(｢異議なし｣ と呼ぶ者あり)

御異議なしと認めます｡

よって, 議会運営に関する事項及び議長の諮問に関する事項の調査等を行うため, これを閉会中の継

続審査とすることに決しました｡

以上で本定例会に付議された事件はすべて議了いたしました｡

これをもって平成２０年第２回奄美市市議会定例会を閉会いたします｡ (午後１時５１分)
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